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平成 25 年度 指定居宅サービス事業者等の指定・指導体制 

 

大阪府では、「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、府内市町村への特例市並みの権限移譲

を進めており、府内市町村においては「権限移譲実施計画（案）」(平成２２年度から２４年度)が策定さ

れています。 

また、平成２４年４月には、改正介護保険法の施行により、これまで大阪府が行っていた事務の一部

について、指定都市と中核市に権限が移譲されました。 

 

これにより、従来、大阪府知事の権限に属する事務のうち、 

○介護保険法に基づく居宅サービス等事業者の指定・指導等の事務  

○老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始届の受理等に関する事務  

については、移譲市町村等において、それぞれ権限を有することとなります。 

 

権限移譲を受けた市町村に所在する事業所の指定・指導、届出等の業務は、各市町村等に

おいて実施します。 

 

平成 25 年 10 月以降の移譲については、決まり次第、お知らせします。 

 村  町  市  譲  移 期 時 譲 移

平成２３年１０月１日より ●池田市、箕面市、豊能町及び能勢町（広域連携により実施） 

●茨木市 

●島本町(老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業開始届受理等に関する事務のみ）

平成２４年１月１日より ●富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村

（広域連携により実施） 

●柏原市 

平成２４年４月１日より 

（改正介護保険法の施行による

大都市特例） 

●大阪市、●堺市（指定都市） 

●高槻市、●東大阪市、●豊中市（中核市） 

平成２４年７月１日より ●吹田市 

平成２４年１０月１日より ●八尾市 

●岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町（広域連携により実

施） 

平成２５年１月１日より ●枚方市、●松原市 

平成２５年４月１日より ●泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町（広域連携により実

施） 

平成２５年１０月１日より

（予定） 

●寝屋川市（予定） （老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業開始届受理等につい

ては移譲済み） 
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【２３年１０月～】1 市、1 広域  ◎ 茨木市 

◎ 池田市・箕面市・豊能町・能勢町 （広域） 

【２４年 １月～】1 市、1 広域  ◎ 柏原市  ◎ 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・

千早赤阪村 （広域） 

【２４年 ４月～】5 市  ◎ 大阪市、堺市、豊中市、高槻市、東大阪市  

【２４年 ７月～】1 市  ◎ 吹田市  

【２４年１０月～】1 市、1 広域  ◎ 八尾市  

◎ 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町 （広域） 

【２５年 １月～】2 市  ◎ 枚方市   ◎松原市 

【２５年 ４月～】1 広域  ◎ 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 (広域) 

【２５年１０月～】1 市  ◎ 寝屋川市 

大阪府域の所管（居宅サービス事業者等の指定等）市町村の図
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大 阪 府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課   ０６－６９４４－７０９９ 

http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/index.html 

大阪市 福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ 

     ０６－６２４１－６３１０～６３１４（指導等） ・ ０６－６２４１－６３１７～６３２０（指定等） 

http://ｗｗｗ.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/719-2-2-0-0.html 

堺 市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課  ０７２－２７５－６２３５ 

http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/jigyo/jigyosha/index.html 

東大阪市 福祉部 指導監査室 居宅事業者課   ０６－４３０９－３３１７（指導） 

０６－４３０９－３３１８(指定） 

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/11-24-0-0-0_1.html   

豊中市 健康福祉部 福祉指導監査室   ０６－６８５８－２８３６（指導・監査） 

豊中市  健康福祉部 いきいきセンター 高齢施策課  ０６－６８５８－２８６８ （指定申請・苦情等）

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kakubu/kenkofukushi/fukushishidou.html（指導・監査) 

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kakubu/kenkofukushi/koureisesaku.html 

（指定申請・苦情等） 

（富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村） 

南 河 内 広域事務室 広域福祉課   ０７２１－２０－１１９９ 

http://www.kouiki321.jp/ 

高槻市 健康福祉部 福祉指導課   ０７２－６７４－７８２２ 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/Kakuka/kenkouf/fukushis/gyomuannai/kaigo/index.html 

池 田 市 福祉部 広域福祉課   、箕 面 市 健康福祉部 広域福祉課、 

豊 能 町 生活福祉部 広域福祉課、能 勢 町 健康福祉部 広域福祉課  

０７２－７５１－５２３１ 

http://www.city.minoh.lg.jp/kouikifukusi/index.html 

茨木市 健康福祉部 指導監査課   ０７２－６２０－１８０９ 

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkof/shidokansaka/index.html 

指定・指導等権限のある所管ホームページ（H 25.4/1 現在）  
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柏 原 市 健康福祉部 福祉指導監査課   ０７２－９７１－５２０２ 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/fukushishido/index.html  

吹田市 福祉保健部 福祉指導監査室    ０６-６３８４-１３５８ 

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-fukushihoken/fukushido.html 

八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課    ０７２－９２４－９３６２ 

http://www.city.yao.osaka.jp/soshiki/5-16-0-0-0_10.html 

岸和田市 保健福祉部 広域事業者指導課、泉大津市 健康福祉部 広域事業者指導課、 

貝塚市 健康福祉部 広域事業者指導課、和泉市 生きがい健康部 広域事業者指導課、 

高石市 保健福祉部 広域事業者指導課、忠岡町 健康福祉部 広域事業者指導課 

 ０７２－４９３－６１３２     http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/104/ 

枚方市 福祉部 法人指導課     ０７２－８４１－１２２１（代） 

http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/houjin-top/ 

松原市 福祉部 福祉指導課   ０７２－３３４－１５５０（代） 

 http://www/city.matsubara.osaka.jp/7,0,60,439.html 

泉佐野市 健康福祉部 広域福祉課、泉南市 健康福祉部 広域福祉課、 

阪南市 健康部 広域福祉課、熊取町 健康福祉部 広域福祉課、 

田尻町 民生部 広域福祉課、岬町 しあわせ創造部  広域福祉課  

０７２－４９３－２０２３ 

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kenkou/kouiki/index.html 

 

 

 

【関係ホームページ】 

 

●厚生労働省（介護・高齢者福祉）  

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ 
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資料１ 
 

指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法 ・・・・ ６ 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査フロー図 ・・・・・ ７ 

 

・指定居宅サービス事業者等の指定取消し等の規定（介護保険法）・・・ ８ 

 

・事業者指定の取消し等事例（大阪府域内）・・・・・・・・・・・・ １２ 

 

・各法人種別における指定取消等事業所数（サービス別・全国）及び 

  平成２３年度の「指定取消」処分にかかる取消事由 

（サービス別・全国）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

・業務管理体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

 

・指定居宅サービス事業者等の法令遵守について・・・・・・・・・・ １８ 
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指定居宅サービス事業者等に対する指導及び監査の実施方法 
 

所    管    庁 事        業        者 
 

 

集 団 指 導 

○ 一定の場所に対象事業者を召集し、講習会

方式により指導を行なう。 

○ 指導内容 

・ 当該年度における指導及び監査の実施

方法等 

・ 実地指導における主な指導事項 

・ 指定等の基準並びに介護給付等の算定

方法 

・ 介護保険制度の改正等の内容 

実施通知 

出  席 

集団指導対象事業者 

○ 原則として、毎年度の４月１日現在指定を受けてい

る全ての事業者を対象とする。ただし、保険医療機

関等において、介護保険法第７１条に規定により事

業者の指定があったものとみなされた事業者（以下

「みなし事業者」という。）を除く。 

実 地 指 導  

○ 実施場所（指定事業所又は法人事務所の所

在地等）において、対象事業者から事前又

は当日に提出を受け又は閲覧に供された

書類等を審査するとともに、当該事業所等

の管理者等からヒアリングを行うことに

より実施する。 

○ 指導内容 

・ 運営指導 

関係法令及び指定基準に照らし、適切な

運営が行われているか確認し、適切でな

い運営が行われている場合は、これを是

正するよう指導する。 

・ 報酬請求指導 

報酬算定基準に照らし、①報酬の単位ごと

の算定要件を満たしているか、②保険給付

の対象とならないサービスの提供を行い請

求が行われていないか、③必要な人員等の

体制が確保されているか（各種加算及び人

員欠如減算等）、④利用者ごとのケアプラン

に基づきサービス提供が行われているか等

について確認し、適切でない請求が行われ

ている場合は、これを是正するよう指導す

る。（必要に応じて過誤調整） 

実地指導対象事業者 

（一般指導） 

○ 全ての事業者の中から計画的に実施する。 

（随時指導） 

○ 随時指導の対象となる事業者は以下のとおり 

・ 利用者またはその家族等からの苦情若しくは情報

提供又は当該事業所の従業者等からの通報若しく

は情報提供が寄せられているもののうち、特に緊

急性の高いもの 

・ 保険者、国民健康保険団体連合会から情報提供を

受けた事業者のうち、特に緊急性の高いもの 

・ 介護給付適正化システムにおいて、給付実績が特

異傾向を示す事業者のうち、その傾向が顕著なも

の 

・ 利用者等からの苦情が多く寄せられている事業者 

・ 実地指導の結果、改善が不十分な事業者のうち、

再度の指導により改善が見込まれるもの 

・ その他実地指導の必要性があると認められる事業者 

実施通知 

指導実施 

監        査 

○ 実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時

間、実施場所、監査担当者等を予め事業者

に通知する。ただし、緊急を要するもの等

については、当日に通知することにより監

査を行う。 

○ 指定基準違反等が認められた場合、期限を

定めて、基準を遵守すべきことを勧告する。
○ 正当な理由がなく勧告に係る措置をとらな

かったときは、期限内にその勧告に係る措

置をとるべきことを命令する。 

○ 上記期限を経過し、なお相当期間を経た後

も、改善されない場合は、指定取消等の処

分対象となる。 

監査対象事業所 

次のいずれかに該当する行為がなされたか、あるいは

疑われる事業者 

○ 利用者に対する虐待 

○ 指定基準に重大な違反 

○ サービスの内容に不正又は著しい不当 

○ 介護報酬の請求に不正又は著しい不当 

○ 報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて

これに従わず、又は虚偽の報告をした 

○ 出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁

せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避した 

○ 不正の手段により事業者指定を受けた 

監査実施 

改善報告 

実施通知 

 

実地指導等において、指定取消し等の事由に該当

する行為がなされたかあるいは疑われる場合又は

明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合又

は度重なる指導を行っても、改善が行われない場

合は、監査を実施する。 

改善報告 

改善勧告 

改善命令 

再指導 

行政処分 
（指定取消等） 

◎ 監査の結果、不正の事実が確認された
場合等は、聴聞手続きを経て、次のと
おり行政処分を行う。 

・ 行政上の措置 
指定取消し又は指定の全部若しくは
一部の効力の停止 

・ 経済上の措置 
不正又は不当な事項が認められ、返還
金が生じた場合には、介護報酬の返還
及び加算金の付加 

指指定定のの取取消消しし又又はは全全部部若若ししくく

はは一一部部のの効効力力のの停停止止  

報報酬酬のの返返還還（（加加算算金金含含むむ。。））  

 

欠席した事業者に対しては、個別に指導を実

施することがある。 
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対
象

事
業

者
指

導
の

目
的

等

対
象

事
業

者

完
　
　
　
了

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
監
査
フ
ロ
ー
図

完
了

　
　
　
　
　
《
出

席
》

指    導

個
別

指
導

を
実

施
す
る
こ
と
が

あ
る
。

完
了

再
指

導

　
　
　
　
　
《
欠

席
》

《
期
限
内
に
改
善
さ
れ
た
》

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

な
か
っ
た
》

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

な
か
っ
た
》

《
期

限
内

に
改

善
さ
れ

な
か
っ
た
》

完
了

監 　 　 査

完
了

《
期
限
内
に
改
善
さ
れ
た
》

《
期
限
内
に
改
善
さ
れ
た
》

集
団

指
導

実
地

指
導

適
正

・
概

ね
適

正

改
善

が
必

要

監
査

聴
聞

指
定

取
消

し

直
ち
に
指

定
取

消
し
等

に
は

至
ら
な
い
が

、
改

善
が

必
要

と
認

め
ら
れ

る
場

合

指
定

取
消

し
等

の
事

由
に
該

当
す
る
場

合

公
示

（公
報

登
載

）

結
果

通
知

結
果

通
知

改
善

勧
告

改
善

報
告

書

処
分

通
知

改
善

報
告

書

改
善

命
令

度
重
な
る
指
導
を
行
っ
て
も
、
改
善
が
行

わ
れ
な
い
場
合
は
、
監
査
へ
移
行

○
利
用
者
に
対
す
る
虐
待
が
疑
わ
れ
る
と
き
。

○
指
定
基
準
に
重
大
な
違
反
が
あ
る
と
疑
わ
れ

る
と
き
。

○
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
不
正
又
は
著
し
い
不
当

が
疑
わ
れ
る
と
き
。

○
介
護
報
酬
の
請
求
に
不
正
又
は
著
し
い
不
当

が
疑
わ
れ
る
と
き
。

○
報
告
又
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示

を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽

の
報
告
を
し
た
と
き
。

○
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
質
問

に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答

弁
を
し
、
又
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

く
は
忌
避
し
た
と
き
。

○
不
正
の
手
段
に
よ
り
事
業
者
指
定
を
受
け
た

こ
と
が
疑
わ
れ
る
と
き
。

○
所
管
庁
が
必
要
と
認
め
る
と
き

原
則

と
し

て
、

毎
年

度
の

４
月

１
日

現
在

指
定

を
受
け
て
い
る
全
て
の
事
業
者
。

○
一
般
指
導

全
て
の

事
業

者
の

中
か

ら
、

別
に

定
め

る
基

準
に
よ
り
選
定
し
、
計
画
的
に
実
施
す
る
。

○
随
時
指
導

・
利
用
者
ま
た
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
苦
情
若

し
く
は
情
報
提
供
又
は
当
該
事
業
所
の
従
業

者
等
か
ら
の
通
報
若
し
く
は
情
報
提
供
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
特
に
緊
急
性

の
高
い
も
の

・
保
険
者
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら

情
報
提
供
を
受
け
た
事
業
者
の
う
ち
、
特
に

緊
急
性
の
高
い
も
の

・
介
護
給
付
適
正
化
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
給

付
実
績
が
特
異
傾
向
を
示
す
事
業
者
の
う
ち

そ
の
傾
向
が
顕
著
な
も
の

指
定

事
業

者
全
体

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図

る
こ
と
を
主
眼

と
し
て
、
介

護
保

険
法
・
制

度
の

趣
旨

、
目

的
の

周
知

及
び
理

解
の

促
進

及
び
介

護
報

酬
に
係

る
過

誤
・
不

正
請

求
の

防
止

の
観
点

か
ら
算

定
要

件
等
の

周
知
な
ど
、
介

護
保
険

制
度

の
適

正
な

運
営
を
図
る

“
サ

ー
ビ
ス
の

質
の

確
保

と
向

上
”
、

“
利

用
者

の
尊

厳
の

保
持

”
及

び
“
高

齢
者

虐
待

防
止

法
の

趣
旨

”
、
適

正
な
介

護
報

酬
の

請
求

等
を
踏

ま
え
、
事

業
所

の
所

在
地

に
お
い
て
、
関

係
書

類
の

閲
覧

と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
元

に
指

導
を
行

う
。

a
運

営
指

導
関

係
法

令
及

び
指

定
基

準
に
照

ら
し
、
適

切
な
運

営
が

行
わ

れ
て
い
る
か

ど
う
か

に
つ
い
て
、
関

係
書

類
の

点
検

・
検

査
及

び
関

係
者

に
対

す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

う
と

と
も
に
、
適

切
で
な
い
運

営
が

行
わ

れ
て
い
る
場

合
は

、
こ
れ

を
是

正
す
る
よ
う
指

導
す
る
。

b
報

酬
請

求
指

導
各

サ
ー
ビ
ス
類

型
ご
と
の

報
酬

算
定

基
準

に
照

ら
し
、
報

酬
の

単
位

ご
と
の

算
定

要
件

に
合

致
し
て
い
る
か

、
保

険
給

付
の

対
象

と
な
ら
な
い
サ

ー
ビ
ス
提

供
で
あ
る

に
も
拘

わ
ら
ず
、
報

酬
請

求
が

行
わ

れ
て
い
な
い
か

、
ま
た
各

種
加

算
に
つ
い
て
は

、
必

要
な
人

員
等

の
体

制
が

確
保

さ
れ

て
い
る
か

、
利

用
者

ご
と
の

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基

づ
き
サ

ー
ビ
ス
提

供
が

行
わ

れ
て
い
る
か

等
に
つ
い
て
、
関

係
書

類
の

点
検

・
検

査
及

び
関

係
者

に
対

す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

う
と
と
も
に
、
適

切
で
な
い
請

求
が

行
わ

れ
て
い
る
場

合
は

、
こ
れ

を
是

正
す
る
よ
う
指

導
す
る
。

改
善

報
告

書

期
限
を
経
過
し
、
な
お
相
当
期
間
を
経

た
後
も
、
改
善
さ
れ
な
い
場
合
は
、
行

政
処
分
の
対
象
と
な
る
。

指
定

の
全

部
若

し
く
は

一
部

の
効

力
の

停
止

行
政

処
分

行
政

処
分

返
還

額

返
還

額
の

確
定

加
算

金
の

付
加

◆
取

消
処
分

に
よ
り
事
業
者
指

定
に
係

る
欠
格

事
由
該

当
者
と
な
る
者
（
当
該

指
定

取
消

し
等
に
係
る
聴
聞
通

知
（
行

政
手
続

法
第

15
条

） が
あ
っ
た
日
前

6 0
日

以
内

に
役
員
等
で
あ
っ
た
者

）
Ａ

役
員

イ
業

務
を
執
行
す
る
（
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
合
同
会
社
の
）社

員
・
（株

式
会

社
の

）取
締
役
・
執
行
役
又

は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
者

（ 社
会
福
祉

法
人
等
の

理
事

）
ロ

相
談

役
、
顧
問
等
の
名
称
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
問
わ
ず
、
イ
に
掲

げ
る
者

と
同

等
以
上
の
支
配
力
を
法
人
に
対
し
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者

Ｂ
そ
の

事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
・
事
業
所
の

管
理

者

公
示

（公
報

登
載

）

○
指

定
取

消
し
等

の
事

由
に
該

当
す
る
行

為
が

な
さ
れ

た
か

、
あ
る
い
は

疑
わ

れ
る
場

合
○

明
ら
か

に
不

正
又

は
著

し
い
不

当
等

が
疑

わ
れ

る
場

合
過

誤
調

整
不
適
正
な
報
酬
算
定
が

見
受
け
ら
れ
る
場
合

過
誤

調
整

不
適
正
な
報
酬
算
定
が

見
受
け
ら
れ
る
場
合

公
表

勧
告
に
従
わ
な

か
っ
た
と
き
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指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
指

定
取

消
し

等
の

規
定

【
介

護
保

険
法

】
 

●
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
も
の
 

（※
指
定
取
消
し
等
の
事
由
に
つ
い
て
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
法
第
八
十
四
条
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
法
第
百
十
五
条
の
九
を
参
照
） 

条
文
（参

照
条
文
関
連
事
項
を
太
字

 
等

文
条

照
参

 ）
記

表
で

【
指
定
の
取
消
し
等
】
 

第
七
十
七
条

 
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一

項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て

そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
条
第
二

項
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
号

(第
五

号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を

除
く
。

)、
第
十
号
の
二
（第

五
号
の
三
に
該
当
す
る

者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）、

第
十
一
号

（第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る

と
き
を
除
く
。
）又

は
第
十
二
号

(第
五
号
の
三
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。

)の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

 

二
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付

さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

三
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
当
該
指
定
に
係

る
事
業
所
の
従
業
者
の
知
識
若
し
く
は
技
能
又
は
人

員
に
つ
い
て
、
第
七
十
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県

の
条
例
で
定
め
る
基
準
又
は
同
項
の
都
道
府
県
の

条
例
で
定
め
る
員
数
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
と
き
。

 

四
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

 

【
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
：
欠
格
事
由
】
 

第
七
十
条
第
二
項

 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
（病

院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く

は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て

は
、
第
六
号
の
二
、
第
六
号
の
三
、
第
十
号
の
二
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

 

一
 
申
請
者
が
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
者
で
な
い
と
き
。

 

二
 
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
従
業
員
の
知
識
及
び
技
能
並
び
に
人
員
が
、
第
七
十
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
及
び
同
項
の
都
道
府

県
の
条
例
で
定
め
る
員
数
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

 

三
 
申
請
者
が
、
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
っ
て
適
正
な
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の

運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

四
 
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

 

五
 
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

 

五
の
二

 
申
請
者
が
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

 

五
の
三

 
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法
又
は
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（昭

和
44

年
法
律
第

84
号
）の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負

う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金

(地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
五
号
の
三
、
第
九
十
四
条

第
三
項
第
五
号
の
三
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
三
、
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
の
三
及
び
第
二
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「保

険
料

等
」と

い
う
。

)に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正

当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て

(当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分

に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
る
。
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
五
号
の
三
、
第
九
十

四
条
第
三
項
第
五
号
の
三
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
三
及
び
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
五
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。

)を
引
き
続
き
滞
納
し

て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

 

六
 
申
請
者
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）が

、
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）を

取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

(当
該
指
定
を
取
り
消
さ

れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法

人
の
役
員

(業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

第
五
節
及
び
第
二
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

)又
は
そ
の
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人

(以
下
「役

員
等
」と

い
う
。

)で
あ
っ
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五
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
四
条
第

六
項
に
規
定
す
る
義
務
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。

 

六
 
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
請
求
に
関
し
不
正
が
あ

っ
た
と
き
。

 

七
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
第
七
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若

し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は

虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

 

八
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
当
該
指
定
に
係

る
事
業
所
の
従
業
者
が
、
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
た

だ
し
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
従
業
者
が
そ
の

行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
防
止
す

る
た
め
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
相
当

の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。

 

九
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
不
正
の
手
段
に

よ
り
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
た
と

き
。

 

十
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医

療
若
し
く
は
福
祉
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る

も
の
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は

処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

 

十
一

 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正

又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
。

 

十
二

 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
指
定
の
取
消

し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者

が
あ
る
と
き
。

 

た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。

)
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及

び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実

に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

 

六
の
二

 
申
請
者
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）が

、
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）を

取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（当

該
指
定
を
取
り

消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当

該
法
人
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の
を
含
む
。
）で

あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分

の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の

状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し

に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

 

六
の
三

 
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
（申

請
者
（法

人
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）の

株
式
の
所
有
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
当
該
申
請
者

の
事
業
を
実
質
的
に
支
配
し
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
関
係
に
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（以

下
こ
の
号
に
お
い
て

「申
請
者
の
親
会
社
等
」と

い
う
。
）、

申
請
者
の
親
会
社
等
が
株
式
の
所
有
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
そ
の
事
業
を
実
質
的
に
支
配
し
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に

重
要
な
影
響
を
与
え
る
関
係
に
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
当
該
申
請
者
が
株
式
の
所
有
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
そ
の
事
業
を
実
質

的
に
支
配
し
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
関
係
に
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
申
請
者
と
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）が

、
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ

る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮

し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。

 

七
 
申
請
者
が
、
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届

出
を
し
た
者

(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。

)で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

七
の
二

 
申
請
者
が
、
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
（当

該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
第
七
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
か
否
か
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府

県
知
事
が
当
該
申
請
者
に
当
該
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
特
定
の
日
を
通
知
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
日
を
い
う
。
）ま

で
の
間
に
、
第

七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）で

、
当
該
届
出
の
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

八
 
第
七
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
前
六

十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人

(当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。

)の
役
員
等
又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事
業

所
(当

該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。

)の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
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 十
三

 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
な
い
事

業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
管
理
者
が
指
定

の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ

ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を

し
た
者
で
あ
る
と
き
。

 

あ
る
と
き
。

 

九
 
申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き

 

十
 
申
請
者
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）が

、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
七
号
か

ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

十
の
二

 
申
請
者
が
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
） が

、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
、

第
六
号
の
二
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

十
一

 
申
請
者
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）が

、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

 

十
二

 
申
請
者
（特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
） が

、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま

で
、
第
六
号
の
二
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

 

【
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
】
 

第
七
十
条
第
八
項

 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
協
議
を
求
め
た
市
町
村
長
の
管
轄
す
る
区
域
に
所
在
す
る
事
業

所
が
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指

定
を
し
な
い
こ
と
と
し
、
又
は
同
項
本
文
の
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
定
期
巡
回
・ 随

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
等
の
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

【
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
義
務
】
 

第
七
十
四
条
第
六
項

 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
要
介
護
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
遵
守
し
、
要
介

護
者
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

【
法
七
十
七
条
第
一
項
十
号
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
も
の
】

 

介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
四

 
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
十
号
、
（略

）の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
一

 
健
康
保
険
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十
三

 
薬
事
法

 
二

 
児
童
福
祉
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十
四

 
薬
剤
師
法

 
三

 
栄
養
士
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十
五

 
老
人
福
祉
法

 
四

 
医
師
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
十
六

 
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法

 
五

 
歯
科
医
師
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十
七

 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

 
六

 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
十
八

 
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

 
七

 
歯
科
衛
生
士
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 十

九
 
義
肢
装
具
士
法

 
八

 
医
療
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
二
十

 
精
神
保
健
福
祉
士
法

 
九

 
身
体
障
害
者
福
祉
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二
十
一

 
言
語
聴
覚
士
法

 
十

 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

 
 

 
 

 
 

 
二
十
二

 
発
達
障
害
者
支
援
法
（平

成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
） 

十
一

 
社
会
福
祉
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
二
十
三

 
障
害
者
自
立
支
援
法

 
 

 
 

十
二

 
知
的
障
害
者
福
祉
法
（昭

和
三
五
年
法
律
第
三
十
七
号
） 

 
 
二
十
四

 
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
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●
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
係
る
も
の
 

条
 
 
 
 
 
 
文
 

【介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
】 

第
百
十
五
条
の
三
十
五

 
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
許
可
を
受
け
、
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
そ
の
他
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
（以

下
「介

護
サ
ー
ビ
ス
」と

い
う
。
）の

提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
情
報
（介

護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
又
は
施
設
の
運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
又
は
利
用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護
者
等
が
適
切
か
つ
円

滑
に
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）を

、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  

二
  

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
後
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  

三
  

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
報
告
を
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

  

四
  

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め

て
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
を
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
し
、
又
は
そ
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

  

五
  

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
を
し
た
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  

六
  

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
が
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
若
し
く
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の

許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
若
し
く
は
許
可
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  

七
  

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
そ
の
指
定
を
し
た
市
町
村
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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平
成
２
４
年
度
に
お
け
る
事
業
者
指
定
の
取
消
し
及
び
効
力
停
止
事
例
（
大
阪
府
域
内
）
 

内
容
及
び
期
間
 

サ
ー
ビ
ス
種

別
 

主
 な

 指
 定

 取
 消

・
効
 力

 停
 止

 の
 事

 由
 

効
力
停
止
条
項
 

経
済
上
の
措
置
 

 指
定

の
全

部
の

効
力

の
停
止
６
カ
月
間
 

 （
平
成

24
年

7
月

1

日
～
同
年

12
月

31
日
）

 訪
問
介
護
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

が
行

わ
れ

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
虚

偽
の

サ
ー

ビ
ス
提

供
記

録
簿
を

作
成
し
、
ま
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
時
間
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
簿
に
実
際
よ

り
も
長
く
記
載
し
、
不
正
に
介
護
給
付
費
を
請
求
し
受
領
し
た
。
 

訪
問
介
護
員
等
の
員
数
が
常
勤
換
算
方
法
で

2.
5
名
以
上
を
確
保
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た

管
理
者
が
常
勤
専
従
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
勤
務
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
府
の

監
査
（
書
面
検
査
）
に
お
い
て
、
管
理
者
が
ほ
と
ん
ど
勤
務
し
て
お
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責

任
者
が

1
日

3
時
間
程
度
し
か
勤
務
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
常
勤
で

あ
る
内
容
の
勤
務
実
績
表
の
提
出
を
行
っ
た
。
 

法
第

７
７

条
第

１

項
第

３
号

、
第

６

号
及
び
第
７
号
 

 

 

不
正

請
求

に
係

る

返
還
額
 

1,
21
1,
82
0
円
 

 指
定

の
全

部
の

効
力

の
停
止
３
カ
月
間
 

 （
平
成

24
年

9
月

27

日
～
同
年

12
月

26
日
）

 

 訪
問
介
護
 

（
予
防
含
む
）
 

東
大
阪
市
に
所
在
す
る
当
該
事
業
所
は
、
平
成

20
年

7
月

1
日
に
介
護
保
険
法
に
基
づ
く

指
定
訪
問
介
護
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
の
指
定
を
受
け
た
が
、
指
定
の
際
に
届
出
を
し
た

管
理
者
は
、
指
定
を
受
け
た
月
の
半
月
後
か
ら
常
勤
と
し
て
の
勤
務
を
し
て
お
ら
ず
、
常
勤
の

管
理
者
が
い
な
い
状
態
が
平
成

24
年

8
月

3
日
ま
で
継
続
し
て
い
た
。
 

法
第

７
７

条
第

１

項
第
３
号
 

法
第

１
１

５
条

の

９
第
１
項
第
２
号
 

―
 

 指
定
の
取
消
し
 

 （
平
成

24
年

10
月

31
日
）
 

 訪
問
介
護
 

（
予
防
含
む
）
 

平
成

22
年

9
月
の
事
業
者
指
定
時
か
ら
平
成

24
年

4
月
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ

ス
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
た
か
の
よ
う
に
装
い
、
サ

ー
ビ
ス
提
供
記
録
簿
を
虚
偽
作
成
し
、
不
正
に
介
護
給
付
費
の
請
求
を
行
い
受
領
し
た
。
 

大
阪
市
が
実
施
し
た
監
査
に
お
い
て
、
市
に
対
し
事
業
者
と
雇
用
関
係
に
な
い
訪
問
介
護
員

の
訪
問
介
護
員
等
資
格
証
の
写
し
を
提
示
し
た
ほ
か
、
虚
偽
作
成
し
た
勤
務
（
予
定
）
表
、
従

業
者
の
資
格
一
覧
表
、
賃
金
明
細
書
及
び
賃
金
台
帳
等
の
会
計
諸
記
録
、
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
実

施
記
録
等
の
書
類
の
報
告
を
行
っ
た
。
 

法
第

７
７

条
第

１

項
第

６
号

及
び

第

７
号
 

法
１
１
５
条
の
９
 

第
１

項
第

５
号

及

び
第
６
号
 

 不
正

請
求

に
係

る

返
還
額
 

37
,3
16
,1
18

円
 

 指
定

の
一

部
の

効
力

の
停
止
６
カ
月
間
 

 （
平
成

25
年

1
月

1

日
～
同
年

6
月

30
日
）

 居
宅

介
護

支

援
 

 
平
成

19
年

11
月
か
ら
平
成

24
年

7
月
の
期
間
中
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
の
た
め
に
利
用
者
居
宅
を
訪
問
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訪
問
を
行
っ
た
よ
う
に
訪

問
確
認
簿
や
居
宅
介
護
支
援
経
過
記
録
を
虚
偽
作
成
し
、
運
営
基
準
減
算
に
該
当
し
な
い
も
の

と
し
て
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

 
ま
た
、
大
阪
市
の
監
査
に
お
い
て
、
虚
偽
作
成
し
た
訪
問
確
認
簿
を
提
示
し
、
書
類
に
利
用

者
に
無
断
で
署
名
・
押
印
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
者
の
了
解
の
も
と
署
名
代
筆
・
押
印

し
た
と
虚
偽
答
弁
を
行
っ
た
。
 

 法
第

８
４

条
第

１

項
第

６
号

、
第

７

号
及
び
第
８
号
 

 不
正

請
求

に
係

る

返
還
額
 

19
2,
49
7
円
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 指
定

の
全

部
の

効
力

の
停
止
６
カ
月
間
 

 （
平
成

25
年

3
月

1

日
～
同
年

8
月

31
日
）

 訪
問
介
護
 

（
予
防
含
む
）
 

平
成

24
年

6
月
か
ら
同
年

11
月
ま
で
の
期
間
中
、
利
用
者
の
同
居
家
族
が
訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
別
の
訪
問
介
護
員
が
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
よ
う
に
サ

ー
ビ
ス
実
施
記
録
を
虚
偽
作
成
し
、
不
正
に
介
護
給
付
費
を
請
求
し
受
領
し
た
。
 

 
大
阪
市
の
監
査
（
書
面
検
査
）
で
提
出
を
求
め
た
自
己
点
検
シ
ー
ト
や
監
査
（
実
地
検
査
）

時
に
、
訪
問
介
護
員
が
同
居
の
家
族
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

同
居
家

族
に

対
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
は

行
っ

て
い

な
い

と
し

て
虚

偽
の
報

告
を
行

っ
た

。
ま

た
、
大
阪
市
の
監
査
時
に
同
居
家
族
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
な
い
と
虚
偽
答
弁
を
し
た
。
 

 法
第

７
７

条
第

１

項
第

６
号

、
第

７

号
及
び
第
８
号
 

法
１
１
５
条
の
９
 

第
１
項
 第

９
号
 

 不
正

請
求

に
係

る

返
還
額
 

1,
04
0,
32
1
円
 

 指
定
の
取
消
し
 

 （
平
成

25
年

3
月

31

日
）
 

 訪
問
介
護
 

（
予
防
含
む
）
 

 
実
際

に
は

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

サ
ー
ビ

ス
提
供

を
行

っ
た

よ
う
に
装
う
、
ま
た
、
生
活
援
助
の
サ
ー
ビ
ス
し
か
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た

か
も
身
体
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
も
合
わ
せ
て
行
っ
た
よ
う
に
装
う
な
ど
に
よ
り
、
介
護
給
付

費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

 
平
成

23
年

4
月
か
ら
平
成

24
年

7
月
ま
で
の
間
、
常
勤
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
配
置

し
て
い
な
か
っ
た
。
 

大
阪
市
の
監
査
実
施
時
に
、
事
業
者
と
雇
用
関
係
に
無
い
又
は
既
に
雇
用
関
係
が
解
消
し
た

者
を
訪
問
介
護
員
と
し
て
記
載
し
た
虚
偽
の
書
類
を
作
成
し
た
も
の
を
市
に
提
出
し
、
当
該
虚

偽
の
資
料
に
基
づ
き
虚
偽
の
答
弁
を
行
っ
た
。
 

 
大
阪
市
が
監
査
実
施
時
に
提
示
を
求
め
た
サ
ー
ビ
ス
実
施
記
録
に
つ
い
て
、
不
正
請
求
の
事

実
が
発
覚
し
な
い
よ
う
、
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
実
施
記
録
を
廃
棄
処
分
し
、
実
際
に
行
っ
た
サ
ー

ビ
ス
内
容
と
相
違
す
る
サ
ー
ビ
ス
実
施
記
録
を
虚
偽
作
成
し
、
市
に
虚
偽
の
報
告
を
行
い
、
虚

偽
作
成
し
た
書
類
ど
お
り
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
な
っ
て
い
る
旨
の
虚
偽
の
答
弁
を
行
っ
た
。

 法
第

７
７

条
第

１

項
第

３
号

、
第

４

号
、

第
６

号
、

第

７
号
及
び
第
８
号
 

法
第

１
１

５
条

の

９
第

１
項

第
２

号
、

第
３

号
、

第

５
号

、
第

６
号

、

及
び
第
７
号
 

 不
正

請
求

に
係

る

返
還
額
 

25
,1
06
,4
05

円
 

 指
定
の
取
消
し
 

 （
平
成

25
年

3
月

28

日
）
 

 訪
問
介
護
 

 
池
田
市
に
所
在
す
る
当
該
事
業
所
は
、
無
資
格
の
従
業
者
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
わ
せ
、
ま

た
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虚
偽
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
作

成
し
、
介
護
給
付
費
を
不
正
に
請
求
し
受
領
し
た
。
 

ま
た
、
市
の
監
査
時
に
、
無
資
格
者
の
従
業
者
に
よ
る
不
正
な
請
求
を
隠
す
た
め
、
有
資
格

者
が
同
行
し
た
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録
を
改
ざ
ん
し
、
虚
偽
の
書
類
を
提
出
し
た
。
 

 法
第

７
７

条
第

１

項
第

６
号

及
び

第

７
号
 

 不
正

請
求

に
係

る

返
還
額
 

1,
26
1,
14
3
円
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各
法

人
種

別
に

お
け

る
指

定
取

消
等

事
業

所
数

（
サ

ー
ビ

ス
別

・
全

国
)

【
平

成
１

２
年

度
～

平
成

２
３

年
度

ま
で

】

(　
　

　
内

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

訳
　

　
　

）

訪 問 介 護

訪 問 入 浴 介 護

訪 問 看 護

訪 問 リ ハ ビ リ テ シ ン

居 宅 療 養 管 理 指 導

通 所 介 護

通 所 リ ハ ビ リ テ シ ン

短 期 入 所 生 活 介 護

短 期 入 所 療 養 介 護

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

福 祉 用 具 貸 与

特 定 福 祉 用 具 販 売

居 宅 介 護 支 援

介 護 老 人 福 祉 施 設

介 護 老 人 保 健 施 設

介 護 療 養 型 医 療 施 設

介 護 予 防 訪 問 介 護

介 護 予 防 訪 問 看 護

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導

介 護 予 防 通 所 介 護

介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ シ ン

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護

介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売

夜 間 対 応 型 訪 問 介 護

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護

7
3
7

2
8
4

5
2
0

1
7
2

2
5

2
8

7
1
4
7

1
7
9

7
1

3
0

2
2

7
5

1
1

1
2
1

1
7

7
2

1
5

1
3

3
4

1
2

3
3

5
1

3
2

8
3

6
6

2
5

3
1
0

7
1
3

4
2
0

2
2

2
1

4
1

1
1

1
5

1
1

4
4

3
5

6

2
7

1
1

1
5

1
2

1
4

5
2

2
2

9
6
0

3
2
1

6
2
8

4
1
1

8
5

1
7

7
1
1

6
3
1

1
0

1
9
8

1
4

2
6

8
6

9
2

3
2

1
4

2
1
0

8
1

1
1

2
7

1
9

注
　

指
定

取
消

の
件

数
に

は
、

聴
聞

後
廃

止
（
聴

聞
通

知
後

に
廃

止
届

が
提

出
さ

れ
た

事
業

所
）
を

含
む

。

計

そ
の

他
（
個

人
、

企
業

組
合

、
地

方
公

共
団

体
等

）

特
定

非
営

利
活

動
法

人

医
療

法
人

（
H

2
5
.3

.1
1
 開

催
 「

全
国

介
護

保
険

・
高

齢
者

保
健

福
祉

担
当

課
長

会
議

資
料

」
よ

り
）

（
単

位
：
事

業
所

）

事
  

業
 者

  
区

  
分

　 取 消 等 事 業 所 数 合 計

営
利

法
人

（
株

式
会

社
、

有
限

会
社

、
合

資
会

社
等

）

社
会

福
祉

法
人
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（
H
2
5
.3
.1
1
開

催
の

「
全

国
介

護
保

険
・
高

齢
者

保
健

福
祉

担
当

課
長

会
議

資
料

」
よ
り
）

取
　
　
消
　
　
事

　
　
由

＜
注

２
＞

合 　 　 　 　 　 計

　 訪 問 介 護

　 訪 問 看 護

　 居 宅 療 養 管 理 指 導

　 通 所 介 護

　 通 所 介 護 リ ハ ビ リ テ シ ン

　 短 期 入 所 生 活 介 護

　 短 期 入 所 療 養 介 護

　 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

　 福 祉 用 具 貸 与

　 特 定 福 祉 用 具 販 売

　 居 宅 介 護 支 援

　 介 護 老 人 保 健 施 設

　 介 護 予 防 訪 問 介 護

　 介 護 予 防 訪 問 看 護

　 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導

　 介 護 予 防 通 所 介 護

　 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護

　 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

　 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

　 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売

（
取

　
消

　
件

　
数

＜
注

１
＞

）
(8

0
)

(2
3
)

(2
)

(1
)

(1
0
)

(1
)

(1
)

(1
)

(1
)

(2
)

(2
)

(7
)

(1
)

(1
3
)

(2
)

(1
)

(7
)

(1
)

(1
)

(2
)

(1
)

人
員
に
つ
い
て
、
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
基

準
を
満

た
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た

(根
拠

条
文

例
：
介

護
保

険
法

第
7
7
条

第
1
項

第
2
号

)
1

2
1

4
1

3
1

1
2

1
4

1
3

5
2

設
備
及
び
運

営
に
関

す
る
基
準

に
従

っ
た
、
適

切
な
運

営
が

で
き
な
く
な
っ
た

(根
拠

条
文

例
：
介

護
保

険
法

第
7
7
条

第
1
項

第
3
号

)
1

1
3

6
1

1
3

6
1

介
護
給
付

費
の

請
求

に
関

し
て
不

正
(根

拠
条

文
例

：
介

護
保

険
法
第

7
7
条

第
1
項

第
5
号

)
3

1
1

2
1

4
1

1
1

7
1

2
9

1
4

4

帳
簿
書
類

の
提

出
命

令
等

に
従

わ
ず
、
又

は
虚

偽
の

報
告

を
し
た

(根
拠

条
文

例
：
介

護
保

険
法

第
7
7
条

第
1
項

第
6
号

)
2
9

6
8

1
1

2
3

1
5

1
1

質
問
に
対
し
虚
偽

の
答

弁
を
し
、
又

は
検

査
を
拒

み
、
妨

げ
た

(根
拠

条
文

例
：
介

護
保

険
法

第
7
7
条

第
1
項

第
7
号

)
2
2

6
1

2
1

1
1

1
4

1
2

1
1

不
正
の
手

段
に
よ
り
指
定

を
受

け
た

(根
拠

条
文

例
：
介

護
保

険
法
第

7
7
条

第
1
項

第
8
号

)
2
9

6
1

5
1

1
2

1
3

1
3

1
1

2
1

介
護
保
険

法
そ
の
他

保
健

医
療

若
し
く
は

福
祉

に
関

す
る
法

律
に
基

づ
く
命

令
に
違

反
し
た

(根
拠

条
文

例
：
介

護
保

険
法

第
7
7
条

第
1
項

第
9
号

)
6

2
4

注
１
　
（
　
　
）
内

は
、
平

成
２
３
年

度
に
指

定
取

消
処

分
を
受

け
た
事

業
所

の
件

数
で
、
聴

聞
通

知
後

廃
止

（
聴

聞
通

知
後

に
廃

止
届

は
提

出
さ
れ

た
事

業
所

）
を
含

む
。

注
２
　
複

数
の

取
消

事
由

が
該

当
す
る
事

業
所

に
つ
い
て
は

、
各

取
消

事
由

ご
と
に
計

上
さ
れ

る
た
め
、
指

定
取

消
件

数
と
各

取
消

事
由

の
合

計
は

一
致

し
な
い
。

平
成

２
３
年
度
の
「
指

定
取

消
」
処

分
に
か

か
る
取

消
事

由
(サ

ー
ビ
ス
別

・
全

国
）
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業 務 管 理 体 制 の 整 備  
 

平成２１年５月１日施行の改正介護保険法により、介護サービス事業者は、法令遵守

等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設

の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書

を関係行政機関に届け出ることとされています。 

 

１． 事業者が整備する業務管理体制 （介護保険法第１１５条の３２、介護保険法施行規則第１４０条の３

９） 

事業所等の数 ： 

 １以上 20 未満 

事業所等の数 ：  

20以上100未満 
事業所等の数 ： 100 以上 

法令を遵守するための体制の

確保にかかる責任者（法令遵

守責任者）の選任 

法令を遵守するための体制の

確保にかかる責任者（法令遵

守責任者）の選任 

法令を遵守するための体制の

確保にかかる責任者（法令遵

守責任者）の選任 

確をとこるす合適に令法が務業 

保するための規定（法令遵守

規程）の整備 

業務が法令に適合することを確

保するための規定（法令遵守

規程）の整備 

期定を査監の況状の行執務業  

的に実施 

（注） 事業所等の数には、介護予防事業所（介護予防支援事業所）を含みますが、みなし事業所は除い

てください。例えば、同一事業所が、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、

事業所等の数は、２と数えます。 

また、みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリ

テーション及び通所リハビリテーション）であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指

定があったものとみなされている事業所をいいます。 

 

２． 業務管理体制の整備に関する事項の届出先（法第１１５条の３２・規則第１４０条の４０） 

区分 届出先 

指定事業所又は施設が２以上の都道府県に所
在する事業者 

厚生労働大臣又は地方厚生局長 （※注） 

地域密着型サービス（介護予防含む）のみを
行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に
所在する事業者 

市町村長 

（介護保険担当課） 

事知府阪大 者業事の外以記上 （福祉部高齢介護室介護事業者課）

（注）１つの地方厚生局の管轄区域にある場合 → 当該地方厚生局長  

   ２つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合→ 事業所等の数が多い地域を管轄する地方厚生局長  

   ３つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合 → 厚生労働大臣 

 

※届出様式などについては、大阪府のホームページを参照 
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出についてのページ： 

http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/gyoumukanritaisei.html 
大阪府トップページ 福祉・子育て 高齢者 介護保険 指定居宅サービス事業者及び居宅

介護支援事業者のページ 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について 

 
※事業者として整備、届出いただくもので、事業所数が増加した場合であっても、上記「１．事業者が

整備する業務管理体制」の内容等に変更がなければ、届出は必要ありません。 
（例：事業所の新規指定により、事業所数が 20 以上になった場合は、法令遵守規程の整備と変更届出が必要ですが、それ以外

（19 以下）の場合で、既に法令遵守責任者を届け出ているならば、新たな届出は不要です。） 
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３． 業務管理体制整備の確認検査について 

業務管理体制は、事業者が自ら整備・改善し、法令等を自主的に遵守していくことが

必要です。 

大阪府では、介護サービス事業者の業務管理体制の整備状況を検証するため、  

報告の徴収、事業者の本部・関係事業所等への立入検査などが実施できるようになり 

ました。 

立入検査において、問題点が確認された場合、必要に応じて行政上の措置（勧告、

命令）を行うことがあります。 

 

 【検査の種類】 

一般検査…届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために、定期

的（概ね６年に１回）に実施 

特別検査…指定介護サービス事業所等の指定取消処分相当事案が発覚した場合

に実施（①業務管理体制の問題点を確認しその要因を検証、②指定等取消処分

事案への組織的関与の有無を検証） 

 

※ 一般検査（書面検査を予定）については、順次、対象介護サービス事業者（本部

等）に通知のうえ、実施する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 
指定事業所又は施設が 

2以上の都道府県に所在

する事業者 

市町村 
地域密着型サービスの

みを行う事業者で指定

事業所が同一市町村内

に所在する事業者 

業務管理体制の監督 

市町村 
地域密着型 

サービス事業所

事業所等の指定等 

大阪府等所管庁 

・居宅サービス事業所 

・居宅介護支援事業所 

・介護予防（支援）事業所

・介護保険施設 

・業務管理体制の 

整備に関する届出 

・業務管理体制の整備に

関する報告、質問、

立入検査の実施 

・勧告、命令等 

・指定事業所等の監査情報の提供 

・業務管理体制の整備に関する報告等

の権限行使の際の連携 

・所管庁からの報告等実施の要請等 

             

・指定事業所

等の監査の

実施等 

大阪府 
大阪府内のみに指定事業所又は

施設が所在する事業者（地域密着型

サービス事業者の場合は指定事業所

が複数の市町村に所在する事業者） 

※国又は市町村所管以外の事業者 

【参考：業務管理体制の監督体制等】 

介護サービス事業者 

居宅サービス

事業所 
介護保険施設 

等

地域密着型 

サービス事業所 
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指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 の 法 令 遵 守 に つ い て  

指定居宅サービス事業者等の義務 ：介 護 保 険 法 第 5 章   

 指定事業者は、要介護者（又は要支援者）の人格を尊重しなければならな

い。 

 指定事業者は、介護保険法又は同法に基づく命令（政令及び省令）を遵守

しなければならない。 

 指定事業者は、要介護者（又は要支援者）のため忠実にその職務を遂行しな

ければならない。 

 指定事業者は、上記に規定する義務の履行が確保されるよう、業務管理体

制を整備しなければならない。 

法第 74 条第６項：指定居宅サービス事業者、法 78 条の 4 第８項：指

定地域密着型サービス事業者、法第 81 条第５項：指定居宅介護支

援事業者、法第 115 条の 4 第６項：指定介護予防サービス事業者、

法 115 条の 14 第８項：指定地域密着型介護予防サービス事業者 

法第 77 条第 1 項第５号：指定居宅サービス事業者、法 78 条の 10 第 1 項第 6 号：指定地域密着型サ

ービス事業者、法第 84 条第 1 項第 4 号：指定居宅介護支援事業者、法第 115 条の９第 1 項第 4 号：

指定介護予防サービス事業者、法 115 条の 19 第 1 項第 6 号：指定地域密着型介護予防サービス事

業者 

指定の取消し等の行政処分の対象 

指 定 居 宅 サービス事 業 者 等 の義 務 に違 反 した場 合  

◆法令遵守の意味 
 
① 指定の取消処分等の事由になるような行為を

しない。 
② 「人員、設備及び運営の基準」等を遵守する。 

※ ただし、業 務 管 理 体 制 の整 備 については直 ちに指 定 の取 消 等 の行 政 処 分

分 の対 象 となるものではなく、勧 告 ・命 令 に従 わなかった場 合 に指 定 取 消

等 の行 政 処 分 となることがある。 
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資料２ 

事業運営上の留意事項 

 

・居宅サービス事業者（予防を含む）、居宅介護支援事業者に対する主な指導事項・・１９ 

 

      居宅サービス事業者（予防を含む）・居宅介護支援事業者 共通事項 ・・・２０ 

       居宅サービス事業者共通事項・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・２３ 

         訪問介護（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

         訪問入浴介護（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

         訪問看護（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

         居宅療養管理指導（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

       通所系サービス事業者 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

         通所介護（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

         通所リハビリテーション（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・３３ 

         短期入所生活（療養）介護（予防を含む）・・・・・・・・・・・・３５ 

         特定施設入居者生活介護（予防を含む）・・・・・・・・・・・・・３６ 

         福祉用具貸与・特定福祉用具販売（予防を含む）・・・・・・・・・３８ 

         居宅介護支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 

・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等を定める条例 

の制定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

 

・介護サービスの情報公表制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

 

・介護職員等による たんの吸引等認定等事業について ・・・・・・・・・・５１ 

 

・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について・・・・・・・５３ 

 

・介護職員処遇改善加算について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

 

・在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整について・・６０ 

 

・ 医療・介護ベッド安全点検チェック表・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

 

・ 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱い 

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

 

・ サービス提供責任者体制の減算に関する届け出について・・・・・・・・・６５ 
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◎
自

己
評

価
に

つ
い

て
 

○
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
自

己
評

価
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

少
な

く
と

も
年

に
1

回
は

定
期

的
に

自
己

評
価

を
行

う
。

 

・
 

自
己

評
価

は
、

管
理

者
等

が
一

人
で

行
わ

ず
、

事
業

所
全

体
で

取
り

組
む

。
 

・
 

な
お

、
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

及
び

報
酬

算
定

に
関

す
る

規
定

が
順

守
さ

れ
て

い
る

か

ど
う

か
を

確
認

す
る

自
主

点
検

と
は

異
な

り
、

こ
の

自
己

評
価

は
、

主
に

サ
ｰ

ビ
ス

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
取

組
み

と
し

て
事

業
所

全
体

で
取

組
む

も
の

で
あ

る
。

 

参
考

：
大

阪
府

介
護

事
業

者
課

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
様

式
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
」
「
サ

ー
ビ

ス
評

価
様

式
」
に

あ
り

ま

す
。

 

 ◎
勤

務
体

制
の

確
保

に
つ

い
て

 

○
翌

月
の

勤
務

予
定

表
が

前
月

末
ま

で
に

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
 

○
勤

務
予

定
表

が
事

業
所

ご
と

に
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
勤

務
予

定
表

に
管

理
者

の
勤

務
予

定
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

○
勤

務
予

定
表

に
従

業
者

の
日

々
の

勤
務

時
間

、
常

勤
・
非

常
勤

の
別

、
職

種
、

兼
務

関
係

な
ど

が
明

記
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
非

常
勤

職
員

（
登

録
型

の
訪

問
介

護
員

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
勤

務
予

定
の

管
理

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
訪

問
介

護
員

以
外

の
者

が
指

定
訪

問
介

護
を

提
供

し
て

い
る

。
 

 

【
勤

務
予

定
表

作
成

例
】
（
居

宅
介

護
支

援
の

場
合

）
 

 
 

 
 

職
種

 
常

勤
・非

常
勤

 

の
区

分
等

 
氏

名
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
～

 
3
0
 

備
考

 

月
 

火
 

水
 

木
 

 
火

 
 

管
理

者
 

常
勤

 

兼
務

 
○

○
 

○
○

 
予

定
Ａ

 
Ａ

 
Ａ

 
－

 
Ａ

 
訪

問
介

護

管
理

者
兼

務
実

績
 

 
 

 
 

 

介
護

支
援

専

門
員

 
常

勤
 

○
○

 
○

○
 

予
定

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

 
Ａ

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

介
護

支
援

専

門
員

 

非
常

勤
 

専
従

 
○

○
 

○
○

 
予

定
Ｃ

 
Ｃ

 
－

－
 

Ｃ
 

 
実

績
 

 
 

 
 

 

※
Ａ

：
9
:0

0
～

18
:0

0
、

Ｂ
：
1
3
:0

0
～

1
7
:0

0
、

Ｃ
：
1
3
:0

0
～

1
5
:0

0
 

  

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
勤

務
予

定
表

に
つ

い
て

 

・
 

管
理

者
を

含
む

全
て

の
従

業
者

を
記

載
し

、
事

業
所

ご
と

、
原

則
と

し
て

月
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

。
 

・
 

従
業

者
の

日
々

の
勤

務
時

間
、

常
勤

・
非

常
勤

の
別

、
職

種
、

管
理

者
と

の
兼

務
関

係
な

ど
を

明
記

す
る

こ
と

。
な

お
、

登
録

型
の

訪
問

介
護

員
等

に
つ

い
て

は
、

確
実

に
勤

務
で

き
る

も
の

と
し

て
管

理
者

が
把

握

し
て

い
る

時
間

を
明

記
す

る
こ

と
。

 

・
 

障
害

者
総

合
支

援
法

（
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
）
に

お

け
る

事
業

を
一

体
的

に
事

業
管

理
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ら

の
従

業
者

も
含

め
る

こ
と

。
 

 
○

「
重

要
事

項
説

明
書

」
と

「
契

約
書

」
が

一
体

と
な

っ
て

お
り

、
分

離
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

契
約

を
行

っ
た

後
で

重
要

事
項

の
説

明
を

行
っ

て
い

る
。

 

 
○

重
要

事
項

の
説

明
を

行
っ

た
際

に
利

用
申

込
者

が
署

名
す

る
理

由
が

、
「
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
に

同
意

し

ま
し

た
」
と

な
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

「
重

要
事

項
説

明
書

」
は

利
用

申
込

者
が

事
業

所
を

選
択

す
る

た
め

に
重

要
な

事
項

を
説

明
す

る
た

め

の
も

の
で

あ
る

の
で

、
契

約
書

と
分

離
し

、
ま

ず
は

重
要

事
項

の
説

明
を

行
う

こ
と

。
そ

の
後

、
利

用
申

込
者

等
が

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
希

望
す

る
場

合
に

契
約

を
行

う
こ

と
。

 

な
お

、
同

意
の

署
名

に
つ

い
て

、
利

用
者

が
判

断
能

力
の

低
下

な
ど

自
ら

署
名

で
き

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
、

当
該

利
用

者
、

法
定

後
見

又
は

任
意

後
見

と
し

て
家

庭
裁

判
所

の
後

見
開

始
の

決
定

を
受

け
た

後
見

人
若

し
く
は

そ
の

他
成

年
後

見
制

度
を

補
完

す
る

公
的

サ
ー

ビ
ス

に
よ

る
保

佐
人

、
補

助
人

に
準

じ
る

者
と

当
該

利
用

者
の

介
護

支
援

専
門

員
と

が
連

携
し

て
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

で
代

理
署

名
の

方
法

を
明

ら
か

に
し

て
お

く
と

と
も

に
、

代
理

署
名

に
つ

い
て

は
各

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

説
明

者
と

な
っ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

、
生

活
相

談
員

、
管

理
者

等
が

代
筆

者
で

あ
る

こ
と

の
署

名
を

添
え

て
、

当
該

利
用

者
の

署
名

の

代
筆

を
行

う
な

ど
適

切
な

対
応

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

、
適

切
に

実
施

す
る

こ
と

。
 

 

 
○

「
重

要
事

項
説

明
書

」
と

「
運

営
規

程
」
の

記
載

（
営

業
日

時
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

、
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
内

容
な

ど
）
が

相
違

し
て

い
る

。
 

 
（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

運
営

規
程

の
内

容
を

基
本

に
し

て
整

合
さ

せ
る

こ
と

。
 

・
 

運
営

規
程

の
内

容
を

変
更

す
る

場
合

は
、

所
管

庁
に

変
更

届
が

必
要

。
 

  
○

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

に
か

か
る

「
重

要
事

項
説

明
書

」
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

利
用

者
が

要
介

護
か

ら
要

支
援

、
又

は
そ

の
逆

に
変

更
に

な
っ

た
場

合
に

、
改

め
て

説
明

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

者
が

受
け

よ
う

と
す

る
サ

ー
ビ

ス
を

明
確

に
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

、
利

用
料

等
の

記
載

に
漏

れ
が

な
い

よ
う

留
意

す
る

こ
と

。
 

 ◎
身

分
証

明
書

の
携

行
に

つ
い

て
 

 
○

事
業

所
の

従
業

者
で

あ
る

旨
の

身
分

証
明

書
が

作
ら

れ
て

い
な

い
。

（
訪

問
介

護
（
予

防
）
・
訪

問
入

浴
（
予

防
）
・
訪

問
看

護
（
予

防
）
・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
予

防
）
・
居

宅
療

養
管

理
指

導
（
予

防
）
・
福

祉
用

具

貸
与

（
予

防
）
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
（
予

防
）
）
 

○
介

護
支

援
専

門
員

証
を

携
行

し
て

い
な

い
。

（
居

宅
介

護
支

援
の

み
）
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
身

分
証

明
書

に
記

載
す

べ
き

内
容

 

事
業

所
の

名
称

、
従

業
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

も
の

と
し

、
当

該
従

業
者

の
写

真
や

職
能

の
記

載
を

行
 

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

 

 
 

 
 

 
（
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
・
短

期
入

所
）
 

○
非

常
災

害
対

策
 

○
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

 

○
利

用
定

員
 

○
通

常
の

送
迎

の
地

域
（
短

期
入

所
）
 

 
 

 
（
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
）
 

○
貸

与
（
販

売
）
の

提
供

方
法

、
取

り
扱

う
種

目
及

び
利

用
料

そ
の

他
の

費
用

の
額

 

 

※
以

下
は

参
考

で
す

。
事

業
所

の
実

情
に

合
わ

せ
た

内
容

に
し

て
く
だ

さ
い

。
 

（
記

載
例

）
⑨

【
緊

急
時

の
対

応
方

法
】
 

サ
ー
ビ
ス

提
供

中
に
、

利
用

者
に
病

状
の

急
変
が

生
じ

た
場
合

そ
の

他
必
要

な
場

合
は
、

速
や

か
に

主
治
の
医

師
へ

の
連
絡

を
行

う
等
の

必
要

な
措
置

を
講

じ
る
と

と
も

に
、
利

用
者

が
予
め

指
定

す
る
連

絡
先
に
も

連
絡

し
ま
す

。
 

（
記

載
例

）
⑩

【
事

故
発

生
時

の
対

応
】
 

 
当

事
業

所
が

利
用

者
に

対
し

て
行

う
サ

ー
ビ

ス
（
指

定
を

受
け

た
サ

ー
ビ

ス
名

を
記

載
）
の

提
供

に
よ

り
、

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

利
用

者
の

家
族

・
市

町
村

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

 
ま

た
、

当
事

業
所

が
利

用
者

に
対

し
て

行
っ

た
サ

ー
ビ

ス
（
指

定
を

受
け

た
サ

ー
ビ

ス

名
を

記
載

）
の

提
供

に
よ

り
、

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
損

害
賠

償
を

速
や

か
に

行
い

ま

す
。

 

（
記

載
例

）
⑪

【
苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

】
 

 
苦

情
又

は
相

談
が

あ
っ

た
場

合
は

、
利

用
者

の
状

況
を

詳
細

に
把

握
す

る
た

め
必

要
に

応
じ

訪
問

を
実

施
し

、
状

況
の

聞
き

取
り

や
事

情
の

確
認

を
行

い
、

利
用

者
の

立
場

を
考

慮
し

な
が

ら
事

実
関

係
の

特
定

を

慎
重

に
行

い
ま

す
。

相
談

担
当

者
は

、
把

握
し

た
状

況
を

管
理

者
と

と
も

に
検

討
を

行
い

、
当

面
及

び
今

後

の
対

応
を

決
定

し
ま

す
。

対
応

内
容

に
基

づ
き

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
者

へ
の

連
絡

調
整

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
へ

は
必

ず
対

応
方

法
を

含
め

た
結

果
報

告
を

行
い

ま
す

。
（
時

間
を

要
す

る
内

容
も

そ
の

旨
を

翌
日

ま
で

に
は

連
絡

し
ま

す
。

）
 

（
記

載
例

）
⑫

【
秘

密
保

持
と

個
人

情
報

の
保

護
（
使

用
同

意
な

ど
）
】
 

事
業

者
及

び
事

業
者

の
使

用
す

る
者

（
以

下
「
従

業
者

」
と

い
う

。
）
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

す
る

上
で

知
り

得
た

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

秘
密

を
正

当
な

理
由

な
く
、

第
三

者
に

漏
ら

し
ま

せ
ん

。
ま

た
、

こ
の

秘
密

を

保
持

す
る

義
務

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

契
約

が
終

了
し

た
後

に
お

い
て

も
継

続
し

ま
す

。
 

事
業

者
は

、
利

用
者

か
ら

予
め

文
書

で
同

意
を

得
な

い
限

り
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

に
お

い
て

、
利

用
者

の
個

人
情

報
を

用
い

ま
せ

ん
。

ま
た

、
利

用
者

の
家

族
の

個
人

情
報

に
つ

い
て

も
、

予
め

文
書

で
同

意

を
得

な
い

限
り

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
で

利
用

者
の

家
族

の
個

人
情

報
を

用
い

ま
せ

ん
。

 

（
記

載
例

）
⑬

【
高

齢
者

虐
待

防
止

に
つ

い
て

】
 

事
業

者
は

、
利

用
者

等
の

人
権

の
擁

護
・
虐

待
の

防
止

等
の

た
め

に
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

必
要

な
措

置

を
講

じ
ま

す
。

 

⑴
研

修
等

を
通

じ
て

、
従

業
者

の
人

権
意

識
の

向
上

や
知

識
や

技
術

の
向

上
に

努
め

ま
す

。
 

⑵
個

別
支

援
計

画
の

作
成

な
ど

適
切

な
支

援
の

実
施

に
努

め
ま

す
。

 

⑶
従

業
者

が
支

援
に

あ
た

っ
て

の
悩

み
や

苦
労

を
相

談
で

き
る

体
制

を
整

え
る

ほ
か

、
従

業
者

が
利

用

者
等

の
権

利
擁

護
に

取
り

組
め

る
環

境
の

整
備

に
努

め
ま

す
。

 

【
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
・
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

共
通

事
項

 
】
 

 設
備

に
関

す
る

事
項

 

◎
設

備
・
備

品
に

つ
い

て
 

 
○

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル
等

の
個

人
情

報
の

保
管

状
態

が
不

適
切

で
あ

る
。

 

 
○

指
定

を
受

け
た

専
用

区
画

内
に

設
備

・
備

品
や

利
用

者
の

フ
ァ

イ
ル

を
保

管
し

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

個
人

情
報

の
漏

洩
防

止
の

た
め

、
保

管
庫

は
施

錠
可

能
な

も
の

と
し

、
保

管
庫

内
の

フ
ァ

イ
ル

な
ど

が
見

え

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
運

営
規

程
に

つ
い

て
 

 
○

運
営

規
程

の
内

容
が

変
更

さ
れ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
所

管
庁

へ
変

更
届

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

「
重

要
事

項
説

明
書

」
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
体

制
、

事
故

発
生

時
の

対
応

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

等
の

利
用

申
込

者
が

サ
ー

ビ
ス

を
選

択
す

る
た

め
に

必
要

な

事
項

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
重

要
事

項
説

明
書

に
記

載
す

べ
き

内
容

 
①

 事
業

者
、

事
業

所
の

概
要

（
名

称
、

住
所

、
所

在
地

、
連

絡
先

な
ど

）
 

②
 運

営
規

程
の

概
要

（
目

的
、

方
針

、
営

業
日

時
）
 

③
 管

理
者

氏
名

及
び

従
業

者
の

勤
務

体
制

 
④

 提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
提

供
方

法
 

⑤
 そ

の
他

費
用

（
交

通
費

な
ど

）
に

つ
い

て
 

⑥
 利

用
料

、
そ

の
他

費
用

の
請

求
及

び
支

払
い

方
法

に
つ

い
て

 
⑦

 通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

 
⑧

 衛
生

管
理

 
⑨

 緊
急

時
の

対
応

方
法

 
⑩

 事
故

発
生

時
の

対
応

（
損

害
賠

償
の

方
法

を
含

む
）
 

⑪
 苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
・
相

談
の

連
絡

先
（
事

業
者

、
市

町
村

：
利

用

者
の

保
険

者
、

大
阪

府
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

な
ど

）
 

※
事

業
の

実
施

地
域

の
市

町
村

窓
口

を
把

握
し

て
お

く
こ

と
 

⑫
 秘

密
保

持
と

個
人

情
報

の
保

護
（
使

用
同

意
な

ど
）
に

つ
い

て
 

⑬
 高

齢
者

虐
待

防
止

に
つ

い
て

 
⑭

 サ
ー

ビ
ス

内
容

の
見

積
も

り
（
サ

ー
ビ

ス
提

供
内

容
及

び
利

用
者

負
担

額
の

め
や

す
な

ど
）
（
居

宅
介

護

支
援

は
除

く
）
 

＊
別

途
料

金
表

の
活

用
も

可
 

⑮
 そ

の
他

利
用

者
が

サ
ー

ビ
ス

を
選

択
す

る
た

め
に

必
要

な
重

要
事

項
 

⑯
 

事
業

者
、

事
業

所
、

利
用

者
（
場

合
に

よ
り

代
理

人
）
に

よ
る

説
明

確
認

欄
 

⑰
 サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

記
載

す
べ

き
項

目
 

（
居

宅
介

護
支

援
）
居

宅
介

護
支

援
業

務
の

実
施

方
法

等
に

つ
い

て
 

（
訪

問
入

浴
）
 

○
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項
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◎
自

己
評

価
に

つ
い

て
 

○
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
自

己
評

価
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

少
な

く
と

も
年

に
1

回
は

定
期

的
に

自
己

評
価

を
行

う
。

 

・
 

自
己

評
価

は
、

管
理

者
等

が
一

人
で

行
わ

ず
、

事
業

所
全

体
で

取
り

組
む

。
 

・
 

な
お

、
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

及
び

報
酬

算
定

に
関

す
る

規
定

が
順

守
さ

れ
て

い
る

か

ど
う

か
を

確
認

す
る

自
主

点
検

と
は

異
な

り
、

こ
の

自
己

評
価

は
、

主
に

サ
ｰ

ビ
ス

の
質

を
向

上
さ

せ
る

た
め

の
取

組
み

と
し

て
事

業
所

全
体

で
取

組
む

も
の

で
あ

る
。

 

参
考

：
大

阪
府

介
護

事
業

者
課

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
様

式
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
」
「
サ

ー
ビ

ス
評

価
様

式
」
に

あ
り

ま

す
。

 

 ◎
勤

務
体

制
の

確
保

に
つ

い
て

 

○
翌

月
の

勤
務

予
定

表
が

前
月

末
ま

で
に

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
 

○
勤

務
予

定
表

が
事

業
所

ご
と

に
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
勤

務
予

定
表

に
管

理
者

の
勤

務
予

定
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

○
勤

務
予

定
表

に
従

業
者

の
日

々
の

勤
務

時
間

、
常

勤
・
非

常
勤

の
別

、
職

種
、

兼
務

関
係

な
ど

が
明

記
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
非

常
勤

職
員

（
登

録
型

の
訪

問
介

護
員

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
勤

務
予

定
の

管
理

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
訪

問
介

護
員

以
外

の
者

が
指

定
訪

問
介

護
を

提
供

し
て

い
る

。
 

 

【
勤

務
予

定
表

作
成

例
】
（
居

宅
介

護
支

援
の

場
合

）
 

 
 

 
 

職
種

 
常

勤
・非

常
勤

 

の
区

分
等

 
氏

名
 

 
１

 
２

 
３

 
４

 
～

 
3
0
 

備
考

 

月
 

火
 

水
 

木
 

 
火

 
 

管
理

者
 

常
勤

 

兼
務

 
○

○
 

○
○

 
予

定
Ａ

 
Ａ

 
Ａ

 
－

 
Ａ

 
訪

問
介

護

管
理

者
兼

務
実

績
 

 
 

 
 

 

介
護

支
援

専

門
員

 
常

勤
 

○
○

 
○

○
 

予
定

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ
 

 
Ａ

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

介
護

支
援

専

門
員

 

非
常

勤
 

専
従

 
○

○
 

○
○

 
予

定
Ｃ

 
Ｃ

 
－

－
 

Ｃ
 

 
実

績
 

 
 

 
 

 

※
Ａ

：
9
:0

0
～

18
:0

0
、

Ｂ
：
1
3
:0

0
～

1
7
:0

0
、

Ｃ
：
1
3
:0

0
～

1
5
:0

0
 

  

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
勤

務
予

定
表

に
つ

い
て

 

・
 

管
理

者
を

含
む

全
て

の
従

業
者

を
記

載
し

、
事

業
所

ご
と

、
原

則
と

し
て

月
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と

。
 

・
 

従
業

者
の

日
々

の
勤

務
時

間
、

常
勤

・
非

常
勤

の
別

、
職

種
、

管
理

者
と

の
兼

務
関

係
な

ど
を

明
記

す
る

こ
と

。
な

お
、

登
録

型
の

訪
問

介
護

員
等

に
つ

い
て

は
、

確
実

に
勤

務
で

き
る

も
の

と
し

て
管

理
者

が
把

握

し
て

い
る

時
間

を
明

記
す

る
こ

と
。

 

・
 

障
害

者
総

合
支

援
法

（
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

の
法

律
）
に

お

け
る

事
業

を
一

体
的

に
事

業
管

理
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ら

の
従

業
者

も
含

め
る

こ
と

。
 

 
○

「
重

要
事

項
説

明
書

」
と

「
契

約
書

」
が

一
体

と
な

っ
て

お
り

、
分

離
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

契
約

を
行

っ
た

後
で

重
要

事
項

の
説

明
を

行
っ

て
い

る
。

 

 
○

重
要

事
項

の
説

明
を

行
っ

た
際

に
利

用
申

込
者

が
署

名
す

る
理

由
が

、
「
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
に

同
意

し

ま
し

た
」
と

な
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

「
重

要
事

項
説

明
書

」
は

利
用

申
込

者
が

事
業

所
を

選
択

す
る

た
め

に
重

要
な

事
項

を
説

明
す

る
た

め

の
も

の
で

あ
る

の
で

、
契

約
書

と
分

離
し

、
ま

ず
は

重
要

事
項

の
説

明
を

行
う

こ
と

。
そ

の
後

、
利

用
申

込
者

等
が

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
希

望
す

る
場

合
に

契
約

を
行

う
こ

と
。

 

な
お

、
同

意
の

署
名

に
つ

い
て

、
利

用
者

が
判

断
能

力
の

低
下

な
ど

自
ら

署
名

で
き

な
い

場
合

に
つ

い
て

は
、

当
該

利
用

者
、

法
定

後
見

又
は

任
意

後
見

と
し

て
家

庭
裁

判
所

の
後

見
開

始
の

決
定

を
受

け
た

後
見

人
若

し
く
は

そ
の

他
成

年
後

見
制

度
を

補
完

す
る

公
的

サ
ー

ビ
ス

に
よ

る
保

佐
人

、
補

助
人

に
準

じ
る

者
と

当
該

利
用

者
の

介
護

支
援

専
門

員
と

が
連

携
し

て
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

で
代

理
署

名
の

方
法

を
明

ら
か

に
し

て
お

く
と

と
も

に
、

代
理

署
名

に
つ

い
て

は
各

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

説
明

者
と

な
っ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

、
生

活
相

談
員

、
管

理
者

等
が

代
筆

者
で

あ
る

こ
と

の
署

名
を

添
え

て
、

当
該

利
用

者
の

署
名

の

代
筆

を
行

う
な

ど
適

切
な

対
応

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

、
適

切
に

実
施

す
る

こ
と

。
 

 

 
○

「
重

要
事

項
説

明
書

」
と

「
運

営
規

程
」
の

記
載

（
営

業
日

時
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

、
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
内

容
な

ど
）
が

相
違

し
て

い
る

。
 

 
（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

運
営

規
程

の
内

容
を

基
本

に
し

て
整

合
さ

せ
る

こ
と

。
 

・
 

運
営

規
程

の
内

容
を

変
更

す
る

場
合

は
、

所
管

庁
に

変
更

届
が

必
要

。
 

  
○

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

に
か

か
る

「
重

要
事

項
説

明
書

」
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

利
用

者
が

要
介

護
か

ら
要

支
援

、
又

は
そ

の
逆

に
変

更
に

な
っ

た
場

合
に

、
改

め
て

説
明

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

者
が

受
け

よ
う

と
す

る
サ

ー
ビ

ス
を

明
確

に
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

、
利

用
料

等
の

記
載

に
漏

れ
が

な
い

よ
う

留
意

す
る

こ
と

。
 

 ◎
身

分
証

明
書

の
携

行
に

つ
い

て
 

 
○

事
業

所
の

従
業

者
で

あ
る

旨
の

身
分

証
明

書
が

作
ら

れ
て

い
な

い
。

（
訪

問
介

護
（
予

防
）
・
訪

問
入

浴
（
予

防
）
・
訪

問
看

護
（
予

防
）
・
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

（
予

防
）
・
居

宅
療

養
管

理
指

導
（
予

防
）
・
福

祉
用

具

貸
与

（
予

防
）
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
（
予

防
）
）
 

○
介

護
支

援
専

門
員

証
を

携
行

し
て

い
な

い
。

（
居

宅
介

護
支

援
の

み
）
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
身

分
証

明
書

に
記

載
す

べ
き

内
容

 

事
業

所
の

名
称

、
従

業
者

の
氏

名
を

記
載

す
る

も
の

と
し

、
当

該
従

業
者

の
写

真
や

職
能

の
記

載
を

行
 

う
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

 

 
 

 
 

 
（
通

所
介

護
・
通

所
リ

ハ
・
短

期
入

所
）
 

○
非

常
災

害
対

策
 

○
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

 

○
利

用
定

員
 

○
通

常
の

送
迎

の
地

域
（
短

期
入

所
）
 

 
 

 
（
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
）
 

○
貸

与
（
販

売
）
の

提
供

方
法

、
取

り
扱

う
種

目
及

び
利

用
料

そ
の

他
の

費
用

の
額

 

 

※
以

下
は

参
考

で
す

。
事

業
所

の
実

情
に

合
わ

せ
た

内
容

に
し

て
く
だ

さ
い

。
 

（
記

載
例

）
⑨

【
緊

急
時

の
対

応
方

法
】
 

サ
ー
ビ
ス

提
供

中
に
、

利
用

者
に
病

状
の

急
変
が

生
じ

た
場
合

そ
の

他
必
要

な
場

合
は
、

速
や

か
に

主
治
の
医

師
へ

の
連
絡

を
行

う
等
の

必
要

な
措
置

を
講

じ
る
と

と
も

に
、
利

用
者

が
予
め

指
定

す
る
連

絡
先
に
も

連
絡

し
ま
す

。
 

（
記

載
例

）
⑩

【
事

故
発

生
時

の
対

応
】
 

 
当

事
業

所
が

利
用

者
に

対
し

て
行

う
サ

ー
ビ

ス
（
指

定
を

受
け

た
サ

ー
ビ

ス
名

を
記

載
）
の

提
供

に
よ

り
、

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

利
用

者
の

家
族

・
市

町
村

等
に

連
絡

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な

措
置

を
講

じ
ま

す
。

 
ま

た
、

当
事

業
所

が
利

用
者

に
対

し
て

行
っ

た
サ

ー
ビ

ス
（
指

定
を

受
け

た
サ

ー
ビ

ス

名
を

記
載

）
の

提
供

に
よ

り
、

賠
償

す
べ

き
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
損

害
賠

償
を

速
や

か
に

行
い

ま

す
。

 

（
記

載
例

）
⑪

【
苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

】
 

 
苦

情
又

は
相

談
が

あ
っ

た
場

合
は

、
利

用
者

の
状

況
を

詳
細

に
把

握
す

る
た

め
必

要
に

応
じ

訪
問

を
実

施
し

、
状

況
の

聞
き

取
り

や
事

情
の

確
認

を
行

い
、

利
用

者
の

立
場

を
考

慮
し

な
が

ら
事

実
関

係
の

特
定

を

慎
重

に
行

い
ま

す
。

相
談

担
当

者
は

、
把

握
し

た
状

況
を

管
理

者
と

と
も

に
検

討
を

行
い

、
当

面
及

び
今

後

の
対

応
を

決
定

し
ま

す
。

対
応

内
容

に
基

づ
き

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
者

へ
の

連
絡

調
整

を
行

う
と

と
も

に
、

利
用

者
へ

は
必

ず
対

応
方

法
を

含
め

た
結

果
報

告
を

行
い

ま
す

。
（
時

間
を

要
す

る
内

容
も

そ
の

旨
を

翌
日

ま
で

に
は

連
絡

し
ま

す
。

）
 

（
記

載
例

）
⑫

【
秘

密
保

持
と

個
人

情
報

の
保

護
（
使

用
同

意
な

ど
）
】
 

事
業

者
及

び
事

業
者

の
使

用
す

る
者

（
以

下
「
従

業
者

」
と

い
う

。
）
は

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

す
る

上
で

知
り

得
た

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

秘
密

を
正

当
な

理
由

な
く
、

第
三

者
に

漏
ら

し
ま

せ
ん

。
ま

た
、

こ
の

秘
密

を

保
持

す
る

義
務

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

契
約

が
終

了
し

た
後

に
お

い
て

も
継

続
し

ま
す

。
 

事
業

者
は

、
利

用
者

か
ら

予
め

文
書

で
同

意
を

得
な

い
限

り
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

に
お

い
て

、
利

用
者

の
個

人
情

報
を

用
い

ま
せ

ん
。

ま
た

、
利

用
者

の
家

族
の

個
人

情
報

に
つ

い
て

も
、

予
め

文
書

で
同

意

を
得

な
い

限
り

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
で

利
用

者
の

家
族

の
個

人
情

報
を

用
い

ま
せ

ん
。

 

（
記

載
例

）
⑬

【
高

齢
者

虐
待

防
止

に
つ

い
て

】
 

事
業

者
は

、
利

用
者

等
の

人
権

の
擁

護
・
虐

待
の

防
止

等
の

た
め

に
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

必
要

な
措

置

を
講

じ
ま

す
。

 

⑴
研

修
等

を
通

じ
て

、
従

業
者

の
人

権
意

識
の

向
上

や
知

識
や

技
術

の
向

上
に

努
め

ま
す

。
 

⑵
個

別
支

援
計

画
の

作
成

な
ど

適
切

な
支

援
の

実
施

に
努

め
ま

す
。

 

⑶
従

業
者

が
支

援
に

あ
た

っ
て

の
悩

み
や

苦
労

を
相

談
で

き
る

体
制

を
整

え
る

ほ
か

、
従

業
者

が
利

用

者
等

の
権

利
擁

護
に

取
り

組
め

る
環

境
の

整
備

に
努

め
ま

す
。

 

【
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
・
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

共
通

事
項

 
】
 

 設
備

に
関

す
る

事
項

 

◎
設

備
・
備

品
に

つ
い

て
 

 
○

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル
等

の
個

人
情

報
の

保
管

状
態

が
不

適
切

で
あ

る
。

 

 
○

指
定

を
受

け
た

専
用

区
画

内
に

設
備

・
備

品
や

利
用

者
の

フ
ァ

イ
ル

を
保

管
し

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

個
人

情
報

の
漏

洩
防

止
の

た
め

、
保

管
庫

は
施

錠
可

能
な

も
の

と
し

、
保

管
庫

内
の

フ
ァ

イ
ル

な
ど

が
見

え

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
運

営
規

程
に

つ
い

て
 

 
○

運
営

規
程

の
内

容
が

変
更

さ
れ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
所

管
庁

へ
変

更
届

が
提

出
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

「
重

要
事

項
説

明
書

」
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
従

業
者

の
勤

務
体

制
、

事
故

発
生

時
の

対
応

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

等
の

利
用

申
込

者
が

サ
ー

ビ
ス

を
選

択
す

る
た

め
に

必
要

な

事
項

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
重

要
事

項
説

明
書

に
記

載
す

べ
き

内
容

 
①

 事
業

者
、

事
業

所
の

概
要

（
名

称
、

住
所

、
所

在
地

、
連

絡
先

な
ど

）
 

②
 運

営
規

程
の

概
要

（
目

的
、

方
針

、
営

業
日

時
）
 

③
 管

理
者

氏
名

及
び

従
業

者
の

勤
務

体
制

 
④

 提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
及

び
提

供
方

法
 

⑤
 そ

の
他

費
用

（
交

通
費

な
ど

）
に

つ
い

て
 

⑥
 利

用
料

、
そ

の
他

費
用

の
請

求
及

び
支

払
い

方
法

に
つ

い
て

 
⑦

 通
常

の
事

業
の

実
施

地
域

 
⑧

 衛
生

管
理

 
⑨

 緊
急

時
の

対
応

方
法

 
⑩

 事
故

発
生

時
の

対
応

（
損

害
賠

償
の

方
法

を
含

む
）
 

⑪
 苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
・
相

談
の

連
絡

先
（
事

業
者

、
市

町
村

：
利

用

者
の

保
険

者
、

大
阪

府
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

な
ど

）
 

※
事

業
の

実
施

地
域

の
市

町
村

窓
口

を
把

握
し

て
お

く
こ

と
 

⑫
 秘

密
保

持
と

個
人

情
報

の
保

護
（
使

用
同

意
な

ど
）
に

つ
い

て
 

⑬
 高

齢
者

虐
待

防
止

に
つ

い
て

 
⑭

 サ
ー

ビ
ス

内
容

の
見

積
も

り
（
サ

ー
ビ

ス
提

供
内

容
及

び
利

用
者

負
担

額
の

め
や

す
な

ど
）
（
居

宅
介

護

支
援

は
除

く
）
 

＊
別

途
料

金
表

の
活

用
も

可
 

⑮
 そ

の
他

利
用

者
が

サ
ー

ビ
ス

を
選

択
す

る
た

め
に

必
要

な
重

要
事

項
 

⑯
 

事
業

者
、

事
業

所
、

利
用

者
（
場

合
に

よ
り

代
理

人
）
に

よ
る

説
明

確
認

欄
 

⑰
 サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

記
載

す
べ

き
項

目
 

（
居

宅
介

護
支

援
）
居

宅
介

護
支

援
業

務
の

実
施

方
法

等
に

つ
い

て
 

（
訪

問
入

浴
）
 

○
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項
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【
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
共

通
事

項
 

】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
利

用
者

の
心

身
の

状
況

の
把

握
 

○
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
り

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

て
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

に
つ

い
て

把
握

し
て

い
な

い
。

 

 ◎
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
内

容
等

を
記

載
し

た
「介

護
計

画
」の

作
成

に
つ

い
て

 

（訪
問

入
浴

介
護

・居
宅

療
養

管
理

指
導

を
除

く
。

） 

 
○

介
護

計
画

の
作

成
に

あ
た

っ
て

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

受
領

さ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
、

更
新

･変
更

さ
れ

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

受
領

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

沿
っ

た
内

容
と

な
っ

て
い

な

い
。

（
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

を
除

く
）
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
等

が
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
内

容
に

沿
っ

て
、

利
用

者
の

日
常

生
活

全
般

の
状

況
及

び
希

望
等

を
踏

ま
え

て
、

介
護

の
目

標
、

当
該

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

等
を

記
載

し
た

介
護

計
画

を
作

成
し

て
い

な
い

。
 

 
○

介
護

計
画

は
作

成
し

て
い

る
が

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
、

説
明

し
同

意
を

得
て

い
な

い
。

 

 
○

介
護

計
画

を
交

付
し

て
い

な
い

、
ま

た
は

、
交

付
し

た
こ

と
を

把
握

し
て

い
な

い
。

 

 ◎
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
内

容
等

の
記

録
に

つ
い

て
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

の
、

提
供

日
、

提
供

時
間

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
サ

ー
ビ

ス

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
し

て
い

な
い

。
 

 
○

利
用

者
ご

と
に

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

の
開

始
時

刻
・
終

了
時

刻
が

、
実

際
の

時
間

で
は

な
く
、

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

標

準
的

な
時

間
と

な
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

記
録

に
記

録
す

る
項

目
 

【
訪

問
介

護
（
予

防
）
・
訪

問
入

浴
（
予

防
）
・
訪

問
看

護
（
予

防
）
等

】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

【
通

所
介

護
（
予

防
）
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
（
予

防
）
】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
送

迎
時

間
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

 

【
福

祉
用

具
貸

与
（
予

防
）
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
（
予

防
）
】
 

訪
問

日
、

貸
与

開
始

日
、

終
了

日
、

種
目

及
び

品
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー

ビ
ス

の
内

容
 

◎
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

つ
い

て
 

○
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

関
す

る
取

組
み

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
（
運

営
規

程
・
重

要
事

項
説

明
書

に
も

条

項
の

追
加

）
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
業

者
は

従
業

者
に

対
し

て
研

修
の

機
会

を
提

供
す

る
な

ど
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

関
す

る
取

組
み

を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

大
阪

府
の

認
知

症
・
高

齢
者

虐
待

防
止

関
連

サ
イ

ト
 

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
re

f.
o
sa

ka
.jp

/
ka

ig
o
sh

ie
n
/
gy

ak
u
ta

i/
in

de
x.

h
tm

l 

 ◎
会

計
区

分
に

つ
い

て
 

○
介

護
保

険
事

業
と

他
の

事
業

（
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
も

別
事

業
）
の

経
理

・
会

計
が

区
分

さ
れ

て
い

な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
務

的
経

費
等

に
つ

い
て

も
按

分
す

る
な

ど
の

方
法

に
よ

り
、

会
計

を
区

分
す

る
こ

と
。

 

 ◎
変

更
届

等
の

提
出

に
つ

い
て

 

 
○

変
更

届
出

書
が

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
（
所

管
庁

に
届

出
が

必
要

）
 

 
（
専

用
区

画
、

管
理

者
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
、

介
護

支
援

専
門

員
、

運
営

規
程

な
ど

）
 

 
（
ポ

イ
ン

ト
）
 

変
更

し
た

日
か

ら
１

０
日

以
内

に
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
複

数
回

に
わ

た
っ

て
変

更
が

発
生

し
た

場
合

で

も
、

変
更

事
実

の
発

生
日

ご
と

に
変

更
届

を
作

成
す

る
こ

と
。

《
届

出
事

項
に

よ
っ

て
は

郵
送

で
の

受
付

が
可

能
。

》
 

 ○
休

止
、

廃
止

の
届

出
が

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
（
所

管
庁

に
届

出
が

必
要

）
 

 
 

（
基

準
を

満
た

せ
な

い
状

況
に

な
っ

た
、

法
人

の
事

業
と

し
て

廃
止

し
た

い
な

ど
）
 

・
 

利
用

者
が

い
る

場
合

は
、

他
の

事
業

所
に

引
き

継
ぐ

こ
と

が
必

要
。

 

・
 

介
護

保
険

施
設

内
に

開
設

し
て

い
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

場
合

は
、

当
該

施
設

に
係

る
変

更
届

や

別
途

変
更

許
可

が
必

要
と

な
る

場
合

が
あ

る
の

で
、

事
前

に
施

設
担

当
に

問
い

合
わ

せ
る

こ
と

。
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
特

定
事

業
所

加
算

・
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
等

の
加

算
に

つ
い

て
 

○
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

（
各

サ
ー

ビ
ス

の
要

件
等

に
つ

い
て

は
以

下
サ

ー
ビ

ス
ご

と
に

記
載

）
 

       

２
．

事
業

所
内

の
見

や
す

い
場

所
に

掲
示

す
る

こ
と

 

受
付

コ
ー

ナ
ー

、
相

談
室

等
利

用
申

込
者

等
が

見
や

す
い

よ
う

工
夫

し
て

掲
示

す
る

こ
と

。
 

な
お

、
趣

旨
は

利
用

者
に

周
知

で
き

る
環

境
を

整
え

る
こ

と
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
受

付
コ

ー
ナ

ー
等

に
重

要
事

項
説

明
書

の
雛

形
を

事
業

所
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

な
ど

と
と

も
に

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
等

に
整

理
し

、
利

用
者

が
適

宜
見

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

で
差

支
え

な
い

。
 

 ◎
従

業
者

の
秘

密
保

持
に

つ
い

て
 

○
従

業
者

の
在

職
中

及
び

退
職

後
に

お
け

る
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

個
人

情
報

に
関

す
る

秘
密

保

持
に

つ
い

て
、

事
業

者
と

従
業

者
間

の
雇

用
契

約
、

就
業

規
則

、
労

働
条

件
通

知
書

、
誓

約
書

等
で

取
り

決
め

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

取
り

決
め

が
行

わ
れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
秘

密
保

持
の

対
象

が
、

「
利

用
者

及
び

利
用

者
の

家
族

の
個

人
情

報
」
で

あ
る

こ
と

が
明

確
に

な
っ

て
い

な
い

。
 

 

◎
個

人
情

報
の

使
用

同
意

に
つ

い
て

 

 
○

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

に
お

い
て

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
個

人
情

報
を

用
い

る
こ

と
に

つ
い

て

そ
れ

ぞ
れ

か
ら

文
書

に
よ

る
同

意
が

得
ら

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

利
用

者
の

家
族

か
ら

使
用

同
意

を
得

る
様

式
に

な
っ

て
い

な
い

。
  

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

家
族

の
個

人
情

報
を

使
用

す
る

可
能

性
も

あ
る

た
め

、
利

用
者

だ
け

で
な

く
家

族
に

つ
い

て
も

記
名

で
き

る

様
式

に
し

て
お

く
こ

と
。

 

 ◎
苦

情
処

理
に

つ
い

て
 

○
苦

情
処

理
の

内
容

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

苦
情

処
理

に
関

す
る

記
録

の
整

備
（
処

理
簿

、
台

帳
の

作
成

等
）
が

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

苦
情

の
内

容
を

踏
ま

え
、

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

（
「
そ

の
後

の
経

過
」
「
原

因
の

分
析

」
「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」
の

記
録

、
事

業
所

と
し

て
再

発
防

 

止
の

た
め

の
取

組
み

等
）
 

 
 

○
国

保
連

及
び

市
町

村
の

苦
情

処
理

に
関

す
る

助
言

･指
導

に
協

力
し

な
い

。
 

 ◎
事

故
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
○

事
故

・
ひ

や
り

は
っ

と
事

例
報

告
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

事
故

・
ひ

や
り

は
っ

と
に

関
す

る
記

録
の

整
備

（
処

理
簿

、
台

帳
の

作
成

等
）
が

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

「
そ

の
後

の
経

過
」
、

「
原

因
の

分
析

」
、

「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

事
業

所
と

し
て

、
「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

損
害

賠
償

保
険

の
加

入
又

は
賠

償
金

の
積

み
立

て
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

市
町

村
等

に
報

告
し

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
故

の
状

況
等

に
よ

っ
て

は
、

市
町

村
等

へ
の

報
告

を
行

う
こ

と
。

 

 

 

○
雇

用
契

約
書

も
し

く
は

労
働

条
件

通
知

書
等

に
よ

り
当

該
事

業
所

管
理

者
の

指
揮

命
令

下
に

あ
る

こ
と

及

び
職

務
の

内
容

が
明

確
に

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

常
勤

・
非

常
勤

を
問

わ
ず

、
従

業
者

に
労

働
条

件
（
雇

用
期

間
、

就
業

場
所

、
従

事
す

る
業

務
（
兼

務
の

職

務
）
、

勤
務

時
間

等
）
を

書
面

で
示

す
こ

と
。

（
労

働
条

件
通

知
書

・
雇

用
契

約
書

等
を

作
成

し
、

交
付

す
る

）
 

法
人

代
表

、
役

員
が

管
理

者
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
等

の
常

勤
従

業
者

と
な

リ
雇

用
契

約
が

必
要

と
さ

れ
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
就

業
場

所
、

従
事

す
る

業
務

、
勤

務
時

間
等

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

 

 ◎
従

業
者

の
資

質
向

上
の

た
め

の
計

画
的

な
研

修
の

実
施

及
び

記
録

に
つ

い
て

 

 
○

計
画

的
に

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

研
修

（
内

部
、

外
部

を
含

む
）
の

実
施

記
録

等
が

保
存

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

年
間

計
画

な
ど

を
策

定
し

、
実

施
後

は
資

料
等

も
含

め
、

記
録

を
残

す
こ

と
。

 

 ◎
管

理
者

の
責

務
に

つ
い

て
 

 
○

従
業

者
に

運
営

基
準

を
遵

守
さ

せ
る

た
め

必
要

な
指

揮
命

令
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 ◎
衛

生
管

理
等

に
つ

い
て

 

○
管

理
者

が
従

業
者

の
健

康
診

断
の

結
果

を
把

握
す

る
、

感
染

症
予

防
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
し

、
従

業
者

に

周
知

す
る

な
ど

感
染

症
予

防
に

必
要

な
措

置
を

と
っ

て
い

な
い

。
 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

（
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

・
施

設
系

サ
ー

ビ
ス

）
が

事
業

所
内

で
の

食
中

毒
及

び
感

染

症
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
と

っ
て

い
な

い
。

 

 

◎
重

要
事

項
の

掲
示

に
つ

い
て

 

○
事

業
運

営
に

あ
た

っ
て

の
重

要
事

項
の

掲
示

が
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
事

故
発

生
時

の
対

応
、

秘
密

保
持

、
個

人
情

報
の

保
護

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
解

決
の

体
制

及
び

手
順

な
ど

が
欠

落
し

て
い

る
。

 

○
「
運

営
規

程
」
の

み
を

掲
示

し
て

い
る

。
 

○
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
に

係
る

重
要

事
項

が
掲

示
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

掲
示

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

１
．

掲
示

す
べ

き
内

容
（
項

目
は

重
要

事
項

説
明

書
と

同
じ

）
 

①
 

運
営

規
程

の
概

要
（
目

的
、

方
針

、
営

業
日

時
、

利
用

料
金

、
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
、

サ
ー

ビ
ス

提

供
方

法
な

ど
）
 

②
 

従
業

者
の

勤
務

体
制

 

③
 

秘
密

保
持

と
個

人
情

報
の

保
護

（
使

用
同

意
な

ど
）
に

つ
い

て
 

④
 

事
故

発
生

時
の

対
応

（
損

害
賠

償
の

方
法

を
含

む
）
 

⑤
 

苦
情

処
理

の
体

制
及

び
手

順
、

苦
情

相
談

の
窓

口
、

苦
情

・
相

談
の

連
絡

先
（
事

業
者

、
市

町
村

：
事

業

実
施

地
域

全
て

、
大

阪
府

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
な

ど
）
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【
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
共

通
事

項
 

】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
利

用
者

の
心

身
の

状
況

の
把

握
 

○
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
当

た
り

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

て
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

に
つ

い
て

把
握

し
て

い
な

い
。

 

 ◎
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
内

容
等

を
記

載
し

た
「介

護
計

画
」の

作
成

に
つ

い
て

 

（訪
問

入
浴

介
護

・居
宅

療
養

管
理

指
導

を
除

く
。

） 

 
○

介
護

計
画

の
作

成
に

あ
た

っ
て

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

受
領

さ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
、

更
新

･変
更

さ
れ

た
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

受
領

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

沿
っ

た
内

容
と

な
っ

て
い

な

い
。

（
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

を
除

く
）
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
等

が
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
内

容
に

沿
っ

て
、

利
用

者
の

日
常

生
活

全
般

の
状

況
及

び
希

望
等

を
踏

ま
え

て
、

介
護

の
目

標
、

当
該

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

等
を

記
載

し
た

介
護

計
画

を
作

成
し

て
い

な
い

。
 

 
○

介
護

計
画

は
作

成
し

て
い

る
が

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
、

説
明

し
同

意
を

得
て

い
な

い
。

 

 
○

介
護

計
画

を
交

付
し

て
い

な
い

、
ま

た
は

、
交

付
し

た
こ

と
を

把
握

し
て

い
な

い
。

 

 ◎
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
内

容
等

の
記

録
に

つ
い

て
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
際

の
、

提
供

日
、

提
供

時
間

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
サ

ー
ビ

ス

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

録
し

て
い

な
い

。
 

 
○

利
用

者
ご

と
に

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

の
開

始
時

刻
・
終

了
時

刻
が

、
実

際
の

時
間

で
は

な
く
、

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

標

準
的

な
時

間
と

な
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

記
録

に
記

録
す

る
項

目
 

【
訪

問
介

護
（
予

防
）
・
訪

問
入

浴
（
予

防
）
・
訪

問
看

護
（
予

防
）
等

】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

【
通

所
介

護
（
予

防
）
・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
（
予

防
）
】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
送

迎
時

間
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

 

【
福

祉
用

具
貸

与
（
予

防
）
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
（
予

防
）
】
 

訪
問

日
、

貸
与

開
始

日
、

終
了

日
、

種
目

及
び

品
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー

ビ
ス

の
内

容
 

◎
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

つ
い

て
 

○
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

関
す

る
取

組
み

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
（
運

営
規

程
・
重

要
事

項
説

明
書

に
も

条

項
の

追
加

）
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
業

者
は

従
業

者
に

対
し

て
研

修
の

機
会

を
提

供
す

る
な

ど
高

齢
者

虐
待

の
防

止
に

関
す

る
取

組
み

を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

大
阪

府
の

認
知

症
・
高

齢
者

虐
待

防
止

関
連

サ
イ

ト
 

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.p
re

f.
o
sa

ka
.jp

/
ka

ig
o
sh

ie
n
/
gy

ak
u
ta

i/
in

de
x.

h
tm

l 

 ◎
会

計
区

分
に

つ
い

て
 

○
介

護
保

険
事

業
と

他
の

事
業

（
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
も

別
事

業
）
の

経
理

・
会

計
が

区
分

さ
れ

て
い

な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
務

的
経

費
等

に
つ

い
て

も
按

分
す

る
な

ど
の

方
法

に
よ

り
、

会
計

を
区

分
す

る
こ

と
。

 

 ◎
変

更
届

等
の

提
出

に
つ

い
て

 

 
○

変
更

届
出

書
が

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
（
所

管
庁

に
届

出
が

必
要

）
 

 
（
専

用
区

画
、

管
理

者
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
、

介
護

支
援

専
門

員
、

運
営

規
程

な
ど

）
 

 
（
ポ

イ
ン

ト
）
 

変
更

し
た

日
か

ら
１

０
日

以
内

に
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
複

数
回

に
わ

た
っ

て
変

更
が

発
生

し
た

場
合

で

も
、

変
更

事
実

の
発

生
日

ご
と

に
変

更
届

を
作

成
す

る
こ

と
。

《
届

出
事

項
に

よ
っ

て
は

郵
送

で
の

受
付

が
可

能
。

》
 

 ○
休

止
、

廃
止

の
届

出
が

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
（
所

管
庁

に
届

出
が

必
要

）
 

 
 

（
基

準
を

満
た

せ
な

い
状

況
に

な
っ

た
、

法
人

の
事

業
と

し
て

廃
止

し
た

い
な

ど
）
 

・
 

利
用

者
が

い
る

場
合

は
、

他
の

事
業

所
に

引
き

継
ぐ

こ
と

が
必

要
。

 

・
 

介
護

保
険

施
設

内
に

開
設

し
て

い
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

場
合

は
、

当
該

施
設

に
係

る
変

更
届

や

別
途

変
更

許
可

が
必

要
と

な
る

場
合

が
あ

る
の

で
、

事
前

に
施

設
担

当
に

問
い

合
わ

せ
る

こ
と

。
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
特

定
事

業
所

加
算

・
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
等

の
加

算
に

つ
い

て
 

○
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

（
各

サ
ー

ビ
ス

の
要

件
等

に
つ

い
て

は
以

下
サ

ー
ビ

ス
ご

と
に

記
載

）
 

       

２
．

事
業

所
内

の
見

や
す

い
場

所
に

掲
示

す
る

こ
と

 

受
付

コ
ー

ナ
ー

、
相

談
室

等
利

用
申

込
者

等
が

見
や

す
い

よ
う

工
夫

し
て

掲
示

す
る

こ
と

。
 

な
お

、
趣

旨
は

利
用

者
に

周
知

で
き

る
環

境
を

整
え

る
こ

と
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
受

付
コ

ー
ナ

ー
等

に
重

要
事

項
説

明
書

の
雛

形
を

事
業

所
の

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

な
ど

と
と

も
に

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
等

に
整

理
し

、
利

用
者

が
適

宜
見

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

で
差

支
え

な
い

。
 

 ◎
従

業
者

の
秘

密
保

持
に

つ
い

て
 

○
従

業
者

の
在

職
中

及
び

退
職

後
に

お
け

る
、

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

個
人

情
報

に
関

す
る

秘
密

保

持
に

つ
い

て
、

事
業

者
と

従
業

者
間

の
雇

用
契

約
、

就
業

規
則

、
労

働
条

件
通

知
書

、
誓

約
書

等
で

取
り

決
め

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

取
り

決
め

が
行

わ
れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
秘

密
保

持
の

対
象

が
、

「
利

用
者

及
び

利
用

者
の

家
族

の
個

人
情

報
」
で

あ
る

こ
と

が
明

確
に

な
っ

て
い

な
い

。
 

 

◎
個

人
情

報
の

使
用

同
意

に
つ

い
て

 

 
○

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

に
お

い
て

、
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

の
個

人
情

報
を

用
い

る
こ

と
に

つ
い

て

そ
れ

ぞ
れ

か
ら

文
書

に
よ

る
同

意
が

得
ら

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

利
用

者
の

家
族

か
ら

使
用

同
意

を
得

る
様

式
に

な
っ

て
い

な
い

。
  

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

家
族

の
個

人
情

報
を

使
用

す
る

可
能

性
も

あ
る

た
め

、
利

用
者

だ
け

で
な

く
家

族
に

つ
い

て
も

記
名

で
き

る

様
式

に
し

て
お

く
こ

と
。

 

 ◎
苦

情
処

理
に

つ
い

て
 

○
苦

情
処

理
の

内
容

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

苦
情

処
理

に
関

す
る

記
録

の
整

備
（
処

理
簿

、
台

帳
の

作
成

等
）
が

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

苦
情

の
内

容
を

踏
ま

え
、

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

（
「
そ

の
後

の
経

過
」
「
原

因
の

分
析

」
「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」
の

記
録

、
事

業
所

と
し

て
再

発
防

 

止
の

た
め

の
取

組
み

等
）
 

 
 

○
国

保
連

及
び

市
町

村
の

苦
情

処
理

に
関

す
る

助
言

･指
導

に
協

力
し

な
い

。
 

 ◎
事

故
発

生
時

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
○

事
故

・
ひ

や
り

は
っ

と
事

例
報

告
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

事
故

・
ひ

や
り

は
っ

と
に

関
す

る
記

録
の

整
備

（
処

理
簿

、
台

帳
の

作
成

等
）
が

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

「
そ

の
後

の
経

過
」
、

「
原

因
の

分
析

」
、

「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」
が

記
録

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

事
業

所
と

し
て

、
「
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
み

」
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

損
害

賠
償

保
険

の
加

入
又

は
賠

償
金

の
積

み
立

て
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
 
○

市
町

村
等

に
報

告
し

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
故

の
状

況
等

に
よ

っ
て

は
、

市
町

村
等

へ
の

報
告

を
行

う
こ

と
。

 

 

 

○
雇

用
契

約
書

も
し

く
は

労
働

条
件

通
知

書
等

に
よ

り
当

該
事

業
所

管
理

者
の

指
揮

命
令

下
に

あ
る

こ
と

及

び
職

務
の

内
容

が
明

確
に

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

常
勤

・
非

常
勤

を
問

わ
ず

、
従

業
者

に
労

働
条

件
（
雇

用
期

間
、

就
業

場
所

、
従

事
す

る
業

務
（
兼

務
の

職

務
）
、

勤
務

時
間

等
）
を

書
面

で
示

す
こ

と
。

（
労

働
条

件
通

知
書

・
雇

用
契

約
書

等
を

作
成

し
、

交
付

す
る

）
 

法
人

代
表

、
役

員
が

管
理

者
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
等

の
常

勤
従

業
者

と
な

リ
雇

用
契

約
が

必
要

と
さ

れ
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
就

業
場

所
、

従
事

す
る

業
務

、
勤

務
時

間
等

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

 

 ◎
従

業
者

の
資

質
向

上
の

た
め

の
計

画
的

な
研

修
の

実
施

及
び

記
録

に
つ

い
て

 

 
○

計
画

的
に

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

研
修

（
内

部
、

外
部

を
含

む
）
の

実
施

記
録

等
が

保
存

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

年
間

計
画

な
ど

を
策

定
し

、
実

施
後

は
資

料
等

も
含

め
、

記
録

を
残

す
こ

と
。

 

 ◎
管

理
者

の
責

務
に

つ
い

て
 

 
○

従
業

者
に

運
営

基
準

を
遵

守
さ

せ
る

た
め

必
要

な
指

揮
命

令
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 ◎
衛

生
管

理
等

に
つ

い
て

 

○
管

理
者

が
従

業
者

の
健

康
診

断
の

結
果

を
把

握
す

る
、

感
染

症
予

防
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
し

、
従

業
者

に

周
知

す
る

な
ど

感
染

症
予

防
に

必
要

な
措

置
を

と
っ

て
い

な
い

。
 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

（
通

所
系

サ
ー

ビ
ス

・
施

設
系

サ
ー

ビ
ス

）
が

事
業

所
内

で
の

食
中

毒
及

び
感

染

症
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

を
と

っ
て

い
な

い
。

 

 

◎
重

要
事

項
の

掲
示

に
つ

い
て

 

○
事

業
運

営
に

あ
た

っ
て

の
重

要
事

項
の

掲
示

が
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
事

故
発

生
時

の
対

応
、

秘
密

保
持

、
個

人
情

報
の

保
護

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
解

決
の

体
制

及
び

手
順

な
ど

が
欠

落
し

て
い

る
。

 

○
「
運

営
規

程
」
の

み
を

掲
示

し
て

い
る

。
 

○
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
に

係
る

重
要

事
項

が
掲

示
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
事

業
所

の
見

や
す

い
場

所
に

掲
示

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

１
．

掲
示

す
べ

き
内

容
（
項

目
は

重
要

事
項

説
明

書
と

同
じ

）
 

①
 

運
営

規
程

の
概

要
（
目

的
、

方
針

、
営

業
日

時
、

利
用

料
金

、
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
、

サ
ー

ビ
ス

提

供
方

法
な

ど
）
 

②
 

従
業

者
の

勤
務

体
制

 

③
 

秘
密

保
持

と
個

人
情

報
の

保
護

（
使

用
同

意
な

ど
）
に

つ
い

て
 

④
 

事
故

発
生

時
の

対
応

（
損

害
賠

償
の

方
法

を
含

む
）
 

⑤
 

苦
情

処
理

の
体

制
及

び
手

順
、

苦
情

相
談

の
窓

口
、

苦
情

・
相

談
の

連
絡

先
（
事

業
者

、
市

町
村

：
事

業

実
施

地
域

全
て

、
大

阪
府

国
民

健
康

保
険

団
体

連
合

会
な

ど
）
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②
 

利
用

者
の

状
態

の
変

化
や

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

意
向

を
定

期
的

に
把

握
す

る
こ

と
。

 

③
 

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
へ

の
出

席
等

に
よ

り
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

等
と

連
携

を
図

る
こ

と
。

 

④
 

訪
問

介
護

員
等

に
対

し
、

具
体

的
な

援
助

目
標

及
び

援
助

内
容

を
指

示
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
の

状

況
に

つ
い

て
の

情
報

を
伝

達
す

る
こ

と
。

 

⑤
 

訪
問

介
護

員
等

の
業

務
の

実
施

状
況

を
把

握
す

る
こ

と
。

 

⑥
 

訪
問

介
護

員
等

の
能

力
や

希
望

を
踏

ま
え

た
業

務
管

理
を

す
る

こ
と

。
 

⑦
 

訪
問

介
護

員
等

に
対

す
る

研
修

、
技

術
指

導
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

⑧
 

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
内

容
の

管
理

に
つ

い
て

、
必

要
な

業
務

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

ま
た

、
業

務
を

画
一

的
に

と
ら

え
る

の
で

は
な

く
、

訪
問

介
護

事
業

所
の

状
況

や
実

施
体

制
に

応
じ

て
適

切
か

つ
柔

軟
に

業
務

を
実

施
す

る
よ

う
留

意
す

る
と

と
も

に
、

常
に

必
要

な
知

識
の

修
得

及
び

能
力

の
向

上

に
努

め
る

こ
と

。
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
報

酬
等

の
請

求
に

お
け

る
不

適
切

な
事

例
に

つ
い

て
 

○
利

用
者

の
不

在
時

に
生

活
援

助
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 
 

 

○
生

活
援

助
で

日
常

的
に

行
わ

れ
る

家
事

の
範

囲
を

超
え

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

生
活

援
助

で
日

常
的

に
行

わ
れ

る
家

事
の

範
囲

を
超

え
る

行
為

等
は

、
介

護
給

付
費

の
算

定
は

で
き

な

い
。

一
般

的
に

介
護

保
険

の
生

活
援

助
の

範
囲

に
含

ま
れ

な
い

と
考

え
ら

れ
る

事
例

 

《「
直

接
本

人
の

援
助

」に
該

当
し

な
い

行
為

》 

主
と

し
て

家
族

の
利

便
に

供
す

る
行

為
又

は
家

族
が

行
う

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

行
為

 

・利
用

者
以

外
の

も
の

に
係

る
洗

濯
、

調
理

、
買

い
物

、
布

団
干

し
 

・主
と

し
て

、
利

用
者

が
使

用
す

る
居

室
等

以
外

の
掃

除
 

・来
客

の
接

待
 

・自
家

用
車

の
洗

車
・清

掃
 

等
 

《「
日

常
生

活
の

援
助

」に
該

当
し

な
い

行
為

》 

訪
問

介
護

員
が

行
わ

な
く
て

も
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
生

じ
な

い
と

判
断

さ
れ

る
行

為
 

・草
む

し
り

 

・花
木

の
水

や
り

 

・犬
の

散
歩

等
ペ

ッ
ト

の
世

話
 

等
 

《「
日

常
的

に
行

わ
れ

る
家

事
」の

範
囲

を
超

え
る

行
為

》 

・家
具

・電
気

器
具

等
の

移
動

、
修

繕
、

模
様

替
え

 

・大
掃

除
、

窓
ガ

ラ
ス

磨
き

、
床

の
ワ

ッ
ク

ス
が

け
 

・室
内

外
家

屋
の

修
理

、
ペ

ン
キ

塗
り

 

・植
木

の
剪

定
等

の
園

芸
 

・正
月

、
節

句
の

た
め

に
特

別
な

手
間

を
か

け
て

行
う

調
理

 
等

 
 

 
 

参
考

：「
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
事

業
運

営
の

取
扱

等
に

つ
い

て
」(

平
成

12
年

11
月

16
日

老
振

第
76

号
)

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

訪
問

介
護

計
画

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

援
助

の
方

向
性

や
目

標
を

明
確

に
し

、
担

当
す

る
訪

問
介

護
員

等
の

氏
名

、
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

具
体

的
内

容
、

所
要

時
間

、
日

程
等

を
曜

日
ご

と
、

サ
ー

ビ

ス
提

供
ご

と
等

に
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

 

・
 

訪
問

介
護

計
画

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
内

容
に

沿
っ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

・
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
訪

問
介

護
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
い

、
利

用
者

の
状

態
の

変
化

等
に

よ
り

、
追

加
的

な
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

に
な

っ
た

場
合

や
サ

ー
ビ

ス
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

は
、

当
該

状
況

を
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

へ
情

報
提

供
し

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
提

案
や

訪
問

介
護

計
画

の
変

更
を

行
う

こ
と

。
 

  

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
状

況
の

報
告

及
び

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
に

つ
い

て
（
介

護
予

防
訪

問
介

護
の

み
）
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

、
介

護
予

防
支

援
事

業
者

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

状
況

の
報

告
を

１
月

に
 

 

１
回

以
上

実
施

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
に

基
づ

く
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

開
始

か
ら

、
少

な
く

と
も

１
月

に
１

回
は

、
利

用
者

の
状

態
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
状

況
等

に
つ

い
て

、
介

護
予

防
支

援
事

業
者

に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 
 ○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
に

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

期
間

が

終
了

す
る

ま
で

に
、

１
回

以
上

、
実

施
状

況
の

把
握

（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

○
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

に
つ

い
て

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
作

成
し

た
介

護
予

防
支

援
事

業
者

に
報

告

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
に

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

期
間

が

終
了

す
る

ま
で

に
、

少
な

く
と

も
１

回
は

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
結

果
に

つ
い

て
は

介
護

予
防

支
援

事
業

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
責

務
に

つ
い

て
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

行
っ

て
い

る
訪

問
介

護
業

務
が

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
本

来
業

務
の

遂

行
に

支
障

を
生

じ
さ

せ
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

訪
問

介
護

業
務

を
行

う
場

合
は

、
本

来
業

務
に

支
障

が
な

い
よ

う
留

意
す

る

こ
と

。
な

お
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
訪

問
介

護
計

画
の

作
成

業
務

の
ほ

か
、

訪
問

介
護

に
関

す
る

サ

ー
ビ

ス
内

容
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
業

務
と

し
て

次
の

業
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

①
 

訪
問

介
護

の
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

を
す

る
こ

と
。

 

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

に
つ

い
て

 

 
○

常
勤

専
従

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
い

な
い

。
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

配
置

数
が

不
足

し
て

い
る

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
常

勤
の

訪
問

介
護

員
等

の
う

ち
、

利
用

者
が

4
0

人
以

上
又

は
そ

の
端

数
を

増
す

毎
に

1
人

以
上

の
者

を
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
と

す
る

こ
と

。
 

・
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、

介
護

福
祉

士
、

実
務

者
研

修
修

了
者

、
介

護
職

員
基

礎
研

修
課

程
修

了
者

、
 

訪
問

介
護

員
1

級
課

程
修

了
者

ま
た

は
2

級
課

程
修

了
者

（
介

護
等

実
務

経
験

3
年

以
上

）
で

あ
り

、
専

ら

訪
問

介
護

の
職

務
に

従
事

す
る

者
 

 運
営

に
関

す
る

基
準

 

 ◎
訪

問
介

護
計

画
に

つ
い

て
 

【
未

作
成

及
び

未
交

付
】
 

○
訪

問
介

護
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
（
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

そ
の

家

族
に

対
す

る
説

明
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

同
意

も
得

ら
れ

て
い

な
い

場
合

を
含

む
。

）
 

○
訪

問
介

護
計

画
を

、
利

用
者

に
交

付
し

て
い

な
い

、
ま

た
は

、
交

付
し

た
こ

と
を

把
握

し
て

い
な

い
。

 

○
訪

問
介

護
計

画
を

利
用

者
に

説
明

の
う

え
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
利

用
者

の
状

況
を

把
握

・
分

析
し

、
訪

問
介

護
の

提
供

に
よ

っ
て

、
解

決

す
べ

き
問

題
状

況
を

明
ら

か
に

し
た

上
で

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
）
、

援
助

の
方

向
性

や
目

標
を

明
確

に
し

た

訪
問

介
護

計
画

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

・
 

訪
問

介
護

計
画

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
た

こ
と

が
わ

か
る

よ
う

署
名

・
押

印
を

得
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

・
 

作
成

し
た

訪
問

介
護

計
画

は
利

用
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

【
内

容
の

不
備

】
 

 
○

訪
問

介
護

計
画

に
訪

問
介

護
の

目
標

、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
基

づ
か

な
い

サ
ー

ビ
ス

を
位

置
づ

け
て

い
る

。
 

【
特

定
福

祉
用

具
販

売
（
予

防
）
】
 

提
供

日
、

種
目

及
び

品
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

 

【
短

期
入

所
生

活
介

護
（
予

防
）
・
短

期
入

所
療

養
介

護
（
予

防
）
】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
 

【
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

（
予

防
）
】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
 

②
 

「
利

用
者

の
心

身
の

状
況

」
の

記
録

内
容

 

当
該

項
目

の
記

載
が

な
い

、
ま

た
は

、
単

に
サ

ー
ビ

ス
内

容
を

記
載

し
た

も
の

等
記

録
と

し
て

不
十

分
な

も
の

が
見

受
け

ら
れ

る
の

で
、

今
後

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

活
か

す
た

め
に

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

に
つ

い
て

把

握
し

た
内

容
を

記
録

す
る

こ
と

。
 

 ◎
領

収
証

の
発

行
に

つ
い

て
 

 
○

交
付

す
る

領
収

証
に

保
険

給
付

対
象

額
、

そ
の

他
の

費
用

、
医

療
費

控
除

対
象

額
を

区
分

し
て

記
載

し
、

当
該

そ
 

の
他

の
費

用
の

額
に

つ
い

て
は

そ
れ

ぞ
れ

個
別

の
費

用
ご

と
に

区
分

し
て

記
載

し
て

い
な

い
。

 

 
○

医
療

費
控

除
対

象
額

を
対

象
者

以
外

に
も

記
載

し
て

い
る

。
 

 
○

医
療

費
控

除
対

象
額

に
含

ま
れ

な
い

額
を

記
載

し
て

い
る

。
 

 
○

利
用

料
の

支
払

い
が

口
座

引
落

し
、

口
座

振
込

み
の

利
用

者
に

対
し

領
収

証
を

発
行

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

医
療

費
控

除
の

対
象

と
な

り
う

る
サ

ー
ビ

ス
 

①
 

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
(訪

問
看

護
等

) 

②
 

①
の

サ
ー

ビ
ス

が
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
又

は
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

、
併

せ
て

利

用
し

て
い

る
場

合
に

対
象

と
な

る
福

祉
系

サ
ー

ビ
ス

 

③
 

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価
（
自

己
負

担
額

の
１

０
％

）
 

参
考

：
「
介

護
保

険
制

度
下

で
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
に

か
か

る
医

療
費

控
除

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
 

（
平

成
1
2

年
6

月
1

日
付

け
老

発
第

5
0
9

号
・
平

成
1
8

年
1
2

月
1

日
事

務
連

絡
・
平

成
2
2

年
1

月
2
1

日
事

務
連

絡
・
平

成
2
5

年
1

月
2
5

日
事

務
連

絡
抜

粋
（
本

資
料

P
.6

4
参

照
）
）
 

  【
 

訪
問

介
護

・
介

護
予

防
訪

問
介

護
 

】
 

 人
員

に
関

す
る

基
準

 

◎
訪

問
介

護
員

等
の

員
数

 

 
○

訪
問

介
護

員
等

が
常

勤
換

算
方

法
で

、
２

．
５

以
上

確
保

さ
れ

て
い

な
い

。
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②
 

利
用

者
の

状
態

の
変

化
や

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

意
向

を
定

期
的

に
把

握
す

る
こ

と
。

 

③
 

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
へ

の
出

席
等

に
よ

り
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

等
と

連
携

を
図

る
こ

と
。

 

④
 

訪
問

介
護

員
等

に
対

し
、

具
体

的
な

援
助

目
標

及
び

援
助

内
容

を
指

示
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
の

状

況
に

つ
い

て
の

情
報

を
伝

達
す

る
こ

と
。

 

⑤
 

訪
問

介
護

員
等

の
業

務
の

実
施

状
況

を
把

握
す

る
こ

と
。

 

⑥
 

訪
問

介
護

員
等

の
能

力
や

希
望

を
踏

ま
え

た
業

務
管

理
を

す
る

こ
と

。
 

⑦
 

訪
問

介
護

員
等

に
対

す
る

研
修

、
技

術
指

導
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

⑧
 

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
内

容
の

管
理

に
つ

い
て

、
必

要
な

業
務

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

ま
た

、
業

務
を

画
一

的
に

と
ら

え
る

の
で

は
な

く
、

訪
問

介
護

事
業

所
の

状
況

や
実

施
体

制
に

応
じ

て
適

切
か

つ
柔

軟
に

業
務

を
実

施
す

る
よ

う
留

意
す

る
と

と
も

に
、

常
に

必
要

な
知

識
の

修
得

及
び

能
力

の
向

上

に
努

め
る

こ
と

。
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
報

酬
等

の
請

求
に

お
け

る
不

適
切

な
事

例
に

つ
い

て
 

○
利

用
者

の
不

在
時

に
生

活
援

助
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 
 

 

○
生

活
援

助
で

日
常

的
に

行
わ

れ
る

家
事

の
範

囲
を

超
え

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

生
活

援
助

で
日

常
的

に
行

わ
れ

る
家

事
の

範
囲

を
超

え
る

行
為

等
は

、
介

護
給

付
費

の
算

定
は

で
き

な

い
。

一
般

的
に

介
護

保
険

の
生

活
援

助
の

範
囲

に
含

ま
れ

な
い

と
考

え
ら

れ
る

事
例

 

《「
直

接
本

人
の

援
助

」に
該

当
し

な
い

行
為

》 

主
と

し
て

家
族

の
利

便
に

供
す

る
行

為
又

は
家

族
が

行
う

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

行
為

 

・利
用

者
以

外
の

も
の

に
係

る
洗

濯
、

調
理

、
買

い
物

、
布

団
干

し
 

・主
と

し
て

、
利

用
者

が
使

用
す

る
居

室
等

以
外

の
掃

除
 

・来
客

の
接

待
 

・自
家

用
車

の
洗

車
・清

掃
 

等
 

《「
日

常
生

活
の

援
助

」に
該

当
し

な
い

行
為

》 

訪
問

介
護

員
が

行
わ

な
く
て

も
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
生

じ
な

い
と

判
断

さ
れ

る
行

為
 

・草
む

し
り

 

・花
木

の
水

や
り

 

・犬
の

散
歩

等
ペ

ッ
ト

の
世

話
 

等
 

《「
日

常
的

に
行

わ
れ

る
家

事
」の

範
囲

を
超

え
る

行
為

》 

・家
具

・電
気

器
具

等
の

移
動

、
修

繕
、

模
様

替
え

 

・大
掃

除
、

窓
ガ

ラ
ス

磨
き

、
床

の
ワ

ッ
ク

ス
が

け
 

・室
内

外
家

屋
の

修
理

、
ペ

ン
キ

塗
り

 

・植
木

の
剪

定
等

の
園

芸
 

・正
月

、
節

句
の

た
め

に
特

別
な

手
間

を
か

け
て

行
う

調
理

 
等

 
 

 
 

参
考

：「
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

の
事

業
運

営
の

取
扱

等
に

つ
い

て
」(

平
成

12
年

11
月

16
日

老
振

第
76

号
)

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

訪
問

介
護

計
画

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

援
助

の
方

向
性

や
目

標
を

明
確

に
し

、
担

当
す

る
訪

問
介

護
員

等
の

氏
名

、
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

具
体

的
内

容
、

所
要

時
間

、
日

程
等

を
曜

日
ご

と
、

サ
ー

ビ

ス
提

供
ご

と
等

に
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

 

・
 

訪
問

介
護

計
画

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
内

容
に

沿
っ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

・
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
訪

問
介

護
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
い

、
利

用
者

の
状

態
の

変
化

等
に

よ
り

、
追

加
的

な
サ

ー
ビ

ス
が

必
要

に
な

っ
た

場
合

や
サ

ー
ビ

ス
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

は
、

当
該

状
況

を
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

へ
情

報
提

供
し

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
提

案
や

訪
問

介
護

計
画

の
変

更
を

行
う

こ
と

。
 

  

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
状

況
の

報
告

及
び

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
実

施
に

つ
い

て
（
介

護
予

防
訪

問
介

護
の

み
）
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

、
介

護
予

防
支

援
事

業
者

に
対

し
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

状
況

の
報

告
を

１
月

に
 

 

１
回

以
上

実
施

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
に

基
づ

く
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

開
始

か
ら

、
少

な
く

と
も

１
月

に
１

回
は

、
利

用
者

の
状

態
、

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
状

況
等

に
つ

い
て

、
介

護
予

防
支

援
事

業
者

に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 
 ○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
に

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

期
間

が

終
了

す
る

ま
で

に
、

１
回

以
上

、
実

施
状

況
の

把
握

（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

○
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

に
つ

い
て

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
作

成
し

た
介

護
予

防
支

援
事

業
者

に
報

告

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
に

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

期
間

が

終
了

す
る

ま
で

に
、

少
な

く
と

も
１

回
は

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
結

果
に

つ
い

て
は

介
護

予
防

支
援

事
業

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
責

務
に

つ
い

て
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

行
っ

て
い

る
訪

問
介

護
業

務
が

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

の
本

来
業

務
の

遂

行
に

支
障

を
生

じ
さ

せ
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

訪
問

介
護

業
務

を
行

う
場

合
は

、
本

来
業

務
に

支
障

が
な

い
よ

う
留

意
す

る

こ
と

。
な

お
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
訪

問
介

護
計

画
の

作
成

業
務

の
ほ

か
、

訪
問

介
護

に
関

す
る

サ

ー
ビ

ス
内

容
の

管
理

に
つ

い
て

必
要

な
業

務
と

し
て

次
の

業
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

①
 

訪
問

介
護

の
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

を
す

る
こ

と
。

 

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

に
つ

い
て

 

 
○

常
勤

専
従

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
い

な
い

。
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

配
置

数
が

不
足

し
て

い
る

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
常

勤
の

訪
問

介
護

員
等

の
う

ち
、

利
用

者
が

4
0

人
以

上
又

は
そ

の
端

数
を

増
す

毎
に

1
人

以
上

の
者

を
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
と

す
る

こ
と

。
 

・
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

は
、

介
護

福
祉

士
、

実
務

者
研

修
修

了
者

、
介

護
職

員
基

礎
研

修
課

程
修

了
者

、
 

訪
問

介
護

員
1

級
課

程
修

了
者

ま
た

は
2

級
課

程
修

了
者

（
介

護
等

実
務

経
験

3
年

以
上

）
で

あ
り

、
専

ら

訪
問

介
護

の
職

務
に

従
事

す
る

者
 

 運
営

に
関

す
る

基
準

 

 ◎
訪

問
介

護
計

画
に

つ
い

て
 

【
未

作
成

及
び

未
交

付
】
 

○
訪

問
介

護
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
（
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

そ
の

家

族
に

対
す

る
説

明
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

同
意

も
得

ら
れ

て
い

な
い

場
合

を
含

む
。

）
 

○
訪

問
介

護
計

画
を

、
利

用
者

に
交

付
し

て
い

な
い

、
ま

た
は

、
交

付
し

た
こ

と
を

把
握

し
て

い
な

い
。

 

○
訪

問
介

護
計

画
を

利
用

者
に

説
明

の
う

え
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
は

、
利

用
者

の
状

況
を

把
握

・
分

析
し

、
訪

問
介

護
の

提
供

に
よ

っ
て

、
解

決

す
べ

き
問

題
状

況
を

明
ら

か
に

し
た

上
で

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
）
、

援
助

の
方

向
性

や
目

標
を

明
確

に
し

た

訪
問

介
護

計
画

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

・
 

訪
問

介
護

計
画

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
た

こ
と

が
わ

か
る

よ
う

署
名

・
押

印
を

得
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

・
 

作
成

し
た

訪
問

介
護

計
画

は
利

用
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

【
内

容
の

不
備

】
 

 
○

訪
問

介
護

計
画

に
訪

問
介

護
の

目
標

、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
基

づ
か

な
い

サ
ー

ビ
ス

を
位

置
づ

け
て

い
る

。
 

【
特

定
福

祉
用

具
販

売
（
予

防
）
】
 

提
供

日
、

種
目

及
び

品
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
提

供
し

た
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

 

【
短

期
入

所
生

活
介

護
（
予

防
）
・
短

期
入

所
療

養
介

護
（
予

防
）
】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
 

【
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

（
予

防
）
】
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

提
供

者
の

氏
名

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
 

②
 

「
利

用
者

の
心

身
の

状
況

」
の

記
録

内
容

 

当
該

項
目

の
記

載
が

な
い

、
ま

た
は

、
単

に
サ

ー
ビ

ス
内

容
を

記
載

し
た

も
の

等
記

録
と

し
て

不
十

分
な

も
の

が
見

受
け

ら
れ

る
の

で
、

今
後

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

活
か

す
た

め
に

、
利

用
者

の
心

身
の

状
況

に
つ

い
て

把

握
し

た
内

容
を

記
録

す
る

こ
と

。
 

 ◎
領

収
証

の
発

行
に

つ
い

て
 

 
○

交
付

す
る

領
収

証
に

保
険

給
付

対
象

額
、

そ
の

他
の

費
用

、
医

療
費

控
除

対
象

額
を

区
分

し
て

記
載

し
、

当
該

そ
 

の
他

の
費

用
の

額
に

つ
い

て
は

そ
れ

ぞ
れ

個
別

の
費

用
ご

と
に

区
分

し
て

記
載

し
て

い
な

い
。

 

 
○

医
療

費
控

除
対

象
額

を
対

象
者

以
外

に
も

記
載

し
て

い
る

。
 

 
○

医
療

費
控

除
対

象
額

に
含

ま
れ

な
い

額
を

記
載

し
て

い
る

。
 

 
○

利
用

料
の

支
払

い
が

口
座

引
落

し
、

口
座

振
込

み
の

利
用

者
に

対
し

領
収

証
を

発
行

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

医
療

費
控

除
の

対
象

と
な

り
う

る
サ

ー
ビ

ス
 

①
 

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
(訪

問
看

護
等

) 

②
 

①
の

サ
ー

ビ
ス

が
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
又

は
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

付
け

ら
れ

、
併

せ
て

利

用
し

て
い

る
場

合
に

対
象

と
な

る
福

祉
系

サ
ー

ビ
ス

 

③
 

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価
（
自

己
負

担
額

の
１

０
％

）
 

参
考

：
「
介

護
保

険
制

度
下

で
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
に

か
か

る
医

療
費

控
除

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
 

（
平

成
1
2

年
6

月
1

日
付

け
老

発
第

5
0
9

号
・
平

成
1
8

年
1
2

月
1

日
事

務
連

絡
・
平

成
2
2

年
1

月
2
1

日
事

務
連

絡
・
平

成
2
5

年
1

月
2
5

日
事

務
連

絡
抜

粋
（
本

資
料

P
.6

4
参

照
）
）
 

  【
 

訪
問

介
護

・
介

護
予

防
訪

問
介

護
 

】
 

 人
員

に
関

す
る

基
準

 

◎
訪

問
介

護
員

等
の

員
数

 

 
○

訪
問

介
護

員
等

が
常

勤
換

算
方

法
で

、
２

．
５

以
上

確
保

さ
れ

て
い

な
い

。
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（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
利

用
者

へ
提

供
す

る
生

活
援

助
中

心
型

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
は

、
平

成
２

４
年

の
報

酬
改

定
に

よ
り

時
間

区
分

の
変

更
に

よ
り

、
一

律
に

時
間

削
減

す
る

の
で

は
な

く
、

利
用

者
の

個
々

の
状

況
に

応
じ

た
介

護
支

援
専

門
員

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

に
よ

る
、

適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

基

づ
き

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

必
要

な
量

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
は

従
前

ど
お

り

で
あ

る
。

 

参
考

：
２

４
年

度
報

酬
改

定
Ｑ

＆
Ａ

（
平

成
２

４
年

３
月

１
６

日
）
問

９
 

・
介

護
予

防
訪

問
介

護
費

（
Ⅰ

）
（
Ⅱ

）
（
Ⅲ

）
は

、
そ

れ
ぞ

れ
（
週

１
回

）
（
週

２
回

）
（
週

３
回

）
程

度
の

サ
ー

ビ

ス
提

供
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
利

用
者

の
状

況
に

応
じ

た
提

供
時

間
と

す
る

こ
と

。
 

参
考

：
介

護
サ

ー
ビ

ス
関

係
Ｑ

＆
Ａ

（
平

成
１

８
年

３
月

２
７

日
）
問

５
 

 

○
特

定
事

業
所

加
算

の
算

定
要

件
で

あ
る

事
項

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

 

(ポ
イ

ン
ト

) 

・
 

す
べ

て
の

訪
問

介
護

員
等

（
登

録
ヘ

ル
パ

ー
を

含
む

。
以

下
同

じ
）
に

対
し

、
訪

問
介

護
員

等
ご

と
に

研

修
計

画
（
研

修
の

目
標

、
内

容
、

期
間

、
実

施
時

期
等

）
を

作
成

し
、

当
該

計
画

に
従

い
、

研
修

を
実

施

又
は

実
施

を
予

定
し

て
い

る
こ

と
。

 

・
 

利
用

者
に

関
す

る
情

報
若

し
く
は

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

の
伝

達
又

は
当

該
指

定

訪
問

介
護

事
業

所
に

お
け

る
訪

問
介

護
員

等
の

技
術

指
導

を
目

的
と

し
た

会
議

を
概

ね
１

月
に

１
回

以
上

開
催

し
、

そ
の

概
要

を
記

録
す

る
こ

と
。

 

・
 

訪
問

介
護

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

、
当

該
利

用
者

を
担

当
す

る
訪

問
介

護
員

等
に

対
し

、
当

該
利

用
者

に
関

す
る

情
報

や
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
(※

)を
文

書
等

の
確

実
な

方
法

に
よ

り
伝

達
し

て
か

ら
開

始
す

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

終
了

後
、

担
当

す
る

訪
問

介
護

員
等

か
ら

適
宜

報
告

を
受

け
、

文
書

（
電

磁
的

記
録

も
含

む
）
で

記
録

を
保

存
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
※

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
 

・
利

用
者

の
Ａ

Ｄ
Ｌ

や
意

欲
 

・
利

用
者

の
主

な
訴

え
や

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
の

特
段

の
要

望
 

・
家

族
を

含
む

環
境

 

・
前

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
の

状
況

 

・
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
っ

て
必

要
な

事
項

 

・
 

「
前

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
の

状
況

」
を

除
く
事

項
に

つ
い

て
は

、
変

更
が

あ
る

場
合

に
記

載
す

る
こ

と
 

で
よ

い
。

 

・
 

当
該

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
の

す
べ

て
の

訪
問

介
護

員
等

に
対

し
、

健
康

診
断

等
を

少
な

く
と

も
１

年

以
内

ご
と

に
１

回
、

事
業

主
の

費
用

負
担

で
実

施
す

る
こ

と
。

 

・
 

緊
急

時
等

に
お

け
る

対
応

方
法

に
つ

い
て

対
応

方
針

、
連

絡
先

及
び

対
応

可
能

時
間

等
を

重
要

事
項

説
明

書
等

に
明

記
し

て
利

用
者

に
交

付
し

、
説

明
す

る
こ

と
。

 

 

○
院

内
介

助
を

位
置

づ
け

る
上

で
の

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

○
身

体
介

護
中

心
型

の
訪

問
介

護
を

提
供

す
る

予
定

の
利

用
者

に
、

当
日

の
心

身
の

状
態

の
変

化
等

に
よ

り
、

介
護

支
援

専
門

員
と

調
整

し
た

上
で

訪
問

介
護

計
画

を
変

更
し

生
活

援
助

中
心

型
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
場

合
に

お
い

て
、

実
際

に
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
内

容
（
生

活
援

助
中

心
型

）
で

報
酬

を
算

定
す

べ
き

と
こ

ろ
、

変
更

前
の

訪
問

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

内
容

（
身

体
介

護
中

心
型

）
の

ま
ま

算
定

し
て

い
た

。
 

○
訪

問
介

護
を

１
日

に
複

数
回

行
っ

て
い

る
が

、
算

定
を

誤
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

訪
問

介
護

は
在

宅
の

要
介

護
者

の
生

活
パ

タ
ー

ン
に

合
わ

せ
て

提
供

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

単
に

1
回

の
長

時
間

の
訪

問
介

護
を

複
数

回
に

区
分

し
て

行
う

こ
と

は
適

切
で

は
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

前
回

提
供

し
た

指
定

訪
問

介
護

か
ら

概
ね

2
時

間
未

満
の

間
隔

で
指

定
訪

問
介

護
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

所
要

時
間

を
合

算
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
の

取
扱

い
に

つ
い

て

は
、

所
要

時
間

が
訪

問
介

護
費

の
算

定
要

件
を

満
た

す
指

定
訪

問
介

護
（
2
0

分
未

満
の

身
体

介
護

中
心

型
を

算
定

す
る

場
合

及
び

緊
急

時
訪

問
介

護
加

算
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に

限
り

適
用

さ

れ
る

。
 

・
 

所
要

時
間

が
訪

問
介

護
費

の
算

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
指

定
訪

問
介

護
(身

体
介

護
中

心
型

の
所

要
時

間
が

2
0

分
未

満
(日

中
の

時
間

帯
に

提
供

さ
れ

る
2
0

分
未

満
の

身
体

介
護

中
心

型
を

算
定

す

る
た

め
に

必
要

な
要

件
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

な
い

指
定

訪
問

介
護

で
あ

っ
て

、
緊

急
時

訪
問

介
護

加
算

が
算

定
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

限
る

。
)又

は
生

活
援

助
中

心
型

の
所

要
時

間
が

2
0

分
未

満
の

場
合

)に
つ

い
て

は
、

訪
問

介
護

費
の

算
定

対
象

と
な

ら
な

い
が

、
こ

う
し

た
所

定
時

間
数

未
満

の
訪

問

介
護

で
あ

っ
て

も
、

複
数

回
に

わ
た

る
訪

問
介

護
を

一
連

の
サ

ー
ビ

ス
行

為
と

み
な

す
こ

と
が

可
能

な

場
合

に
限

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
訪

問
介

護
の

所
要

時
間

を
合

計
し

て
1

回
の

訪
問

介
護

と
し

て
算

定
で

き

る
。

 

≪
例

≫
午

前
に

訪
問

介
護

員
等

が
診

察
券

を
窓

口
に

提
出

し
(所

要
時

間
2
0

分
未

満
)、

昼
に

通
院

介

助
を

行
い

、
午

後
に

薬
を

受
け

取
り

に
行

く
(所

要
時

間
2
0

分
未

満
)と

し
た

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ

診
察

券
の

提
出

と
薬

の
受

け
取

り
の

所
要

時
間

は
2
0

分
未

満
で

あ
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
を

生
活

援

助
(所

要
時

間
2
0

分
以

上
4
5

分
未

満
)と

し
て

算
定

で
き

な
い

が
、

一
連

の
サ

ー
ビ

ス
行

為
(通

院
介

助
)と

み
な

し
て

所
要

時
間

を
合

計
し

、
1

回
の

訪
問

介
護

(身
体

介
護

中
心

型
に

引
き

続
き

生
活

援

助
を

行
う

場
合

)と
し

て
算

定
で

き
る

。
 

 ○
「
生

活
援

助
中

心
型

４
５

分
以

上
の

場
合

」
や

「
介

護
予

防
訪

問
介

護
」
に

お
い

て
、

一
律

に
サ

ー
ビ

ス
提

供

時
間

の
上

限
を

設
け

て
い

る
。

 

・
自

家
用

有
償

運
送

の
更

新
 

自
家

用
有

償
運

送
の

許
可

期
限

が
切

れ
て

い
る

場
合

は
算

定
で

き
な

い
為

、
更

新
手

続
き

を
行

う
こ

と
。

 

 
 ○

通
院

介
助

に
お

い
て

、
院

内
で

の
単

な
る

待
ち

時
間

を
含

め
て

介
護

給
付

費
を

請
求

し
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

身
体

介
護

は
、

利
用

者
の

身
体

に
直

接
接

触
し

て
行

う
介

助
、

並
び

に
こ

れ
を

行
う

た
め

に
必

要
な

準

備
お

よ
び

後
始

末
、

並
び

に
利

用
者

の
日

常
生

活
を

営
む

の
に

必
要

な
機

能
の

向
上

等
の

た
め

の
介

助

及
び

専
門

的
な

援
助

で
あ

り
、

例
え

ば
、

病
院

に
お

い
て

要
介

護
者

が
受

診
し

て
い

る
間

等
の

、
介

護
等

を
行

わ
ず

単
に

待
っ

て
い

る
時

間
は

介
護

給
付

費
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

 

参
考

：
介

護
報

酬
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
に

つ
い

て
（
平

成
１

５
年

５
月

３
０

日
）
厚

生
労

働
省

 
訪

問
介

護
Q

5
 

 
 

 ○
同

時
に

２
人

の
訪

問
介

護
員

が
１

人
の

利
用

者
に

対
し

て
訪

問
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

を
行

っ
た

場
合

に
お

い
て

、

報
酬

の
算

定
誤

り
が

あ
る

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

院
内

介
助

の
位

置
づ

け
は

各
保

険
者

で
の

判
断

と
な

る
が

、
以

下
①

～
③

を
要

件
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
 

が
多

い
が

、
そ

れ
以

外
の

要
件

を
求

め
る

場
合

も
あ

る
た

め
、

各
保

険
者

へ
確

認
を

行
う

こ
と

。
 

①
適

切
な

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
行

っ
た

上
で

 

②
院

内
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
対

応
が

難
し

く
 

③
利

用
者

が
介

助
を

必
要

と
す

る
心

身
の

状
況

で
あ

る
こ

と
。

 

参
考

：
「
訪

問
介

護
に

お
け

る
院

内
介

助
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.１
４

９
 

 
（
平

成
２

２
年

４
月

２
８

日
）
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

同
時

に
２

人
の

訪
問

介
護

員
等

に
よ

り
訪

問
介

護
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

同

意
を

得
て

い
る

場
合

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
計

画
に

位
置

付
け

た
上

で
行

う
こ

と
。

 
 

①
利

用
者

の
身

体
的

理
由

に
よ

り
１

人
の

訪
問

介
護

員
等

に
よ

る
介

護
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

 

②
暴

力
行

為
、

著
し

い
迷

惑
行

為
、

器
物

破
損

行
為

等
が

認
め

ら
れ

る
場

合
 

③
そ

の
他

利
用

者
の

状
況

等
か

ら
判

断
し

て
①

又
は

②
に

準
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
 

《
報

酬
算

定
例

》
 

 

体
重

が
重

い
利

用
者

に
対

し
、

２
人

の
訪

問
介

護
員

等
で

入
浴

介
助

を
行

っ
た

後
、

生
活

援
助

を
行

う
場

合
 

2
0

分
以

上
3
0

分
未

満

 
訪

問
介

護
員

 
A

 
 

 
 

入
浴

介
助

 
 

 
 

 
 

調
理

・清
掃

 

 
訪

問
介

護
員

 
B

 
 

 
 

入
浴

介
助

 
 

 
 

 
 

 
※

 
（
２

人
で

行
う

必
要

は
な

い
の

で
退

室
）
 

（
報

酬
算

定
）
 

 

 
訪

問
介

護
員

 
A

 
 

 
 

身
体

介
護

１
 

 
 

 
 

 
訪

問
介

護
員

 
B

 
 

 
 

身
体

介
護

１
 

生
活

援
助

２
 

4
5
分

以
上

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ○

介
護

報
酬

の
算

定
時

間
が

訪
問

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

標
準

的
な

時
間

と
な

っ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
の

訪
問

介
護

員
等

が
指

定
訪

問
介

護
を

行
っ

た
場

合
に

、
現

に
要

し
た

時
間

で

は
な

く
、

訪
問

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

内
容

の
指

定
訪

問
介

護
を

行
う

の
に

要
す

る
標

準
的

な
時

間
で

算
定

す
る

。
 

 ○
道

路
運

送
法

に
よ

る
有

償
運

送
の

許
可

等
を

受
け

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

通
院

等
乗

降
介

助
の

形

態
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

い
、

こ
れ

を
身

体
介

護
で

算
定

し
て

い
る

。
 

○
道

路
運

送
法

に
よ

る
有

償
運

送
の

許
可

等
を

受
け

て
い

な
い

車
輌

に
よ

り
、

通
院

等
乗

降
介

助
の

サ
ー

ビ

ス
を

提
供

し
、

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
。

 

○
道

路
運

送
法

に
よ

る
有

償
運

送
の

許
可

等
を

取
得

し
て

い
る

が
、

通
院

等
乗

降
介

助
の

形
態

に
よ

る
サ

ー

ビ
ス

で
、

例
外

的
に

身
体

介
護

で
請

求
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

で
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
身

体
介

護
で

算
定

し
て

い
る

。
 

○
道

路
運

送
法

に
よ

る
自

家
用

有
償

運
送

の
許

可
期

限
が

切
れ

た
ま

ま
車

両
を

運
行

し
、

通
院

等
乗

降
介

助
を

算
定

し
て

い
る

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
  

「
通

院
等

乗
降

介
助

」
と

は
 

 
要

介
護

者
で

あ
る

利
用

者
に

対
し

て
、

通
院

等
の

た
め

、
「
訪

問
介

護
員

が
自

ら
運

転
す

る
車

へ
の

乗

車
又

は
降

車
の

介
助

」
、

「
乗

車
前

若
し

く
は

降
車

後
の

屋
内

外
に

お
け

る
移

動
等

の
介

助
」
及

び
「
通

院

先
若

し
く
は

外
出

先
で

の
受

診
等

の
手

続
き

、
移

動
等

の
介

助
」
を

行
っ

た
場

合
に

1
回

に
つ

き
、

所
定

単

位
数

を
算

定
す

る
。

 

 
こ

れ
ら

は
一

連
の

サ
ー

ビ
ス

行
為

と
し

て
含

む
も

の
で

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

行
為

を
細

か
く
区

分
し

、
「
通

院
等

乗
降

介
助

」
と

「
身

体
介

護
中

心
型

」
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

 
取

扱
い

に
つ

い
て

は
下

記
資

料
等

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

参
考

：
「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
訪

問
通

所
サ

ー
ビ

ス
、

居

宅
療

養
管

理
指

導
及

び
福

祉
用

具
貸

与
に

係
る

部
分

）
及

び
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す

る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
の

制
定

に
伴

う
実

施
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
」
 

 

（
平

成
１

２
年

老
企

３
６

号
）
 

第
２

の
２

（
7
）
 

参
考

：
「
通

院
等

の
た

め
の

乗
車

又
は

降
車

の
介

助
が

中
心

で
あ

る
場

合
」
及

び
「
身

体
介

護
が

中
心

で
あ

る
場

合
」
の

適
用

関
係

等
に

つ
い

て
 

（
平

成
１

５
年

５
月

８
日

付
老

振
発

第
0
5
0
80

0
1

号
・
老

老
発

第
0
5
0
8
00

1
号

）
 

・
 

「
身

体
介

護
中

心
型

」
に

よ
る

「
通

院
・
外

出
介

助
」
 

 
通

院
の

た
め

の
準

備
→

バ
ス

等
交

通
機

関
へ

の
乗

降
→

気
分

の
確

認
→

受
診

等
の

手
続

き
等

を
行

っ

た
場

合
に

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。
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（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
利

用
者

へ
提

供
す

る
生

活
援

助
中

心
型

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
は

、
平

成
２

４
年

の
報

酬
改

定
に

よ
り

時
間

区
分

の
変

更
に

よ
り

、
一

律
に

時
間

削
減

す
る

の
で

は
な

く
、

利
用

者
の

個
々

の
状

況
に

応
じ

た
介

護
支

援
専

門
員

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

に
よ

る
、

適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

基

づ
き

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

必
要

な
量

の
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
は

従
前

ど
お

り

で
あ

る
。

 

参
考

：
２

４
年

度
報

酬
改

定
Ｑ

＆
Ａ

（
平

成
２

４
年

３
月

１
６

日
）
問

９
 

・
介

護
予

防
訪

問
介

護
費

（
Ⅰ

）
（
Ⅱ

）
（
Ⅲ

）
は

、
そ

れ
ぞ

れ
（
週

１
回

）
（
週

２
回

）
（
週

３
回

）
程

度
の

サ
ー

ビ

ス
提

供
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
利

用
者

の
状

況
に

応
じ

た
提

供
時

間
と

す
る

こ
と

。
 

参
考

：
介

護
サ

ー
ビ

ス
関

係
Ｑ

＆
Ａ

（
平

成
１

８
年

３
月

２
７

日
）
問

５
 

 

○
特

定
事

業
所

加
算

の
算

定
要

件
で

あ
る

事
項

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

 

(ポ
イ

ン
ト

) 

・
 

す
べ

て
の

訪
問

介
護

員
等

（
登

録
ヘ

ル
パ

ー
を

含
む

。
以

下
同

じ
）
に

対
し

、
訪

問
介

護
員

等
ご

と
に

研

修
計

画
（
研

修
の

目
標

、
内

容
、

期
間

、
実

施
時

期
等

）
を

作
成

し
、

当
該

計
画

に
従

い
、

研
修

を
実

施

又
は

実
施

を
予

定
し

て
い

る
こ

と
。

 

・
 

利
用

者
に

関
す

る
情

報
若

し
く
は

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

の
伝

達
又

は
当

該
指

定

訪
問

介
護

事
業

所
に

お
け

る
訪

問
介

護
員

等
の

技
術

指
導

を
目

的
と

し
た

会
議

を
概

ね
１

月
に

１
回

以
上

開
催

し
、

そ
の

概
要

を
記

録
す

る
こ

と
。

 

・
 

訪
問

介
護

の
提

供
に

当
た

っ
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

、
当

該
利

用
者

を
担

当
す

る
訪

問
介

護
員

等
に

対
し

、
当

該
利

用
者

に
関

す
る

情
報

や
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
(※

)を
文

書
等

の
確

実
な

方
法

に
よ

り
伝

達
し

て
か

ら
開

始
す

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

終
了

後
、

担
当

す
る

訪
問

介
護

員
等

か
ら

適
宜

報
告

を
受

け
、

文
書

（
電

磁
的

記
録

も
含

む
）
で

記
録

を
保

存
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
※

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
 

・
利

用
者

の
Ａ

Ｄ
Ｌ

や
意

欲
 

・
利

用
者

の
主

な
訴

え
や

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
の

特
段

の
要

望
 

・
家

族
を

含
む

環
境

 

・
前

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
の

状
況

 

・
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
当

た
っ

て
必

要
な

事
項

 

・
 

「
前

回
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
の

状
況

」
を

除
く
事

項
に

つ
い

て
は

、
変

更
が

あ
る

場
合

に
記

載
す

る
こ

と
 

で
よ

い
。

 

・
 

当
該

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
の

す
べ

て
の

訪
問

介
護

員
等

に
対

し
、

健
康

診
断

等
を

少
な

く
と

も
１

年

以
内

ご
と

に
１

回
、

事
業

主
の

費
用

負
担

で
実

施
す

る
こ

と
。

 

・
 

緊
急

時
等

に
お

け
る

対
応

方
法

に
つ

い
て

対
応

方
針

、
連

絡
先

及
び

対
応

可
能

時
間

等
を

重
要

事
項

説
明

書
等

に
明

記
し

て
利

用
者

に
交

付
し

、
説

明
す

る
こ

と
。

 

 

○
院

内
介

助
を

位
置

づ
け

る
上

で
の

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

○
身

体
介

護
中

心
型

の
訪

問
介

護
を

提
供

す
る

予
定

の
利

用
者

に
、

当
日

の
心

身
の

状
態

の
変

化
等

に
よ

り
、

介
護

支
援

専
門

員
と

調
整

し
た

上
で

訪
問

介
護

計
画

を
変

更
し

生
活

援
助

中
心

型
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
場

合
に

お
い

て
、

実
際

に
提

供
し

た
サ

ー
ビ

ス
内

容
（
生

活
援

助
中

心
型

）
で

報
酬

を
算

定
す

べ
き

と
こ

ろ
、

変
更

前
の

訪
問

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

内
容

（
身

体
介

護
中

心
型

）
の

ま
ま

算
定

し
て

い
た

。
 

○
訪

問
介

護
を

１
日

に
複

数
回

行
っ

て
い

る
が

、
算

定
を

誤
っ

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

訪
問

介
護

は
在

宅
の

要
介

護
者

の
生

活
パ

タ
ー

ン
に

合
わ

せ
て

提
供

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

単
に

1
回

の
長

時
間

の
訪

問
介

護
を

複
数

回
に

区
分

し
て

行
う

こ
と

は
適

切
で

は
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

前
回

提
供

し
た

指
定

訪
問

介
護

か
ら

概
ね

2
時

間
未

満
の

間
隔

で
指

定
訪

問
介

護
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

所
要

時
間

を
合

算
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

こ
の

取
扱

い
に

つ
い

て

は
、

所
要

時
間

が
訪

問
介

護
費

の
算

定
要

件
を

満
た

す
指

定
訪

問
介

護
（
2
0

分
未

満
の

身
体

介
護

中
心

型
を

算
定

す
る

場
合

及
び

緊
急

時
訪

問
介

護
加

算
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に

限
り

適
用

さ

れ
る

。
 

・
 

所
要

時
間

が
訪

問
介

護
費

の
算

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
指

定
訪

問
介

護
(身

体
介

護
中

心
型

の
所

要
時

間
が

2
0

分
未

満
(日

中
の

時
間

帯
に

提
供

さ
れ

る
2
0

分
未

満
の

身
体

介
護

中
心

型
を

算
定

す

る
た

め
に

必
要

な
要

件
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

な
い

指
定

訪
問

介
護

で
あ

っ
て

、
緊

急
時

訪
問

介
護

加
算

が
算

定
さ

れ
て

い
な

い
も

の
に

限
る

。
)又

は
生

活
援

助
中

心
型

の
所

要
時

間
が

2
0

分
未

満
の

場
合

)に
つ

い
て

は
、

訪
問

介
護

費
の

算
定

対
象

と
な

ら
な

い
が

、
こ

う
し

た
所

定
時

間
数

未
満

の
訪

問

介
護

で
あ

っ
て

も
、

複
数

回
に

わ
た

る
訪

問
介

護
を

一
連

の
サ

ー
ビ

ス
行

為
と

み
な

す
こ

と
が

可
能

な

場
合

に
限

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
訪

問
介

護
の

所
要

時
間

を
合

計
し

て
1

回
の

訪
問

介
護

と
し

て
算

定
で

き

る
。

 

≪
例

≫
午

前
に

訪
問

介
護

員
等

が
診

察
券

を
窓

口
に

提
出

し
(所

要
時

間
2
0

分
未

満
)、

昼
に

通
院

介

助
を

行
い

、
午

後
に

薬
を

受
け

取
り

に
行

く
(所

要
時

間
2
0

分
未

満
)と

し
た

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ

診
察

券
の

提
出

と
薬

の
受

け
取

り
の

所
要

時
間

は
2
0

分
未

満
で

あ
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
を

生
活

援

助
(所

要
時

間
2
0

分
以

上
4
5

分
未

満
)と

し
て

算
定

で
き

な
い

が
、

一
連

の
サ

ー
ビ

ス
行

為
(通

院
介

助
)と

み
な

し
て

所
要

時
間

を
合

計
し

、
1

回
の

訪
問

介
護

(身
体

介
護

中
心

型
に

引
き

続
き

生
活

援

助
を

行
う

場
合

)と
し

て
算

定
で

き
る

。
 

 ○
「
生

活
援

助
中

心
型

４
５

分
以

上
の

場
合

」
や

「
介

護
予

防
訪

問
介

護
」
に

お
い

て
、

一
律

に
サ

ー
ビ

ス
提

供

時
間

の
上

限
を

設
け

て
い

る
。

 

・
自

家
用

有
償

運
送

の
更

新
 

自
家

用
有

償
運

送
の

許
可

期
限

が
切

れ
て

い
る

場
合

は
算

定
で

き
な

い
為

、
更

新
手

続
き

を
行

う
こ

と
。

 

 
 ○

通
院

介
助

に
お

い
て

、
院

内
で

の
単

な
る

待
ち

時
間

を
含

め
て

介
護

給
付

費
を

請
求

し
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

身
体

介
護

は
、

利
用

者
の

身
体

に
直

接
接

触
し

て
行

う
介

助
、

並
び

に
こ

れ
を

行
う

た
め

に
必

要
な

準

備
お

よ
び

後
始

末
、

並
び

に
利

用
者

の
日

常
生

活
を

営
む

の
に

必
要

な
機

能
の

向
上

等
の

た
め

の
介

助

及
び

専
門

的
な

援
助

で
あ

り
、

例
え

ば
、

病
院

に
お

い
て

要
介

護
者

が
受

診
し

て
い

る
間

等
の

、
介

護
等

を
行

わ
ず

単
に

待
っ

て
い

る
時

間
は

介
護

給
付

費
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

 

参
考

：
介

護
報

酬
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
に

つ
い

て
（
平

成
１

５
年

５
月

３
０

日
）
厚

生
労

働
省

 
訪

問
介

護
Q

5
 

 
 

 ○
同

時
に

２
人

の
訪

問
介

護
員

が
１

人
の

利
用

者
に

対
し

て
訪

問
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

を
行

っ
た

場
合

に
お

い
て

、

報
酬

の
算

定
誤

り
が

あ
る

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

院
内

介
助

の
位

置
づ

け
は

各
保

険
者

で
の

判
断

と
な

る
が

、
以

下
①

～
③

を
要

件
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
 

が
多

い
が

、
そ

れ
以

外
の

要
件

を
求

め
る

場
合

も
あ

る
た

め
、

各
保

険
者

へ
確

認
を

行
う

こ
と

。
 

①
適

切
な

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
行

っ
た

上
で

 

②
院

内
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
対

応
が

難
し

く
 

③
利

用
者

が
介

助
を

必
要

と
す

る
心

身
の

状
況

で
あ

る
こ

と
。

 

参
考

：
「
訪

問
介

護
に

お
け

る
院

内
介

助
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.１
４

９
 

 
（
平

成
２

２
年

４
月

２
８

日
）
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

同
時

に
２

人
の

訪
問

介
護

員
等

に
よ

り
訪

問
介

護
を

行
う

こ
と

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
の

同

意
を

得
て

い
る

場
合

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
計

画
に

位
置

付
け

た
上

で
行

う
こ

と
。

 
 

①
利

用
者

の
身

体
的

理
由

に
よ

り
１

人
の

訪
問

介
護

員
等

に
よ

る
介

護
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

 

②
暴

力
行

為
、

著
し

い
迷

惑
行

為
、

器
物

破
損

行
為

等
が

認
め

ら
れ

る
場

合
 

③
そ

の
他

利
用

者
の

状
況

等
か

ら
判

断
し

て
①

又
は

②
に

準
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
 

《
報

酬
算

定
例

》
 

 

体
重

が
重

い
利

用
者

に
対

し
、

２
人

の
訪

問
介

護
員

等
で

入
浴

介
助

を
行

っ
た

後
、

生
活

援
助

を
行

う
場

合
 

2
0

分
以

上
3
0

分
未

満

 
訪

問
介

護
員

 
A

 
 

 
 

入
浴

介
助

 
 

 
 

 
 

調
理

・清
掃

 

 
訪

問
介

護
員

 
B

 
 

 
 

入
浴

介
助

 
 

 
 

 
 

 
※

 
（
２

人
で

行
う

必
要

は
な

い
の

で
退

室
）
 

（
報

酬
算

定
）
 

 

 
訪

問
介

護
員

 
A

 
 

 
 

身
体

介
護

１
 

 
 

 
 

 
訪

問
介

護
員

 
B

 
 

 
 

身
体

介
護

１
 

生
活

援
助

２
 

4
5
分

以
上

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ○

介
護

報
酬

の
算

定
時

間
が

訪
問

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

標
準

的
な

時
間

と
な

っ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

指
定

訪
問

介
護

事
業

所
の

訪
問

介
護

員
等

が
指

定
訪

問
介

護
を

行
っ

た
場

合
に

、
現

に
要

し
た

時
間

で

は
な

く
、

訪
問

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

内
容

の
指

定
訪

問
介

護
を

行
う

の
に

要
す

る
標

準
的

な
時

間
で

算
定

す
る

。
 

 ○
道

路
運

送
法

に
よ

る
有

償
運

送
の

許
可

等
を

受
け

て
い

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

通
院

等
乗

降
介

助
の

形

態
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

い
、

こ
れ

を
身

体
介

護
で

算
定

し
て

い
る

。
 

○
道

路
運

送
法

に
よ

る
有

償
運

送
の

許
可

等
を

受
け

て
い

な
い

車
輌

に
よ

り
、

通
院

等
乗

降
介

助
の

サ
ー

ビ

ス
を

提
供

し
、

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
。

 

○
道

路
運

送
法

に
よ

る
有

償
運

送
の

許
可

等
を

取
得

し
て

い
る

が
、

通
院

等
乗

降
介

助
の

形
態

に
よ

る
サ

ー

ビ
ス

で
、

例
外

的
に

身
体

介
護

で
請

求
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

で
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
身

体
介

護
で

算
定

し
て

い
る

。
 

○
道

路
運

送
法

に
よ

る
自

家
用

有
償

運
送

の
許

可
期

限
が

切
れ

た
ま

ま
車

両
を

運
行

し
、

通
院

等
乗

降
介

助
を

算
定

し
て

い
る

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
  

「
通

院
等

乗
降

介
助

」
と

は
 

 
要

介
護

者
で

あ
る

利
用

者
に

対
し

て
、

通
院

等
の

た
め

、
「
訪

問
介

護
員

が
自

ら
運

転
す

る
車

へ
の

乗

車
又

は
降

車
の

介
助

」
、

「
乗

車
前

若
し

く
は

降
車

後
の

屋
内

外
に

お
け

る
移

動
等

の
介

助
」
及

び
「
通

院

先
若

し
く
は

外
出

先
で

の
受

診
等

の
手

続
き

、
移

動
等

の
介

助
」
を

行
っ

た
場

合
に

1
回

に
つ

き
、

所
定

単

位
数

を
算

定
す

る
。

 

 
こ

れ
ら

は
一

連
の

サ
ー

ビ
ス

行
為

と
し

て
含

む
も

の
で

あ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

行
為

を
細

か
く
区

分
し

、
「
通

院
等

乗
降

介
助

」
と

「
身

体
介

護
中

心
型

」
を

算
定

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

 
取

扱
い

に
つ

い
て

は
下

記
資

料
等

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

参
考

：
「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
訪

問
通

所
サ

ー
ビ

ス
、

居

宅
療

養
管

理
指

導
及

び
福

祉
用

具
貸

与
に

係
る

部
分

）
及

び
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す

る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
の

制
定

に
伴

う
実

施
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
」
 

 

（
平

成
１

２
年

老
企

３
６

号
）
 

第
２

の
２

（
7
）
 

参
考

：
「
通

院
等

の
た

め
の

乗
車

又
は

降
車

の
介

助
が

中
心

で
あ

る
場

合
」
及

び
「
身

体
介

護
が

中
心

で
あ

る
場

合
」
の

適
用

関
係

等
に

つ
い

て
 

（
平

成
１

５
年

５
月

８
日

付
老

振
発

第
0
5
0
80

0
1

号
・
老

老
発

第
0
5
0
8
00

1
号

）
 

・
 

「
身

体
介

護
中

心
型

」
に

よ
る

「
通

院
・
外

出
介

助
」
 

 
通

院
の

た
め

の
準

備
→

バ
ス

等
交

通
機

関
へ

の
乗

降
→

気
分

の
確

認
→

受
診

等
の

手
続

き
等

を
行

っ

た
場

合
に

所
定

単
位

数
を

算
定

す
る

。
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【
居

宅
療

養
管

理
指

導
・
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
医

師
・
歯

科
医

師
が

行
う

場
合

 

〇
医

師
・
歯

科
医

師
が

、
利

用
者

の
情

報
を

介
護

支
援

専
門

員
へ

提
供

し
て

い
な

い
又

は
、

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
指

導
・
助

言
を

し
て

い
な

い
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
医

師
・
歯

科
医

師
が

、
介

護
支

援
専

門
員

へ
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
作

成
等

に
必

要
な

情
報

を
提

供
し

て
い

な
 

い
場

合
や

、
利

用
者

・
家

族
等

に
対

し
て

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
上

で
の

留
意

点
や

介
護

方
法

等
を

指
 

導
・
助

言
し

て
い

な
い

場
合

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 ①
「
情

報
提

供
」
及

び
「
指

導
・
助

言
」
の

方
法

 

・
介

護
支

援
専

門
員

へ
の

情
報

提
供

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

へ
の

出
席

を
基

本
と

す
る

が
、

会
議

が
開

 

か
れ

な
い

場
合

や
、

や
む

を
得

ず
欠

席
す

る
場

合
は

「
情

報
提

供
す

べ
き

事
項

」
を

文
書

等
に

よ
り

提
供

 

を
行

う
こ

と
で

も
よ

い
。

会
議

に
て

情
報

提
供

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
要

点
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

「
情

報
提

供
す

べ
き

事
項

」
 

・
基

本
情

報
（
医

療
機

関
名

、
住

所
、

連
絡

先
、

医
師

・
歯

科
医

師
氏

名
、

利
用

者
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

住
所

、
連

絡
先

等
）
 

・
利

用
者

の
病

状
、

経
過

等
 

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

上
で

の
留

意
点

、
介

護
方

法
等

 

・
利

用
者

の
日

常
生

活
上

の
留

意
事

項
 

 ②
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

上
で

の
留

意
点

や
介

護
方

法
等

に
関

す
る

指
導

・
助

言
は

文
書

等
に

よ
り

交

付
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

口
頭

に
よ

る
場

合
に

は
要

点
を

記
録

す
る

こ
と

。
 

 ③
介

護
支

援
専

門
員

に
よ

る
ケ

ア
プ

ラ
ン

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
場

合
 

居
宅

療
養

管
理

指
導

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
な

い
利

用
者

や
、

自
ら

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

作
成

し
て

い

る
利

用
者

に
対

し
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

行
う

場
合

は
、

①
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

算
定

で
き

る
。

た

だ
し

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
以

外
に

も
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

、
利

用
者

ま
た

は
家

族
の

同
意

を
得

た
上

で
、

当
該

他
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

対
し

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す

る
上

で
の

情
報

提
供

及
び

助
言

を
行

う
こ

と
。

 

       

・
 

訪
問

看
護

計
画

書
の

作
成

に
当

っ
て

は
、

そ
の

主
要

な
事

項
に

つ
い

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
 

作
成

し
た

訪
問

看
護

計
画

書
を

利
用

者
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
 

訪
問

看
護

計
画

書
報

告
書

は
、

訪
問

の
都

度
記

載
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
と

は
異

な
り

、
訪

問
日

、

提
供

し
た

看
護

内
容

等
を

記
載

し
、

主
治

医
に

定
期

的
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ◎
主

治
医

と
の

関
係

 

○
主

治
の

医
師

に
よ

る
指

示
を

文
書

で
得

て
い

な
い

。
 

○
指

示
書

の
期

限
が

切
れ

て
い

る
。

 
 

○
主

治
の

医
師

と
連

携
を

は
か

れ
て

お
ら

ず
、

ま
た

定
期

的
に

訪
問

看
護

計
画

書
及

び
訪

問
看

護
報

告
書

を

提
出

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

指
示

書
は

主
治

の
医

師
以

外
の

複
数

の
医

師
か

ら
交

付
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
 

訪
問

看
護

の
実

施
に

つ
い

て
は

、
慎

重
な

状
況

判
断

が
要

求
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
主

治
の

医
師

と

の
密

接
か

つ
適

切
な

連
携

を
は

か
る

こ
と

。
 

  ◎
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

に
つ

い
て

 

 
○

加
算

の
算

定
に

係
る

利
用

者
か

ら
の

同
意

を
文

書
で

得
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

緊
急

時
訪

問
看

護
加

算
は

、
利

用
者

又
は

家
族

等
に

対
し

て
、

２
４

時
間

連
絡

体
制

に
あ

っ
て

、
当

該
体

制

に
あ

る
旨

及
び

計
画

的
に

訪
問

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
な

い
緊

急
時

訪
問

を
行

っ
た

場
合

に
は

当
該

加
算

を
算

定
す

る
旨

説
明

し
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
算

定
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

  

            

 【
 

訪
問

入
浴

介
護

・
介

護
予

防
訪

問
入

浴
介

護
 

】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
訪

問
入

浴
介

護
に

お
い

て
、

事
業

者
負

担
と

な
る

も
の

に
つ

い
て

 

 
○

重
要

事
項

説
明

書
に

お
い

て
、

訪
問

入
浴

介
護

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

使
用

す
る

「
電

気
、

ガ
ス

、
水

道
等

」

を
利

用
者

に
提

供
さ

せ
る

内
容

と
な

っ
て

い
た

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

者
に

以
下

に
定

め
ら

れ
た

費
用

以
外

の
費

用
を

、
利

用
料

以
外

の
費

用
と

し
て

負
担

さ
せ

る
の

は

適
切

で
は

な
い

。
 

《
訪

問
入

浴
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
関

し
利

用
者

か
ら

利
用

料
の

ほ
か

に
支

払
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
費

用
》
 

①
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
以

外
の

居
宅

に
お

い
て

訪
問

入
浴

介
護

を
行

う
場

合
の

、
そ

れ
に

要
す

る

交
通

費
 

②
利

用
者

の
選

定
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
特

別
な

浴
槽

水
等

に
係

る
費

用
 

 【
 

訪
問

看
護

・
介

護
予

防
訪

問
看

護
 

】
 

運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
主

治
の

医
師

と
の

関
係

 

 
○

主
治

の
医

師
に

よ
る

指
示

を
文

書
で

得
て

い
な

い
。

（
指

示
書

の
有

効
期

限
が

切
れ

て
い

る
。

）
 

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
に

提
供

日
、

提
供

し
た

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

今

後
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

い
か

す
こ

と
の

で
き

る
内

容
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
記

録
が

整
備

さ
れ

て

い
な

い
。

 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
訪

問
看

護
計

画
に

つ
い

て
 

○
訪

問
看

護
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
（
訪

問
看

護
の

内
容

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

す

る
説

明
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

同
意

も
得

ら
れ

て
い

な
い

。
）
 

○
訪

問
看

護
計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
て

い
な

い
。

 

○
訪

問
看

護
計

画
に

、
利

用
者

の
同

意
及

び
交

付
を

受
け

た
旨

の
署

名
・
押

印
を

得
て

い
な

い
。

 

○
訪

問
看

護
計

画
書

及
び

訪
問

看
護

報
告

書
を

作
成

し
て

お
ら

ず
、

主
治

医
に

提
出

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

看
護

師
等

は
利

用
者

の
希

望
、

主
治

の
医

師
の

指
示

及
び

心
身

の
状

況
を

踏
ま

え
て

、
療

養
上

の
目

標
、

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
等

を
記

載
し

た
訪

問
看

護
計

画
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

○
初

回
加

算
の

算
定

要
件

で
あ

る
事

項
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

新
規

に
訪

問
介

護
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

対
し

て
、

初
回

に
実

施
し

た
訪

問
介

護
と

同
月

内
に

、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

初
回

又
は

同
月

内
に

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
又

は
他

の
訪

問
介

護
員

に
同

行
し

、
そ

の
記

録
を

サ
ー

ビ
ス

提
供

記
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

 ◎
有

料
老

人
ホ

ー
ム

や
同

類
似

施
設

又
は

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
等

高
齢

者
向

け
住

宅
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

つ
い

て
 

○
不

必
要

な
若

し
く
は

過
剰

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

行
わ

れ
て

い
る

。
 

○
１

人
の

訪
問

介
護

員
等

が
同

時
に

複
数

の
利

用
者

に
対

し
て

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
管

理
者

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
夜

間
の

対
応

を
行

っ
て

い
る

た
め

、
営

業
時

間
に

勤
務

し
て

い
な

い

日
が

多
く
、

管
理

業
務

に
支

障
を

き
た

し
て

い
る

。
 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
、

夜
勤

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
業

務
に

入
る

こ
と

に
よ

り
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

業
務

の
遂

行
に

支
障

が
生

じ
て

い
る

。
 

○
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
の

施
設

職
員

と
訪

問
介

護
事

業
所

の
ヘ

ル
パ

ー
と

の
勤

務
体

制
が

明
確

に
区

分
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

以
外

の
場

所
（
集

合
住

宅
）
で

、
書

類
の

保
管

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
状

況
の

把
握

、

従
業

者
の

勤
務

管
理

等
の

一
部

の
業

務
処

理
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
訪

問
介

護
等

の
介

護
保

険
対

象
サ

ー
ビ

ス
と

そ
れ

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
の

区
分

が
明

確
で

な
い

。
 

○
訪

問
介

護
事

業
所

と
同

一
建

物
に

居
住

す
る

利
用

者
に

行
っ

た
サ

ー
ビ

ス
に

対
し

て
減

算
し

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
：
「
同

一
建

物
に

対
す

る
減

算
」
）
 

 

・
利

用
者

が
居

住
す

る
住

宅
と

同
一

の
建

物
（
※

）
に

所
在

す
る

事
業

所
で

あ
っ

て
、

当
該

住
宅

に
居

住
す

る
 

利
用

者
に

対
し

て
、

前
年

度
の

月
平

均
で

3
0

人
以

上
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
る

こ
と

。
 

・
当

該
住

宅
に

居
住

す
る

利
用

者
に

行
っ

た
サ

ー
ビ

ス
に

対
し

て
の

み
減

算
を

行
う

こ
と

。
 

（
※

）
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
サ

ー
ビ

ス
付

高
齢

者
向

け
住

宅
、

旧
高

齢
者

専
用

賃
貸

住
宅

 

 

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

あ
た

り
、

留
意

す
る

点
に

つ
い

て
 

○
「
医

行
為

」
の

範
囲

の
解

釈
に

つ
い

て
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

下
記

資
料

を
参

考
に

し
、

提
供

し
よ

う
と

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
医

師
法

等
の

規
制

の
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

参
考

：
「
医

師
法

第
１

７
条

、
歯

科
医

師
法

第
１

７
条

及
び

保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

第
３

１
条

の
解

釈
に

つ
い

て
」
（
平

成
１

７
年

７
月

２
６

日
付

医
政

発
第

0
7
2
6
00

5
号

） 
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【
居

宅
療

養
管

理
指

導
・
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
医

師
・
歯

科
医

師
が

行
う

場
合

 

〇
医

師
・
歯

科
医

師
が

、
利

用
者

の
情

報
を

介
護

支
援

専
門

員
へ

提
供

し
て

い
な

い
又

は
、

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
指

導
・
助

言
を

し
て

い
な

い
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
医

師
・
歯

科
医

師
が

、
介

護
支

援
専

門
員

へ
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
作

成
等

に
必

要
な

情
報

を
提

供
し

て
い

な
 

い
場

合
や

、
利

用
者

・
家

族
等

に
対

し
て

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
上

で
の

留
意

点
や

介
護

方
法

等
を

指
 

導
・
助

言
し

て
い

な
い

場
合

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 ①
「
情

報
提

供
」
及

び
「
指

導
・
助

言
」
の

方
法

 

・
介

護
支

援
専

門
員

へ
の

情
報

提
供

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

へ
の

出
席

を
基

本
と

す
る

が
、

会
議

が
開

 

か
れ

な
い

場
合

や
、

や
む

を
得

ず
欠

席
す

る
場

合
は

「
情

報
提

供
す

べ
き

事
項

」
を

文
書

等
に

よ
り

提
供

 

を
行

う
こ

と
で

も
よ

い
。

会
議

に
て

情
報

提
供

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
要

点
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

「
情

報
提

供
す

べ
き

事
項

」
 

・
基

本
情

報
（
医

療
機

関
名

、
住

所
、

連
絡

先
、

医
師

・
歯

科
医

師
氏

名
、

利
用

者
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

住
所

、
連

絡
先

等
）
 

・
利

用
者

の
病

状
、

経
過

等
 

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

上
で

の
留

意
点

、
介

護
方

法
等

 

・
利

用
者

の
日

常
生

活
上

の
留

意
事

項
 

 ②
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

上
で

の
留

意
点

や
介

護
方

法
等

に
関

す
る

指
導

・
助

言
は

文
書

等
に

よ
り

交

付
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

口
頭

に
よ

る
場

合
に

は
要

点
を

記
録

す
る

こ
と

。
 

 ③
介

護
支

援
専

門
員

に
よ

る
ケ

ア
プ

ラ
ン

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
場

合
 

居
宅

療
養

管
理

指
導

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
な

い
利

用
者

や
、

自
ら

ケ
ア

プ
ラ

ン
を

作
成

し
て

い

る
利

用
者

に
対

し
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
を

行
う

場
合

は
、

①
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

算
定

で
き

る
。

た

だ
し

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
以

外
に

も
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

、
利

用
者

ま
た

は
家

族
の

同
意

を
得

た
上

で
、

当
該

他
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
に

対
し

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す

る
上

で
の

情
報

提
供

及
び

助
言

を
行

う
こ

と
。

 

       

・
 

訪
問

看
護

計
画

書
の

作
成

に
当

っ
て

は
、

そ
の

主
要

な
事

項
に

つ
い

て
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
 

作
成

し
た

訪
問

看
護

計
画

書
を

利
用

者
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
 

訪
問

看
護

計
画

書
報

告
書

は
、

訪
問

の
都

度
記

載
す

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
と

は
異

な
り

、
訪

問
日

、

提
供

し
た

看
護

内
容

等
を

記
載

し
、

主
治

医
に

定
期

的
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ◎
主

治
医

と
の

関
係

 

○
主

治
の

医
師

に
よ

る
指

示
を

文
書

で
得

て
い

な
い

。
 

○
指

示
書

の
期

限
が

切
れ

て
い

る
。

 
 

○
主

治
の

医
師

と
連

携
を

は
か

れ
て

お
ら

ず
、

ま
た

定
期

的
に

訪
問

看
護

計
画

書
及

び
訪

問
看

護
報

告
書

を

提
出

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

指
示

書
は

主
治

の
医

師
以

外
の

複
数

の
医

師
か

ら
交

付
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

・
 

訪
問

看
護

の
実

施
に

つ
い

て
は

、
慎

重
な

状
況

判
断

が
要

求
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
主

治
の

医
師

と

の
密

接
か

つ
適

切
な

連
携

を
は

か
る

こ
と

。
 

  ◎
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

に
つ

い
て

 

 
○

加
算

の
算

定
に

係
る

利
用

者
か

ら
の

同
意

を
文

書
で

得
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

緊
急

時
訪

問
看

護
加

算
は

、
利

用
者

又
は

家
族

等
に

対
し

て
、

２
４

時
間

連
絡

体
制

に
あ

っ
て

、
当

該
体

制

に
あ

る
旨

及
び

計
画

的
に

訪
問

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
な

い
緊

急
時

訪
問

を
行

っ
た

場
合

に
は

当
該

加
算

を
算

定
す

る
旨

説
明

し
、

利
用

者
の

同
意

を
得

て
算

定
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

  

            

 【
 

訪
問

入
浴

介
護

・
介

護
予

防
訪

問
入

浴
介

護
 

】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
訪

問
入

浴
介

護
に

お
い

て
、

事
業

者
負

担
と

な
る

も
の

に
つ

い
て

 

 
○

重
要

事
項

説
明

書
に

お
い

て
、

訪
問

入
浴

介
護

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

使
用

す
る

「
電

気
、

ガ
ス

、
水

道
等

」

を
利

用
者

に
提

供
さ

せ
る

内
容

と
な

っ
て

い
た

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

者
に

以
下

に
定

め
ら

れ
た

費
用

以
外

の
費

用
を

、
利

用
料

以
外

の
費

用
と

し
て

負
担

さ
せ

る
の

は

適
切

で
は

な
い

。
 

《
訪

問
入

浴
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
関

し
利

用
者

か
ら

利
用

料
の

ほ
か

に
支

払
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
費

用
》
 

①
通

常
の

事
業

の
実

施
地

域
以

外
の

居
宅

に
お

い
て

訪
問

入
浴

介
護

を
行

う
場

合
の

、
そ

れ
に

要
す

る

交
通

費
 

②
利

用
者

の
選

定
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
特

別
な

浴
槽

水
等

に
係

る
費

用
 

 【
 

訪
問

看
護

・
介

護
予

防
訪

問
看

護
 

】
 

運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
主

治
の

医
師

と
の

関
係

 

 
○

主
治

の
医

師
に

よ
る

指
示

を
文

書
で

得
て

い
な

い
。

（
指

示
書

の
有

効
期

限
が

切
れ

て
い

る
。

）
 

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
記

録
に

提
供

日
、

提
供

し
た

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

今

後
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

い
か

す
こ

と
の

で
き

る
内

容
を

記
載

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
記

録
が

整
備

さ
れ

て

い
な

い
。

 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
訪

問
看

護
計

画
に

つ
い

て
 

○
訪

問
看

護
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
（
訪

問
看

護
の

内
容

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

す

る
説

明
が

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

同
意

も
得

ら
れ

て
い

な
い

。
）
 

○
訪

問
看

護
計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
て

い
な

い
。

 

○
訪

問
看

護
計

画
に

、
利

用
者

の
同

意
及

び
交

付
を

受
け

た
旨

の
署

名
・
押

印
を

得
て

い
な

い
。

 

○
訪

問
看

護
計

画
書

及
び

訪
問

看
護

報
告

書
を

作
成

し
て

お
ら

ず
、

主
治

医
に

提
出

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

看
護

師
等

は
利

用
者

の
希

望
、

主
治

の
医

師
の

指
示

及
び

心
身

の
状

況
を

踏
ま

え
て

、
療

養
上

の
目

標
、

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
等

を
記

載
し

た
訪

問
看

護
計

画
書

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

○
初

回
加

算
の

算
定

要
件

で
あ

る
事

項
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

新
規

に
訪

問
介

護
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

対
し

て
、

初
回

に
実

施
し

た
訪

問
介

護
と

同
月

内
に

、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
が

初
回

又
は

同
月

内
に

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
又

は
他

の
訪

問
介

護
員

に
同

行
し

、
そ

の
記

録
を

サ
ー

ビ
ス

提
供

記
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

 ◎
有

料
老

人
ホ

ー
ム

や
同

類
似

施
設

又
は

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
等

高
齢

者
向

け
住

宅
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

つ
い

て
 

○
不

必
要

な
若

し
く
は

過
剰

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

行
わ

れ
て

い
る

。
 

○
１

人
の

訪
問

介
護

員
等

が
同

時
に

複
数

の
利

用
者

に
対

し
て

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
管

理
者

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
夜

間
の

対
応

を
行

っ
て

い
る

た
め

、
営

業
時

間
に

勤
務

し
て

い
な

い

日
が

多
く
、

管
理

業
務

に
支

障
を

き
た

し
て

い
る

。
 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
、

夜
勤

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
業

務
に

入
る

こ
と

に
よ

り
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
の

業
務

の
遂

行
に

支
障

が
生

じ
て

い
る

。
 

○
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
の

施
設

職
員

と
訪

問
介

護
事

業
所

の
ヘ

ル
パ

ー
と

の
勤

務
体

制
が

明
確

に
区

分
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
指

定
訪

問
介

護
事

業
所

以
外

の
場

所
（
集

合
住

宅
）
で

、
書

類
の

保
管

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
状

況
の

把
握

、

従
業

者
の

勤
務

管
理

等
の

一
部

の
業

務
処

理
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
訪

問
介

護
等

の
介

護
保

険
対

象
サ

ー
ビ

ス
と

そ
れ

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
の

区
分

が
明

確
で

な
い

。
 

○
訪

問
介

護
事

業
所

と
同

一
建

物
に

居
住

す
る

利
用

者
に

行
っ

た
サ

ー
ビ

ス
に

対
し

て
減

算
し

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
：
「
同

一
建

物
に

対
す

る
減

算
」
）
 

 

・
利

用
者

が
居

住
す

る
住

宅
と

同
一

の
建

物
（
※

）
に

所
在

す
る

事
業

所
で

あ
っ

て
、

当
該

住
宅

に
居

住
す

る
 

利
用

者
に

対
し

て
、

前
年

度
の

月
平

均
で

3
0

人
以

上
に

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
る

こ
と

。
 

・
当

該
住

宅
に

居
住

す
る

利
用

者
に

行
っ

た
サ

ー
ビ

ス
に

対
し

て
の

み
減

算
を

行
う

こ
と

。
 

（
※

）
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
サ

ー
ビ

ス
付

高
齢

者
向

け
住

宅
、

旧
高

齢
者

専
用

賃
貸

住
宅

 

 

◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

あ
た

り
、

留
意

す
る

点
に

つ
い

て
 

○
「
医

行
為

」
の

範
囲

の
解

釈
に

つ
い

て
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

下
記

資
料

を
参

考
に

し
、

提
供

し
よ

う
と

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
医

師
法

等
の

規
制

の
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
こ

と
。

 

参
考

：
「
医

師
法

第
１

７
条

、
歯

科
医

師
法

第
１

７
条

及
び

保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

第
３

１
条

の
解

釈
に

つ
い

て
」
（
平

成
１

７
年

７
月

２
６

日
付

医
政

発
第

0
7
2
6
00

5
号

） 
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◎

各
種

加
算

の
算

定
に

つ
い

て
 

 
○

入
浴

介
助

加
算

に
つ

い
て

、
利

用
者

の
事

情
に

よ
り

入
浴

を
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

加
算

を
算

定
し

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

入
浴

介
助

加
算

は
、

通
所

介
護

計
画

上
入

浴
の

提
供

が
位

置
づ

け
ら

れ
て

お
り

、
実

施
し

た
場

合
に

算

定
し

、
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

加
算

を
算

定
で

き
な

い
。

 

な
お

、
全

身
を

対
象

と
し

た
シ

ャ
ワ

ー
浴

は
算

定
の

対
象

と
な

る
が

、
部

分
浴

や
清

拭
の

場
合

は
算

定
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

 

 ○
各

種
個

別
加

算
（
個

別
機

能
訓

練
、

運
動

器
機

能
向

上
、

栄
養

改
善

、
口

腔
機

能
向

上
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

）
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

○
各

種
個

別
加

算
（
個

別
機

能
訓

練
、

運
動

器
機

能
向

上
、

栄
養

改
善

、
口

腔
機

能
向

上
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

）
に

つ
い

て
、

当
該

加
算

に
係

る
利

用
者

ご
と

の
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

若
し

く
は

計
画

に
相

当
す

る
内

容
を

各
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

に
記

載
し

て
い

な
い

、
又

は
実

施
計

画
の

内
容

を
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

説
明

し
、

同
意

を
得

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

各
種

個
別

加
算

の
計

画
を

作
成

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る

ニ
ー

ズ
や

目
的

を
達

成
す

る
た

め
の

最
適

な
計

画
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

ま
た

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

各
種

個
別

加
算

の
必

要
性

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

等
と

連
携

し
、

そ
の

必
要

性
を

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

上
、

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

な
お

、
各

種
個

別
加

算
の

計
画

に
相

当
す

る
内

容
を

各
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

中
（
通

所
介

護
計

画
等

）
に

記
載

す
る

場
合

は
、

そ
の

記
載

を
も

っ
て

代
替

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

○
各

種
個

別
加

算
に

つ
い

て
、

当
該

加
算

内
容

に
関

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
実

施
状

況
（
実

施
時

間
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

、
サ

ー
ビ

ス
実

施
時

の
利

用
者

の
状

況
、

担
当

者
等

）
の

記
録

が
な

い
。

 

 

○
口

腔
機

能
向

上
加

算
に

お
い

て
、

口
腔

機
能

改
善

管
理

指
導

計
画

を
作

成
の

際
、

主
治

の
医

師
又

は

歯
科

医
師

の
指

示
や

指
導

を
受

け
た

こ
と

が
明

確
で

な
い

。
（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

・
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
必

須
、

通
所

介
護

・
介

護
予

防
通

所
介

護
は

、
必

要
に

応
じ

て
指

示
・
指

導
を

受
け

る
こ

と
。

）
 

 ○
指

定
通

所
介

護
事

業
所

と
同

一
建

物
に

居
住

す
る

利
用

者
又

は
同

一
建

物
か

ら
通

う
利

用
者

に
対

し
 

通
所

介
護

を
行

っ
た

場
合

に
、

同
一

建
物

減
算

に
該

当
す

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
減

算
し

て
い

な
い

。
 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.4

7
）
 

 

【
 

通
所

介
護

・
介

護
予

防
通

所
介

護
 

】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
人

員
の

配
置

に
つ

い
て

 

 
○

指
定

通
所

介
護

に
必

要
な

人
員

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

基
本

的
に

事
業

所
内

に
お

い
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
例

外
的

に
事

業

所
外

で
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
つ

い
て

は
、

①
あ

ら
か

じ
め

通
所

介
護

計
画

に
そ

の
必

要
性

及
び

具
体

的
な

サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が
位

置
づ

け
ら

れ
て

お
り

、
②

効
果

的
な

機
能

訓
練

等
の

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
で

き
る

場
合

に

限
り

算
定

の
対

象
と

す
る

こ
と

。
 

参
考

：
基

準
省

令
の

解
釈

通
知

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て
」
（
平

成
1
1

年
9

月
1
7

日
老

企
第

2
5

号
）
第

３
の

六
 

３
（
２

）
④

 

 ◎
所

要
時

間
・
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
の

算
定

に
つ

い
て

 

○
基

本
的

に
は

通
所

介
護

の
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

サ
ー

ビ
ス

（
理

美
容

等
）
の

サ
ー

ビ
ス

等
に

要

し
た

時
間

を
、

所
要

時
間

か
ら

除
い

て
い

な
い

。
 

○
通

所
サ

ー
ビ

ス
中

に
医

療
機

関
を

受
診

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

通
所

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

所
要

時

間
に

応
じ

た
請

求
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
に

つ
い

て
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

か
ら

当
初

の
通

所
介

護
計

画
に

位
置

づ
け

ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

た
場

合
に

、
変

更
後

の
所

要
時

間
に

応
じ

た
算

定
区

分
で

所
定

単
位

数
を

算
定

し
て

い
な

い
。

 

 
○

送
迎

時
間

を
含

め
た

時
間

を
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
と

し
て

い
る

。
 

(ポ
イ

ン
ト

) 

 ・
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

は
送

迎
時

間
を

除
い

た
時

間
と

す
る

こ
と

。
 

・ 
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

帯
に

お
け

る
併

設
医

療
機

関
の

受
診

は
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

 

合
を

除
い

て
認

め
ら

れ
な

い
。

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

ま
た

、
サ

ー
ビ

ス
開

始
前

又
は

終
了

後
の

受
診

は
可

能
で

あ
る

が
、

一
律

に
機

械
的

に
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

前
 

後
に

組
み

入
れ

る
こ

と
は

適
切

で
は

な
く
、

当
日

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

見
直

し
 

等
の

必
要

性
に

応
じ

て
行

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

・
  

利
用

者
の

心
身

の
状

況
か

ら
当

初
の

通
所

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

た
場

合
は

、
当

初
の

通
所

介
護

計
画

を
変

更
し

、
変

更
後

の
所

要
時

間
に

応
じ

た
算

定
区

分
で

所
単

位
 

位
数

を
算

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
か

ら
計

画
上

の
所

要
時

間
よ

り
も

や
む

を
得

ず
短

く
な

っ
た

場
合

に
は

、
通

所
介

護
計

画
上

の
算

定
を

し
て

差
支

え
な

い
。

 

・
  

当
日

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

か
ら

1
～

２
時

間
で

中
止

し
た

場
合

は
、

当
初

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

て
い

る
た

め
、

当
日

の
キ

ャ
ン

セ
ル

と
し

て
通

所
サ

ー
ビ

ス

は
算

定
で

き
な

い
。

 

・
  

２
時

間
以

上
３

時
間

未
満

の
通

所
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

は
、

心
身

の
状

況
か

ら
長

時
間

の
サ

ー
ビ

ス
利

用

が
困

難
で

あ
る

者
、

病
後

等
で

短
時

間
の

利
用

か
ら

始
め

て
長

時
間

利
用

に
結

び
つ

け
て

い
く
必

要
が

あ

る
者

な
ど

、
利

用
者

側
の

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
長

時
間

の
サ

ー
ビ

ス
が

困
難

な
者

で
あ

る
場

合
に

の
み

算
定

す
る

こ
と

。
な

お
、

２
時

間
以

上
３

時
間

未
満

の
通

所
介

護
で

あ
っ

て
も

、
通

所
介

護
の

本
来

の

目
的

に
照

ら
し

、
単

に
入

浴
サ

ー
ビ

ス
の

み
と

い
っ

た
利

用
は

適
当

で
は

な
く

、
利

用
者

の
日

常
生

活
動

作
能

力
な

ど
の

向
上

の
た

め
、

日
常

生
活

を
通

じ
た

機
能

訓
練

等
が

実
施

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
 

 

  

 

【
 

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

共
通

事
項

 
】
 

 設
備

に
関

す
る

事
項

 

◎
事

故
の

未
然

防
止

に
つ

い
て

 
 

○
事

務
所

内
の

掲
示

に
押

し
ピ

ン
、

小
さ

な
マ

グ
ネ

ッ
ト

等
を

使
用

し
て

い
る

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

押
し

ピ
ン

、
小

さ
な

マ
グ

ネ
ッ

ト
等

は
誤

飲
等

、
事

故
の

恐
れ

が
あ

る
の

で
、

使
用

し
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
利

用
定

員
の

遵
守

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
利

用
定

員
と

介
護

給
付

費
単

位
（
事

業
所

規
模

）
に

お
け

る
平

均
利

用
延

人
員

数
の

計
算

方
法

と
混

同
し

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

減
算

と
な

る
場

合
は

、
一

月
間

（
暦

月
）
の

利
用

者
の

数
の

平
均

を
用

い
る

。
こ

の
場

合
、

一
月

間
の

利
用

者
の

数
の

平
均

は
、

当
該

月
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
ご

と
の

同
時

に
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

た
者

の
最

大
数

の
合

計
を

、
当

該
月

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
日

数
で

除
し

て
得

た
数

と
す

る
こ

と
。

こ
の

平
均

利
用

者
の

算
定

に

当
た

っ
て

は
、

小
数

点
以

下
を

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

・
 

利
用

者
の

定
員

が
定

員
超

過
利

用
の

基
準

を
超

え
て

い
る

事
業

所
は

、
そ

の
翌

月
か

ら
定

員
超

過
利

用

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
ま

で
減

算
と

な
る

。
 

・
 

減
算

の
対

象
と

な
ら

な
い

場
合

で
も

利
用

定
員

は
、

１
日

単
位

で
基

準
を

守
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

・
 

障
が

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

生
活

介
護

等
の

基
準

該
当

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

、
市

町
村

か
ら

受
託

し
た

二

次
予

防
事

業
の

対
象

者
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
及

び
保

険
外

利
用

者

（
体

験
等

）
も

含
め

て
定

員
を

守
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

 ◎
非

常
災

害
時

の
対

応
に

つ
い

て
 

○
非

常
災

害
時

の
対

応
方

法
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

対
応

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
定

期
的

に
避

難
訓

練
等

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
の

整
備

が
で

き
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

携
の

整
備

と
は

、
火

災
等

の
災

害
時

に
消

防
機

関
へ

速
や

か
に

通
報

す
 

る
体

制
を

と
る

よ
う

従
業

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
日

ご
ろ

か
ら

連
携

を
図

り
、

消
火

・
避

難
等

の
協

 

力
体

制
を

求
め

る
こ

と
。

 

・
ま

た
消

防
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
防

火
管

理
者

を
置

く
こ

と
と

す
る

事
業

所
は

、
消

防
法

の
規

定
に

の
 

っ
と

り
非

常
災

害
時

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

樹
立

さ
せ

、
防

火
管

理
者

を
置

か
な

く
て

よ
い

事
業

所
に

お
 

い
て

は
責

任
者

を
定

め
、

消
防

計
画

に
準

ず
る

計
画

等
の

業
務

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

 

 ◎
事

業
所

外
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
つ

い
て

 

○
必

要
性

が
な

い
事

業
所

外
で

の
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

て
い

る
。

 

◎
 

看
護

職
員

が
行

う
場

合
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
看

護
職

員
に

よ
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
行

う
場

合
に

は
、

要
介

護
認

定
等

の
際

に
主

治
医

か
ら

提
出

 

さ
れ

る
主

治
医

意
見

書
中

に
、

看
護

職
員

の
訪

問
に

よ
る

相
談

支
援

が
必

要
で

あ
る

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

 

お
り

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

に
お

い
て

必
要

性
が

認
め

ら
れ

、
本

人
ま

た
は

家
族

の
同

意
が

得
ら

れ
た

者

に
対

し
て

訪
問

し
、

併
せ

て
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
て

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
等

に
必

要
な

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
。

 

・
新

規
認

定
、

更
新

、
又

は
区

分
変

更
の

際
に

作
成

さ
れ

た
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
基

づ
く
サ

ー
ビ

ス
の

開
始

か
ら

6
月

以
内

に
行

わ
れ

た
場

合
に

算
定

す
る

。
 

・
看

護
職

員
は

実
施

し
た

療
養

上
の

相
談

及
び

支
援

に
係

る
記

録
を

作
成

し
保

存
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
ご

と

に
訪

問
先

、
訪

問
日

、
指

導
の

要
点

、
解

決
す

べ
き

課
題

等
に

関
す

る
要

点
を

明
記

し
、

医
師

、
介

護
支

援
専

門
員

へ
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

。
 

  ◎
居

宅
療

養
管

理
指

導
に

お
け

る
「
同

一
建

物
居

住
者

」
に

つ
い

て
 

○
同

一
建

物
居

住
者

と
は

、
以

下
の

利
用

者
を

い
う

。
 

・
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

、
マ

ン
シ

ョ
ン

等
の

集
合

住
宅

に
入

居
ま

た
は

入
所

し
て

い
る

複
数

の
利

用
者

 

・
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

）
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

、
複

合
型

サ

ー
ビ

ス
(宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

)、
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

）
、

介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

複
数

の
利

用
者
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◎

各
種

加
算

の
算

定
に

つ
い

て
 

 
○

入
浴

介
助

加
算

に
つ

い
て

、
利

用
者

の
事

情
に

よ
り

入
浴

を
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

加
算

を
算

定
し

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

入
浴

介
助

加
算

は
、

通
所

介
護

計
画

上
入

浴
の

提
供

が
位

置
づ

け
ら

れ
て

お
り

、
実

施
し

た
場

合
に

算

定
し

、
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

加
算

を
算

定
で

き
な

い
。

 

な
お

、
全

身
を

対
象

と
し

た
シ

ャ
ワ

ー
浴

は
算

定
の

対
象

と
な

る
が

、
部

分
浴

や
清

拭
の

場
合

は
算

定
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

 

 ○
各

種
個

別
加

算
（
個

別
機

能
訓

練
、

運
動

器
機

能
向

上
、

栄
養

改
善

、
口

腔
機

能
向

上
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

）
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

○
各

種
個

別
加

算
（
個

別
機

能
訓

練
、

運
動

器
機

能
向

上
、

栄
養

改
善

、
口

腔
機

能
向

上
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

）
に

つ
い

て
、

当
該

加
算

に
係

る
利

用
者

ご
と

の
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

若
し

く
は

計
画

に
相

当
す

る
内

容
を

各
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

に
記

載
し

て
い

な
い

、
又

は
実

施
計

画
の

内
容

を
、

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

説
明

し
、

同
意

を
得

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

各
種

個
別

加
算

の
計

画
を

作
成

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る

ニ
ー

ズ
や

目
的

を
達

成
す

る
た

め
の

最
適

な
計

画
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

ま
た

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

各
種

個
別

加
算

の
必

要
性

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

等
と

連
携

し
、

そ
の

必
要

性
を

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

上
、

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

な
お

、
各

種
個

別
加

算
の

計
画

に
相

当
す

る
内

容
を

各
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

中
（
通

所
介

護
計

画
等

）
に

記
載

す
る

場
合

は
、

そ
の

記
載

を
も

っ
て

代
替

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

○
各

種
個

別
加

算
に

つ
い

て
、

当
該

加
算

内
容

に
関

す
る

サ
ー

ビ
ス

の
実

施
状

況
（
実

施
時

間
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

、
サ

ー
ビ

ス
実

施
時

の
利

用
者

の
状

況
、

担
当

者
等

）
の

記
録

が
な

い
。

 

 

○
口

腔
機

能
向

上
加

算
に

お
い

て
、

口
腔

機
能

改
善

管
理

指
導

計
画

を
作

成
の

際
、

主
治

の
医

師
又

は

歯
科

医
師

の
指

示
や

指
導

を
受

け
た

こ
と

が
明

確
で

な
い

。
（
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

・
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
必

須
、

通
所

介
護

・
介

護
予

防
通

所
介

護
は

、
必

要
に

応
じ

て
指

示
・
指

導
を

受
け

る
こ

と
。

）
 

 ○
指

定
通

所
介

護
事

業
所

と
同

一
建

物
に

居
住

す
る

利
用

者
又

は
同

一
建

物
か

ら
通

う
利

用
者

に
対

し
 

通
所

介
護

を
行

っ
た

場
合

に
、

同
一

建
物

減
算

に
該

当
す

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
減

算
し

て
い

な
い

。
 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.4

7
）
 

 

【
 

通
所

介
護

・
介

護
予

防
通

所
介

護
 

】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
人

員
の

配
置

に
つ

い
て

 

 
○

指
定

通
所

介
護

に
必

要
な

人
員

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

通
所

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

基
本

的
に

事
業

所
内

に
お

い
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
例

外
的

に
事

業

所
外

で
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
つ

い
て

は
、

①
あ

ら
か

じ
め

通
所

介
護

計
画

に
そ

の
必

要
性

及
び

具
体

的
な

サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が
位

置
づ

け
ら

れ
て

お
り

、
②

効
果

的
な

機
能

訓
練

等
の

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
で

き
る

場
合

に

限
り

算
定

の
対

象
と

す
る

こ
と

。
 

参
考

：
基

準
省

令
の

解
釈

通
知

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て
」
（
平

成
1
1

年
9

月
1
7

日
老

企
第

2
5

号
）
第

３
の

六
 

３
（
２

）
④

 

 ◎
所

要
時

間
・
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
の

算
定

に
つ

い
て

 

○
基

本
的

に
は

通
所

介
護

の
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

認
め

ら
れ

な
い

サ
ー

ビ
ス

（
理

美
容

等
）
の

サ
ー

ビ
ス

等
に

要

し
た

時
間

を
、

所
要

時
間

か
ら

除
い

て
い

な
い

。
 

○
通

所
サ

ー
ビ

ス
中

に
医

療
機

関
を

受
診

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

通
所

介
護

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

所
要

時

間
に

応
じ

た
請

求
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
に

つ
い

て
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
等

か
ら

当
初

の
通

所
介

護
計

画
に

位
置

づ
け

ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

た
場

合
に

、
変

更
後

の
所

要
時

間
に

応
じ

た
算

定
区

分
で

所
定

単
位

数
を

算
定

し
て

い
な

い
。

 

 
○

送
迎

時
間

を
含

め
た

時
間

を
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
と

し
て

い
る

。
 

(ポ
イ

ン
ト

) 

 ・
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

は
送

迎
時

間
を

除
い

た
時

間
と

す
る

こ
と

。
 

・ 
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

時
間

帯
に

お
け

る
併

設
医

療
機

関
の

受
診

は
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

 

合
を

除
い

て
認

め
ら

れ
な

い
。

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

ま
た

、
サ

ー
ビ

ス
開

始
前

又
は

終
了

後
の

受
診

は
可

能
で

あ
る

が
、

一
律

に
機

械
的

に
通

所
サ

ー
ビ

ス
の

前
 

後
に

組
み

入
れ

る
こ

と
は

適
切

で
は

な
く
、

当
日

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

、
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

見
直

し
 

等
の

必
要

性
に

応
じ

て
行

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

・
  

利
用

者
の

心
身

の
状

況
か

ら
当

初
の

通
所

介
護

計
画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

た
場

合
は

、
当

初
の

通
所

介
護

計
画

を
変

更
し

、
変

更
後

の
所

要
時

間
に

応
じ

た
算

定
区

分
で

所
単

位
 

位
数

を
算

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

利
用

者
の

心
身

の
状

況
か

ら
計

画
上

の
所

要
時

間
よ

り
も

や
む

を
得

ず
短

く
な

っ
た

場
合

に
は

、
通

所
介

護
計

画
上

の
算

定
を

し
て

差
支

え
な

い
。

 

・
  

当
日

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

か
ら

1
～

２
時

間
で

中
止

し
た

場
合

は
、

当
初

の
通

所
サ

ー
ビ

ス
計

画

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

時
間

よ
り

も
大

き
く
短

縮
し

て
い

る
た

め
、

当
日

の
キ

ャ
ン

セ
ル

と
し

て
通

所
サ

ー
ビ

ス

は
算

定
で

き
な

い
。

 

・
  

２
時

間
以

上
３

時
間

未
満

の
通

所
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

は
、

心
身

の
状

況
か

ら
長

時
間

の
サ

ー
ビ

ス
利

用

が
困

難
で

あ
る

者
、

病
後

等
で

短
時

間
の

利
用

か
ら

始
め

て
長

時
間

利
用

に
結

び
つ

け
て

い
く
必

要
が

あ

る
者

な
ど

、
利

用
者

側
の

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
長

時
間

の
サ

ー
ビ

ス
が

困
難

な
者

で
あ

る
場

合
に

の
み

算
定

す
る

こ
と

。
な

お
、

２
時

間
以

上
３

時
間

未
満

の
通

所
介

護
で

あ
っ

て
も

、
通

所
介

護
の

本
来

の

目
的

に
照

ら
し

、
単

に
入

浴
サ

ー
ビ

ス
の

み
と

い
っ

た
利

用
は

適
当

で
は

な
く

、
利

用
者

の
日

常
生

活
動

作
能

力
な

ど
の

向
上

の
た

め
、

日
常

生
活

を
通

じ
た

機
能

訓
練

等
が

実
施

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
 

 

  

 

【
 

通
所

系
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

共
通

事
項

 
】
 

 設
備

に
関

す
る

事
項

 

◎
事

故
の

未
然

防
止

に
つ

い
て

 
 

○
事

務
所

内
の

掲
示

に
押

し
ピ

ン
、

小
さ

な
マ

グ
ネ

ッ
ト

等
を

使
用

し
て

い
る

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

押
し

ピ
ン

、
小

さ
な

マ
グ

ネ
ッ

ト
等

は
誤

飲
等

、
事

故
の

恐
れ

が
あ

る
の

で
、

使
用

し
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
利

用
定

員
の

遵
守

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○
利

用
定

員
を

超
え

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
っ

て
い

る
。

 

○
利

用
定

員
と

介
護

給
付

費
単

位
（
事

業
所

規
模

）
に

お
け

る
平

均
利

用
延

人
員

数
の

計
算

方
法

と
混

同
し

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

減
算

と
な

る
場

合
は

、
一

月
間

（
暦

月
）
の

利
用

者
の

数
の

平
均

を
用

い
る

。
こ

の
場

合
、

一
月

間
の

利
用

者
の

数
の

平
均

は
、

当
該

月
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
ご

と
の

同
時

に
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

た
者

の
最

大
数

の
合

計
を

、
当

該
月

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
日

数
で

除
し

て
得

た
数

と
す

る
こ

と
。

こ
の

平
均

利
用

者
の

算
定

に

当
た

っ
て

は
、

小
数

点
以

下
を

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
 

・
 

利
用

者
の

定
員

が
定

員
超

過
利

用
の

基
準

を
超

え
て

い
る

事
業

所
は

、
そ

の
翌

月
か

ら
定

員
超

過
利

用

が
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
ま

で
減

算
と

な
る

。
 

・
 

減
算

の
対

象
と

な
ら

な
い

場
合

で
も

利
用

定
員

は
、

１
日

単
位

で
基

準
を

守
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

・
 

障
が

い
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

生
活

介
護

等
の

基
準

該
当

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

、
市

町
村

か
ら

受
託

し
た

二

次
予

防
事

業
の

対
象

者
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
及

び
保

険
外

利
用

者

（
体

験
等

）
も

含
め

て
定

員
を

守
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
。

 

 ◎
非

常
災

害
時

の
対

応
に

つ
い

て
 

○
非

常
災

害
時

の
対

応
方

法
に

つ
い

て
の

具
体

的
な

対
応

計
画

が
策

定
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
定

期
的

に
避

難
訓

練
等

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
非

常
災

害
時

の
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

絡
体

制
の

整
備

が
で

き
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
関

係
機

関
へ

の
通

報
及

び
連

携
の

整
備

と
は

、
火

災
等

の
災

害
時

に
消

防
機

関
へ

速
や

か
に

通
報

す
 

る
体

制
を

と
る

よ
う

従
業

員
に

周
知

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
日

ご
ろ

か
ら

連
携

を
図

り
、

消
火

・
避

難
等

の
協

 

力
体

制
を

求
め

る
こ

と
。

 

・
ま

た
消

防
法

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
防

火
管

理
者

を
置

く
こ

と
と

す
る

事
業

所
は

、
消

防
法

の
規

定
に

の
 

っ
と

り
非

常
災

害
時

に
関

す
る

具
体

的
計

画
を

樹
立

さ
せ

、
防

火
管

理
者

を
置

か
な

く
て

よ
い

事
業

所
に

お
 

い
て

は
責

任
者

を
定

め
、

消
防

計
画

に
準

ず
る

計
画

等
の

業
務

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

 

 ◎
事

業
所

外
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
つ

い
て

 

○
必

要
性

が
な

い
事

業
所

外
で

の
サ

ー
ビ

ス
を

行
っ

て
い

る
。

 

◎
 

看
護

職
員

が
行

う
場

合
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
看

護
職

員
に

よ
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

を
行

う
場

合
に

は
、

要
介

護
認

定
等

の
際

に
主

治
医

か
ら

提
出

 

さ
れ

る
主

治
医

意
見

書
中

に
、

看
護

職
員

の
訪

問
に

よ
る

相
談

支
援

が
必

要
で

あ
る

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

 

お
り

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

に
お

い
て

必
要

性
が

認
め

ら
れ

、
本

人
ま

た
は

家
族

の
同

意
が

得
ら

れ
た

者

に
対

し
て

訪
問

し
、

併
せ

て
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
て

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
等

に
必

要
な

情
報

提
供

を
行

う
こ

と
。

 

・
新

規
認

定
、

更
新

、
又

は
区

分
変

更
の

際
に

作
成

さ
れ

た
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
基

づ
く
サ

ー
ビ

ス
の

開
始

か
ら

6
月

以
内

に
行

わ
れ

た
場

合
に

算
定

す
る

。
 

・
看

護
職

員
は

実
施

し
た

療
養

上
の

相
談

及
び

支
援

に
係

る
記

録
を

作
成

し
保

存
す

る
と

と
も

に
、

利
用

者
ご

と

に
訪

問
先

、
訪

問
日

、
指

導
の

要
点

、
解

決
す

べ
き

課
題

等
に

関
す

る
要

点
を

明
記

し
、

医
師

、
介

護
支

援
専

門
員

へ
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

。
 

  ◎
居

宅
療

養
管

理
指

導
に

お
け

る
「
同

一
建

物
居

住
者

」
に

つ
い

て
 

○
同

一
建

物
居

住
者

と
は

、
以

下
の

利
用

者
を

い
う

。
 

・
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

、
マ

ン
シ

ョ
ン

等
の

集
合

住
宅

に
入

居
ま

た
は

入
所

し
て

い
る

複
数

の
利

用
者

 

・
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

）
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

、
複

合
型

サ

ー
ビ

ス
(宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

)、
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
に

限
る

）
、

介

護
予

防
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

複
数

の
利

用
者
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 ○
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
 

・
 

介
護

職
員

の
総

数
の

う
ち

介
護

福
祉

士
が

4
0
％

以
上

 

②
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅱ

）
（
Ⅲ

）
 

・
 

指
定

通
所

介
護

を
利

用
者

に
直

接
提

供
す

る
職

員
（
生

活
相

談
員

、
看

護
職

員
、

介
護

職
員

又
は

機

能
訓

練
指

導
員

）
の

総
数

の
う

ち
３

年
以

上
の

勤
続

年
数

の
あ

る
者

が
3
0
％

以
上

 

 
【
留

意
事

項
】
 

※
１

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅰ

）
と

（
Ⅱ

）
の

両
方

を
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

※
２

 
定

員
超

過
又

は
人

員
欠

如
減

算
の

期
間

中
は

算
定

で
き

な
い

。
 

※
３

 
職

員
の

割
合

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
、

常
勤

換
算

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
前

年
度

（
3

月
を

除
く
。

）
の

平
均

を
用

い
る

こ
と

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

前
年

度
の

実
績

が
6

月
に

満
た

な
い

事
業

所
（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
又

は
再

開
し

た
事

業
所

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
の

み
、

届
出

日
の

属
す

る
月

の
前

3
月

に
つ

い
て

、
常

勤
換

算
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

平
均

を
用

い
る

こ
と

と
す

る
。

 

た
だ

し
書

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
届

出
を

行
っ

た
月

以
降

に
お

い
て

も
、

直
近

3
月

間
の

職
員

の
割

合
に

つ
き

、
毎

月
継

続
的

に
所

定
の

割
合

を
維

持
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

そ
の

割
合

に
つ

い
て

は
、

毎
月

記
録

す
る

も
の

と
し

、
所

定
の

割
合

を
下

回
っ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

加
算

の
取

り
下

げ
の

届
出

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 【
 

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
・
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

 
】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
看

護
職

員
・
介

護
職

員
・
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

の
配

置
に

つ
い

て
 

○
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
単

位
ご

と
に

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

必
要

な
人

員
が

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
報

酬
等

の
不

適
切

な
事

例
等

に
つ

い
て

 

○
届

け
出

た
介

護
給

付
費

単
位

（
事

業
所

規
模

別
）
が

誤
っ

て
い

る
。

（
前

年
度

の
1

月
当

た
り

平
均

利
用

延
人

員
（要

支
援

を
含

む
。

）の
実

績
の

計
算

が
誤

っ
て

い
る

。
） 

※
事

業
所

規
模

に
よ

る
区

分
の

取
扱

い
 

①
 

事
業

所
規

模
に

よ
る

区
分

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
よ

り
算

定

す
る

。
 

②
 

当
該

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に

係
る

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
者

が
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

一
体

的
に

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に
お

け
る

前
年

度
の

1
 
月

あ
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

を
含

む
こ

と
と

さ
れ

て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
仮

に
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
が

指
定

介
護

予
防

通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
事

業
が

一
体

的
に

実
施

さ
れ

ず
、

実
態

と
し

て
両

事
業

が
分

離
さ

れ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

平
均

利
用

延

人
員

数
に

は
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
含

め
な

い
。

 

 ③
 

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

１
時

間
以

上
２

時
間

未
満

の
報

酬
を

算
定

し
て

い
る

利

○
個

別
機

能
訓

練
加

算
Ⅰ

及
び

Ⅱ
に

お
い

て
、

平
成

2
4

年
4

月
1

日
よ

り
機

能
訓

練
指

導
員

の
配

置
、

機

能
訓

練
の

項
目

等
、

加
算

算
定

要
件

が
変

更
さ

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

踏
ま

え
ら

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
 

・
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
、

専
ら

機
能

訓
練

指
導

員
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

、
柔

道
整

復
士

等
、

あ
ん

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

師
（
以

下
理

学
療

法
士

等
と

い
う

）
を

1
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
 

・
 

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
作

成
及

び
実

施
に

お
い

て
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

る
よ

う
複

数
の

種
類

の
機

能
訓

練
の

項
目

を
準

備
す

る
こ

と
 

 
等

。
 

②
 

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅱ

）
 

・
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
1

名
以

上
配

置
す

る
こ

と
。

 

・
 

利
用

者
の

生
活

機
能

向
上

に
資

す
る

よ
う

利
用

者
の

心
身

の
状

況
を

重
視

し
た

機
能

訓
練

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
 

③
 

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
（
Ⅱ

）
共

通
 

・
 

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
作

成
を

多
職

種
共

同
に

よ
っ

て
利

用
者

ご
と

に
そ

の
目

標
、

実
施

時
間

、
実

施
方

法
等

を
内

容
と

す
る

個
別

機
能

訓
練

計
画

書
を

作
成

す
る

こ
と

。
ま

た
行

っ
た

個
別

機
能

訓
練

の

効
果

、
実

施
時

間
、

実
施

方
法

等
に

つ
い

て
評

価
を

行
う

こ
と

。
開

始
時

及
び

そ
の

後
3

月
に

1
回

以
上

利
用

者
ま

た
は

家
族

に
対

し
説

明
し

、
記

録
す

る
こ

と
。

 

 
【
留

意
事

項
】
 

※
１

 
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅱ

）
に

係
る

機
能

訓
練

は
身

体
機

能
そ

の
も

の
の

回
復

を
主

た
る

目
的

と
す

る

訓
練

で
は

な
く
、

残
存

す
る

身
体

機
能

を
活

用
し

て
生

活
機

能
の

維
持

・
向

上
を

図
り

、
利

用
者

が
居

宅

に
お

い
て

可
能

な
限

り
自

立
し

て
暮

ら
し

続
け

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

具
体

的
に

は
、

適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

経
て

利
用

者
の

A
D

L
及

び
IA

D
L

の
状

況
を

把
握

し
、

日
常

生

活
に

お
け

る
生

活
機

能
の

維
持

・
向

上
に

関
す

る
目

標
（
１

人
で

入
浴

が
で

き
る

よ
う

に
な

り
た

い
等

）
を

設
定

の
う

え
、

当
該

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

※
２

 
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅱ

）
に

係
る

機
能

訓
練

は
、

類
似

の
目

標
を

持
ち

同
様

の
訓

練
内

容
が

設
定

さ
れ

た
５

人
程

度
以

下
の

小
集

団
（
個

別
対

応
含

む
）
に

対
し

て
機

能
訓

練
指

導
員

が
直

接
行

う
こ

と
。

 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.4

5
）
 

 ○
生

活
機

能
向

上
グ

ル
ー

プ
活

動
加

算
に

つ
い

て
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

加
算

は
、

自
立

し
た

日
常

生
活

を
営

む
た

め
の

共
通

の
課

題
を

有
す

る
利

用

者
に

対
し

、
生

活
機

能
の

向
上

を
目

的
と

し
た

活
動

を
グ

ル
ー

プ
で

行
っ

た
場

合
に

算
定

で
き

る
。

ま
た

、
集

団
的

に
行

わ
れ

る
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
や

創
作

活
動

等
の

機
能

訓
練

を
実

施
し

た
場

合
に

は
算

定
で

き
な

い
。

当
該

加
算

を
算

定
す

る
場

合
は

、
次

の
①

～
③

を
満

た
す

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 ①
 

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

の
準

備
 

・
利

用
者

自
ら

が
日

常
生

活
上

の
課

題
に

応
じ

て
活

動
を

選
択

で
き

る
よ

う
、

日
常

生
活

に
直

結
し

た
活

動
 

項
目

を
複

数
準

備
し

、
グ

ル
ー

プ
活

動
を

行
う

こ
と

。
 

②
 

利
用

者
ご

と
の

日
常

生
活

上
の

課
題

と
達

成
目

標
の

設
定

 

・
利

用
者

が
要

支
援

状
態

に
至

っ
た

理
由

や
経

過
等

に
つ

い
て

把
握

し
た

う
え

で
、

日
常

生
活

上
の

課
題

と

到
達

目
標

を
設

定
し

、
利

用
者

へ
同

意
を

得
た

上
で

活
動

項
目

を
選

定
す

る
。

 

③
 

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

の
実

施
方

法
 

・
あ

ら
か

じ
め

計
画

を
作

成
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
た

ご
と

に
記

録
を

行
う

こ
と

。
実

施
後

に
モ

ニ
タ

リ
ン

ン

グ
を

行
い

、
計

画
の

変
更

、
継

続
を

検
討

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 
 

 
 

 
 

 
 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.5

4
）
 

む
）
又

は
前

年
度

か
ら

定
員

を
概

ね
2
5
％

以
上

変
更

し
て

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

に
お

い

て
は

、
当

該
年

度
に

係
る

平
均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

便
宜

上
、

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

た

当
該

事
業

所
の

利
用

定
員

の
9
0
％

に
予

定
さ

れ
る

１
月

当
た

り
の

営
業

日
数

を
乗

じ
て

得
た

数
と

す

る
。

 

⑥
 

毎
年

度
３

月
３

１
日

時
点

に
お

い
て

、
事

業
を

実
施

し
て

い
る

事
業

者
で

あ
っ

て
、

４
月

以
降

も
引

き
続

き

事
業

を
実

施
す

る
も

の
の

当
該

年
度

の
通

所
介

護
費

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

前
年

度
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
、

前
年

度
に

お
い

て
通

所
介

護
費

を
算

定
し

て
い

る
月

（
３

月
を

除
く
。

）
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

と
す

る
。

 

 ○
事

業
所

規
模

算
定

区
分

に
つ

い
て

、
毎

年
確

認
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

○
誤

っ
た

事
業

所
規

模
に

よ
る

算
定

を
行

っ
て

い
た

。
（
そ

の
場

合
は

、
事

業
所

の
利

用
者

全
員

に
つ

い
て

過

誤
申

請
に

よ
り

自
主

返
還

を
行

う
こ

と
。

）
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
業

所
規

模
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

毎
年

４
月

か
ら

２
月

ま
で

の
利

用
者

数
に

つ
い

て
確

認
し

、
次

年
度

に
お

い
て

、
現

在
届

け
出

て
い

る
事

業
所

規
模

か
ら

変
更

と
な

る
場

合
は

、
所

管
庁

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

 

○
 看

護
職

員
及

び
介

護
職

員
の

員
数

が
基

準
を

み
た

し
て

い
な

い
の

に
、

所
定

単
位

数
が

減
算

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

人
員

欠
如

に
伴

う
減

算
に

つ
い

て
は

、
前

月
の

平
均

で
人

員
欠

如
が

あ
る

場
合

、
次

の
月

の
全

利
用

者
に

つ

い
て

、
所

定
単

位
数

の
1
0
0

分
の

7
0

に
相

当
す

る
単

位
数

を
算

定
す

る
。

 

・
看

護
職

員
の

数
は

1
月

間
の

職
員

の
数

の
平

均
を

用
い

る
。

1
月

間
の

職
員

の
平

均
は

、
当

該
月

の
サ

ー

ビ
ス

提
供

日
に

配
置

さ
れ

た
延

べ
人

数
を

当
該

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
数

で
除

し
た

数
と

す
る

。
 

・
介

護
職

員
の

数
は

利
用

者
数

及
び

提
供

時
間

数
か

ら
算

出
す

る
勤

務
時

間
数

を
用

い
る

。
1

月
間

の
勤

務

延
時

間
数

は
、

配
置

さ
れ

た
職

員
の

1
月

の
勤

務
延

時
間

数
を

、
当

該
月

に
お

い
て

本
来

確
保

す
べ

き
勤

務

延
時

間
数

で
除

し
て

得
た

数
と

す
る

。
 

・
看

護
職

員
及

び
介

護
職

員
に

お
い

て
、

算
定

し
た

結
果

、
1

割
の

範
囲

を
超

え
て

減
少

し
た

場
合

は
、

そ
の

翌
月

か
ら

、
1

割
の

範
囲

内
で

減
少

し
た

場
合

は
そ

の
翌

々
月

か
ら

解
消

さ
れ

る
に

至
っ

た
月

ま
で

減
算

さ
れ

る
。

（
た

だ
し

、
翌

月
の

末
日

に
お

い
て

、
人

員
基

準
を

満
た

す
場

合
を

除
く
。

）
 

 ○
平

成
2
4

年
報

酬
改

定
の

際
に

、
こ

れ
ま

で
提

供
さ

れ
て

き
た

サ
ー

ビ
ス

を
機

械
的

に
新

た
な

所
要

時
間

区

分
に

適
合

さ
せ

る
な

ど
、

利
用

者
の

意
向

等
を

踏
ま

え
ず

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

変
更

さ
せ

て
い

る
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
報

酬
改

定
に

よ
っ

て
所

要
時

間
の

変
更

が
必

要
と

な
る

わ
け

で
は

な
く
適

切
な

ア
セ

ス
メ

ン
ト

と
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

基
づ

き
、

適
切

な
通

所
介

護
計

画
を

作
成

の
上

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
。

 

 

◎
各

種
加

算
の

算
定

に
つ

い
て

 

○
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 （

ポ
イ

ン
ト

）
 

・
生

活
相

談
員

に
つ

い
て

は
、

指
定

通
所

介
護

の
単

位
の

数
に

か
か

わ
ら

ず
、

事
業

所
に

お
け

る
提

供
時

間

数
に

応
じ

た
配

置
が

必
要

と
な

る
。

（
提

供
時

間
数

と
は

事
業

所
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
時

刻
か

ら

終
了

時
刻

ま
で

（
サ

ー
ビ

ス
提

供
さ

れ
て

い
な

い
時

間
帯

を
除

く
）
）
 

＜
確

保
す

べ
き

生
活

相
談

員
の

勤
務

時
間

数
＞

 

提
供

日
ご

と
に

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数
＝

提
供

時
間

数
 

・
介

護
職

員
に

つ
い

て
は

指
定

通
所

介
護

の
単

位
ご

と
に

、
提

供
時

間
数

に
応

じ
た

配
置

が
必

要
と

な
る

。
 

提
供

時
間

数
と

は
当

該
単

位
に

お
け

る
平

均
提

供
時

間
（
利

用
者

ご
と

の
提

供
時

間
数

の
合

計
を

利
用

者

数
で

除
し

て
得

た
数

）
と

す
る

。
 

＜
確

保
す

べ
き

介
護

職
員

の
勤

務
延

時
間

数
の

計
算

式
＞

 

・
利

用
者

1
5

人
ま

で
 

単
位

ご
と

に
確

保
す

べ
き

勤
務

延
時

間
数

＝
平

均
提

供
時

間
数

 

・
利

用
者

1
6

人
以

上
 

単
位

ご
と

に
確

保
す

べ
き

勤
務

延
時

間
数

＝
（
（
利

用
者

数
－

1
5
）
÷

5
＋

1
）
×

平
均

提
供

時
間

数
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
報

酬
等

の
不

適
切

な
事

例
等

に
つ

い
て

 

○
届

け
出

た
介

護
給

付
費

単
位

（
事

業
所

規
模

別
）
が

誤
っ

て
い

る
。

（
前

年
度

の
1

月
当

た
り

平
均

利
用

延
人

員
（要

支
援

を
含

む
。

）の
実

績
の

計
算

が
誤

っ
て

い
る

。
） 

 ※
事

業
所

規
模

に
よ

る
区

分
の

取
扱

い
 

①
 

事
業

所
規

模
に

よ
る

区
分

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
よ

り
算

定

す
る

。
 

②
 

当
該

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

指
定

通
所

介
護

事
業

所
に

係
る

指
定

通
所

介
護

事
業

者
が

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

一
体

的
に

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

に
お

け
る

前
年

度
の

1
 
月

あ
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

を
含

む
。

し
た

が
っ

て
、

仮
に

指
定

通
所

介
護

事
業

者
が

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
事

業
が

一
体

的
に

実
施

さ
れ

ず
、

実
態

と
し

て
両

事
業

が
分

離
さ

れ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

平
均

利
用

延
人

員
数

に
は

当
該

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

所
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
含

め
な

い
。

 

③
 

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

３
時

間
以

上
５

時
間

未
満

の
報

酬
を

算
定

し
て

い
る

利

用
者

（
２

時
間

以
上

３
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
利

用
者

を
含

む
。

)に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
５

時
間

以
上

７
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
利

用
者

数
に

４
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

数
と

す
る

。
 

④
 

平
均

利
用

延
人

員
数

に
含

む
こ

と
と

さ
れ

た
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

の
利

用
者

の
計

算
に

当
た

っ

て
は

、
介

護
予

防
通

所
介

護
の

利
用

時
間

が
５

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
利

用
時

間
が

５
時

間
以

上
７

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

所
の

利
用

者
数

に
つ

い
て

は
、

同
時

に
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
受

け
た

者
の

最
大

数
を

営
業

日
ご

と
に

加
え

て
い

く
方

法
に

よ
っ

て
計

算
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 
 

 
ま

た
、

１
月

間
（
暦

月
）
、

正
月

等
の

特
別

な
期

間
を

除
い

て
毎

日
事

業
を

実
施

し
た

月
に

お
け

る
平

均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

当
該

月
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
７

分
の

６
を

乗
じ

た
数

に
よ

る
も

の

と
す

る
。

 

⑤
 

前
年

度
の

実
績

が
６

月
に

満
た

な
い

事
業

者
（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
又

は
再

開
し

た
事

業
者

を
含
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 ○
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
 

・
 

介
護

職
員

の
総

数
の

う
ち

介
護

福
祉

士
が

4
0
％

以
上

 

②
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅱ

）
（
Ⅲ

）
 

・
 

指
定

通
所

介
護

を
利

用
者

に
直

接
提

供
す

る
職

員
（
生

活
相

談
員

、
看

護
職

員
、

介
護

職
員

又
は

機

能
訓

練
指

導
員

）
の

総
数

の
う

ち
３

年
以

上
の

勤
続

年
数

の
あ

る
者

が
3
0
％

以
上

 

 
【
留

意
事

項
】
 

※
１

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅰ

）
と

（
Ⅱ

）
の

両
方

を
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

※
２

 
定

員
超

過
又

は
人

員
欠

如
減

算
の

期
間

中
は

算
定

で
き

な
い

。
 

※
３

 
職

員
の

割
合

の
算

出
に

当
た

っ
て

は
、

常
勤

換
算

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
前

年
度

（
3

月
を

除
く
。

）
の

平
均

を
用

い
る

こ
と

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

前
年

度
の

実
績

が
6

月
に

満
た

な
い

事
業

所
（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
又

は
再

開
し

た
事

業
所

を
含

む
。

）
に

つ
い

て
の

み
、

届
出

日
の

属
す

る
月

の
前

3
月

に
つ

い
て

、
常

勤
換

算
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

平
均

を
用

い
る

こ
と

と
す

る
。

 

た
だ

し
書

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
届

出
を

行
っ

た
月

以
降

に
お

い
て

も
、

直
近

3
月

間
の

職
員

の
割

合
に

つ
き

、
毎

月
継

続
的

に
所

定
の

割
合

を
維

持
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

そ
の

割
合

に
つ

い
て

は
、

毎
月

記
録

す
る

も
の

と
し

、
所

定
の

割
合

を
下

回
っ

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

加
算

の
取

り
下

げ
の

届
出

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 【
 

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
・
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

 
】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
看

護
職

員
・
介

護
職

員
・
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

の
配

置
に

つ
い

て
 

○
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
単

位
ご

と
に

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
帯

を
通

じ
て

必
要

な
人

員
が

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
報

酬
等

の
不

適
切

な
事

例
等

に
つ

い
て

 

○
届

け
出

た
介

護
給

付
費

単
位

（
事

業
所

規
模

別
）
が

誤
っ

て
い

る
。

（
前

年
度

の
1

月
当

た
り

平
均

利
用

延
人

員
（要

支
援

を
含

む
。

）の
実

績
の

計
算

が
誤

っ
て

い
る

。
） 

※
事

業
所

規
模

に
よ

る
区

分
の

取
扱

い
 

①
 

事
業

所
規

模
に

よ
る

区
分

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
よ

り
算

定

す
る

。
 

②
 

当
該

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に

係
る

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
者

が
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

一
体

的
に

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

に
お

け
る

前
年

度
の

1
 
月

あ
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

を
含

む
こ

と
と

さ
れ

て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
仮

に
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
が

指
定

介
護

予
防

通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
事

業
が

一
体

的
に

実
施

さ
れ

ず
、

実
態

と
し

て
両

事
業

が
分

離
さ

れ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

平
均

利
用

延

人
員

数
に

は
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
含

め
な

い
。

 

 ③
 

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

１
時

間
以

上
２

時
間

未
満

の
報

酬
を

算
定

し
て

い
る

利

○
個

別
機

能
訓

練
加

算
Ⅰ

及
び

Ⅱ
に

お
い

て
、

平
成

2
4

年
4

月
1

日
よ

り
機

能
訓

練
指

導
員

の
配

置
、

機

能
訓

練
の

項
目

等
、

加
算

算
定

要
件

が
変

更
さ

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

踏
ま

え
ら

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
 

・
通

所
介

護
を

行
う

時
間

帯
を

通
じ

て
、

専
ら

機
能

訓
練

指
導

員
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

、
柔

道
整

復
士

等
、

あ
ん

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

師
（
以

下
理

学
療

法
士

等
と

い
う

）
を

1
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
 

・
 

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
作

成
及

び
実

施
に

お
い

て
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

る
よ

う
複

数
の

種
類

の
機

能
訓

練
の

項
目

を
準

備
す

る
こ

と
 

 
等

。
 

②
 

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅱ

）
 

・
専

ら
機

能
訓

練
指

導
員

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
1

名
以

上
配

置
す

る
こ

と
。

 

・
 

利
用

者
の

生
活

機
能

向
上

に
資

す
る

よ
う

利
用

者
の

心
身

の
状

況
を

重
視

し
た

機
能

訓
練

計
画

を
作

成
す

る
こ

と
 

③
 

個
別

機
能

訓
練

加
算

（
Ⅰ

）
（
Ⅱ

）
共

通
 

・
 

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
作

成
を

多
職

種
共

同
に

よ
っ

て
利

用
者

ご
と

に
そ

の
目

標
、

実
施

時
間

、
実

施
方

法
等

を
内

容
と

す
る

個
別

機
能

訓
練

計
画

書
を

作
成

す
る

こ
と

。
ま

た
行

っ
た

個
別

機
能

訓
練

の

効
果

、
実

施
時

間
、

実
施

方
法

等
に

つ
い

て
評

価
を

行
う

こ
と

。
開

始
時

及
び

そ
の

後
3

月
に

1
回

以
上

利
用

者
ま

た
は

家
族

に
対

し
説

明
し

、
記

録
す

る
こ

と
。

 

 
【
留

意
事

項
】
 

※
１

 
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅱ

）
に

係
る

機
能

訓
練

は
身

体
機

能
そ

の
も

の
の

回
復

を
主

た
る

目
的

と
す

る

訓
練

で
は

な
く
、

残
存

す
る

身
体

機
能

を
活

用
し

て
生

活
機

能
の

維
持

・
向

上
を

図
り

、
利

用
者

が
居

宅

に
お

い
て

可
能

な
限

り
自

立
し

て
暮

ら
し

続
け

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

具
体

的
に

は
、

適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

経
て

利
用

者
の

A
D

L
及

び
IA

D
L

の
状

況
を

把
握

し
、

日
常

生

活
に

お
け

る
生

活
機

能
の

維
持

・
向

上
に

関
す

る
目

標
（
１

人
で

入
浴

が
で

き
る

よ
う

に
な

り
た

い
等

）
を

設
定

の
う

え
、

当
該

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

訓
練

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

※
２

 
個

別
機

能
訓

練
加

算
（
Ⅱ

）
に

係
る

機
能

訓
練

は
、

類
似

の
目

標
を

持
ち

同
様

の
訓

練
内

容
が

設
定

さ
れ

た
５

人
程

度
以

下
の

小
集

団
（
個

別
対

応
含

む
）
に

対
し

て
機

能
訓

練
指

導
員

が
直

接
行

う
こ

と
。

 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.4

5
）
 

 ○
生

活
機

能
向

上
グ

ル
ー

プ
活

動
加

算
に

つ
い

て
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

加
算

は
、

自
立

し
た

日
常

生
活

を
営

む
た

め
の

共
通

の
課

題
を

有
す

る
利

用

者
に

対
し

、
生

活
機

能
の

向
上

を
目

的
と

し
た

活
動

を
グ

ル
ー

プ
で

行
っ

た
場

合
に

算
定

で
き

る
。

ま
た

、
集

団
的

に
行

わ
れ

る
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
や

創
作

活
動

等
の

機
能

訓
練

を
実

施
し

た
場

合
に

は
算

定
で

き
な

い
。

当
該

加
算

を
算

定
す

る
場

合
は

、
次

の
①

～
③

を
満

た
す

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 ①
 

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

の
準

備
 

・
利

用
者

自
ら

が
日

常
生

活
上

の
課

題
に

応
じ

て
活

動
を

選
択

で
き

る
よ

う
、

日
常

生
活

に
直

結
し

た
活

動
 

項
目

を
複

数
準

備
し

、
グ

ル
ー

プ
活

動
を

行
う

こ
と

。
 

②
 

利
用

者
ご

と
の

日
常

生
活

上
の

課
題

と
達

成
目

標
の

設
定

 

・
利

用
者

が
要

支
援

状
態

に
至

っ
た

理
由

や
経

過
等

に
つ

い
て

把
握

し
た

う
え

で
、

日
常

生
活

上
の

課
題

と

到
達

目
標

を
設

定
し

、
利

用
者

へ
同

意
を

得
た

上
で

活
動

項
目

を
選

定
す

る
。

 

③
 

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

の
実

施
方

法
 

・
あ

ら
か

じ
め

計
画

を
作

成
し

、
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
た

ご
と

に
記

録
を

行
う

こ
と

。
実

施
後

に
モ

ニ
タ

リ
ン

ン

グ
を

行
い

、
計

画
の

変
更

、
継

続
を

検
討

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 
 

 
 

 
 

 
 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.5

4
）
 

む
）
又

は
前

年
度

か
ら

定
員

を
概

ね
2
5
％

以
上

変
更

し
て

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

に
お

い

て
は

、
当

該
年

度
に

係
る

平
均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

便
宜

上
、

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

た

当
該

事
業

所
の

利
用

定
員

の
9
0
％

に
予

定
さ

れ
る

１
月

当
た

り
の

営
業

日
数

を
乗

じ
て

得
た

数
と

す

る
。

 

⑥
 

毎
年

度
３

月
３

１
日

時
点

に
お

い
て

、
事

業
を

実
施

し
て

い
る

事
業

者
で

あ
っ

て
、

４
月

以
降

も
引

き
続

き

事
業

を
実

施
す

る
も

の
の

当
該

年
度

の
通

所
介

護
費

の
算

定
に

当
た

っ
て

は
、

前
年

度
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
、

前
年

度
に

お
い

て
通

所
介

護
費

を
算

定
し

て
い

る
月

（
３

月
を

除
く
。

）
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

と
す

る
。

 

 ○
事

業
所

規
模

算
定

区
分

に
つ

い
て

、
毎

年
確

認
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

○
誤

っ
た

事
業

所
規

模
に

よ
る

算
定

を
行

っ
て

い
た

。
（
そ

の
場

合
は

、
事

業
所

の
利

用
者

全
員

に
つ

い
て

過

誤
申

請
に

よ
り

自
主

返
還

を
行

う
こ

と
。

）
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
業

所
規

模
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

毎
年

４
月

か
ら

２
月

ま
で

の
利

用
者

数
に

つ
い

て
確

認
し

、
次

年
度

に
お

い
て

、
現

在
届

け
出

て
い

る
事

業
所

規
模

か
ら

変
更

と
な

る
場

合
は

、
所

管
庁

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

 

○
 看

護
職

員
及

び
介

護
職

員
の

員
数

が
基

準
を

み
た

し
て

い
な

い
の

に
、

所
定

単
位

数
が

減
算

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

人
員

欠
如

に
伴

う
減

算
に

つ
い

て
は

、
前

月
の

平
均

で
人

員
欠

如
が

あ
る

場
合

、
次

の
月

の
全

利
用

者
に

つ

い
て

、
所

定
単

位
数

の
1
0
0

分
の

7
0

に
相

当
す

る
単

位
数

を
算

定
す

る
。

 

・
看

護
職

員
の

数
は

1
月

間
の

職
員

の
数

の
平

均
を

用
い

る
。

1
月

間
の

職
員

の
平

均
は

、
当

該
月

の
サ

ー

ビ
ス

提
供

日
に

配
置

さ
れ

た
延

べ
人

数
を

当
該

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
数

で
除

し
た

数
と

す
る

。
 

・
介

護
職

員
の

数
は

利
用

者
数

及
び

提
供

時
間

数
か

ら
算

出
す

る
勤

務
時

間
数

を
用

い
る

。
1

月
間

の
勤

務

延
時

間
数

は
、

配
置

さ
れ

た
職

員
の

1
月

の
勤

務
延

時
間

数
を

、
当

該
月

に
お

い
て

本
来

確
保

す
べ

き
勤

務

延
時

間
数

で
除

し
て

得
た

数
と

す
る

。
 

・
看

護
職

員
及

び
介

護
職

員
に

お
い

て
、

算
定

し
た

結
果

、
1

割
の

範
囲

を
超

え
て

減
少

し
た

場
合

は
、

そ
の

翌
月

か
ら

、
1

割
の

範
囲

内
で

減
少

し
た

場
合

は
そ

の
翌

々
月

か
ら

解
消

さ
れ

る
に

至
っ

た
月

ま
で

減
算

さ
れ

る
。

（
た

だ
し

、
翌

月
の

末
日

に
お

い
て

、
人

員
基

準
を

満
た

す
場

合
を

除
く
。

）
 

 ○
平

成
2
4

年
報

酬
改

定
の

際
に

、
こ

れ
ま

で
提

供
さ

れ
て

き
た

サ
ー

ビ
ス

を
機

械
的

に
新

た
な

所
要

時
間

区

分
に

適
合

さ
せ

る
な

ど
、

利
用

者
の

意
向

等
を

踏
ま

え
ず

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
を

変
更

さ
せ

て
い

る
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
報

酬
改

定
に

よ
っ

て
所

要
時

間
の

変
更

が
必

要
と

な
る

わ
け

で
は

な
く
適

切
な

ア
セ

ス
メ

ン
ト

と
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

基
づ

き
、

適
切

な
通

所
介

護
計

画
を

作
成

の
上

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
こ

と
。

 

 

◎
各

種
加

算
の

算
定

に
つ

い
て

 

○
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 （

ポ
イ

ン
ト

）
 

・
生

活
相

談
員

に
つ

い
て

は
、

指
定

通
所

介
護

の
単

位
の

数
に

か
か

わ
ら

ず
、

事
業

所
に

お
け

る
提

供
時

間

数
に

応
じ

た
配

置
が

必
要

と
な

る
。

（
提

供
時

間
数

と
は

事
業

所
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
提

供
開

始
時

刻
か

ら

終
了

時
刻

ま
で

（
サ

ー
ビ

ス
提

供
さ

れ
て

い
な

い
時

間
帯

を
除

く
）
）
 

＜
確

保
す

べ
き

生
活

相
談

員
の

勤
務

時
間

数
＞

 

提
供

日
ご

と
に

確
保

す
べ

き
勤

務
延

時
間

数
＝

提
供

時
間

数
 

・
介

護
職

員
に

つ
い

て
は

指
定

通
所

介
護

の
単

位
ご

と
に

、
提

供
時

間
数

に
応

じ
た

配
置

が
必

要
と

な
る

。
 

提
供

時
間

数
と

は
当

該
単

位
に

お
け

る
平

均
提

供
時

間
（
利

用
者

ご
と

の
提

供
時

間
数

の
合

計
を

利
用

者

数
で

除
し

て
得

た
数

）
と

す
る

。
 

＜
確

保
す

べ
き

介
護

職
員

の
勤

務
延

時
間

数
の

計
算

式
＞

 

・
利

用
者

1
5

人
ま

で
 

単
位

ご
と

に
確

保
す

べ
き

勤
務

延
時

間
数

＝
平

均
提

供
時

間
数

 

・
利

用
者

1
6

人
以

上
 

単
位

ご
と

に
確

保
す

べ
き

勤
務

延
時

間
数

＝
（
（
利

用
者

数
－

1
5
）
÷

5
＋

1
）
×

平
均

提
供

時
間

数
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
報

酬
等

の
不

適
切

な
事

例
等

に
つ

い
て

 

○
届

け
出

た
介

護
給

付
費

単
位

（
事

業
所

規
模

別
）
が

誤
っ

て
い

る
。

（
前

年
度

の
1

月
当

た
り

平
均

利
用

延
人

員
（要

支
援

を
含

む
。

）の
実

績
の

計
算

が
誤

っ
て

い
る

。
） 

 ※
事

業
所

規
模

に
よ

る
区

分
の

取
扱

い
 

①
 

事
業

所
規

模
に

よ
る

区
分

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
よ

り
算

定

す
る

。
 

②
 

当
該

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

指
定

通
所

介
護

事
業

所
に

係
る

指
定

通
所

介
護

事
業

者
が

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

一
体

的
に

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
指

定
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

に
お

け
る

前
年

度
の

1
 
月

あ
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

を
含

む
。

し
た

が
っ

て
、

仮
に

指
定

通
所

介
護

事
業

者
が

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

者
の

指
定

を
併

せ
て

受
け

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
事

業
が

一
体

的
に

実
施

さ
れ

ず
、

実
態

と
し

て
両

事
業

が
分

離
さ

れ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

平
均

利
用

延
人

員
数

に
は

当
該

指
定

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

所
の

平
均

利
用

延
人

員
数

は
含

め
な

い
。

 

③
 

平
均

利
用

延
人

員
数

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

３
時

間
以

上
５

時
間

未
満

の
報

酬
を

算
定

し
て

い
る

利

用
者

（
２

時
間

以
上

３
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
利

用
者

を
含

む
。

)に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
５

時
間

以
上

７
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

は
利

用
者

数
に

４
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

数
と

す
る

。
 

④
 

平
均

利
用

延
人

員
数

に
含

む
こ

と
と

さ
れ

た
介

護
予

防
通

所
介

護
事

業
所

の
利

用
者

の
計

算
に

当
た

っ

て
は

、
介

護
予

防
通

所
介

護
の

利
用

時
間

が
５

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
利

用
時

間
が

５
時

間
以

上
７

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

介
護

予
防

通
所

介
護

事
業

所
の

利
用

者
数

に
つ

い
て

は
、

同
時

に
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
受

け
た

者
の

最
大

数
を

営
業

日
ご

と
に

加
え

て
い

く
方

法
に

よ
っ

て
計

算
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 
 

 
ま

た
、

１
月

間
（
暦

月
）
、

正
月

等
の

特
別

な
期

間
を

除
い

て
毎

日
事

業
を

実
施

し
た

月
に

お
け

る
平

均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

当
該

月
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
７

分
の

６
を

乗
じ

た
数

に
よ

る
も

の

と
す

る
。

 

⑤
 

前
年

度
の

実
績

が
６

月
に

満
た

な
い

事
業

者
（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
又

は
再

開
し

た
事

業
者

を
含

− 33 −



 

【
 

短
期

入
所

生
活

(療
養

)介
護

・
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
 

】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
運

営
規

程
に

つ
い

て
 

○
利

用
料

、
そ

の
他

費
用

の
額

等
が

適
切

に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

料
の

支
払

い
の

ほ
か

に
イ

～
ト

に
か

か
る

費
用

の
支

払
い

を
受

け
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

が
、

保
険

給

付
対

象
の

サ
ー

ビ
ス

と
明

確
に

区
分

さ
れ

な
い

あ
い

ま
い

な
名

目
に

よ
る

費
用

の
支

払
い

は
認

め
な

い
。

 

イ
、

食
事

 
ロ

、
滞

在
費

 
ハ

、
特

別
な

居
室

 
ニ

、
特

別
な

食
事

 
ホ

、
送

迎
 

ヘ
、

理
美

容
代

 
ト

、
日

常
生

 

活
で

も
通

常
必

要
な

も
の

 

 ◎
利

用
料

等
の

明
示

 

 
○

利
用

料
等

の
支

払
い

を
受

け
る

に
あ

た
っ

て
、

あ
ら

か
じ

め
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

、
利

用
料

等
の

明
細

を
記

載
し

た
重

要
事

項
説

明
書

等
に

よ
り

説
明

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

同
意

を
得

て
交

付
し

て

い
な

い
。

 

 ◎
食

費
に

つ
い

て
 

 
○

食
費

に
つ

い
て

、
一

食
ご

と
に

分
け

て
設

定
し

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

食
費

は
利

用
者

と
施

設
と

の
契

約
に

よ
り

設
定

す
る

も
の

で
あ

り
、

朝
食

・
昼

食
・
夕

食
と

分
け

て
設

定
す

る
 

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
特

に
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
ィ

（
短

期
入

所
生

活
介

護
・
短

期
入

所
療

養
介

護
）
に

つ
い

て
は

、
 

入
所

の
期

間
も

短
い

こ
と

か
ら

、
原

則
と

し
て

一
食

ご
と

に
分

け
て

設
定

す
る

。
 

 
（
参

考
：
平

成
2
4

年
9

月
5

日
 

事
務

連
絡

 
老

健
局

振
興

課
・
老

人
保

健
課

）
 

 ◎
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
計

画
の

作
成

に
つ

い
て

 

○
相

当
期

間
（
概

ね
4

日
間

）
以

上
に

わ
た

り
継

続
し

て
入

所
す

る
利

用
者

に
対

し
て

、
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
計

画
を

作
成

し
て

い
な

い
。

又
は

、
作

成
し

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
説

明
し

、
同

意
を

得
て

い
な

い
、

あ
る

い
は

交
付

し
て

い
な

い
。

 

○
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
計

画
に

基
づ

い
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計
画

の
交

付
を
受

け
て

い
な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

○
相

当
期

間
（
概

ね
4

日
間

）
未

満
の

利
用

者
に

あ
っ

て
も

、
利

用
者

の
介

護
支

援
専

門
員

と
連

携
を

図
り

、
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
を

踏
ま

え
て

、
他

の
短

期
入

所
生

活
介

護
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

準
じ

て
、

必
要

な
介

護
及

び
機

能
訓

練
等

の
援

助
を

行
う

。
 

○
短

期
入

所
介

護
計

画
に

は
サ

ー
ビ

ス
の

目
標

、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

 

内
容

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
そ

の
内

容
を

利
用

者
ま

た
は

家
族

へ
説

明
し

、
同

意
を

得
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ◎
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

に
つ

い
て

 

○
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
利

用
者

に
対

し
て

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

2
0

分
以

上
実

施
し

た
場

合
に

算
定

す
る

。
 

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
を

終
了

す
る

日
の

属
す

る
月

に
お

い
て

は
、

1
月

に
4

回
以

上
通

所
し

 

て
い

な
い

た
め

に
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

で
き

な
い

場
合

で
も

、
個

別
リ

ハ
ビ

リ
 

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
は

算
定

で
き

る
。

 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

 

（
算

定
要

件
の

ポ
イ

ン
ト

）
 

①
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
 

・
 

介
護

職
員

の
総

数
の

う
ち

介
護

福
祉

士
が

4
0
％

以
上

 

②
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅱ

）
 

 
 

 
・
 

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

利
用

者
に

直
接

提
供

す
る

職
員

（
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

、
介

護
職

員
、

た
だ

し
、

１
時

間
以

上
２

時
間

未
満

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
場

合
は

、
柔

道
整

復
師

、
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

を
含

む
。

）
の

総
数

の
う

ち
３

年
以

上
の

勤
続

年
数

の
あ

る
者

が
3
0
％

以
上

 

【
留

意
事

項
】
 

※
１

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅰ

）
と

（
Ⅱ

）
の

両
方

を
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

※
２

 
定

員
超

過
又

は
人

員
欠

如
減

算
の

期
間

中
は

算
定

で
き

な
い

。
 

※
３

 
職

員
の

割
合

の
算

出
に

当
た

っ
て

の
常

勤
換

算
方

法
に

つ
い

て
は

、
通

所
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

の
【
留

意
事

項
】
※

３
と

同
じ

。
 

                 

 

◎
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

に
つ

い
て

 

○
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

の
作

成
を

多
職

種
協

働
に

よ
っ

て
行

う
べ

き
と

こ
ろ

、
一

部
の

職
種

が
参

加
し

て
い

な
い

。
 

○
要

件
を

み
た

し
て

い
な

い
に

も
関

わ
ら

ず
算

定
し

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
多

職
種

協
働

に
よ

っ
て

作
成

し
た

、
利

用
者

ご
と

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

に
基

づ
き

、
医

師
又

 

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

理
学

療
法

士
等

が
利

用
者

の
状

況
を

記
録

し
、

ま
た

定
期

的
に

評
価

し
、

必
 

要
に

応
じ

て
計

画
を

見
直

す
こ

と
。

 

・
医

師
又

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

理
学

療
法

士
等

が
、

新
規

に
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

対
し

て
、

 

通
所

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
、

1
月

以
内

に
利

用
者

宅
を

訪
問

し
、

診
察

、
運

動
機

能
検

査
、

作
業

能
力

 

検
査

等
を

行
う

こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

等
 

・
月

4
回

以
上

通
所

し
て

い
る

場
合

に
算

定
で

き
る

。
た

だ
し

、
正

当
な

理
由

が
あ

れ
ば

、
算

定
要

件
に

 

適
合

し
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

算
定

で
き

る
。

具
体

的
に

は
、

算
定

要
件

に
適

合
し

な
い

場
合

で
あ

っ
て

 

も
、

①
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
る

場
合

（
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
は

月
４

回
で

あ
る

が
、

利
用

者
の

体
調

悪
化

 

で
４

回
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
等

）
、

②
自

然
災

害
や

感
染

症
の

発
生

等
に

よ
り

、
事

業
所

が
一

 

時
的

に
休

業
等

す
る

た
め

、
当

初
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
予

定
し

て
い

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
で

き
な

く
な

っ
た

 

場
合

で
あ

れ
ば

、
算

定
が

認
め

ら
れ

る
。

 

参
考

：
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 
年

3
 
月

1
6
 
日

）
 

 

◎
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

に
つ

い
て

 

○
当

該
加

算
に

お
け

る
起

算
日

で
あ

る
退

院
（
所

）
日

又
は

認
定

日
（
介

護
保

険
法

1
9

条
第

1
項

に
規

定
す

る
要

介
護

認
定

の
効

力
が

生
じ

た
日

（
利

用
者

が
新

た
に

要
介

護
認

定
を

受
け

た
者

で
あ

る
場

合
に

限

る
）
）
が

把
握

さ
れ

て
い

な
い

。
 

○
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

に
、

（
短

期
）
集

中
的

な
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
位

置
づ

け

の
必

要
性

が
明

確
で

な
い

。
 

○
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
基

づ
く

個
別

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
回

数
、

時
間

の
要

件
を

満
た

し
て

い

な
い

。
 

 

（
算

定
要

件
の

ポ
イ

ン
ト

）
 

①
 

退
院

（
退

所
）
日

又
は

認
定

日
か

ら
起

算
し

て
1

か
月

以
内

の
期

間
に

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
1

週
間

に

つ
き

概
ね

2
回

以
上

、
1

回
あ

た
り

4
0

分
以

上
の

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

②
 

退
院

（
退

所
）
日

又
は

認
定

日
か

ら
起

算
し

て
1

か
月

を
超

え
3

か
月

以
内

の
期

間
に

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
1

週
間

に
つ

き
概

ね
2

回
以

上
、

1
回

あ
た

り
2
0

分
以

上
の

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

【
留

意
事

項
】
 

※
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

は
当

該
加

算
を

算
定

で
き

な

い
。

た
だ

し
、

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

を
終

了
す

る
日

の
属

す
る

月
に

あ
っ

て
は

、
1

か
月

に
4

回
以

上
通

所
し

て
い

な
い

た
め

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

を
算

定
で

き

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

本
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
２

時
間

以
上

３
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
利

用
者

及
び

３
時

間
以

上
４

時
間

未
満

の
報

酬
を

算
定

し
て

い
る

利
用

者
に

つ
い

て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
４

時
間

以
上

６
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る

利
用

者
に

つ
い

て
は

利
用

者
数

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
数

と
す

る
。

 

 ④
 

平
均

利
用

延
人

員
数

に
含

む
こ

と
と

さ
れ

た
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
の

利
用

者
の

計
算

に
当

た
っ

て
は

、
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
時

間
が

２
時

間
未

満
の

利
用

者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
利

用
時

間
が

２
時

間
以

上
４

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
利

用
時

間
が

４
時

間
以

上
６

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

の
利

用
者

数
に

つ
い

て
は

、
同

時
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受

け
た

者
の

最
大

数
を

営
業

日
ご

と
に

加
え

て
い

く
方

法
に

よ
っ

て
計

算
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 
 

 
ま

た
、

１
月

間
（
暦

月
）
、

正
月

等
の

特
別

な
期

間
を

除
い

て
毎

日
事

業
を

実
施

し
た

月
に

お
け

る
平

均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

当
該

月
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
７

分
の

６
を

乗
じ

た
数

に
よ

る
も

の

と
す

る
。

 

 ⑤
 

前
年

度
の

実
績

が
６

月
に

満
た

な
い

事
業

者
（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
又

は
再

開
し

た
事

業
者

を
含

む
）
又

は
前

年
度

か
ら

定
員

を
概

ね
2
5
％

以
上

変
更

し
て

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

に
お

い

て
は

、
当

該
年

度
に

係
る

平
均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

便
宜

上
、

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

た

当
該

事
業

所
の

利
用

定
員

の
9
0
％

に
予

定
さ

れ
る

１
月

当
た

り
の

営
業

日
数

を
乗

じ
て

得
た

数
と

す

る
。

 

 ⑥
 

毎
年

度
３

月
３

１
日

時
点

に
お

い
て

、
事

業
を

実
施

し
て

い
る

事
業

者
で

あ
っ

て
、

４
月

以
降

も
引

き
続

き

事
業

を
実

施
す

る
も

の
の

当
該

年
度

の
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
前

年
度

の
平

均
利

用
延

人
員

数
は

、
前

年
度

に
お

い
て

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
費

を
算

定
し

て
い

る
月

（
３

月
を

除
く
。

）
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

と
す

る
。

 

 ○
事

業
所

規
模

算
定

区
分

に
つ

い
て

、
毎

年
確

認
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

○
誤

っ
た

事
業

所
規

模
に

よ
る

算
定

を
行

っ
て

い
た

。
（
そ

の
場

合
は

、
事

業
所

の
利

用
者

全
員

に
つ

い
て

過

誤
申

請
に

よ
り

自
主

返
還

を
行

う
こ

と
。

）
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
業

所
規

模
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

毎
年

４
月

か
ら

２
月

ま
で

の
利

用
者

数
に

つ
い

て
確

認
し

、
次

年
度

に
お

い
て

、
現

在
届

け
出

て
い

る
事

業
所

規
模

か
ら

変
更

と
な

る
場

合
は

、
所

管
庁

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

  ◎
人

員
基

準
減

算
に

つ
い

て
 

 
○

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

等
が

人
員

基
準

を
満

た
さ

な
い

状
況

に
あ

る
の

に
、

所
定

単
位

数
が

減
算

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

人
員

欠
如

に
伴

う
減

算
に

つ
い

て
は

、
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

員
数

か
ら

、
1

割
の

範
囲

を
超

え
て

減
少

し

た
場

合
は

、
そ

の
翌

月
か

ら
、

1
割

の
範

囲
内

で
減

少
し

た
場

合
は

そ
の

翌
々

月
か

ら
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
ま

で
所

要
単

位
数

の
1
0
0

分
の

7
0

に
相

当
す

る
単

位
数

を
算

定
す

る
。

減
算

さ
れ

る
。

（
た

だ
し

、
翌

月
の

末
日

に
お

い
て

、
人

員
基

準
を

満
た

す
場

合
を

除
く
。

）
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【
 

短
期

入
所

生
活

(療
養

)介
護

・
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
 

】
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
運

営
規

程
に

つ
い

て
 

○
利

用
料

、
そ

の
他

費
用

の
額

等
が

適
切

に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

料
の

支
払

い
の

ほ
か

に
イ

～
ト

に
か

か
る

費
用

の
支

払
い

を
受

け
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

が
、

保
険

給

付
対

象
の

サ
ー

ビ
ス

と
明

確
に

区
分

さ
れ

な
い

あ
い

ま
い

な
名

目
に

よ
る

費
用

の
支

払
い

は
認

め
な

い
。

 

イ
、

食
事

 
ロ

、
滞

在
費

 
ハ

、
特

別
な

居
室

 
ニ

、
特

別
な

食
事

 
ホ

、
送

迎
 

ヘ
、

理
美

容
代

 
ト

、
日

常
生

 

活
で

も
通

常
必

要
な

も
の

 

 ◎
利

用
料

等
の

明
示

 

 
○

利
用

料
等

の
支

払
い

を
受

け
る

に
あ

た
っ

て
、

あ
ら

か
じ

め
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

、
利

用
料

等
の

明
細

を
記

載
し

た
重

要
事

項
説

明
書

等
に

よ
り

説
明

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

同
意

を
得

て
交

付
し

て

い
な

い
。

 

 ◎
食

費
に

つ
い

て
 

 
○

食
費

に
つ

い
て

、
一

食
ご

と
に

分
け

て
設

定
し

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

食
費

は
利

用
者

と
施

設
と

の
契

約
に

よ
り

設
定

す
る

も
の

で
あ

り
、

朝
食

・
昼

食
・
夕

食
と

分
け

て
設

定
す

る
 

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
特

に
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
ィ

（
短

期
入

所
生

活
介

護
・
短

期
入

所
療

養
介

護
）
に

つ
い

て
は

、
 

入
所

の
期

間
も

短
い

こ
と

か
ら

、
原

則
と

し
て

一
食

ご
と

に
分

け
て

設
定

す
る

。
 

 
（
参

考
：
平

成
2
4

年
9

月
5

日
 

事
務

連
絡

 
老

健
局

振
興

課
・
老

人
保

健
課

）
 

 ◎
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
計

画
の

作
成

に
つ

い
て

 

○
相

当
期

間
（
概

ね
4

日
間

）
以

上
に

わ
た

り
継

続
し

て
入

所
す

る
利

用
者

に
対

し
て

、
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
計

画
を

作
成

し
て

い
な

い
。

又
は

、
作

成
し

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
説

明
し

、
同

意
を

得
て

い
な

い
、

あ
る

い
は

交
付

し
て

い
な

い
。

 

○
短

期
入

所
生

活
（
療

養
）
介

護
計

画
に

基
づ

い
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計
画

の
交

付
を
受

け
て

い
な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

○
相

当
期

間
（
概

ね
4

日
間

）
未

満
の

利
用

者
に

あ
っ

て
も

、
利

用
者

の
介

護
支

援
専

門
員

と
連

携
を

図
り

、
 

利
用

者
の

心
身

の
状

況
を

踏
ま

え
て

、
他

の
短

期
入

所
生

活
介

護
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

準
じ

て
、

必
要

な
介

護
及

び
機

能
訓

練
等

の
援

助
を

行
う

。
 

○
短

期
入

所
介

護
計

画
に

は
サ

ー
ビ

ス
の

目
標

、
当

該
目

標
を

達
成

す
る

た
め

の
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

 

内
容

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
そ

の
内

容
を

利
用

者
ま

た
は

家
族

へ
説

明
し

、
同

意
を

得
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ◎
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

に
つ

い
て

 

○
個

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

の
算

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
利

用
者

に
対

し
て

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

2
0

分
以

上
実

施
し

た
場

合
に

算
定

す
る

。
 

・
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
を

終
了

す
る

日
の

属
す

る
月

に
お

い
て

は
、

1
月

に
4

回
以

上
通

所
し

 

て
い

な
い

た
め

に
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

で
き

な
い

場
合

で
も

、
個

別
リ

ハ
ビ

リ
 

テ
ー

シ
ョ

ン
実

施
加

算
は

算
定

で
き

る
。

 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
、

算
定

要
件

を
満

た
し

て
い

な
い

。
 

 

（
算

定
要

件
の

ポ
イ

ン
ト

）
 

①
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅰ

）
 

・
 

介
護

職
員

の
総

数
の

う
ち

介
護

福
祉

士
が

4
0
％

以
上

 

②
 

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

（
Ⅱ

）
 

 
 

 
・
 

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

利
用

者
に

直
接

提
供

す
る

職
員

（
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

、
介

護
職

員
、

た
だ

し
、

１
時

間
以

上
２

時
間

未
満

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
場

合
は

、
柔

道
整

復
師

、
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

を
含

む
。

）
の

総
数

の
う

ち
３

年
以

上
の

勤
続

年
数

の
あ

る
者

が
3
0
％

以
上

 

【
留

意
事

項
】
 

※
１

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅰ

）
と

（
Ⅱ

）
の

両
方

を
算

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
 

※
２

 
定

員
超

過
又

は
人

員
欠

如
減

算
の

期
間

中
は

算
定

で
き

な
い

。
 

※
３

 
職

員
の

割
合

の
算

出
に

当
た

っ
て

の
常

勤
換

算
方

法
に

つ
い

て
は

、
通

所
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

の
【
留

意
事

項
】
※

３
と

同
じ

。
 

                 

 

◎
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

に
つ

い
て

 

○
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

の
作

成
を

多
職

種
協

働
に

よ
っ

て
行

う
べ

き
と

こ
ろ

、
一

部
の

職
種

が
参

加
し

て
い

な
い

。
 

○
要

件
を

み
た

し
て

い
な

い
に

も
関

わ
ら

ず
算

定
し

て
い

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
多

職
種

協
働

に
よ

っ
て

作
成

し
た

、
利

用
者

ご
と

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

に
基

づ
き

、
医

師
又

 

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

理
学

療
法

士
等

が
利

用
者

の
状

況
を

記
録

し
、

ま
た

定
期

的
に

評
価

し
、

必
 

要
に

応
じ

て
計

画
を

見
直

す
こ

と
。

 

・
医

師
又

は
医

師
の

指
示

を
受

け
た

理
学

療
法

士
等

が
、

新
規

に
計

画
を

作
成

し
た

利
用

者
に

対
し

て
、

 

通
所

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
、

1
月

以
内

に
利

用
者

宅
を

訪
問

し
、

診
察

、
運

動
機

能
検

査
、

作
業

能
力

 

検
査

等
を

行
う

こ
と

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

等
 

・
月

4
回

以
上

通
所

し
て

い
る

場
合

に
算

定
で

き
る

。
た

だ
し

、
正

当
な

理
由

が
あ

れ
ば

、
算

定
要

件
に

 

適
合

し
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

算
定

で
き

る
。

具
体

的
に

は
、

算
定

要
件

に
適

合
し

な
い

場
合

で
あ

っ
て

 

も
、

①
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
る

場
合

（
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
は

月
４

回
で

あ
る

が
、

利
用

者
の

体
調

悪
化

 

で
４

回
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
等

）
、

②
自

然
災

害
や

感
染

症
の

発
生

等
に

よ
り

、
事

業
所

が
一

 

時
的

に
休

業
等

す
る

た
め

、
当

初
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
予

定
し

て
い

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

が
で

き
な

く
な

っ
た

 

場
合

で
あ

れ
ば

、
算

定
が

認
め

ら
れ

る
。

 

参
考

：
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 
年

3
 
月

1
6
 
日

）
 

 

◎
短

期
集

中
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

加
算

に
つ

い
て

 

○
当

該
加

算
に

お
け

る
起

算
日

で
あ

る
退

院
（
所

）
日

又
は

認
定

日
（
介

護
保

険
法

1
9

条
第

1
項

に
規

定
す

る
要

介
護

認
定

の
効

力
が

生
じ

た
日

（
利

用
者

が
新

た
に

要
介

護
認

定
を

受
け

た
者

で
あ

る
場

合
に

限

る
）
）
が

把
握

さ
れ

て
い

な
い

。
 

○
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

実
施

計
画

に
、

（
短

期
）
集

中
的

な
指

定
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

う
位

置
づ

け

の
必

要
性

が
明

確
で

な
い

。
 

○
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

計
画

に
基

づ
く

個
別

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
回

数
、

時
間

の
要

件
を

満
た

し
て

い

な
い

。
 

 

（
算

定
要

件
の

ポ
イ

ン
ト

）
 

①
 

退
院

（
退

所
）
日

又
は

認
定

日
か

ら
起

算
し

て
1

か
月

以
内

の
期

間
に

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
1

週
間

に

つ
き

概
ね

2
回

以
上

、
1

回
あ

た
り

4
0

分
以

上
の

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

②
 

退
院

（
退

所
）
日

又
は

認
定

日
か

ら
起

算
し

て
1

か
月

を
超

え
3

か
月

以
内

の
期

間
に

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、
1

週
間

に
つ

き
概

ね
2

回
以

上
、

1
回

あ
た

り
2
0

分
以

上
の

個
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

【
留

意
事

項
】
 

※
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

は
当

該
加

算
を

算
定

で
き

な

い
。

た
だ

し
、

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

を
終

了
す

る
日

の
属

す
る

月
に

あ
っ

て
は

、
1

か
月

に
4

回
以

上
通

所
し

て
い

な
い

た
め

に
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

を
算

定
で

き

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

本
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
２

時
間

以
上

３
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る
利

用
者

及
び

３
時

間
以

上
４

時
間

未
満

の
報

酬
を

算
定

し
て

い
る

利
用

者
に

つ
い

て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
４

時
間

以
上

６
時

間
未

満
の

報
酬

を
算

定
し

て
い

る

利
用

者
に

つ
い

て
は

利
用

者
数

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
数

と
す

る
。

 

 ④
 

平
均

利
用

延
人

員
数

に
含

む
こ

と
と

さ
れ

た
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

所
の

利
用

者
の

計
算

に
当

た
っ

て
は

、
介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
時

間
が

２
時

間
未

満
の

利
用

者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
利

用
時

間
が

２
時

間
以

上
４

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
数

と
し

、
利

用
時

間
が

４
時

間
以

上
６

時
間

未
満

の
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
数

に
４

分
の

３
を

乗
じ

て
得

た
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

の
利

用
者

数
に

つ
い

て
は

、
同

時
に

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受

け
た

者
の

最
大

数
を

営
業

日
ご

と
に

加
え

て
い

く
方

法
に

よ
っ

て
計

算
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
 

 
 

 
ま

た
、

１
月

間
（
暦

月
）
、

正
月

等
の

特
別

な
期

間
を

除
い

て
毎

日
事

業
を

実
施

し
た

月
に

お
け

る
平

均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

当
該

月
の

平
均

利
用

延
人

員
数

に
７

分
の

６
を

乗
じ

た
数

に
よ

る
も

の

と
す

る
。

 

 ⑤
 

前
年

度
の

実
績

が
６

月
に

満
た

な
い

事
業

者
（
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
又

は
再

開
し

た
事

業
者

を
含

む
）
又

は
前

年
度

か
ら

定
員

を
概

ね
2
5
％

以
上

変
更

し
て

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
事

業
者

に
お

い

て
は

、
当

該
年

度
に

係
る

平
均

利
用

延
人

員
数

に
つ

い
て

は
、

便
宜

上
、

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

た

当
該

事
業

所
の

利
用

定
員

の
9
0
％

に
予

定
さ

れ
る

１
月

当
た

り
の

営
業

日
数

を
乗

じ
て

得
た

数
と

す

る
。

 

 ⑥
 

毎
年

度
３

月
３

１
日

時
点

に
お

い
て

、
事

業
を

実
施

し
て

い
る

事
業

者
で

あ
っ

て
、

４
月

以
降

も
引

き
続

き

事
業

を
実

施
す

る
も

の
の

当
該

年
度

の
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
前

年
度

の
平

均
利

用
延

人
員

数
は

、
前

年
度

に
お

い
て

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
費

を
算

定
し

て
い

る
月

（
３

月
を

除
く
。

）
の

１
月

当
た

り
の

平
均

利
用

延
人

員
数

と
す

る
。

 

 ○
事

業
所

規
模

算
定

区
分

に
つ

い
て

、
毎

年
確

認
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

○
誤

っ
た

事
業

所
規

模
に

よ
る

算
定

を
行

っ
て

い
た

。
（
そ

の
場

合
は

、
事

業
所

の
利

用
者

全
員

に
つ

い
て

過

誤
申

請
に

よ
り

自
主

返
還

を
行

う
こ

と
。

）
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

事
業

所
規

模
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

毎
年

４
月

か
ら

２
月

ま
で

の
利

用
者

数
に

つ
い

て
確

認
し

、
次

年
度

に
お

い
て

、
現

在
届

け
出

て
い

る
事

業
所

規
模

か
ら

変
更

と
な

る
場

合
は

、
所

管
庁

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

  ◎
人

員
基

準
減

算
に

つ
い

て
 

 
○

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
、

言
語

聴
覚

士
、

看
護

職
員

等
が

人
員

基
準

を
満

た
さ

な
い

状
況

に
あ

る
の

に
、

所
定

単
位

数
が

減
算

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

人
員

欠
如

に
伴

う
減

算
に

つ
い

て
は

、
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

員
数

か
ら

、
1

割
の

範
囲

を
超

え
て

減
少

し

た
場

合
は

、
そ

の
翌

月
か

ら
、

1
割

の
範

囲
内

で
減

少
し

た
場

合
は

そ
の

翌
々

月
か

ら
解

消
さ

れ
る

に
至

っ
た

月
ま

で
所

要
単

位
数

の
1
0
0

分
の

7
0

に
相

当
す

る
単

位
数

を
算

定
す

る
。

減
算

さ
れ

る
。

（
た

だ
し

、
翌

月
の

末
日

に
お

い
て

、
人

員
基

準
を

満
た

す
場

合
を

除
く
。

）
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○
本

来
利

用
者

か
ら

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
共

用
の

日
用

品
費

を
、

徴
収

し
て

い
る

。
 

 ◎
特

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
計

画
 

 
○

特
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
を

計
画

作
成

担
当

者
以

外
の

者
が

行
っ

て
い

る
。

 

 
○

計
画

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
利

用
者

も
し

く
は

家
族

に
説

明
・
同

意
を

得
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
介

護
支

援
専

門
員

の
資

格
を

持
つ

計
画

作
成

担
当

者
が

担
当

す
る

。
 

②
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
出

来
る

よ
う

に
、

支
援

す
る

上
で

の
課

題
を

把
握

す
る

。
 

③
課

題
に

基
づ

き
、

他
の

特
定

施
設

従
業

者
と

協
議

の
上

、
サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー

ビ
ス

の
内

容
並

び
に

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
上

で
の

留
意

点
等

を
盛

り
込

ん
だ

特
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
 

④
計

画
作

成
担

当
者

は
、

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

家
族

に
説

明
し

、
文

書
に

よ
り

利
用

者
の

同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑤
計

画
作

成
担

当
者

は
、

当
該

計
画

に
つ

い
て

同
意

を
得

た
場

合
は

、
同

計
画

を
利

用
者

に
交

付
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑥
計

画
作

成
担

当
者

は
、

他
の

特
定

施
設

従
業

者
と

の
連

絡
を

継
続

的
に

行
う

こ
と

に
よ

り
、

計
画

の
実

施

状
況

の
把

握
及

び
課

題
の

把
握

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

計
画

の
変

更
を

行
う

。
計

画
変

更
の

場
合

も
①

か
ら

⑤
ま

で
の

作
業

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
 

 ◎
看

護
職

員
に

よ
る

健
康

管
理

 

○
看

護
職

員
が

利
用

者
の

健
康

保
持

の
た

め
に

、
適

切
な

措
置

を
講

じ
て

い
な

い
。

 

 

◎
委

託
業

務
の

実
施

状
況

の
未

確
認

【
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

】
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
係

る
業

務
の

全
部

又
は

一
部

を
委

託
に

よ
り

他
の

事
業

者
に

行
わ

せ
て

い
る

が
、

当
該

 

業
務

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
定

期
的

に
確

認
、

及
び

記
録

し
て

い
な

い
。

 

 

◎
受

託
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

実
施

状
況

の
未

報
告

【
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

】
 

 
○

受
託

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
か

ら
、

提
供

し
た

日
時

、
時

間
、

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

等
に

つ
い

て
、

文
 

書
に

よ
る

報
告

を
受

け
て

い
な

い
。

 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
夜

間
看

護
体

制
加

算
 

 
○

夜
間

に
お

け
る

連
絡

・
対

応
体

制
（
オ

ン
コ

ー
ル

体
制

）
に

関
す

る
取

決
め

（
指

針
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

）
が

、
 

運
用

の
実

態
に

即
し

て
い

な
い

。
 

 
○

看
護

職
員

不
在

時
に

お
け

る
、

介
護

職
員

に
よ

る
利

用
者

の
観

察
項

目
の

標
準

化
（
看

護
職

員
へ

連
絡

 

す
る

か
の

判
断

）
 

が
な

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

 ◎
運

営
規

程
に

つ
い

て
 

 
○

利
用

者
に

対
し

、
入

居
前

に
運

営
規

程
の

概
要

な
ど

入
居

者
の

サ
ー

ビ
ス

選
択

に
資

す
る

重
要

事
項

の

説
明

を
し

て
い

な
い

。
 

(ポ
イ

ン
ト

) 

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、

入
居

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
 

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
利

用
料

の
額

及
び

そ
の

改
定

の
方

法
、

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

と
認

 

め
ら

れ
る

重
要

事
項

を
示

し
た

文
書

を
交

付
し

、
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

契
約

を
締

結
 

す
る

こ
と

。
 

 ◎
重

要
事

項
説

明
書

に
つ

い
て

 

 
○

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

か
か

る
重

要
事

項
説

明
書

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

(
ポ
イ

ン
ト

) 

重
要
事
項

説
明

書
に
記

載
す

べ
き
内

容
 

①
事
業
者

、
事

業
所
の

概
要

（
名
称

、
住

所
、
所

在
地

、
連
絡

先
な

ど
）
 

②
運

営
規

程
の

概
要

（
目

的
、

方
針

、
特

定
施

設
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

内
容

、
入

居
定

員
及

び
居
室
数

な
ど

）
 

③
管
理
者

氏
名

及
び
従

業
者

の
勤
務

体
制
 

④
介
護
居

室
、

一
時
介

護
室

、
浴
室

、
食

堂
及
び

機
能

訓
練
室

の
概

要
 

⑤
要

介
護

状
態

区
分

に
応

じ
て

当
該

事
業

者
が

提
供

す
る

標
準

的
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
と

そ
の

料

金
、
そ
の

他
の

費
用
に

つ
い

て
 

⑥
利
用
料

、
そ

の
他
費

用
の

請
求
及

び
支

払
方
法

に
つ

い
て
 

⑦
利
用
者

が
介

護
居
室

又
は

一
時
介

護
室

に
移
る

場
合

の
条
件

及
び

手
続
 

⑧
施
設
の

利
用

に
当
た

っ
て

の
留
意

事
項
 

⑨
契
約
解

除
の

条
件
 

⑩
秘
密
保

持
と

個
人
情

報
の

保
護
（

使
用

同
意
な

ど
）

に
つ
い

て
 

⑪
事
故
発

生
時

の
対
応

（
損

害
賠
償

の
方

法
を
含

む
）
 

⑫
緊
急
時

の
対

応
方
法
 

⑬
高
齢
者

の
虐

待
防
止

に
関

す
る
項

目
 

⑭
苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
・

相
談

の
連

絡
先

（
事

業
者

、
市

町
村

：
利

用
者
の
保

険
者

、
大
阪

府
国

民
健
康

保
険

団
体
連

合
会

な
ど
）
 

 
※
事
業

の
実

施
地
域

の
市

町
村
窓

口
を

把
握
し

て
お

く
こ
と
 

⑯
サ
ー
ビ

ス
内

容
の
見

積
も

り
（
サ

ー
ビ

ス
提
供

内
容

及
び
利

用
者

負
担
額

の
め

や
す
な

ど
）
 

 
＊

確
認

が
で

き
れ

ば
別

途
料

金
表

の
活

用
も

可
 

⑰
事
業
者

、
事

業
所
、

利
用

者
（
場

合
に

よ
り
代

理
人

）
に
よ

る
説

明
確
認

欄
 

 ◎
利

用
料

等
の

明
示

 

 
○

利
用

料
等

の
支

払
い

を
受

け
る

に
あ

た
っ

て
、

あ
ら

か
じ

め
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

、
利

用
料

 

等
の

明
細

を
記

載
し

た
重

要
事

項
説

明
書

等
に

よ
り

説
明

を
行

い
、

同
意

を
得

て
交

付
し

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 算

定
を

開
始

し
た

月
以

降
に

お
い

て
、

連
続

す
る

3
月

間
に

緊
急

短
期

入
所

受
入

加
算

の
算

定
実

績

が
無

い
場

合
に

は
、

続
く

3
月

間
は

緊
急

短
期

入
所

体
制

確
保

加
算

及
び

緊
急

短
期

入
所

受
入

加
算

は
算

定
で

き
な

い
。

な
お

、
実

績
に

つ
い

て
は

毎
月

記
録

す
る

も
の

と
し

、
所

定
の

実
績

が
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

届
け

出
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
 

利
用

定
員

の
1
0
0

分
の

5
に

相
当

す
る

空
床

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

③
 

前
3

月
に

お
け

る
稼

働
率

が
3

月
平

均
で

1
0
0

分
の

9
0

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 ◎
緊

急
短

期
入

所
受

入
加

算
に

つ
い

て
 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

加
算

の
算

定
を

し
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

利
用

者
の

状
態

や
家

族
等

の
事

情
に

よ
り

、
介

護
支

援
専

門
員

が
緊

急
に

利
用

を
必

要
と

認
め

た
者

。
 

②
 

現
に

利
用

定
員

の
1
0
0

分
の

95
に

相
当

す
る

数
の

利
用

者
に

対
応

し
て

い
る

事
業

所
で

、
緊

急
に

利
用

す

る
必

要
が

あ
る

者
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

等
 

（
参

考
：
平

成
2
4

年
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.5

0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  【
 

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
・
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 
】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
従

業
員

の
員

数
 

 
○

介
護

職
員

と
看

護
職

員
が

適
正

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

計
画

作
成

担
当

者
が

適
正

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

<
配

置
基

準
>
 

・
看

護
職

員
と

介
護

職
員

の
合

計
：
常

勤
換

算
方

法
で

要
介

護
者

及
び

要
支

援
２

で
あ

る
利

用
者

の
数

が
、

３
又

は
そ

の
端

数
を

増
す

ご
と

に
１

、
及

び
要

支
援

１
で

あ
る

利
用

者
の

数
が

1
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
以

上
。

 

・
生

活
相

談
員

：
常

勤
換

算
方

法
で

利
用

者
の

数
が

1
0
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
人

以
上

。
 

・
計

画
作

成
担

当
者

：
利

用
者

の
数

が
1
0
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

１
を

標
準

と
す

る
。

 

・
看

護
職

員
：
利

用
者

の
数

が
3
0

を
超

え
な

い
事

業
所

で
は

、
常

勤
換

算
方

法
で

１
以

上
。

 

 
利

用
者

の
数

が
3
0

を
超

す
事

業
所

で
は

、
3
0

を
超

え
て

5
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
を

加
え

て

得
た

数
以

上
。

 
 

 設
備

に
関

す
る

事
項

 

◎
設

備
及

び
備

品
 

 
○

非
常

口
に

椅
子

等
が

放
置

さ
れ

、
災

害
発

生
時

の
避

難
に

支
障

が
あ

る
状

態
と

な
っ

て
い

る
。

 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
診

療
の

方
針

に
つ

い
て

【
短

期
入

所
療

養
介

護
】
 

 
○

施
設

の
医

師
が

健
康

状
態

を
把

握
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

○
看

護
又

は
医

学
的

管
理

の
下

に
お

け
る

介
護

は
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

 

る
よ

う
利

用
者

の
病

状
及

び
心

身
の

状
況

に
応

じ
、

適
切

な
技

術
を

も
っ

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
算

定
に

つ
い

て
 

 
○

感
染

症
に

よ
り

、
も

し
く

は
著

し
い

精
神

状
況

に
よ

り
、

従
来

型
個

室
の

利
用

が
必

要
で

あ
る

と
医

師
が

判

断
し

て
い

な
い

利
用

者
に

対
し

、
多

床
室

の
単

位
を

算
定

し
て

い
る

。
 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

の
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

※
算

定
要

件
 

①
 

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅰ

）
 

・
 

介
護

職
員

の
総

数
の

う
ち

介
護

福
祉

士
が

5
0
％

以
上

 

②
 

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅱ

）
 

・
 

看
護

・
介

護
職

員
の

総
数

の
う

ち
常

勤
職

員
が

7
5
％

以
上

 

③
 

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅲ

）
 

・
 

短
期

入
所

生
活

（
療

養
）
介

護
を

利
用

者
に

直
接

提
供

す
る

職
員

（
生

活
相

談
員

、
看

護
職

員
、

介
護

職
員

又
は

機
能

訓
練

指
導

員
）
の

総
数

の
う

ち
３

年
以

上
の

勤
続

年
数

の
あ

る
者

が
30

％
以

上
 

①
～

③
共

通
で

、
定

員
超

過
利

用
又

は
人

員
基

準
欠

如
中

は
算

定
し

な
い

こ
と

。
 

 ◎
機

能
訓

練
指

導
員

の
加

算
【
短

期
入

所
生

活
介

護
】
に

つ
い

て
 

○
専

ら
当

該
業

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
機

能
訓

練
指

導
員

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

 

   

 ◎
送

迎
加

算
【
短

期
入

所
生

活
介

護
】
に

つ
い

て
 

○
送

迎
加

算
で

、
利

用
者

を
送

迎
し

た
こ

と
の

記
録

内
容

（利
用

者
、

送
迎

者
、

送
迎

先
、

日
時

等
）が

十
分

で
な

い
。

 

 ◎
緊

急
短

期
入

所
体

制
確

保
加

算
【
短

期
入

所
生

活
介

護
】
に

つ
い

て
 

○
所

定
の

実
績

が
な

い
場

合
に

つ
い

て
、

加
算

が
算

定
さ

れ
な

く
な

る
場

合
の

届
出

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

加
算

の
算

定
を

し
て

い
る

。
 

 

(
ポ
イ
ン
ト

)
 

・
併

設
の

通
所

介
護

事
業

所
の

機
能

訓
練

指
導

員
を

兼
務

し
て

い
る

者
は

、
常

勤
の

職
員

で
あ

っ
て

も
 

加
算

の
算

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
。
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○
本

来
利

用
者

か
ら

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
共

用
の

日
用

品
費

を
、

徴
収

し
て

い
る

。
 

 ◎
特

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
計

画
 

 
○

特
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
を

計
画

作
成

担
当

者
以

外
の

者
が

行
っ

て
い

る
。

 

 
○

計
画

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
利

用
者

も
し

く
は

家
族

に
説

明
・
同

意
を

得
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
介

護
支

援
専

門
員

の
資

格
を

持
つ

計
画

作
成

担
当

者
が

担
当

す
る

。
 

②
利

用
者

が
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
出

来
る

よ
う

に
、

支
援

す
る

上
で

の
課

題
を

把
握

す
る

。
 

③
課

題
に

基
づ

き
、

他
の

特
定

施
設

従
業

者
と

協
議

の
上

、
サ

ー
ビ

ス
の

目
標

及
び

そ
の

達
成

時
期

、
サ

ー

ビ
ス

の
内

容
並

び
に

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
上

で
の

留
意

点
等

を
盛

り
込

ん
だ

特
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
原

案
を

作
成

す
る

。
 

④
計

画
作

成
担

当
者

は
、

原
案

の
内

容
に

つ
い

て
利

用
者

又
は

家
族

に
説

明
し

、
文

書
に

よ
り

利
用

者
の

同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑤
計

画
作

成
担

当
者

は
、

当
該

計
画

に
つ

い
て

同
意

を
得

た
場

合
は

、
同

計
画

を
利

用
者

に
交

付
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑥
計

画
作

成
担

当
者

は
、

他
の

特
定

施
設

従
業

者
と

の
連

絡
を

継
続

的
に

行
う

こ
と

に
よ

り
、

計
画

の
実

施

状
況

の
把

握
及

び
課

題
の

把
握

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

計
画

の
変

更
を

行
う

。
計

画
変

更
の

場
合

も
①

か
ら

⑤
ま

で
の

作
業

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
 

 ◎
看

護
職

員
に

よ
る

健
康

管
理

 

○
看

護
職

員
が

利
用

者
の

健
康

保
持

の
た

め
に

、
適

切
な

措
置

を
講

じ
て

い
な

い
。

 

 

◎
委

託
業

務
の

実
施

状
況

の
未

確
認

【
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

】
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
係

る
業

務
の

全
部

又
は

一
部

を
委

託
に

よ
り

他
の

事
業

者
に

行
わ

せ
て

い
る

が
、

当
該

 

業
務

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
定

期
的

に
確

認
、

及
び

記
録

し
て

い
な

い
。

 

 

◎
受

託
居

宅
サ

ー
ビ

ス
の

実
施

状
況

の
未

報
告

【
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

】
 

 
○

受
託

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
か

ら
、

提
供

し
た

日
時

、
時

間
、

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

等
に

つ
い

て
、

文
 

書
に

よ
る

報
告

を
受

け
て

い
な

い
。

 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
夜

間
看

護
体

制
加

算
 

 
○

夜
間

に
お

け
る

連
絡

・
対

応
体

制
（
オ

ン
コ

ー
ル

体
制

）
に

関
す

る
取

決
め

（
指

針
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

）
が

、
 

運
用

の
実

態
に

即
し

て
い

な
い

。
 

 
○

看
護

職
員

不
在

時
に

お
け

る
、

介
護

職
員

に
よ

る
利

用
者

の
観

察
項

目
の

標
準

化
（
看

護
職

員
へ

連
絡

 

す
る

か
の

判
断

）
 

が
な

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

 ◎
運

営
規

程
に

つ
い

て
 

 
○

利
用

者
に

対
し

、
入

居
前

に
運

営
規

程
の

概
要

な
ど

入
居

者
の

サ
ー

ビ
ス

選
択

に
資

す
る

重
要

事
項

の

説
明

を
し

て
い

な
い

。
 

(ポ
イ

ン
ト

) 

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

は
、

入
居

申
込

者
又

は
そ

の
家

族
に

、
運

営
規

程
の

概
要

、
 

従
業

者
の

勤
務

体
制

、
利

用
料

の
額

及
び

そ
の

改
定

の
方

法
、

そ
の

他
サ

ー
ビ

ス
の

選
択

に
資

す
る

と
認

 

め
ら

れ
る

重
要

事
項

を
示

し
た

文
書

を
交

付
し

、
説

明
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
関

す
る

契
約

を
締

結
 

す
る

こ
と

。
 

 ◎
重

要
事

項
説

明
書

に
つ

い
て

 

 
○

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

か
か

る
重

要
事

項
説

明
書

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

(
ポ
イ

ン
ト

) 

重
要
事
項

説
明

書
に
記

載
す

べ
き
内

容
 

①
事
業
者

、
事

業
所
の

概
要

（
名
称

、
住

所
、
所

在
地

、
連
絡

先
な

ど
）
 

②
運

営
規

程
の

概
要

（
目

的
、

方
針

、
特

定
施

設
従

業
者

の
職

種
、

員
数

及
び

職
務

内
容

、
入

居
定

員
及

び
居
室
数

な
ど

）
 

③
管
理
者

氏
名

及
び
従

業
者

の
勤
務

体
制
 

④
介
護
居

室
、

一
時
介

護
室

、
浴
室

、
食

堂
及
び

機
能

訓
練
室

の
概

要
 

⑤
要

介
護

状
態

区
分

に
応

じ
て

当
該

事
業

者
が

提
供

す
る

標
準

的
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
と

そ
の

料

金
、
そ
の

他
の

費
用
に

つ
い

て
 

⑥
利
用
料

、
そ

の
他
費

用
の

請
求
及

び
支

払
方
法

に
つ

い
て
 

⑦
利
用
者

が
介

護
居
室

又
は

一
時
介

護
室

に
移
る

場
合

の
条
件

及
び

手
続
 

⑧
施
設
の

利
用

に
当
た

っ
て

の
留
意

事
項
 

⑨
契
約
解

除
の

条
件
 

⑩
秘
密
保

持
と

個
人
情

報
の

保
護
（

使
用

同
意
な

ど
）

に
つ
い

て
 

⑪
事
故
発

生
時

の
対
応

（
損

害
賠
償

の
方

法
を
含

む
）
 

⑫
緊
急
時

の
対

応
方
法
 

⑬
高
齢
者

の
虐

待
防
止

に
関

す
る
項

目
 

⑭
苦

情
処

理
の

体
制

及
び

手
順

、
苦

情
相

談
の

窓
口

、
苦

情
・

相
談

の
連

絡
先

（
事

業
者

、
市

町
村

：
利

用
者
の
保

険
者

、
大
阪

府
国

民
健
康

保
険

団
体
連

合
会

な
ど
）
 

 
※
事
業

の
実

施
地
域

の
市

町
村
窓

口
を

把
握
し

て
お

く
こ
と
 

⑯
サ
ー
ビ

ス
内

容
の
見

積
も

り
（
サ

ー
ビ

ス
提
供

内
容

及
び
利

用
者

負
担
額

の
め

や
す
な

ど
）
 

 
＊

確
認

が
で

き
れ

ば
別

途
料

金
表

の
活

用
も

可
 

⑰
事
業
者

、
事

業
所
、

利
用

者
（
場

合
に

よ
り
代

理
人

）
に
よ

る
説

明
確
認

欄
 

 ◎
利

用
料

等
の

明
示

 

 
○

利
用

料
等

の
支

払
い

を
受

け
る

に
あ

た
っ

て
、

あ
ら

か
じ

め
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

に
対

し
て

、
利

用
料

 

等
の

明
細

を
記

載
し

た
重

要
事

項
説

明
書

等
に

よ
り

説
明

を
行

い
、

同
意

を
得

て
交

付
し

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 算

定
を

開
始

し
た

月
以

降
に

お
い

て
、

連
続

す
る

3
月

間
に

緊
急

短
期

入
所

受
入

加
算

の
算

定
実

績

が
無

い
場

合
に

は
、

続
く

3
月

間
は

緊
急

短
期

入
所

体
制

確
保

加
算

及
び

緊
急

短
期

入
所

受
入

加
算

は
算

定
で

き
な

い
。

な
お

、
実

績
に

つ
い

て
は

毎
月

記
録

す
る

も
の

と
し

、
所

定
の

実
績

が
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
直

ち
に

届
け

出
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

②
 

利
用

定
員

の
1
0
0

分
の

5
に

相
当

す
る

空
床

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 

③
 

前
3

月
に

お
け

る
稼

働
率

が
3

月
平

均
で

1
0
0

分
の

9
0

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 ◎
緊

急
短

期
入

所
受

入
加

算
に

つ
い

て
 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

加
算

の
算

定
を

し
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

利
用

者
の

状
態

や
家

族
等

の
事

情
に

よ
り

、
介

護
支

援
専

門
員

が
緊

急
に

利
用

を
必

要
と

認
め

た
者

。
 

②
 

現
に

利
用

定
員

の
1
0
0

分
の

95
に

相
当

す
る

数
の

利
用

者
に

対
応

し
て

い
る

事
業

所
で

、
緊

急
に

利
用

す

る
必

要
が

あ
る

者
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

等
 

（
参

考
：
平

成
2
4

年
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
集

団
指

導
資

料
 

P
.5

0
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  【
 

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
・
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 
】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
従

業
員

の
員

数
 

 
○

介
護

職
員

と
看

護
職

員
が

適
正

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

計
画

作
成

担
当

者
が

適
正

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

<
配

置
基

準
>
 

・
看

護
職

員
と

介
護

職
員

の
合

計
：
常

勤
換

算
方

法
で

要
介

護
者

及
び

要
支

援
２

で
あ

る
利

用
者

の
数

が
、

３
又

は
そ

の
端

数
を

増
す

ご
と

に
１

、
及

び
要

支
援

１
で

あ
る

利
用

者
の

数
が

1
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
以

上
。

 

・
生

活
相

談
員

：
常

勤
換

算
方

法
で

利
用

者
の

数
が

1
0
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
人

以
上

。
 

・
計

画
作

成
担

当
者

：
利

用
者

の
数

が
1
0
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

１
を

標
準

と
す

る
。

 

・
看

護
職

員
：
利

用
者

の
数

が
3
0

を
超

え
な

い
事

業
所

で
は

、
常

勤
換

算
方

法
で

１
以

上
。

 

 
利

用
者

の
数

が
3
0

を
超

す
事

業
所

で
は

、
3
0

を
超

え
て

5
0

又
は

そ
の

端
数

を
増

す
ご

と
に

1
を

加
え

て

得
た

数
以

上
。

 
 

 設
備

に
関

す
る

事
項

 

◎
設

備
及

び
備

品
 

 
○

非
常

口
に

椅
子

等
が

放
置

さ
れ

、
災

害
発

生
時

の
避

難
に

支
障

が
あ

る
状

態
と

な
っ

て
い

る
。

 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
診

療
の

方
針

に
つ

い
て

【
短

期
入

所
療

養
介

護
】
 

 
○

施
設

の
医

師
が

健
康

状
態

を
把

握
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

○
看

護
又

は
医

学
的

管
理

の
下

に
お

け
る

介
護

は
、

利
用

者
の

自
立

の
支

援
と

日
常

生
活

の
充

実
に

資
す

 

る
よ

う
利

用
者

の
病

状
及

び
心

身
の

状
況

に
応

じ
、

適
切

な
技

術
を

も
っ

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
算

定
に

つ
い

て
 

 
○

感
染

症
に

よ
り

、
も

し
く

は
著

し
い

精
神

状
況

に
よ

り
、

従
来

型
個

室
の

利
用

が
必

要
で

あ
る

と
医

師
が

判

断
し

て
い

な
い

利
用

者
に

対
し

、
多

床
室

の
単

位
を

算
定

し
て

い
る

。
 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
に

つ
い

て
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

の
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

※
算

定
要

件
 

①
 

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅰ

）
 

・
 

介
護

職
員

の
総

数
の

う
ち

介
護

福
祉

士
が

5
0
％

以
上

 

②
 

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅱ

）
 

・
 

看
護

・
介

護
職

員
の

総
数

の
う

ち
常

勤
職

員
が

7
5
％

以
上

 

③
 

 
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
（
Ⅲ

）
 

・
 

短
期

入
所

生
活

（
療

養
）
介

護
を

利
用

者
に

直
接

提
供

す
る

職
員

（
生

活
相

談
員

、
看

護
職

員
、

介
護

職
員

又
は

機
能

訓
練

指
導

員
）
の

総
数

の
う

ち
３

年
以

上
の

勤
続

年
数

の
あ

る
者

が
30

％
以

上
 

①
～

③
共

通
で

、
定

員
超

過
利

用
又

は
人

員
基

準
欠

如
中

は
算

定
し

な
い

こ
と

。
 

 ◎
機

能
訓

練
指

導
員

の
加

算
【
短

期
入

所
生

活
介

護
】
に

つ
い

て
 

○
専

ら
当

該
業

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
機

能
訓

練
指

導
員

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

 

   

 ◎
送

迎
加

算
【
短

期
入

所
生

活
介

護
】
に

つ
い

て
 

○
送

迎
加

算
で

、
利

用
者

を
送

迎
し

た
こ

と
の

記
録

内
容

（利
用

者
、

送
迎

者
、

送
迎

先
、

日
時

等
）が

十
分

で
な

い
。

 

 ◎
緊

急
短

期
入

所
体

制
確

保
加

算
【
短

期
入

所
生

活
介

護
】
に

つ
い

て
 

○
所

定
の

実
績

が
な

い
場

合
に

つ
い

て
、

加
算

が
算

定
さ

れ
な

く
な

る
場

合
の

届
出

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

加
算

の
算

定
を

し
て

い
る

。
 

 

(
ポ
イ
ン
ト

)
 

・
併

設
の

通
所

介
護

事
業

所
の

機
能

訓
練

指
導

員
を

兼
務

し
て

い
る

者
は

、
常

勤
の

職
員

で
あ

っ
て

も
 

加
算

の
算

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
。
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認
知

症
の

症
状

が
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

も
含

む
。

 
 

㈡
 

移
動

に
お

い
て

全
介

助
を

必
要

と
し

な
い

者
 

基
本

調
査

２
－

２
「4

.全
介

助
」以

外
 

オ
．

移
動

用
リ

フ
ト

 
(つ

り
具

の
部

分
を

除
く
。

) 

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

㈠
 

日
常

的
に

立
ち

上
が

り
が

困
難

な
者

 
基

本
調

査
１

－
８

「3
.で

き
な

い
」
 

㈡
 

移
乗

が
一

部
介

助
又

は
全

介
助

を
必

要
と

す
る

者
 

基
本

調
査

２
－

１
「
3
.一

部
介

助
」
又

は
「
4
.全

介
助

」
 

㈢
 

生
活

環
境

に
お

い
て

段
差

の
解

消
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者
 

認
定

調
査

結
果

な
し

※
 

カ
．

自
動

排
泄

処
理

装
置

 
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
（
一

） 
排

便
が

全
介

助
を

必
要

と
す

る
者

 
基

本
調

査
２

－
６

 
「4

.全
介

助
」 

（
二

） 
移

乗
が

全
介

助
を

必
要

と
す

る
者

基
本

調
査

２
－

１
「4

.全
介

助
」 

②
 

【
表

】
の

 
ア

㈡
 
及

び
 
オ

㈢
 
（
※

）
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
認

定
調

査
結

果
が

な
い

た
め

、
主

治
の

医
師

か

ら
得

た
情

報
及

び
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

た
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

り
指

定
居

宅
介

護
支

援

事
業

者
が

判
断

す
る

。
 

③
 上

記
の

調
査

票
の

結
果

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
Ⅰ

～
Ⅲ

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

旨
が

医
師

の
医

学
的

な
所

見
に

基
づ

き
判

断
さ

れ
、

か
つ

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

た
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

り
福

祉
用

具
貸

与
が

特
に

必
要

で
あ

る
旨

が
判

断
さ

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
、

市
町

村
が

書
面

等

確
実

な
方

法
に

よ
り

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

要
否

を
判

断
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

Ⅰ
 

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

状
態

が
変

動
し

や
す

く
、

日
に

よ
っ

て
又

は
時

間
帯

に
よ

っ
て

、
 

頻
繁

に
告

示
で

定
め

る
福

祉
用

具
が

必
要

な
状

態
に

該
当

す
る

者
 

Ⅱ
 

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

状
態

が
急

速
に

悪
化

し
、

短
期

間
の

う
ち

に
告

示
で

定
め

る
福

 

祉
用

具
が

必
要

な
状

態
に

な
る

こ
と

が
確

実
に

見
込

ま
れ

る
者

 

Ⅲ
 

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

身
体

へ
の

重
大

な
危

険
性

又
は

症
状

の
重

篤
化

の
回

避
等

医
 

学
的

判
断

か
ら

告
示

で
定

め
る

福
祉

用
具

が
必

要
な

状
態

に
該

当
す

る
と

判
断

で
き

る
者

 

 ＜
参

考
＞

 
介

護
支

援
専

門
員

は
、

当
該

軽
度

者
の

調
査

票
の

写
し

を
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
提

示
す

る

こ
と

に
同

意
を

得
た

上
で

、
市

町
村

よ
り

入
手

し
た

調
査

票
の

写
し

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
が

確
認

で
き

る

文
書

を
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

位
置

づ
け

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
】
 

 
○

（
特

定
）
福

祉
用

具
の

貸
与

・
販

売
に

際
し

て
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

へ
の

位
置

づ
け

が
確

認
さ

れ
て

い
な

い
。

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
当

該
福

祉
用

具
が

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

る
よ

う
、

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
へ

の
情

報
提

供
等

の
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
当

該
福

祉
用

具
貸

与
、

特
定

福
祉

用
具

販
売

が
必

要
な

理
由

が
記

載
さ

れ
る

よ

う
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

を
通

じ
て

、
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

へ
助

言
及

び
情

報
提

供
等

必
要

な
措

置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ◎
福

祉
用

具
貸

与
計

画
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

に
つ

い
て

 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

計
画

・
特

定
福

祉
用

部
販

売
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

計
画

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

を
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
以

外
の

者
が

行

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
事

業
者

は
、

運
営

規
程

の
概

要
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
の

勤
 

務
体

制
、

事
故

発
生

時
の

対
応

、
苦

情
処

理
体

制
等

の
利

用
申

込
者

が
サ

ー
ビ

ス
を

選
択

す
る

た
め

に
必

 

要
な

重
要

事
項

に
つ

い
て

説
明

し
、

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
当

該
事

業
者

は
利

用
者

よ
り

、
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
こ

と
に

つ
い

て
、

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ◎
軽

度
者

へ
の

貸
与

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
】
 

 
○

そ
の

状
態

像
か

ら
見

て
以

下
の

福
祉

用
具

の
使

用
が

想
定

し
に

く
い

軽
度

者
（
要

支
援

１
・
要

支
援

２
及

び

要
介

護
１

、
た

だ
し

自
動

排
泄

処
理

装
置

に
つ

い
て

は
、

要
支

援
１

・
要

支
援

２
及

び
要

介
護

１
、

要
介

護
２

、

要
介

護
３

の
者

を
含

む
。

）
へ

の
貸

与
に

際
し

て
、

①
～

③
の

い
ず

れ
か

の
利

用
者

の
状

態
像

を
確

認
し

た

文
書

の
保

存
が

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
軽

度
者

に
対

し
て

、
対

象
外

種
目

に
係

る
福

祉
用

具
貸

与
を

算
定

す
る

場
合

に
は

、
下

記
の

【
表

】
に

従

い
、

「
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

」
の

イ
へ

の
該

当
性

を
判

断
す

る
た

め
の

基
本

調
査

の
結

果
の

確
認

に

つ
い

て
は

、
次

に
定

め
る

方
法

に
よ

る
。

な
お

、
当

該
確

認
に

用
い

た
文

書
等

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

記
録

と
併

せ
て

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

ア
 

当
該

軽
度

者
の

担
当

で
あ

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

か
ら

当
該

軽
度

者
の

認
定

調
査

票
（
「
要

介
護

認

定
等

基
準

時
間

の
推

計
の

方
法

」
別

表
第

１
）
に

つ
い

て
必

要
な

部
分

(実
施

日
時

、
調

査
対

象
者

等
の

時
点

の
確

認
及

び
本

人
確

認
が

で
き

る
部

分
並

び
に

基
本

調
査

の
回

答
で

当
該

軽
度

者
の

状
態

像
の

確
認

が
必

要
な

部
分

)の
写

し
(以

下
「
調

査
票

の
写

し
｣と

い
う

。
」
)の

内
容

が
確

認
で

き
る

文
書

を
入

手

す
る

こ
と

。
 

イ
 

当
該

軽
度

者
に

担
当

の
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

が
い

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

軽
度

者
の

調

査
票

の
写

し
を

本
人

に
情

報
開

示
さ

せ
、

そ
れ

を
入

手
す

る
こ

と
。

 

【
表

】
 

対
象

外
種

目
 

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

者
の

イ
 

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

者
の

イ
に

該
当

す
る

基
本

調
査

の
結

果
 

ア
．

車
い

す
及

び
 

車
い

す
付

属
品

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
㈠
 

日
常

的
に

歩
行

が
困

難
な

者
 

基
本

調
査

１
－

７
「3

.で
き

な
い

」
 

㈡
 

日
常

生
活

範
囲

に
お

け
る

移
動

の
支

援
が

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者
 

認
定

調
査

結
果

な
し

※
 

イ
．

特
殊

寝
台

及
び

 
特

殊
寝

台
付

属
品

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
㈠

 
日

常
的

に
起

き
あ

が
り

が
困

難
な

者
 

基
本

調
査

１
－

４
 

「3
.で

き
な

い
」
 

㈡
 

日
常

的
に

寝
返

り
が

困
難

な
者

基
本

調
査

１
－

３
「3

.で
き

な
い

」
 

ウ
．

床
ず

れ
防

止
用

具
及

び
体

位
変

換
器

 

日
常

的
に

寝
返

り
が

困
難

な
者

基
本

調
査

１
－

３
「3

.で
き

な
い

」
 

エ
．

認
知

症
老

人
徘

徊
感

知
機

器
 

 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

㈠
 

意
思

の
伝

達
、

介
護

者
へ

の
反

応
、

記
憶

･理
解

の
い

ず
れ

か
に

支
障

が
あ

る
者

基
本

調
査

３
－

１
 

「
1.

調
査

対
象

者
が

意
思

を
他

者
に

伝
達

で
き

る
」
以

外
 

 
 

又
は

 
基

本
調

査
３

－
２

～
基

本
調

査
３

－
７

の
い

ず
れ

か
 

「
2
.で

き
な

い
」 

 
 

又
は

 
基

本
調

査
３

－
８

～
基

本
調

査
４

-1
5

の
い

ず
れ

か
 

「
1
.な

い
」
以

外
 

 そ
の

他
、

主
治

医
意

見
書

に
お

い
て

、

福
祉

用
具

貸
与

・介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

・特
定

福
祉

用
具

販
売

・介
護

予
防

特
定

福
祉

用
具

販
売

】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

に
つ

い
て

 

 
○

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
が

常
勤

換
算

で
２

以
上

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

･ 
福

祉
用

具
貸

与
と

特
定

福
祉

用
具

販
売

を
一

体
的

に
行

う
場

合
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
を

兼
務

す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
訪

問
介

護
事

業
所

の
訪

問
介

護
員

等
を

兼
務

す
る

場
合

は
、

勤
務

表
等

に
よ

り
そ

れ
ぞ

れ
に

従
事

す
る

時
間

を
明

確
に

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

・
 
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

に
、

介
護

福
祉

士
、

義
肢

装
具

士
、

保
健

師
、

看
護

師
、

准
看

護
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
社

会
福

祉
士

又
は

都
道

府
県

知
事

令
第

4
条

第
1

項
が

指
定

し
た

講
習

会

の
課

程
を

修
了

し
た

者
、

若
し

く
は

介
護

職
員

基
礎

研
修

課
程

修
了

者
、

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
養

成
研

修
1

級
課

程
及

び
2

級
課

程
を

修
了

し
た

者
を

常
勤

換
算

方
法

で
2

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
用

具
の

保
管

又
は

消
毒

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
】
 

 
○

用
具

の
保

管
又

は
消

毒
を

委
託

に
よ

り
他

の
事

業
者

に
行

わ
せ

て
い

る
が

、
当

該
事

業
の

実
施

状
況

の

確
認

が
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

委
託

契
約

の
内

容
に

お
い

て
用

具
の

保
管

又
は

消
毒

の
処

理
が

適
切

な
方

法
に

よ
り

行
わ

れ
る

こ
と

を
定

め
て

い
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
当

該
事

業
者

の
業

務
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

定
期

的
に

確
認

し
、

そ
の

結
果

を
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

◎
月

の
途

中
で

利
用

を
開

始
・
終

了
す

る
場

合
の

料
金

の
取

扱
に

つ
い

て
【
福

祉
用

具
貸

与
】
 

 
○

月
の

途
中

で
利

用
を

開
始

・
終

了
す

る
場

合
の

料
金

の
取

扱
に

つ
い

て
、

運
営

規
程

に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 

◎
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

へ
の

情
報

提
供

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
】
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
当

該
福

祉
用

具
が

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

る
よ

う
、

居
宅

介
護

支
援

事
業

者

へ
の

情
報

提
供

等
の

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
福

祉
用

具
貸

与
が

新
規

に
必

要
な

理
由

が
記

載
さ

れ
る

と
と

も
に

、
介

護
支

援
専

門

員
に

よ
り

、
必

要
に

応
じ

て
随

時
そ

の
必

要
性

が
検

討
さ

れ
た

上
で

、
福

祉
用

具
の

適
切

な
選

定
の

た
め

の
助

言
、

情
報

提
供

を
行

う
な

ど
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
福

祉
用

具
貸

与
の

継
続

が
必

要
な

場
合

に
は

、
そ

の
理

由
が

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記

載
さ

れ
る

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 ◎
重

要
事

項
説

明
書

の
作

成
に

つ
い

て
 

○
【
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
】
に

か
か

る
重

要
事

項
説

明
書

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

◎
個

別
機

能
訓

練
加

算
 

 
○

専
ら

機
能

訓
練

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
1

名
以

上
配

置
し

て
い

な
い

。
 

 
○

個
別

機
能

訓
練

を
行

う
場

合
に

、
開

始
時

及
び

そ
の

3
月

ご
と

に
1

回
以

上
利

用
者

に
対

し
て

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
内

容
を

説
明

し
た

こ
と

を
記

録
し

て
い

な
い

。
 

 
○

利
用

者
ご

と
に

個
別

機
能

訓
練

加
算

に
関

す
る

内
容

（
実

施
時

間
・

訓
練

内
容

・
担

当
者

等
）

の
記

録
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

 ◎
医

療
機

関
連

携
加

算
 

 
○

看
護

職
員

が
利

用
者

ご
と

の
健

康
状

態
を

記
録

し
た

も
の

を
、

協
力

医
療

機
関

又
は

利
用

者
の

主
治

医
 

に
対

し
て

、
月

1
回

以
上

面
談

、
文

書
、

F
A

X
、

又
は

電
子

メ
ー

ル
に

よ
り

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
協

力
医

療
機

関
の

医
師

又
は

主
治

医
か

ら
、

署
名

等
に

よ
り

、
情

報
提

供
を

行
っ

た
こ

と
に

対
す

る
受

領
 

の
確

認
を

得
て

い
な

い
。

 

 ◎
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
に

つ
い

て
 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

算
定

を
し

て
い

る
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

指
定

を
受

け
た

日
か

ら
3

年
以

上
経

過
し

て
い

る
こ

と
。

 

②
 入

居
定

員
内

で
、

空
い

て
い

る
居

室
等

（
定

員
1

名
）
を

利
用

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

当
該

サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
入

居
者

の
数

は
、

入
居

定
員

の
1
0
0

分
の

1
0

以
下

で
あ

る
こ

と
。

 

③
 あ

ら
か

じ
め

3
0

日
以

内
の

利
用

期
間

を
定

め
る

こ
と

。
 

④
 特

定
施

設
の

入
居

者
の

数
（
短

期
利

用
者

得
を

除
く
）
が

、
入

居
定

員
の

1
0
0

分
の

8
0

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

⑤
 家

賃
、

敷
金

、
介

護
等

そ
の

他
の

日
常

生
活

上
必

要
な

便
宜

の
供

与
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
費

用

を
除

き
、

権
利

金
そ

の
他

の
金

品
を

受
領

し
な

い
こ

と
。

 

⑥
 介

護
保

険
法

等
に

基
づ

く
勧

告
、

命
令

、
指

示
を

受
け

て
５

年
以

上
の

期
間

が
経

過
し

て
い

る
こ

と
。

 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

集
団

指
導

資
料

 
P

.5
3
 
 
） 

 
  

 
 
 
  

 
等

 
 

 ◎
看

取
り

介
護

加
算

に
つ

い
て

 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

加
算

の
算

定
を

し
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

次
の

い
ず

れ
に

も
適

合
し

て
い

る
利

用
者

 

①
 

医
師

が
一

般
に

認
め

ら
れ

て
い

る
医

学
的

知
見

に
基

づ
き

回
復

の
見

込
み

が
な

い
と

診
断

し
た

者
で

あ
る

こ

と
。

 

②
 

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
等

の
同

意
を

得
て

、
利

用
者

の
介

護
に

係
る

計
画

が
作

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

③
 

医
師

、
看

護
師

、
介

護
職

員
等

が
共

同
し

て
、

利
用

者
の

状
態

又
は

家
族

の
求

め
等

に
応

じ
、

随
時

、
本

人

ま
た

は
そ

の
家

族
へ

の
説

明
を

行
い

、
同

意
を

得
て

介
護

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等
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認
知

症
の

症
状

が
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

も
含

む
。

 
 

㈡
 

移
動

に
お

い
て

全
介

助
を

必
要

と
し

な
い

者
 

基
本

調
査

２
－

２
「4

.全
介

助
」以

外
 

オ
．

移
動

用
リ

フ
ト

 
(つ

り
具

の
部

分
を

除
く
。

) 

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

㈠
 

日
常

的
に

立
ち

上
が

り
が

困
難

な
者

 
基

本
調

査
１

－
８

「3
.で

き
な

い
」
 

㈡
 

移
乗

が
一

部
介

助
又

は
全

介
助

を
必

要
と

す
る

者
 

基
本

調
査

２
－

１
「
3
.一

部
介

助
」
又

は
「
4
.全

介
助

」
 

㈢
 

生
活

環
境

に
お

い
て

段
差

の
解

消
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者
 

認
定

調
査

結
果

な
し

※
 

カ
．

自
動

排
泄

処
理

装
置

 
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

者
（
一

） 
排

便
が

全
介

助
を

必
要

と
す

る
者

 
基

本
調

査
２

－
６

 
「4

.全
介

助
」 

（
二

） 
移

乗
が

全
介

助
を

必
要

と
す

る
者

基
本

調
査

２
－

１
「4

.全
介

助
」 

②
 

【
表

】
の

 
ア

㈡
 
及

び
 
オ

㈢
 
（
※

）
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
認

定
調

査
結

果
が

な
い

た
め

、
主

治
の

医
師

か

ら
得

た
情

報
及

び
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

た
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

り
指

定
居

宅
介

護
支

援

事
業

者
が

判
断

す
る

。
 

③
 上

記
の

調
査

票
の

結
果

に
か

か
わ

ら
ず

、
次

の
Ⅰ

～
Ⅲ

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

旨
が

医
師

の
医

学
的

な
所

見
に

基
づ

き
判

断
さ

れ
、

か
つ

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

た
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

り
福

祉
用

具
貸

与
が

特
に

必
要

で
あ

る
旨

が
判

断
さ

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
、

市
町

村
が

書
面

等

確
実

な
方

法
に

よ
り

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

要
否

を
判

断
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

Ⅰ
 

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

状
態

が
変

動
し

や
す

く
、

日
に

よ
っ

て
又

は
時

間
帯

に
よ

っ
て

、
 

頻
繁

に
告

示
で

定
め

る
福

祉
用

具
が

必
要

な
状

態
に

該
当

す
る

者
 

Ⅱ
 

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

状
態

が
急

速
に

悪
化

し
、

短
期

間
の

う
ち

に
告

示
で

定
め

る
福

 

祉
用

具
が

必
要

な
状

態
に

な
る

こ
と

が
確

実
に

見
込

ま
れ

る
者

 

Ⅲ
 

疾
病

そ
の

他
の

原
因

に
よ

り
、

身
体

へ
の

重
大

な
危

険
性

又
は

症
状

の
重

篤
化

の
回

避
等

医
 

学
的

判
断

か
ら

告
示

で
定

め
る

福
祉

用
具

が
必

要
な

状
態

に
該

当
す

る
と

判
断

で
き

る
者

 

 ＜
参

考
＞

 
介

護
支

援
専

門
員

は
、

当
該

軽
度

者
の

調
査

票
の

写
し

を
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
提

示
す

る

こ
と

に
同

意
を

得
た

上
で

、
市

町
村

よ
り

入
手

し
た

調
査

票
の

写
し

に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
が

確
認

で
き

る

文
書

を
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

位
置

づ
け

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
】
 

 
○

（
特

定
）
福

祉
用

具
の

貸
与

・
販

売
に

際
し

て
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

へ
の

位
置

づ
け

が
確

認
さ

れ
て

い
な

い
。

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
当

該
福

祉
用

具
が

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

る
よ

う
、

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
へ

の
情

報
提

供
等

の
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
当

該
福

祉
用

具
貸

与
、

特
定

福
祉

用
具

販
売

が
必

要
な

理
由

が
記

載
さ

れ
る

よ

う
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

を
通

じ
て

、
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

へ
助

言
及

び
情

報
提

供
等

必
要

な
措

置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 ◎
福

祉
用

具
貸

与
計

画
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

に
つ

い
て

 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

計
画

・
特

定
福

祉
用

部
販

売
計

画
が

作
成

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

計
画

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

を
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
以

外
の

者
が

行

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
事

業
者

は
、

運
営

規
程

の
概

要
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
の

勤
 

務
体

制
、

事
故

発
生

時
の

対
応

、
苦

情
処

理
体

制
等

の
利

用
申

込
者

が
サ

ー
ビ

ス
を

選
択

す
る

た
め

に
必

 

要
な

重
要

事
項

に
つ

い
て

説
明

し
、

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
当

該
事

業
者

は
利

用
者

よ
り

、
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
こ

と
に

つ
い

て
、

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ◎
軽

度
者

へ
の

貸
与

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
】
 

 
○

そ
の

状
態

像
か

ら
見

て
以

下
の

福
祉

用
具

の
使

用
が

想
定

し
に

く
い

軽
度

者
（
要

支
援

１
・
要

支
援

２
及

び

要
介

護
１

、
た

だ
し

自
動

排
泄

処
理

装
置

に
つ

い
て

は
、

要
支

援
１

・
要

支
援

２
及

び
要

介
護

１
、

要
介

護
２

、

要
介

護
３

の
者

を
含

む
。

）
へ

の
貸

与
に

際
し

て
、

①
～

③
の

い
ず

れ
か

の
利

用
者

の
状

態
像

を
確

認
し

た

文
書

の
保

存
が

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
軽

度
者

に
対

し
て

、
対

象
外

種
目

に
係

る
福

祉
用

具
貸

与
を

算
定

す
る

場
合

に
は

、
下

記
の

【
表

】
に

従

い
、

「
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

」
の

イ
へ

の
該

当
性

を
判

断
す

る
た

め
の

基
本

調
査

の
結

果
の

確
認

に

つ
い

て
は

、
次

に
定

め
る

方
法

に
よ

る
。

な
お

、
当

該
確

認
に

用
い

た
文

書
等

に
つ

い
て

は
、

サ
ー

ビ
ス

記
録

と
併

せ
て

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

ア
 

当
該

軽
度

者
の

担
当

で
あ

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

か
ら

当
該

軽
度

者
の

認
定

調
査

票
（
「
要

介
護

認

定
等

基
準

時
間

の
推

計
の

方
法

」
別

表
第

１
）
に

つ
い

て
必

要
な

部
分

(実
施

日
時

、
調

査
対

象
者

等
の

時
点

の
確

認
及

び
本

人
確

認
が

で
き

る
部

分
並

び
に

基
本

調
査

の
回

答
で

当
該

軽
度

者
の

状
態

像
の

確
認

が
必

要
な

部
分

)の
写

し
(以

下
「
調

査
票

の
写

し
｣と

い
う

。
」
)の

内
容

が
確

認
で

き
る

文
書

を
入

手

す
る

こ
と

。
 

イ
 

当
該

軽
度

者
に

担
当

の
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

が
い

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

軽
度

者
の

調

査
票

の
写

し
を

本
人

に
情

報
開

示
さ

せ
、

そ
れ

を
入

手
す

る
こ

と
。

 

【
表

】
 

対
象

外
種

目
 

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

者
の

イ
 

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

者
の

イ
に

該
当

す
る

基
本

調
査

の
結

果
 

ア
．

車
い

す
及

び
 

車
い

す
付

属
品

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
㈠
 

日
常

的
に

歩
行

が
困

難
な

者
 

基
本

調
査

１
－

７
「3

.で
き

な
い

」
 

㈡
 

日
常

生
活

範
囲

に
お

け
る

移
動

の
支

援
が

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者
 

認
定

調
査

結
果

な
し

※
 

イ
．

特
殊

寝
台

及
び

 
特

殊
寝

台
付

属
品

 
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
㈠

 
日

常
的

に
起

き
あ

が
り

が
困

難
な

者
 

基
本

調
査

１
－

４
 

「3
.で

き
な

い
」
 

㈡
 

日
常

的
に

寝
返

り
が

困
難

な
者

基
本

調
査

１
－

３
「3

.で
き

な
い

」
 

ウ
．

床
ず

れ
防

止
用

具
及

び
体

位
変

換
器

 

日
常

的
に

寝
返

り
が

困
難

な
者

基
本

調
査

１
－

３
「3

.で
き

な
い

」
 

エ
．

認
知

症
老

人
徘

徊
感

知
機

器
 

 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
者

㈠
 

意
思

の
伝

達
、

介
護

者
へ

の
反

応
、

記
憶

･理
解

の
い

ず
れ

か
に

支
障

が
あ

る
者

基
本

調
査

３
－

１
 

「
1.

調
査

対
象

者
が

意
思

を
他

者
に

伝
達

で
き

る
」
以

外
 

 
 

又
は

 
基

本
調

査
３

－
２

～
基

本
調

査
３

－
７

の
い

ず
れ

か
 

「
2
.で

き
な

い
」 

 
 

又
は

 
基

本
調

査
３

－
８

～
基

本
調

査
４

-1
5

の
い

ず
れ

か
 

「
1
.な

い
」
以

外
 

 そ
の

他
、

主
治

医
意

見
書

に
お

い
て

、

福
祉

用
具

貸
与

・介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

・特
定

福
祉

用
具

販
売

・介
護

予
防

特
定

福
祉

用
具

販
売

】
 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

に
つ

い
て

 

 
○

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
が

常
勤

換
算

で
２

以
上

配
置

さ
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

･ 
福

祉
用

具
貸

与
と

特
定

福
祉

用
具

販
売

を
一

体
的

に
行

う
場

合
、

福
祉

用
具

専
門

相
談

員
を

兼
務

す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。
た

だ
し

、
訪

問
介

護
事

業
所

の
訪

問
介

護
員

等
を

兼
務

す
る

場
合

は
、

勤
務

表
等

に
よ

り
そ

れ
ぞ

れ
に

従
事

す
る

時
間

を
明

確
に

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

・
 
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
所

に
、

介
護

福
祉

士
、

義
肢

装
具

士
、

保
健

師
、

看
護

師
、

准
看

護
師

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
社

会
福

祉
士

又
は

都
道

府
県

知
事

令
第

4
条

第
1

項
が

指
定

し
た

講
習

会

の
課

程
を

修
了

し
た

者
、

若
し

く
は

介
護

職
員

基
礎

研
修

課
程

修
了

者
、

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
養

成
研

修
1

級
課

程
及

び
2

級
課

程
を

修
了

し
た

者
を

常
勤

換
算

方
法

で
2

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

 ◎
用

具
の

保
管

又
は

消
毒

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
】
 

 
○

用
具

の
保

管
又

は
消

毒
を

委
託

に
よ

り
他

の
事

業
者

に
行

わ
せ

て
い

る
が

、
当

該
事

業
の

実
施

状
況

の

確
認

が
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

委
託

契
約

の
内

容
に

お
い

て
用

具
の

保
管

又
は

消
毒

の
処

理
が

適
切

な
方

法
に

よ
り

行
わ

れ
る

こ
と

を
定

め
て

い
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
当

該
事

業
者

の
業

務
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

定
期

的
に

確
認

し
、

そ
の

結
果

を
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

◎
月

の
途

中
で

利
用

を
開

始
・
終

了
す

る
場

合
の

料
金

の
取

扱
に

つ
い

て
【
福

祉
用

具
貸

与
】
 

 
○

月
の

途
中

で
利

用
を

開
始

・
終

了
す

る
場

合
の

料
金

の
取

扱
に

つ
い

て
、

運
営

規
程

に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

 

◎
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

へ
の

情
報

提
供

に
つ

い
て

【
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
】
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
当

該
福

祉
用

具
が

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

る
よ

う
、

居
宅

介
護

支
援

事
業

者

へ
の

情
報

提
供

等
の

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
福

祉
用

具
貸

与
が

新
規

に
必

要
な

理
由

が
記

載
さ

れ
る

と
と

も
に

、
介

護
支

援
専

門

員
に

よ
り

、
必

要
に

応
じ

て
随

時
そ

の
必

要
性

が
検

討
さ

れ
た

上
で

、
福

祉
用

具
の

適
切

な
選

定
の

た
め

の
助

言
、

情
報

提
供

を
行

う
な

ど
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
福

祉
用

具
貸

与
の

継
続

が
必

要
な

場
合

に
は

、
そ

の
理

由
が

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記

載
さ

れ
る

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 ◎
重

要
事

項
説

明
書

の
作

成
に

つ
い

て
 

○
【
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
】
に

か
か

る
重

要
事

項
説

明
書

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

◎
個

別
機

能
訓

練
加

算
 

 
○

専
ら

機
能

訓
練

の
職

務
に

従
事

す
る

理
学

療
法

士
等

を
1

名
以

上
配

置
し

て
い

な
い

。
 

 
○

個
別

機
能

訓
練

を
行

う
場

合
に

、
開

始
時

及
び

そ
の

3
月

ご
と

に
1

回
以

上
利

用
者

に
対

し
て

個
別

機
能

訓
練

計
画

の
内

容
を

説
明

し
た

こ
と

を
記

録
し

て
い

な
い

。
 

 
○

利
用

者
ご

と
に

個
別

機
能

訓
練

加
算

に
関

す
る

内
容

（
実

施
時

間
・

訓
練

内
容

・
担

当
者

等
）

の
記

録
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

 ◎
医

療
機

関
連

携
加

算
 

 
○

看
護

職
員

が
利

用
者

ご
と

の
健

康
状

態
を

記
録

し
た

も
の

を
、

協
力

医
療

機
関

又
は

利
用

者
の

主
治

医
 

に
対

し
て

、
月

1
回

以
上

面
談

、
文

書
、

F
A

X
、

又
は

電
子

メ
ー

ル
に

よ
り

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

○
協

力
医

療
機

関
の

医
師

又
は

主
治

医
か

ら
、

署
名

等
に

よ
り

、
情

報
提

供
を

行
っ

た
こ

と
に

対
す

る
受

領
 

の
確

認
を

得
て

い
な

い
。

 

 ◎
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
に

つ
い

て
 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

算
定

を
し

て
い

る
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 

指
定

を
受

け
た

日
か

ら
3

年
以

上
経

過
し

て
い

る
こ

と
。

 

②
 入

居
定

員
内

で
、

空
い

て
い

る
居

室
等

（
定

員
1

名
）
を

利
用

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

当
該

サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
入

居
者

の
数

は
、

入
居

定
員

の
1
0
0

分
の

1
0

以
下

で
あ

る
こ

と
。

 

③
 あ

ら
か

じ
め

3
0

日
以

内
の

利
用

期
間

を
定

め
る

こ
と

。
 

④
 特

定
施

設
の

入
居

者
の

数
（
短

期
利

用
者

得
を

除
く
）
が

、
入

居
定

員
の

1
0
0

分
の

8
0

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

⑤
 家

賃
、

敷
金

、
介

護
等

そ
の

他
の

日
常

生
活

上
必

要
な

便
宜

の
供

与
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
費

用

を
除

き
、

権
利

金
そ

の
他

の
金

品
を

受
領

し
な

い
こ

と
。

 

⑥
 介

護
保

険
法

等
に

基
づ

く
勧

告
、

命
令

、
指

示
を

受
け

て
５

年
以

上
の

期
間

が
経

過
し

て
い

る
こ

と
。

 

（
参

考
：
平

成
２

４
年

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

集
団

指
導

資
料

 
P

.5
3
 
 
） 

 
  

 
 
 
  

 
等

 
 

 ◎
看

取
り

介
護

加
算

に
つ

い
て

 

○
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

加
算

の
算

定
を

し
て

い
る

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

次
の

い
ず

れ
に

も
適

合
し

て
い

る
利

用
者

 

①
 

医
師

が
一

般
に

認
め

ら
れ

て
い

る
医

学
的

知
見

に
基

づ
き

回
復

の
見

込
み

が
な

い
と

診
断

し
た

者
で

あ
る

こ

と
。

 

②
 

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
等

の
同

意
を

得
て

、
利

用
者

の
介

護
に

係
る

計
画

が
作

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

③
 

医
師

、
看

護
師

、
介

護
職

員
等

が
共

同
し

て
、

利
用

者
の

状
態

又
は

家
族

の
求

め
等

に
応

じ
、

随
時

、
本

人

ま
た

は
そ

の
家

族
へ

の
説

明
を

行
い

、
同

意
を

得
て

介
護

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等
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◎
認

定
更

新
時

等
の

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
（
や

む
を

得
な

い
場

合
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
）
が

、
更

新
認

定
時

や
区

分
変

更
認

定
時

に
行

わ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
計

画
の

変
更

の
必

要
性

の
意

見
を

求
め

た
結

果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 ◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

交
付

 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

が
利

用
者

及
び

利
用

者
が

利
用

す
る

、
す

べ
て

の
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
交

付
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

同
一

法
人

で
同

じ
場

所
に

併
設

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
担

当
者

へ
の

交
付

を
省

略
し

て
い

る
。

 

 

◎
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

 
○

少
な

く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
当

た
っ

て
、

少
な

く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
い

な
い

。
 

 
○

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
記

録
に

不
備

が
あ

る
。

 

・
利

用
者

の
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

捉
え

ら
れ

て
い

な
い

。
 

・
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

変
更

す
る

に
至

っ
た

経
過

や
原

因
等

が
明

ら
か

に
さ

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

お
い

て
は

、
利

用
者

の
有

す
る

解
決

す
べ

き
課

題
に

即
し

た
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
組

み
合

わ
せ

て
利

用
者

に
提

供
し

続
け

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

・
 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

作
成

後
も

、
少

な
く
と

も
１

月
に

１
回

は
利

用
者

の
居

宅

で
面

接
を

行
い

、
利

用
者

の
解

決
す

べ
き

課
題

に
変

化
が

な
い

か
ど

う
か

を
把

握
し

、
解

決
す

べ
き

課
題

の

変
化

が
認

め
ら

れ
る

場
合

、
必

要
に

応
じ

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

等
が

必
要

と
な

る
。

 

こ
の

た
め

、
基

準
で

定
め

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
は

、
①

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

意
向

・
満

足
度

等
、

②
援

助

目
標

の
達

成
度

、
③

事
業

者
と

の
調

整
内

容
、

④
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
必

要
性

等
に

つ
い

て
の

結
果

記
録

が
必

要
で

あ
り

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
具

体
的

な
記

述
が

な
い

状
況

で
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画

の
変

更
の

必
要

性
が

不
明

な
た

め
、

不
十

分
で

あ
る

。
ま

た
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

な
い

場
合

に
お

い

て
も

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
で

定
め

た
援

助
目

標
が

達
成

さ
れ

て
い

る
か

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

は
適

切
で

あ

る
か

等
を

検
証

し
た

結
果

の
記

録
が

必
要

で
あ

る
。

 

 

 

◎
総

合
的

な
計

画
の

作
成

 

 
○

保
健

医
療

福
祉

サ
ー

ビ
ス

及
び

家
族

や
地

域
等

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
支

援
を

含
め

た
、

総
合

的
な

計
画

と
な

っ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
お

い
て

は
、

家
族

や
親

族
等

に
よ

る
介

護
、

保
健

所
又

は
保

健
セ

ン
タ

ー
な

ど
に

よ
る

保
健

指
導

、
配

食
サ

ー
ビ

ス
な

ど
の

市
町

村
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
な

ど
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

、
近

隣
住

民
や

民

生
委

員
な

ど
に

よ
る

見
守

り
の

状
況

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

に
よ

る
施

設
職

員
の

見
守

り
な

ど
、

利
用

者

の
支

援
に

か
か

わ
る

様
々

な
機

関
や

個
人

と
の

連
携

が
必

要
で

あ
り

、
こ

れ
ら

の
情

報
を

総
合

的
に

把
握

し
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
る

必
要

が
あ

る
。

 

 

段
差

を
は

じ
め

と
す

る
生

活
環

境
な

ど
も

踏
ま

え
て

行
う

こ
と

か
ら

、
居

宅
を

訪
問

し
、

利
用

者
及

び
そ

の

家
族

に
面

接
す

る
こ

と
が

原
則

と
し

て
必

要
で

あ
る

。
 

 

◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

 
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

書
（
第

1
表

）
に

つ
い

て
 

 
 

 
・
通

院
等

乗
降

介
助

の
算

定
理

由
が

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

・
生

活
援

助
中

心
型

の
算

定
理

由
が

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

(第
2

表
)に

つ
い

て
 

・
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が
具

体
的

に
捉

え
ら

れ
て

い
な

い
。

 

・
長

期
、

短
期

目
標

が
設

定
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

・
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

・
各

種
加

算
の

必
要

性
が

位
置

付
け

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

 
 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

標
準

様
式

で
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

○
利

用
者

の
日

常
生

活
全

般
を

支
援

す
る

観
点

か
ら

保
険

外
サ

ー
ビ

ス
（
医

療
、

配
食

サ
ー

ビ
ス

等
）
に

つ

い
て

も
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

づ
け

る
こ

と
。

 

 
 

○
院

内
介

助
の

必
要

性
が

確
認

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

院
内

介
助

を
位

置
づ

け
る

場
合

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
、

 

①
 

適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

基
づ

く
利

用
者

の
心

身
の

状
況

か
ら

院
内

介
助

が
必

要
な

理
由

 

②
 

必
要

と
考

え
ら

れ
る

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

（
例

え
ば

、
院

内
で

の
移

動
時

に
転

倒
し

な
い

よ
う

に
側

に
つ

い
て

歩
く
（
介

護
は

必
要

時
だ

け
で

事
故

が
な

い
よ

う
に

見
守

る
）
場

合
や

、
他

科
受

診
の

た
め

の

移
動

時
に

車
い

す
の

介
助

）
 

③
 

介
護

支
援

専
門

員
に

よ
っ

て
、

院
内

介
助

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
医

療
機

関
等

の
ス

タ
ッ

フ
に

よ
り

対
応

す
べ

き
で

あ
る

が
、

当
該

医
療

機
関

等
に

お
い

て
は

、
当

該
医

療
機

関
等

の
ス

タ
ッ

フ
に

よ
る

病

院
内

の
介

助
が

得
ら

れ
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
経

緯
（
何

時
、

誰
に

、
確

認
し

た
内

容
）
 

を
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

参
考

：
介

護
報

酬
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
に

つ
い

て
（
平

成
１

５
年

５
月

３
０

日
）
厚

生
労

働
省

 
訪

問
介

護
Q

5
 

介
護

保
険

最
新

情
報

V
o
l.１

４
９

（
平

成
２

２
年

４
月

２
８

日
）
 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
 

 
○

利
用

者
が

利
用

す
る

全
て

の
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

を
召

集
し

て
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

し
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
か

ら
の

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

て
い

な
い

。
（
た

だ
し

、
や

む
を

得
な

い
事

情
の

あ
る

場
合

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
対

す
る

意
見

照
会

に
よ

り
意

見
を

求
め

る
こ

と
が

出
来

る
。

）
ま

た
、

そ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

各
種

個
別

加
算

の
必

要
性

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
開

始
又

は
サ

ー
ビ

ス
継

続
時

に
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

で
の

検
討

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
、

そ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

【
 

居
宅

介
護

支
援

 
】
 

 基
本

方
針

 

◎
事

業
所

の
公

正
中

立
性

の
確

保
 

 

 
○

重
要

事
項

説
明

書
に

法
人

の
経

営
す

る
他

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

内
容

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 
○

利
用

者
へ

の
公

正
な

情
報

提
供

が
不

十
分

で
あ

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は

、
利

用
者

自
身

に
よ

る
自

由
な

サ
ー

ビ
ス

選
択

の
幅

を
広

げ
る

た
め

、
当

該

利
用

者
が

居
住

す
る

地
域

の
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

関
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
料

等
の

情
報

を
適

正
に

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
提

供
す

る
も

の
と

し
、

情
報

提
供

等
の

資
料

や
手

段
等

を

整
備

し
て

お
く
こ

と
。

 

（
例

）
 

・
 

通
常

の
事

業
実

施
地

域
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
一

覧
等

を
配

布
、

教
示

 

・
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
結

果
を

活
用

 

・
 

他
事

業
所

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

を
提

示
、

配
布

 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
支

援
専

門
員

の
配

置
基

準
 

○
管

理
者

が
介

護
支

援
専

門
員

の
資

格
を

有
し

て
い

な
い

、
ま

た
は

介
護

支
援

専
門

員
の

有
効

期
限

が
切

 

れ
て

い
る

。
 

○
介

護
支

援
専

門
員

の
員

数
が

３
５

：
１

の
基

準
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
支

援
専

門
員

の
担

当
 

 

 
○

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
主

要
な

業
務

（
課

題
分

析
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

の
開

催
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

及
び

評
価

等
（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）
）
を

介
護

支
援

専
門

員
以

外
の

者
が

行
っ

て
い

る
。

 

 ◎
課

題
分

析
の

実
施

 
 

 
○

課
題

分
析

に
不

備
が

あ
る

。
 

・
標

準
項

目
す

べ
て

に
つ

い
て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
な

い
。

 

・
適

切
に

ア
セ

ス
メ

ン
ト

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

・
認

定
調

査
票

に
よ

り
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

代
え

て
い

る
。

 

 
○

標
準

課
題

分
析

項
目

に
よ

ら
な

い
方

法
に

よ
り

課
題

分
析

を
実

施
し

て
い

る
。

 

 
○

居
宅

を
訪

問
、

利
用

者
に

面
接

し
て

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
時

・
更

新
認

定
時

に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
、

も
し

く
は

記
録

が
無

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
居

宅
（
現

に
居

住
し

て
い

る
場

所
で

あ
っ

て
、

家
族

や
親

戚
等

の

居
宅

で
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

居
宅

）
に

お
け

る
住

居
環

境
、

地
理

的
状

況
、

っ
て

い
る

。
 

 
○

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

内
容

及
び

費
用

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

家
族

に
説

明
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
○

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

内
容

及
び

費
用

に
つ

い
て

、
利

用
者

の
同

意
を

得
て

い
な

い
。

 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

計
画

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
て

い
な

い
。

 

○
福

祉
用

具
貸

与
計

画
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

後
、

必
要

に
応

じ
て

計
画

の
変

更
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、

利
用

者
の

希
望

、
心

身
の

状
況

及
び

そ
の

お
か

れ
て

い
る

環
境

を
踏

ま

え
、

サ
ー

ビ
ス

の
目

標
及

び
そ

の
達

成
す

る
た

め
の

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
等

を
記

載
し

た
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
を

作
成

す
る

。
 

②
 福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、

福
祉

用
具

貸
与

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

③
 福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、

福
祉

用
具

貸
与

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

④
 計

画
作

成
担

当
者

は
、

福
祉

用
具

貸
与

計
画

の
作

成
後

、
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
い

、
必

要

に
応

じ
て

計
画

の
変

更
を

行
う

。
計

画
変

更
の

場
合

は
①

か
ら

③
ま

で
の

作
業

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
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◎
認

定
更

新
時

等
の

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
 

 
○

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
（
や

む
を

得
な

い
場

合
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
）
が

、
更

新
認

定
時

や
区

分
変

更
認

定
時

に
行

わ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
計

画
の

変
更

の
必

要
性

の
意

見
を

求
め

た
結

果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 ◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

交
付

 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

が
利

用
者

及
び

利
用

者
が

利
用

す
る

、
す

べ
て

の
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
交

付
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

同
一

法
人

で
同

じ
場

所
に

併
設

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
担

当
者

へ
の

交
付

を
省

略
し

て
い

る
。

 

 

◎
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

 
○

少
な

く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
当

た
っ

て
、

少
な

く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
い

な
い

。
 

 
○

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
記

録
に

不
備

が
あ

る
。

 

・
利

用
者

の
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

捉
え

ら
れ

て
い

な
い

。
 

・
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

変
更

す
る

に
至

っ
た

経
過

や
原

因
等

が
明

ら
か

に
さ

れ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 
指

定
居

宅
介

護
支

援
に

お
い

て
は

、
利

用
者

の
有

す
る

解
決

す
べ

き
課

題
に

即
し

た
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

を
組

み
合

わ
せ

て
利

用
者

に
提

供
し

続
け

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

・
 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

当
た

っ
て

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

作
成

後
も

、
少

な
く
と

も
１

月
に

１
回

は
利

用
者

の
居

宅

で
面

接
を

行
い

、
利

用
者

の
解

決
す

べ
き

課
題

に
変

化
が

な
い

か
ど

う
か

を
把

握
し

、
解

決
す

べ
き

課
題

の

変
化

が
認

め
ら

れ
る

場
合

、
必

要
に

応
じ

て
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

等
が

必
要

と
な

る
。

 

こ
の

た
め

、
基

準
で

定
め

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
は

、
①

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
の

意
向

・
満

足
度

等
、

②
援

助

目
標

の
達

成
度

、
③

事
業

者
と

の
調

整
内

容
、

④
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

の
必

要
性

等
に

つ
い

て
の

結
果

記
録

が
必

要
で

あ
り

、
こ

れ
ら

に
つ

い
て

の
具

体
的

な
記

述
が

な
い

状
況

で
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画

の
変

更
の

必
要

性
が

不
明

な
た

め
、

不
十

分
で

あ
る

。
ま

た
解

決
す

べ
き

課
題

の
変

化
が

な
い

場
合

に
お

い

て
も

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
で

定
め

た
援

助
目

標
が

達
成

さ
れ

て
い

る
か

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

は
適

切
で

あ

る
か

等
を

検
証

し
た

結
果

の
記

録
が

必
要

で
あ

る
。

 

 

 

◎
総

合
的

な
計

画
の

作
成

 

 
○

保
健

医
療

福
祉

サ
ー

ビ
ス

及
び

家
族

や
地

域
等

、
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
支

援
を

含
め

た
、

総
合

的
な

計
画

と
な

っ
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 
適

切
な

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
お

い
て

は
、

家
族

や
親

族
等

に
よ

る
介

護
、

保
健

所
又

は
保

健
セ

ン
タ

ー
な

ど
に

よ
る

保
健

指
導

、
配

食
サ

ー
ビ

ス
な

ど
の

市
町

村
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
な

ど
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

、
近

隣
住

民
や

民

生
委

員
な

ど
に

よ
る

見
守

り
の

状
況

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

に
よ

る
施

設
職

員
の

見
守

り
な

ど
、

利
用

者

の
支

援
に

か
か

わ
る

様
々

な
機

関
や

個
人

と
の

連
携

が
必

要
で

あ
り

、
こ

れ
ら

の
情

報
を

総
合

的
に

把
握

し
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
位

置
付

け
る

必
要

が
あ

る
。

 

 

段
差

を
は

じ
め

と
す

る
生

活
環

境
な

ど
も

踏
ま

え
て

行
う

こ
と

か
ら

、
居

宅
を

訪
問

し
、

利
用

者
及

び
そ

の

家
族

に
面

接
す

る
こ

と
が

原
則

と
し

て
必

要
で

あ
る

。
 

 

◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

 
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

書
（
第

1
表

）
に

つ
い

て
 

 
 

 
・
通

院
等

乗
降

介
助

の
算

定
理

由
が

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

・
生

活
援

助
中

心
型

の
算

定
理

由
が

明
確

に
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

(第
2

表
)に

つ
い

て
 

・
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

が
具

体
的

に
捉

え
ら

れ
て

い
な

い
。

 

・
長

期
、

短
期

目
標

が
設

定
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

・
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

必
要

な
理

由
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

・
各

種
加

算
の

必
要

性
が

位
置

付
け

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

 
 

○
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
が

標
準

様
式

で
作

成
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
 

○
利

用
者

の
日

常
生

活
全

般
を

支
援

す
る

観
点

か
ら

保
険

外
サ

ー
ビ

ス
（
医

療
、

配
食

サ
ー

ビ
ス

等
）
に

つ

い
て

も
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

位
置

づ
け

る
こ

と
。

 

 
 

○
院

内
介

助
の

必
要

性
が

確
認

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

院
内

介
助

を
位

置
づ

け
る

場
合

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
、

 

①
 

適
切

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

基
づ

く
利

用
者

の
心

身
の

状
況

か
ら

院
内

介
助

が
必

要
な

理
由

 

②
 

必
要

と
考

え
ら

れ
る

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

内
容

（
例

え
ば

、
院

内
で

の
移

動
時

に
転

倒
し

な
い

よ
う

に
側

に
つ

い
て

歩
く
（
介

護
は

必
要

時
だ

け
で

事
故

が
な

い
よ

う
に

見
守

る
）
場

合
や

、
他

科
受

診
の

た
め

の

移
動

時
に

車
い

す
の

介
助

）
 

③
 

介
護

支
援

専
門

員
に

よ
っ

て
、

院
内

介
助

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
医

療
機

関
等

の
ス

タ
ッ

フ
に

よ
り

対
応

す
べ

き
で

あ
る

が
、

当
該

医
療

機
関

等
に

お
い

て
は

、
当

該
医

療
機

関
等

の
ス

タ
ッ

フ
に

よ
る

病

院
内

の
介

助
が

得
ら

れ
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
経

緯
（
何

時
、

誰
に

、
確

認
し

た
内

容
）
 

を
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

参
考

：
介

護
報

酬
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
に

つ
い

て
（
平

成
１

５
年

５
月

３
０

日
）
厚

生
労

働
省

 
訪

問
介

護
Q

5
 

介
護

保
険

最
新

情
報

V
o
l.１

４
９

（
平

成
２

２
年

４
月

２
８

日
）
 

 ◎
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
 

 
○

利
用

者
が

利
用

す
る

全
て

の
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

を
召

集
し

て
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

し
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
か

ら
の

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

て
い

な
い

。
（
た

だ
し

、
や

む
を

得
な

い
事

情
の

あ
る

場
合

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
対

す
る

意
見

照
会

に
よ

り
意

見
を

求
め

る
こ

と
が

出
来

る
。

）
ま

た
、

そ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 
○

各
種

個
別

加
算

の
必

要
性

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
開

始
又

は
サ

ー
ビ

ス
継

続
時

に
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

で
の

検
討

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
、

そ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

【
 

居
宅

介
護

支
援

 
】
 

 基
本

方
針

 

◎
事

業
所

の
公

正
中

立
性

の
確

保
 

 

 
○

重
要

事
項

説
明

書
に

法
人

の
経

営
す

る
他

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

内
容

が
記

載
さ

れ
て

い
る

。
 

 
○

利
用

者
へ

の
公

正
な

情
報

提
供

が
不

十
分

で
あ

る
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は

、
利

用
者

自
身

に
よ

る
自

由
な

サ
ー

ビ
ス

選
択

の
幅

を
広

げ
る

た
め

、
当

該

利
用

者
が

居
住

す
る

地
域

の
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
に

関
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

、
利

用
料

等
の

情
報

を
適

正
に

利
用

者
又

は
そ

の
家

族
に

対
し

て
提

供
す

る
も

の
と

し
、

情
報

提
供

等
の

資
料

や
手

段
等

を

整
備

し
て

お
く
こ

と
。

 

（
例

）
 

・
 

通
常

の
事

業
実

施
地

域
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
一

覧
等

を
配

布
、

教
示

 

・
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

情
報

の
公

表
結

果
を

活
用

 

・
 

他
事

業
所

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

を
提

示
、

配
布

 

 人
員

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
支

援
専

門
員

の
配

置
基

準
 

○
管

理
者

が
介

護
支

援
専

門
員

の
資

格
を

有
し

て
い

な
い

、
ま

た
は

介
護

支
援

専
門

員
の

有
効

期
限

が
切

 

れ
て

い
る

。
 

○
介

護
支

援
専

門
員

の
員

数
が

３
５

：
１

の
基

準
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 運
営

に
関

す
る

事
項

 

◎
介

護
支

援
専

門
員

の
担

当
 

 

 
○

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
主

要
な

業
務

（
課

題
分

析
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
作

成
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

の
開

催
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
実

施
状

況
の

把
握

及
び

評
価

等
（
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
）
）
を

介
護

支
援

専
門

員
以

外
の

者
が

行
っ

て
い

る
。

 

 ◎
課

題
分

析
の

実
施

 
 

 
○

課
題

分
析

に
不

備
が

あ
る

。
 

・
標

準
項

目
す

べ
て

に
つ

い
て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
て

い
な

い
。

 

・
適

切
に

ア
セ

ス
メ

ン
ト

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

・
認

定
調

査
票

に
よ

り
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

代
え

て
い

る
。

 

 
○

標
準

課
題

分
析

項
目

に
よ

ら
な

い
方

法
に

よ
り

課
題

分
析

を
実

施
し

て
い

る
。

 

 
○

居
宅

を
訪

問
、

利
用

者
に

面
接

し
て

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
時

・
更

新
認

定
時

に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
、

も
し

く
は

記
録

が
無

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

つ
い

て
は

、
利

用
者

の
居

宅
（
現

に
居

住
し

て
い

る
場

所
で

あ
っ

て
、

家
族

や
親

戚
等

の

居
宅

で
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

居
宅

）
に

お
け

る
住

居
環

境
、

地
理

的
状

況
、

っ
て

い
る

。
 

 
○

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

内
容

及
び

費
用

に
つ

い
て

、
利

用
者

又
は

家
族

に
説

明
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
○

提
供

す
る

サ
ー

ビ
ス

内
容

及
び

費
用

に
つ

い
て

、
利

用
者

の
同

意
を

得
て

い
な

い
。

 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

計
画

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
て

い
な

い
。

 

○
福

祉
用

具
貸

与
計

画
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

後
、

必
要

に
応

じ
て

計
画

の
変

更
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

①
 福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、

利
用

者
の

希
望

、
心

身
の

状
況

及
び

そ
の

お
か

れ
て

い
る

環
境

を
踏

ま

え
、

サ
ー

ビ
ス

の
目

標
及

び
そ

の
達

成
す

る
た

め
の

具
体

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
等

を
記

載
し

た
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
を

作
成

す
る

。
 

②
 福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、

福
祉

用
具

貸
与

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
利

用
者

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

③
 福

祉
用

具
専

門
相

談
員

は
、

福
祉

用
具

貸
与

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
計

画
を

作
成

し
た

際
に

は
、

計

画
を

利
用

者
に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

④
 計

画
作

成
担

当
者

は
、

福
祉

用
具

貸
与

計
画

の
作

成
後

、
計

画
の

実
施

状
況

の
把

握
を

行
い

、
必

要

に
応

じ
て

計
画

の
変

更
を

行
う

。
計

画
変

更
の

場
合

は
①

か
ら

③
ま

で
の

作
業

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
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○
特

定
事

業
所

加
算

〔
（
Ⅰ

）
、

（
Ⅱ

）
〕
に

係
る

基
準

の
遵

守
状

況
に

関
す

る
記

録
が

作
成

さ
れ

て
い

な
か

っ

た
。

 

 ◎
独

居
高

齢
者

加
算

 

 
○

利
用

者
が

単
身

で
居

住
し

て
い

る
旨

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
が

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
に

記
録

さ
れ

て
い

 

な
い

。
 

 ◎
取

扱
件

数
に

よ
る

基
本

単
位

 

○
利

用
者

が
介

護
支

援
専

門
員

一
人

当
た

り
4
0

件
以

上
の

場
合

に
お

け
る

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅰ

)(
Ⅱ

)(
Ⅲ

)

の
割

り
当

て
が

把
握

で
き

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

【
具

体
例

1
】
 

取
扱

件
数

8
0

件
で

常
勤

換
算

方
法

で
1
.5

人
の

介
護

支
援

専
門

員
が

い
る

場
合

 

①
4
0

件
×

1
.5

人
＝

6
0

人
 

②
6
0

人
－

1
人

＝
5
9

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

1
件

目
か

ら
5
9

件
目

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅰ

)を
算

定
し

、
6
0

件
目

か
ら

8
0

件
目

に
つ

い

て
は

、
居

宅
介

護
支

援
費

(Ⅱ
)を

算
定

す
る

。
 

【
具

体
例

2
】
 

取
扱

件
数

1
6
0

人
で

常
勤

換
算

方
法

で
2
.5

人
介

護
支

援
専

門
員

が
い

る
場

合
 

①
4
0

件
×

2
.5

人
＝

1
0
0

人
 

②
1
0
0

人
－

1
人

＝
9
9

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

1
件

目
か

ら
9
9

件
目

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅰ

)を
算

定
す

る
。

 

③
6
0

件
×

2
.5

＝
1
5
0

人
 

④
1
5
0

人
－

1
人

＝
1
4
9

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

1
0
0

件
目

か
ら

1
4
9

件
目

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅱ

)を
算

定
し

、
1
5
0

件
目

か
ら

1
6
0

件
目

ま

で
は

、
居

宅
介

護
支

援
費

(Ⅲ
)を

算
定

す
る

。
 

  （
ポ

イ
ン

ト
）
 

本
加

算
を

取
得

し
た

特
定

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
毎

月
末

ま
で

に
、

基
準

の
遵

守
状

況
に

関
す

る
所

定
の

記
録

を
作

成
し

、
２

年
間

保
存

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
知

事
等

か
ら

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

者
か

ら
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
、

単
身

で
居

住
し

て
い

る
旨

の
申

立
て

が
あ

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、

介
護

支
援

専
門

員
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
よ

り
利

用
者

が
単

身
で

居
住

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

算
定

で
き

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

介
護

支
援

専
門

員
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
結

果
に

つ
い

て
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画

等
に

記
載

す
る

。
ま

た
、

少
な

く
と

も
月

に
１

回
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

が
単

身
で

居
住

し
て

い

る
旨

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

◎
運

営
基

準
減

算
 

 
○

減
算

事
由

に
該

当
し

て
い

る
が

、
所

定
単

位
の

1
0
0

分
の

5
0

に
相

当
す

る
単

位
数

で
算

定
し

て
い

な
い

。
 

・
ア

セ
ス

メ
ン

ト
時

に
居

宅
を

訪
問

し
、

利
用

者
及

び
家

族
に

面
接

し
て

い
な

い
。

 

・
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

新
規

作
成

及
び

変
更

作
成

時
に

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
等

に
よ

り
、

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

て
い

な
い

。
 

・
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

利
用

者
及

び
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
交

付
し

て
い

な
い

。
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

お
い

て
、

少
な

く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
利

用
者

に
面

接
し

て

い
な

い
。

 

・
少

な
く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

・
更

新
認

定
・
区

分
変

更
を

受
け

た
利

用
者

に
対

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
又

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
対

す
る

意
見

照
会

に
よ

り
、

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

て
い

な
い

。
 

○
運

営
基

準
減

算
に

該
当

す
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

初
回

加
算

を
算

定
し

て
い

る
。

 

○
運

営
基

準
減

算
が

2
月

以
上

継
続

し
て

い
る

場
合

は
所

定
単

位
数

を
算

定
で

き
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
 

 
 

算
定

し
て

い
る

 

 ◎
特

定
事

業
所

加
算

 

○
必

要
な

常
勤

か
つ

専
従

の
主

任
介

護
支

援
専

門
員

、
介

護
支

援
専

門
員

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
運

営
基

準
減

算
に

よ
り

居
宅

介
護

支
援

費
を

減
算

し
て

請
求

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
に

も
関

わ
ら

ず
、

 
減

 

算
を

行
わ

ず
に

、
併

せ
て

所
定

単
位

数
に

特
定

事
業

所
加

算
〔
（
Ⅰ

）
、

（
Ⅱ

）
〕
を

請
求

し
て

い
る

。
 

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

イ
）
特

定
事

業
所

加
算

Ⅰ
…

1
～

1
0

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

1
.専

ら
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

に
当

た
る

常
勤

の
主

任
介

護
支

援
専

門
員

を
配

置
し

て
い

る
。

 

2
.専

ら
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

に
当

た
る

常
勤

の
介

護
支

援
専

門
員

を
3

名
以

上
配

置
し

て
い

る
。

 

3
.利

用
者

に
関

す
る

情
報

又
は

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

る
留

意
事

項
に

係
る

伝
達

等
を

目
的

と
し

た
会

議
を

定
期

的
に

開
催

し
て

い
る

。
 

4
.2

4
時

間
連

絡
体

制
を

確
保

し
、

か
つ

必
要

に
応

じ
利

用
者

の
相

談
に

応
じ

る
体

制
を

確
保

し
て

い
る

.。
 

5
.利

用
者

の
総

数
の

う
ち

、
要

介
護

状
態

区
分

が
要

介
護

3
、

要
介

護
4

及
び

要
介

護
5

で
あ

る
者

の
占

め
る

割

合
が

1
0
0

分
の

5
0

以
上

で
あ

る
。

 

6
.事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
、

計
画

的
に

研
修

を
実

施
し

て
い

る
。

 

7
.地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
か

ら
支

援
困

難
事

例
を

紹
介

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
居

宅
介

護
支

援
を

提
供

し

て
い

る
。

 

8
.地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
等

が
実

施
す

る
事

例
検

討
会

等
に

参
加

し
て

い
る

。
 

9
.居

宅
介

護
支

援
費

に
係

る
運

営
基

準
減

算
又

は
特

定
事

業
所

集
中

減
算

の
適

用
を

受
け

て
い

な
い

。
 

1
0
.事

業
所

の
利

用
者

数
が

事
業

所
の

介
護

支
援

専
門

員
１

人
当

た
り

4
0

名
未

満
で

あ
る

。
 

ロ
）
特

定
事

業
所

加
算

Ⅱ
…

イ
1
.3

.4
.6

.7
.9

.1
0

の
 
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
 

専
ら

居
宅

介
護

支
援

の
提

供
に

当
た

る
常

勤
の

介
護

支
援

専
門

員
を

2
名

以
上

配
置

し
て

い
る

。
 

手
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
 

さ
ら

に
、

介
護

支
援

専
門

員
は

、
当

該
軽

度
者

の
調

査
票

の
写

し
を

指
定

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
へ

提
示

す
る

こ
と

に
同

意
を

得
た

上
で

、
入

手
し

た
調

査
票

の
写

し
に

つ
い

て
、

そ
の

内
容

が
確

認
で

き
る

文
書

を
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
 

  ◎
主

治
医

等
の

指
示

等
 

 
○

医
療

サ
ー

ビ
ス

（
訪

問
看

護
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

居
宅

療
養

管
理

指

導
及

び
短

期
入

所
療

養
介

護
）
を

位
置

付
け

る
際

に
、

主
治

の
医

師
等

の
指

示
内

容
（
必

要
性

、
具

体
的

な
実

施
方

法
、

実
施

期
間

等
）
を

確
認

し
て

い
な

い
。

 

 ◎
管

理
者

の
責

務
 

○
管

理
者

の
責

務
を

果
た

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
管

理
者

の
責

務
 

①
 

介
護

支
援

専
門

員
そ

の
他

の
従

業
者

の
管

理
 

②
 

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

 

③
 

業
務

の
実

施
状

況
の

把
握

 

④
 

介
護

支
援

専
門

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
基

準
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
の

必
要

な
指

揮
命

令
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

 

 
○

居
宅

介
護

支
援

費
の

取
扱

件
数

に
つ

い
て

、
常

勤
換

算
数

で
算

出
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

 ◎
特

定
事

業
所

集
中

減
算

 

 
○

「
居

宅
介

護
支

援
に

お
け

る
特

定
事

業
所

集
中

減
算

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」
が

作
成

･保
存

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

判
定

の
結

果
が

９
０

％
を

超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
「
居

宅
介

護
支

援
に

お
け

る
特

定
事

業
所

集
中

減
算

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」
に

よ
る

報
告

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

算
定

の
結

果
、

９
０

％
を

超
え

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
「
居

宅
介

護
支

援
に

お
け

る
特

定
事

業
所

集
中

減
算

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」
を

事
業

所
の

所
在

す
る

所
管

庁
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

・
 

当
該

書
類

に
つ

い
て

は
、

９
０

％
を

越
え

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

各
事

業
所

に
お

い
て

２
年

間
保

存
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

【
特

定
事

業
所

集
中

減
算

の
提

出
期

限
】
 

区
分

 
判

定
期

間
 

報
告

期
限

 
減

算
適

用
期

間
 

前
期

 
3

月
1

日
か

ら
8

月
末

日
 

9
月

1
5

日
ま

で
 

1
0

月
1

日
か

ら
3

月
3
1

日
 

後
期

 
9

月
1

日
か

ら
2

月
末

日
 

3
月

1
5

日
ま

で
 

4
月

1
日

か
ら

9
月

3
0

日
 

 

  

◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
時

に
再

度
ア

セ
ス

メ
ン

ト
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

○
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

意
見

照
会

等
の

実
施

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
に

際
し

、
必

要
な

手
続

き
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
に

際
し

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

①
 

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

及
び

家
族

に
面

接
し

て
、

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

②
 

利
用

者
の

希
望

及
び

利
用

者
に

つ
い

て
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
結

果
に

基
づ

き
、

利
用

者
の

家
族

の
希

望

及
び

地
域

に
お

け
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
が

提
供

さ
れ

る
体

制
を

勘
案

し
て

、
解

決
す

べ
き

課
題

に

対
応

す
る

た
め

の
最

も
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
組

み
合

わ
せ

に
つ

い
て

検
討

し
た

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画

の
原

案
を

作
成

す
る

こ
と

。
 

③
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
原

案
の

内
容

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対

す
る

意
見

照
会

等
に

よ
り

、
担

当
者

か
ら

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

る
こ

と
。

 

④
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
文

書
に

よ
り

利
用

者
の

同
意

を

得
る

こ
と

。
 

⑤
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
つ

い
て

、
利

用
者

か
ら

同
意

を
得

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
利

用
者

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
担

当
者

へ
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

交
付

す
る

こ
と

。
 

 

 ◎
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

位
置

づ
け

 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
を

位
置

づ
け

る
場

合
に

、
そ

の
必

要
性

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

福
祉

用
具

貸
与

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

に
つ

い
て

は
、

そ
の

特
性

と
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
を

踏

ま
え

て
、

必
要

性
を

十
分

に
検

討
せ

ず
に

選
定

し
た

場
合

、
利

用
者

の
自

立
支

援
は

大
き

く
阻

害
さ

れ
る

お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

検
討

の
経

過
を

記
録

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

こ
の

た
め

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

福
祉

用
具

貸
与

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

を
位

置
づ

け
る

場
合

に
は

、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

し
、

当
該

計
画

に
そ

の
必

要
性

を
記

載
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

な
お

、
福

祉
用

具
貸

与
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

て
随

時
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

、
利

用
者

が
継

続
し

て
福

祉
用

具
貸

与
を

受
け

る
必

要
性

に
つ

い
て

検
証

し
、

継
続

の
必

要
性

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
理

由
を

再
び

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

ま
た

、
軽

度
者

（
要

介
護

１
、

要
支

援
２

、
要

支
援

１
）
に

福
祉

用
具

貸
与

を
位

置
づ

け
る

場
合

に
は

、
「
厚

生
 

労
働

大
臣

が
定

め
る

も
の

」
第

２
５

号
の

イ
で

定
め

る
状

態
像

の
利

用
者

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
当

 

該
軽

度
者

の
「
要

介
護

認
定

等
基

準
時

間
の

推
計

の
方

法
」
別

表
第

１
の

調
査

票
に

つ
い

て
必

要
な

部
分

 

（
実

施
日

時
、

調
査

対
象

者
等

の
時

点
の

確
認

及
び

本
人

確
認

が
で

き
る

部
分

並
び

に
基

本
調

査
の

回
答

 

で
当

該
軽

度
者

の
状

態
像

の
確

認
が

必
要

な
部

分
）
の

写
し

を
市

町
村

か
ら

入
手

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

た
だ

し
、

当
該

軽
度

者
が

こ
れ

ら
の

結
果

を
介

護
支

援
専

門
員

に
提

示
す

る
こ

と
に

、
あ

ら
か

じ
め

同
意

し
て

い
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
当

該
軽

度
者

の
調

査
票

の
写

し
を

本
人

に
情

報
開

示
さ

せ
、

そ
れ

を
入
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○
特

定
事

業
所

加
算

〔
（
Ⅰ

）
、

（
Ⅱ

）
〕
に

係
る

基
準

の
遵

守
状

況
に

関
す

る
記

録
が

作
成

さ
れ

て
い

な
か

っ

た
。

 

 ◎
独

居
高

齢
者

加
算

 

 
○

利
用

者
が

単
身

で
居

住
し

て
い

る
旨

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
が

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
に

記
録

さ
れ

て
い

 

な
い

。
 

 ◎
取

扱
件

数
に

よ
る

基
本

単
位

 

○
利

用
者

が
介

護
支

援
専

門
員

一
人

当
た

り
4
0

件
以

上
の

場
合

に
お

け
る

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅰ

)(
Ⅱ

)(
Ⅲ

)

の
割

り
当

て
が

把
握

で
き

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

【
具

体
例

1
】
 

取
扱

件
数

8
0

件
で

常
勤

換
算

方
法

で
1
.5

人
の

介
護

支
援

専
門

員
が

い
る

場
合

 

①
4
0

件
×

1
.5

人
＝

6
0

人
 

②
6
0

人
－

1
人

＝
5
9

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

1
件

目
か

ら
5
9

件
目

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅰ

)を
算

定
し

、
6
0

件
目

か
ら

8
0

件
目

に
つ

い

て
は

、
居

宅
介

護
支

援
費

(Ⅱ
)を

算
定

す
る

。
 

【
具

体
例

2
】
 

取
扱

件
数

1
6
0

人
で

常
勤

換
算

方
法

で
2
.5

人
介

護
支

援
専

門
員

が
い

る
場

合
 

①
4
0

件
×

2
.5

人
＝

1
0
0

人
 

②
1
0
0

人
－

1
人

＝
9
9

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

1
件

目
か

ら
9
9

件
目

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅰ

)を
算

定
す

る
。

 

③
6
0

件
×

2
.5

＝
1
5
0

人
 

④
1
5
0

人
－

1
人

＝
1
4
9

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
 

1
0
0

件
目

か
ら

1
4
9

件
目

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

支
援

費
(Ⅱ

)を
算

定
し

、
1
5
0

件
目

か
ら

1
6
0

件
目

ま

で
は

、
居

宅
介

護
支

援
費

(Ⅲ
)を

算
定

す
る

。
 

  （
ポ

イ
ン

ト
）
 

本
加

算
を

取
得

し
た

特
定

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
毎

月
末

ま
で

に
、

基
準

の
遵

守
状

況
に

関
す

る
所

定
の

記
録

を
作

成
し

、
２

年
間

保
存

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
知

事
等

か
ら

求
め

が
あ

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、

提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

利
用

者
か

ら
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
、

単
身

で
居

住
し

て
い

る
旨

の
申

立
て

が
あ

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

、

介
護

支
援

専
門

員
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
よ

り
利

用
者

が
単

身
で

居
住

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

算
定

で
き

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

介
護

支
援

専
門

員
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
結

果
に

つ
い

て
は

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画

等
に

記
載

す
る

。
ま

た
、

少
な

く
と

も
月

に
１

回
、

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

が
単

身
で

居
住

し
て

い

る
旨

を
確

認
し

、
そ

の
結

果
を

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

等
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

◎
運

営
基

準
減

算
 

 
○

減
算

事
由

に
該

当
し

て
い

る
が

、
所

定
単

位
の

1
0
0

分
の

5
0

に
相

当
す

る
単

位
数

で
算

定
し

て
い

な
い

。
 

・
ア

セ
ス

メ
ン

ト
時

に
居

宅
を

訪
問

し
、

利
用

者
及

び
家

族
に

面
接

し
て

い
な

い
。

 

・
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

新
規

作
成

及
び

変
更

作
成

時
に

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対
す

る
意

見
照

会
等

に
よ

り
、

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

て
い

な
い

。
 

・
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

利
用

者
及

び
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
交

付
し

て
い

な
い

。
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

お
い

て
、

少
な

く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

て
利

用
者

に
面

接
し

て

い
な

い
。

 

・
少

な
く
と

も
１

月
に

１
回

以
上

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

が
記

録
さ

れ
て

い
な

い
。

 

・
更

新
認

定
・
区

分
変

更
を

受
け

た
利

用
者

に
対

す
る

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
又

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

に
対

す
る

意
見

照
会

に
よ

り
、

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

て
い

な
い

。
 

○
運

営
基

準
減

算
に

該
当

す
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

初
回

加
算

を
算

定
し

て
い

る
。

 

○
運

営
基

準
減

算
が

2
月

以
上

継
続

し
て

い
る

場
合

は
所

定
単

位
数

を
算

定
で

き
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
 

 
 

算
定

し
て

い
る

 

 ◎
特

定
事

業
所

加
算

 

○
必

要
な

常
勤

か
つ

専
従

の
主

任
介

護
支

援
専

門
員

、
介

護
支

援
専

門
員

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
。

 

○
運

営
基

準
減

算
に

よ
り

居
宅

介
護

支
援

費
を

減
算

し
て

請
求

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
に

も
関

わ
ら

ず
、

 
減

 

算
を

行
わ

ず
に

、
併

せ
て

所
定

単
位

数
に

特
定

事
業

所
加

算
〔
（
Ⅰ

）
、

（
Ⅱ

）
〕
を

請
求

し
て

い
る

。
 

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

イ
）
特

定
事

業
所

加
算

Ⅰ
…

1
～

1
0

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

1
.専

ら
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

に
当

た
る

常
勤

の
主

任
介

護
支

援
専

門
員

を
配

置
し

て
い

る
。

 

2
.専

ら
居

宅
介

護
支

援
の

提
供

に
当

た
る

常
勤

の
介

護
支

援
専

門
員

を
3

名
以

上
配

置
し

て
い

る
。

 

3
.利

用
者

に
関

す
る

情
報

又
は

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

る
留

意
事

項
に

係
る

伝
達

等
を

目
的

と
し

た
会

議
を

定
期

的
に

開
催

し
て

い
る

。
 

4
.2

4
時

間
連

絡
体

制
を

確
保

し
、

か
つ

必
要

に
応

じ
利

用
者

の
相

談
に

応
じ

る
体

制
を

確
保

し
て

い
る

.。
 

5
.利

用
者

の
総

数
の

う
ち

、
要

介
護

状
態

区
分

が
要

介
護

3
、

要
介

護
4

及
び

要
介

護
5

で
あ

る
者

の
占

め
る

割

合
が

1
0
0

分
の

5
0

以
上

で
あ

る
。

 

6
.事

業
所

の
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
、

計
画

的
に

研
修

を
実

施
し

て
い

る
。

 

7
.地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
か

ら
支

援
困

難
事

例
を

紹
介

さ
れ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
居

宅
介

護
支

援
を

提
供

し

て
い

る
。

 

8
.地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
等

が
実

施
す

る
事

例
検

討
会

等
に

参
加

し
て

い
る

。
 

9
.居

宅
介

護
支

援
費

に
係

る
運

営
基

準
減

算
又

は
特

定
事

業
所

集
中

減
算

の
適

用
を

受
け

て
い

な
い

。
 

1
0
.事

業
所

の
利

用
者

数
が

事
業

所
の

介
護

支
援

専
門

員
１

人
当

た
り

4
0

名
未

満
で

あ
る

。
 

ロ
）
特

定
事

業
所

加
算

Ⅱ
…

イ
1
.3

.4
.6

.7
.9

.1
0

の
 
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
 

専
ら

居
宅

介
護

支
援

の
提

供
に

当
た

る
常

勤
の

介
護

支
援

専
門

員
を

2
名

以
上

配
置

し
て

い
る

。
 

手
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
 

さ
ら

に
、

介
護

支
援

専
門

員
は

、
当

該
軽

度
者

の
調

査
票

の
写

し
を

指
定

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
へ

提
示

す
る

こ
と

に
同

意
を

得
た

上
で

、
入

手
し

た
調

査
票

の
写

し
に

つ
い

て
、

そ
の

内
容

が
確

認
で

き
る

文
書

を
指

定
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

へ
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
 

  ◎
主

治
医

等
の

指
示

等
 

 
○

医
療

サ
ー

ビ
ス

（
訪

問
看

護
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

居
宅

療
養

管
理

指

導
及

び
短

期
入

所
療

養
介

護
）
を

位
置

付
け

る
際

に
、

主
治

の
医

師
等

の
指

示
内

容
（
必

要
性

、
具

体
的

な
実

施
方

法
、

実
施

期
間

等
）
を

確
認

し
て

い
な

い
。

 

 ◎
管

理
者

の
責

務
 

○
管

理
者

の
責

務
を

果
た

し
て

い
な

い
。

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
管

理
者

の
責

務
 

①
 

介
護

支
援

専
門

員
そ

の
他

の
従

業
者

の
管

理
 

②
 

指
定

居
宅

介
護

支
援

の
利

用
の

申
込

み
に

係
る

調
整

 

③
 

業
務

の
実

施
状

況
の

把
握

 

④
 

介
護

支
援

専
門

員
そ

の
他

の
従

業
者

に
基

準
を

遵
守

さ
せ

る
た

め
の

必
要

な
指

揮
命

令
 

 介
護

報
酬

等
の

請
求

に
関

す
る

事
項

 

◎
指

定
居

宅
介

護
支

援
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

 

 
○

居
宅

介
護

支
援

費
の

取
扱

件
数

に
つ

い
て

、
常

勤
換

算
数

で
算

出
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

 ◎
特

定
事

業
所

集
中

減
算

 

 
○

「
居

宅
介

護
支

援
に

お
け

る
特

定
事

業
所

集
中

減
算

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」
が

作
成

･保
存

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 
○

判
定

の
結

果
が

９
０

％
を

超
え

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
「
居

宅
介

護
支

援
に

お
け

る
特

定
事

業
所

集
中

減
算

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」
に

よ
る

報
告

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。
 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

算
定

の
結

果
、

９
０

％
を

超
え

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
「
居

宅
介

護
支

援
に

お
け

る
特

定
事

業
所

集
中

減
算

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」
を

事
業

所
の

所
在

す
る

所
管

庁
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

・
 

当
該

書
類

に
つ

い
て

は
、

９
０

％
を

越
え

な
か

っ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

各
事

業
所

に
お

い
て

２
年

間
保

存
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

【
特

定
事

業
所

集
中

減
算

の
提

出
期

限
】
 

区
分

 
判

定
期

間
 

報
告

期
限

 
減

算
適

用
期

間
 

前
期

 
3

月
1

日
か

ら
8

月
末

日
 

9
月

1
5

日
ま

で
 

1
0

月
1

日
か

ら
3

月
3
1

日
 

後
期

 
9

月
1

日
か

ら
2

月
末

日
 

3
月

1
5

日
ま

で
 

4
月

1
日

か
ら

9
月

3
0

日
 

 

  

◎
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

変
更

 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
時

に
再

度
ア

セ
ス

メ
ン

ト
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

○
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

意
見

照
会

等
の

実
施

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

 
○

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
に

際
し

、
必

要
な

手
続

き
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
に

際
し

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

①
 

利
用

者
の

居
宅

を
訪

問
し

、
利

用
者

及
び

家
族

に
面

接
し

て
、

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

②
 

利
用

者
の

希
望

及
び

利
用

者
に

つ
い

て
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
結

果
に

基
づ

き
、

利
用

者
の

家
族

の
希

望

及
び

地
域

に
お

け
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
が

提
供

さ
れ

る
体

制
を

勘
案

し
て

、
解

決
す

べ
き

課
題

に

対
応

す
る

た
め

の
最

も
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
組

み
合

わ
せ

に
つ

い
て

検
討

し
た

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画

の
原

案
を

作
成

す
る

こ
と

。
 

③
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
原

案
の

内
容

に
つ

い
て

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

又
は

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
に

対

す
る

意
見

照
会

等
に

よ
り

、
担

当
者

か
ら

専
門

的
な

見
地

か
ら

の
意

見
を

求
め

る
こ

と
。

 

④
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
つ

い
て

利
用

者
又

は
家

族
に

対
し

て
説

明
し

、
文

書
に

よ
り

利
用

者
の

同
意

を

得
る

こ
と

。
 

⑤
 

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
つ

い
て

、
利

用
者

か
ら

同
意

を
得

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
利

用
者

及
び

サ
ー

ビ
ス

の
担

当
者

へ
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
を

交
付

す
る

こ
と

。
 

 

 ◎
福

祉
用

具
貸

与
・
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

位
置

づ
け

 

 
○

福
祉

用
具

貸
与

・
特

定
福

祉
用

具
販

売
を

位
置

づ
け

る
場

合
に

、
そ

の
必

要
性

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
。

 

 

（
ポ

イ
ン

ト
）
 

福
祉

用
具

貸
与

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

に
つ

い
て

は
、

そ
の

特
性

と
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
を

踏

ま
え

て
、

必
要

性
を

十
分

に
検

討
せ

ず
に

選
定

し
た

場
合

、
利

用
者

の
自

立
支

援
は

大
き

く
阻

害
さ

れ
る

お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

検
討

の
経

過
を

記
録

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

こ
の

た
め

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

福
祉

用
具

貸
与

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

を
位

置
づ

け
る

場
合

に
は

、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

し
、

当
該

計
画

に
そ

の
必

要
性

を
記

載
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

な
お

、
福

祉
用

具
貸

与
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

て
随

時
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

、
利

用
者

が
継

続
し

て
福

祉
用

具
貸

与
を

受
け

る
必

要
性

に
つ

い
て

検
証

し
、

継
続

の
必

要
性

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
理

由
を

再
び

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

ま
た

、
軽

度
者

（
要

介
護

１
、

要
支

援
２

、
要

支
援

１
）
に

福
祉

用
具

貸
与

を
位

置
づ

け
る

場
合

に
は

、
「
厚

生
 

労
働

大
臣

が
定

め
る

も
の

」
第

２
５

号
の

イ
で

定
め

る
状

態
像

の
利

用
者

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
当

 

該
軽

度
者

の
「
要

介
護

認
定

等
基

準
時

間
の

推
計

の
方

法
」
別

表
第

１
の

調
査

票
に

つ
い

て
必

要
な

部
分

 

（
実

施
日

時
、

調
査

対
象

者
等

の
時

点
の

確
認

及
び

本
人

確
認

が
で

き
る

部
分

並
び

に
基

本
調

査
の

回
答

 

で
当

該
軽

度
者

の
状

態
像

の
確

認
が

必
要

な
部

分
）
の

写
し

を
市

町
村

か
ら

入
手

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

た
だ

し
、

当
該

軽
度

者
が

こ
れ

ら
の

結
果

を
介

護
支

援
専

門
員

に
提

示
す

る
こ

と
に

、
あ

ら
か

じ
め

同
意

し
て

い
な

い
場

合
に

つ
い

て
は

、
当

該
軽

度
者

の
調

査
票

の
写

し
を

本
人

に
情

報
開

示
さ

せ
、

そ
れ

を
入
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な
お

、
こ

こ
に

示
す

4
0

件
以

上
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
介

護
報

酬
上

の
取

扱
い

で
あ

り
、

居
宅

介
護

支
援

等

の
運

営
基

準
に

規
定

す
る

介
護

支
援

専
門

員
1

人
当

た
り

標
準

担
当

件
数

3
5

件
の

取
り

扱
い

と
異

な
る

。
 

（
参

考
：
平

成
2
1

年
4

月
改

定
関

係
Q

＆
A

）
 

 ◎
退

院
・
退

所
加

算
 

○
退

院
・
退

所
に

当
た

り
、

利
用

者
に

関
す

る
必

要
な

情
報

を
得

て
い

な
い

。
 

○
病

院
・
施

設
職

員
よ

り
得

た
利

用
者

の
情

報
を

基
に

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
作

成
し

て
い

な
い

。
 

○
当

該
加

算
を

３
回

算
定

す
る

場
合

に
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

 

 （
ポ

イ
ン

ト
）
 

・
利

用
者

が
病

院
若

し
く

は
診

療
所

の
入

院
又

は
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

若
し

く
は

介
護

保
険

施

設
へ

の
入

所
を

し
て

い
た

者
が

退
院

又
は

退
所

し
、

そ
の

居
宅

に
お

い
て

居
宅

サ
ー

ビ
ス

又
は

地
域

密
着

サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

場
合

に
お

い
て

、
退

院
・
退

所
に

当
た

り
病

院
・
施

設
職

員
と

面
談

し
、

利
用

者
の

必
要

な

情
報

を
得

た
上

で
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
作

成
し

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
又

は
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
調

整
を

行
っ

た
場

合
に

加
算

す
る

。
た

だ
し

、
初

回
加

算
を

算
定

す
る

場
合

に
は

算
定

で
き

な
い

。
 

 ・
入

院
又

は
入

所
期

間
中

3
回

ま
で

算
定

で
き

る
が

、
３

回
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
の

は
、

そ
の

う
ち

1
回

に
つ

い
て

、
入

院
中

の
担

当
医

等
と

の
会

議
（
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

）
に

参
加

し
て

、
退

院
後

の
在

宅
で

の
療

養
上

必
要

な
説

明
（
医

科
診

療
報

酬
点

数
表

の
退

院
時

共
同

指
導

料
２

の
注

３
（
※

）
の

対
象

と
な

る
も

の
）
を

行
っ

た
う

え

で
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
作

成
し

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
又

は
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

関
す

る
調

整
を

行
っ

た
場

合
に

限
る

。
 

 ※
医

科
診

療
報

酬
点

数
表

の
退

院
時

共
同

指
導

料
２

の
注

３
 

入
院

中
の

保
険

医
療

機
関

の
保

険
医

が
、

当
該

患
者

の
退

院
後

の
在

宅
療

養
を

担
う

保
険

医
療

機
関

の
保

険
医

若
し

く
は

看
護

師
等

、
保

険
医

で
あ

る
歯

科
医

師
若

し
く

は
そ

の
指

示
を

受
け

た
歯

科
衛

生
士

、
保

険
薬

局
の

保
険

薬
剤

師
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
(准

看
護

師
を

除
く
)又

は
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

の
介

護
支

援
専

門
員

の
う

ち
い

ず
れ

か
3

者
以

上
と

共
同

し
て

指
導

を
行

っ
た

場
合
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指定居宅サービス事業者                      
              の皆様 
指定介護予防サービス事業者  

 

 

 

 

 

【制定の経緯】 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律等による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準」等について、都道府県（又は政令指定都市・中

核市）が独自に条例で定めることとされました。 

今後（平成２５年４月１日以後）は、条例で定める基準に従い、事業の運営を行って

いただくことになりますので、ご留意ください。 

 

 

【対象事業所】 

 

指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所（以下「指定居宅サービス

事業所等」という。）が対象となりますが、指定居宅サービス事業所等ごとに、当該事

業所の所在地により適用される条例が次のように異なります。 

 

（１）下記（２）～（６）以外の市町村に所在する指定居宅サービス事業所等 

・・・大阪府が定める指定基準条例 

（２）大阪市に所在する指定居宅サービス事業所等・・・大阪市が定める指定基準条例 

（３）堺市に所在する指定居宅サービス事業所等 ・・・堺市が定める指定基準条例 

（４）高槻市に所在する指定居宅サービス事業所等・・・高槻市が定める指定基準条例 

（５）東大阪市に所在する指定居宅サービス事業所等 

・・・東大阪市が定める指定基準条例 

（６）豊中市に所在する指定居宅サービス事業所等・・・豊中市が定める指定基準条例 

 

 

【主な独自基準の内容】 

 

 各条例により内容が異なります。上記で該当する条例の内容をご参照ください。 

 

・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等に関する基準 

等を定める条例の制定について 
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（１）大阪府の指定基準条例における独自基準  

 

大阪府の指定基準条例では、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、

一部の基準については、府内の実情を反映し、国と異なる内容（独自基準）を定めてい

ます。 

 

＜独自基準＞ 
○サービス提供記録等 諸記録（※）の保存（各サービス共通） 

・・・サービスの提供の日から５年間の保存を義務付け 

（国省令では、完結の日から２年間の保存） 

 

   ※サービス提供記録のほか、各種サービス計画、苦情記録、事故記録などを含みます 

 

○その他の独自基準の内容など、詳細は、大阪府ホームページをご確認ください。 

 

（http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/siteikijun.html） 

「指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者のページ」 > 「指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運

営等に関する基準、指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について」 

 

（２）大阪市の指定基準条例における独自基準  

 

○独自基準の詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

（ http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000210921.html   ） 

 

 

（３）堺市の指定基準条例における独自基準  

 

○独自基準の詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

 

（ http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/jigyo/jigyosha/kijyunjyorei.

html）  

 

（４）高槻市の指定基準条例における独自基準  

 

○独自基準の詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

 

（http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/fukushis/oshirase/kijyunj

yourei/index.html） 

 

（５）東大阪市の指定基準条例における独自基準  

 

○独自基準の詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

 （http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000009931.html）    

 

（６）豊中市の指定基準条例における独自基準  

 

○独自基準の詳細については、下記ホームページをご確認ください。 

（http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/topics/jourei.html ） 
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介護サービスの情報公表制度について 

介護サービス情報の公表制度とは、介護サービス事業者が自らの事業所・施

設の情報を国がインターネット上で提供する「介護サービス情報公表システム」

を通じて、利用者やその家族等が適切にサービスを選択できる機会を提供する

ためのものです。 
介護保険法第 115条の 35条で介護サービス事業者には報告の義務が定められ

ています。 

 

利用者及びその家族等 

大阪府介護サービス情報公表システム（国のサーバー）
http://www.kaigokensaku.jp/27/index.php 

サービス事業所・施設情報の
閲覧・比較、選択 

大阪府指定情報公表センター
（大阪府社会福祉協議会） 介護サービス事業者 

情報の入力（報告） 
情報の確認・公表 

指定調査機関 

情報公表手数料の支払

訪問調査

調査手数料の支払

大阪府

調査事務の委託

介護サービス情報公表制度の流れ 

ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの発行
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l 情報公表事務（対象事業者へのＩＤ・パスワードの発行、システム入力

のお問い合わせ、報告内容の確認・公表等）及び情報公表手数料の徴収

事務を大阪府が委託しています。 
l 詳細は「大阪府介護サービス情報公表センター」で検索！ 

http://www.osakafusyakyo.or.jp/hyouka/hyoukaC/kohyo/kohyo-top.htm 

【平成 24 年度報告対象サービスの類型】 

① 訪問介護（予防を含む）、夜間対応型訪問介護 

② 訪問入浴介護（予防を含む） 

③ 訪問看護（予防を含む）、指定療養通所介護 

④ 訪問リハビリテーション（予防を含む） 

⑤ 通所介護（予防を含む）、認知症対応型通所介護（予防を含む）、指定療

養通所介護 

⑥ 通所リハビリテーション（予防を含む）、指定療養通所介護 

⑦ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）（予防を含む）、特定施設入

居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービス利用型））（予防を含む）、

地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

⑧ 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）（予防を含む）、特定施設入

居者生活介護（軽費老人ホーム（外部サービス利用型））（予防を含む）、

地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） 

⑨ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付高齢者向け住宅））

（予防を含む）、特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付

高齢者向け住宅）（外部サービス利用型）））（予防を含む）、地域密着型特

定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（サービス付高齢者向け住宅）） 

⑩ 福祉用具貸与（予防を含む）、特定福祉用具販売（予防を含む） 

⑪ 小規模多機能型居宅介護（予防を含む） 

⑫ 認知症対応型共同生活介護（予防を含む） 

⑬ 居宅介護支援 

⑭ 介護老人福祉施設、短期入所生活介護（予防を含む）、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護 

⑮ 介護老人保健施設、短期入所療養介護（介護老人保健施設）（予防を含む） 

⑯ 介護療養型医療施設（定員８人以下を除く施設）、短期入所療養介護（療

養病床を有する病院等）（予防を含む） 

u 平成24年度から大阪府社会福祉協議会に大阪府指定情報公表
センターの業務を委託しました。 

u 介護サービスの情報の報告は、毎年報告の義務があります。 

− 48 −



l 平成 25 年度から「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「複合型サービ

ス」が新たに対象サービスに追加されます。 
l 報告対象サービスのうち、前年度（平成 25 年度の場合、平成 24 年 4 月

から平成 25 年 3 月までのサービス提供分）の介護報酬支払実績額（利

用者負担を含む。）が 100 万円以下の事業所については報告義務の対象

外となりますが、任意で公表の対象としてホームページに掲載すること

ができます。 
l 介護サービス情報の公表制度は、介護保険法令において、毎年、都道府

県が作成する公表計画に基づき介護サービス事業者に報告が義務付け

られていることから、報告内容については、介護サービス事業者の責任

において適正な内容を報告する必要があります。このため報告内容につ

いての説明責任が介護サービス事業者にあることに留意し、報告を行っ

てください。 
【根拠法令 介護保険法第 115 条の 35 条（抄）】 
l 事業者は、提供する介護サービスにかかる介護サービス情報を、事業所

所在地を管轄する知事に報告しなければならない 
l 知事は報告を行うよう命じることができる 
l 命令に従わないときは、指定・許可の取り消し、または期間を定めて指

定・許可の一部・全部の効力を停止することができる。 

l 報告対象サービスの事業所等には、毎年、7 月以降順次「大阪府介護サ

ービス情報公表センター」から介護サービス情報の報告（事業所用報告

システムからインターネットで入力）の依頼と情報公表手数料の納付依

頼を行います。 
l 「大阪府介護サービス情報公表センター」から送付された報告依頼にＩ

Ｄ・パスワードが記載されていますので、同封の情報公表手数料の払込

書で手数料の納付をしていただくとともに、報告にあたっての介護サー

ビス情報公表システム（事業所用報告システム）の操作方法の説明書に

従って必要な情報を入力し、定められた期日までに報告を完了してくだ

さい。 
l 報告は、平成 24年度の場合、上記 16類型ごとではなく、サービスごと

に入力が必要です。（例えば、介護老人福祉施設と短期入所生活介護（予

防を含む）の報告にはそれぞれ２つのサービスについて入力が必要で

す。） 

l 「大阪府介護サービス情報公表センター」が情報公表手数料の入金の確

認及びシステムの入力内容を確認し、公表操作を行うと、入力された内

容がホームページ上に反映されます。 

u 公表事務の流れ 
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l 公表された情報は、次年度の情報公表作業の準備が始まるまでは、事業

所用報告システムで修正入力したのち、「大阪府介護サービス情報公表

センター」に所定の様式で連絡をしていただければ、公表情報の修正が

可能です。（手数料不要） 
l 詳細は、「大阪府介護サービス情報公表センター」のホームページを参

照してください。 

l 平成 23 年 6 月 15 日改正介護保険法（平成 24 年 4 月 1 日施行）では、

介護サービス情報の公表制度に関する調査事務及び情報公表事務に係

る手数料について、指定調査機関及び指定情報公表センターに納めさせ、

その収入とすることができる旨の規定が削除されました。 
l 大阪府においては、地方自治法及び「大阪府財政構造改革プラン（案）」

（平成 22 年 10 月）に基づき、情報公表手数料を 8,000 円から 2,000 円

に見直すとともに、情報公表手数料の徴収事務を介護サービス指定情報

公表センターである社会福祉法人大阪府社会福祉協議会に委託してい

ます。 
l 情報公表手数料の取扱いについては、平成 24 年度の場合、上記 16 類型

ごとに一体的に運営している場合は、1 類型ごとに 2,000 円となります

が、同一類型であっても同一敷地内等でないなど一体的に運営している

と認められないものはそれぞれのサービスごとに情報公表手数料 2,000
円が必要となります。 

l 平成 24 年度から訪問調査の対象等については、介護保険法令上、都道

府県の判断に委ねられたため、大阪府においては訪問調査の義務付けを

見直し、「訪問調査を希望する事業所のみ」としました。 
l 調査手数料の設定の考え方は、情報公表手数料と同様ですが、金額は据

え置きとさせていただきました。（同一類型で一体的に運営している場

合は、1 類型ごとに 25,000 円、その他はサービスごとに 25,000 円） 
l 訪問調査は、大阪府が指定調査機関に委託を行い実施しますが、調査手

数料は大阪府が発行する納付書で大阪府に納めて頂きます。 
l 訪問調査は、介護サービス情報の報告を当該年度に行っていることが前

提となりますが、訪問調査を希望する事業所等については、予め大阪府

の担当にご相談ください。 
【担当】大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 

ＴＥＬ：０６－６９４４－７０９９ 

u 情報公表手数料について 

u 訪問調査及び調査手数料について 
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介護職員等によるたんの吸引等認定等事業について

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について 「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正（Ｈ24.4.1 施行）

★違法性阻却の内容

★たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている。

 今回の改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できるこ

ととなった。

 これに伴い、「認定特定行為業務従事者」、「登録特定行為事業者」及び「登録研修機関」等の登録等が必要となる。

医行為
在宅 

（療養患者・障がい者） 

特別支援学校 

（児童生徒） 

特別養護老人ホーム 

（高齢者） 

対

象

範

囲

たん

の

吸引

口腔内
○ 

（咽頭の手前までを限度） 

○ 

（咽頭の手前までを限度） 

○ 

（咽頭の手前までを限度） 

鼻 腔 －○○

気管カニュ

ーレ内部
－－○

経管

栄養

胃ろう － 
○ 

（胃ろうの状態確認は看護師） 

○ 

（胃ろうの状態・チューブ接続・

注入開始は看護職） 

腸ろう － 
○ 

（腸ろうの状態確認は看護師） 
－ 

経 鼻 － 

○ 

（チューブ挿入状態の確認は 

看護師） 

－ 
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介護職員等によるたん吸引認定等の登録・更新等にかかる手数料の徴収について 

 

 
【不特定の者対象】 

複数の介護職員が複数の利用者に喀痰吸引

等を実施する場合。 
 

【特定の者対象】 
在宅の重度障がい者に対する喀痰吸引等のよう

に、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介

護職員が喀痰吸引等をする場合。 

施設系 【高齢施設】 在宅系【高齢事業所】 施設系・在宅系【障がい施設・障が

い事業所・特別支援学校】 
  

手数料の考え方 平成２４年４月から手数料を徴収 手数料を徴収しない 

■認定特定行為業務従事者 
○研修を受講した者 
○経過措置対象者 
（違法性阻却による喀痰吸引

等提供者） 

手数料を徴収 
１，４００円（登録） 
１，４００円（再交付） 

手数料を徴収しない 

  

■登録喀痰吸引等事業者 
■登録特定行為事業者 

手数料を徴収 
２，３００円（登録） 
１，２００円（更新） 

手数料を徴収しない 

■研修実施機関 
手数料を徴収 

５，０００円（登録） 
２，５００円（更新） 
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指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施について 

 

 指定通所介護事業所等において提供される宿泊サービスは、介護保険外の自主事業となる

ため、国において人員、設備及び運営に関する基準等が定められておりません。 

 このため、宿泊サービスの提供にあたり、利用者の安全面や処遇面において対応が不十分

となることが懸念されることから、利用者の尊厳の保持及び安全確保を図ることを目的に、

大阪府、大阪市及び東大阪市※では指定通所介護事業所等で提供される宿泊サービスに関す

る基準を策定しました。（※東大阪市では要綱で策定） 

 基準の主な項目の概要は以下のとおりとなっていますので、利用者の安全面の確保と、尊

厳を重んじた適切な処遇を行うためにも、宿泊サービスを提供する場合は、基準策定の趣旨

を踏まえ、基準に合致するよう努めてください。 

 

【総則】 

〈宿泊サービスを提供する条件〉 

   利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由によ

り、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅

において日常生活を営むのに支障があるものを対象に、宿泊サービスを提供すること。 

  

〈宿泊サービスを提供する日数〉 

   「宿泊サービスを提供する条件」の趣旨に鑑み、緊急かつ短期間の利用として宿泊サ

ービスを提供すること。 

   なお、利用者のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、

以下の日数の範囲内で宿泊サービスを提供すること。 

   ・利用者に連続して宿泊サービスを提供する日数の上限は、原則 30日とすること。 

・利用者に宿泊サービスを提供する日数については、介護保険法第 19条第 1項に規定

する要介護認定の有効期間又は同条第 2 項に規定する要支援認定の有効期間のおお

むね半数を超えないようにすること。 

 

【人員に関する基準】 

〈従業者の配置〉 

   宿泊サービスの提供を行う時間帯を通じて、介護職員又は看護職員を利用者の数が 9

又はその端数を増すごとに 1以上配置（利用者 9人につき 1人以上配置）すること。 

 

 〈従業者の資格等〉 

   宿泊サービス従業者のうち介護職員については、介護福祉士等の資格を有する者又は

介護職員初任者研修課程を修了した者であることが望ましい。 

   なお、それ以外の宿泊サービス従業者にあっても、介護等に対する知識及び経験を有

する者であること。 

 

〈繁忙時間帯の対応〉 

  夕食及び朝食時間等の繁忙時間帯においては、必要な員数を確保すること。 

 

〈緊急時対応としての職員体制〉 

   宿直職員の配置又は提供時間帯を通じた連絡体制の整備を行うこと。 

【設備に関する基準】 
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 〈利用定員〉 

   当該指定通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の 2 分の 1 以下とすること。

ただし、宿泊室の 1 人当たりの床面積の基準を満たす範囲とすること。 

 

 〈宿泊室の定員及び広さ〉 

   宿泊室の定員は、1 室当たり 1 人とすること。ただし、利用者の希望等により処遇上

必要と認められる場合は、2人とすることができるものとすること。 

   宿泊室の床面積は、1室当たり 7.43平方メートル以上とすること。 

   個室以外の宿泊室を設ける場合、1 人あたりの床面積を 7.43平方メートル以上とする

こと。 

 

 〈個室以外の宿泊室を設ける場合のプライバシーの確保〉 

   部屋の構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。ただし、プライバ

シーが確保されたものとは、パーテーションや家具などにより利用者同士の視線の遮断

が確保されるものである必要があるが、壁やふすまのような建具まで要するものではな

いこと。 

   なお、カーテンはプライバシーが確保されたものとはならない。 

 

 〈消火設備その他の非常災害に際して必要な設備〉 

   消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。 

 

【運営に関する基準】 

 〈内容及び手続きの説明及び同意〉 

   宿泊サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営

規程の概要、宿泊サービス責任者の氏名、宿泊サービス従業者の勤務体制その他の利用

申込者の宿泊サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、宿泊サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得ること。 

 

 〈宿泊サービス提供の記録〉 

   宿泊サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的な宿泊サービスの内容及び

利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの申し出があっ

た場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供する

こと。 

 

 〈身体拘束等〉 

   宿泊サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為を行ってはならないこと。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。 

 

 〈宿泊サービス計画の作成〉 

   宿泊サービスを 4 日以上連続して利用することが予定されている利用者については、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて、利用者が利用する

指定通所介護事業所等におけるサービスとの継続性に配慮して、当該利用者の指定居宅

介護支援事業者等と連携を図った上、具体的なサービスの内容等を記載した宿泊サービ

− 54 −



ス計画を作成すること。 

 

 〈健康への配慮〉 

   当該指定通所介護事業所等において把握している利用者の健康に関する情報に基づき、

必要に応じて主治の医師や指定居宅介護支援事業者等と連携し、常に利用者の健康の状

況に配慮して適切な宿泊サービスを提供すること。 

 

 〈緊急時等の対応〉 

   宿泊サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要

な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ協力医療機関を定めている場合は、協力

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。 

 

 〈勤務体制の確保等〉 

   利用者に対し適切な宿泊サービスを提供できるよう、宿泊サービス従業者の勤務の体

制を定めておくこと。 

 

 〈非常災害対策〉 

   非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に宿泊サービス従業者に周知するとともに、定期的に避難、救

出その他必要な訓練を行うこと。 

 

 〈苦情処理〉 

   提供した宿泊サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。苦情

を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

 

 〈事故発生時の対応〉 

   利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、指定通所介護事業

所等の事故発生時の取扱いに準じて、必要な措置を講じること。 

 

 

入居者に多数の死傷者を出す痛ましい事故となった平成 25 年 2 月 8 日に発生した長崎県の認

知症高齢者グループホームの火災を踏まえ、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の設

置や非常災害対策については、特に確実な履行に努めてください。 

 

 

※ 基準もしくは要綱の全文については以下のＵＲＬよりご確認ください。 

 大阪府ホームページ：http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/otomarikijyun.html 

大阪市ホームページ：http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000213872.html 

東大阪市ホームページ：http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/11-24-0-0-0_1 

.html 
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介護職員処遇改善加算について 
 
介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な

取り扱いとして、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設する。なお、平成
27年4月1日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費にお
いて適切に評価を行うものとする。 
 
１ 加算区分及び対象サービス 
 
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の90/100 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の80/100 
 
＜サービス別加算率＞ サービス 加算率 

 ％0.4  護介問訪）防予護介（

 ％8.1  護介浴入問訪）防予護介（

 ％9.1  護介所通）防予護介（

（介護予防）通所リハビリテーション  1.7％ 

 ％5.2  護介活生所入期短）防予護介（

（介護予防）短期入所療養介護（老健）  1.5％ 

（介護予防）短期入所療養介護（病院等）  1.1％ 

（介護予防）特定施設入居者生活介護  3.0％ 

 ％0.4  護看護介問訪型応対時随・回巡期定

 ％0.4  護介問訪型応対間夜

 ％9.2  護介所通型応対症知認）防予護介（

（介護予防）小規模多機能型居宅介護  4.2％ 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護  3.9％ 

 ％0.3  護介活生者居入設施定特型着密域地

 ％5.2  設施祉福人老護介型着密域地

 ％2.4  スビーサ型合複

 ％5.2  設施祉福人老護介

 ％5.1  設施健保人老護介

 ％1.1  設施療医型養療護介

（注１）サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗

じた単位数で算定することとし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。 

（注２）訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、介

護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び

介護予防支援は算定対象外とする。 

 

 
２ 算定要件 
 
イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  
(1)介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用
の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃金改善に関する計画を策定
し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。  
(2)当該事業者において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実
施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、
すべての介護職員に周知し、指定権者に届け出ていること。  
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。  
(4)当該事業者において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を指定権者に報告
すること。  
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(5)算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、
労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ
ていないこと。  
(6)当該事業者において、労働保険料の納付が適正に行われていること。  
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。  

① 次に掲げる要件のすべてに適合すること。  
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関するもの

を含む。）を定めていること。  
ｂ ａの要件について書面をもって作成し、すべての介護職員に周知していること。  
② 次に掲げる要件のすべてに適合すること。  
ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研

修の機会を確保していること。  
ｂ ａについて、すべての介護職員に周知していること。  

(8)平成20年10月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の
内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用をすべて
の介護職員に周知していること。 
 
ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、
イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。  
 
ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

 

３ 賃金改善等の実施 
 
①加算の算定額に相当する賃金改善の実施 

介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する介護職員の賃金（退職手当を除く。）
の改善（以下「賃金改善」という。）を実施しなければならない。 

賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行うも
のとする。この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。 

なお、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応
じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明
確に区分されている必要がある。 

②介護職員処遇改善計画書の作成 
加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せて、

労働基準法（昭和22 年法律第49 号）第８９条に規定する就業規則（賃金・退職手当・臨
時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。
以下同じ。）及び労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険関係成立届、
労働保険概算・確定保険料申告書等）（以下「計画書添付書類」という。）を添付し、都
道府県知事等に届け出ること。 

なお、都道府県知事等は、加算を算定しようとする介護サービス事業者等が、前年度に
加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更が
ない場合は、その提出を省略させることができる。 

③キャリアパス要件等届出書の作成 
（キャリアパス要件） 
次の一又は二に適合すること。 
一 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ア 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件（介護
職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払わ
れるものを除く。）について定めていること。 

ウ ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職
員に周知していること。 

二 次に掲げる要件の全てに適合すること。 
ア 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及
びa）又はb）に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の
機会を確保していること。 

a） 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT 
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等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 
b） 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交

通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 
イ アについて、全ての介護職員に周知していること。 

（定量的要件） 
平成20 年10 月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改

善を除く。）の内容及び当該改善に要した費用の概算額を全ての介護職員に周知している
こと。 

④複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例 
介護職員処遇改善計画書は、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等

（法人である場合に限る。）である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み
適当でない場合、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同
一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成すること
ができる。都道府県等（介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、
都道府県、市町村長である場合は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）。以下同じ。）
の圏域を越えて所在する介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等（法人
である場合に限る。）についても同様とする。 

 
５ 加算の停止 
 

都道府県知事等は、介護職員処遇改善加算は、加算を算定する介護サービス事業者等が次
の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還さ
せること又は加算を取り消すことができる。 
一 算定要件を満たさなくなった場合 
二 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合 
 

６ 都道府県知事等への届出 
加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、算定を受ける年度の前年度の2 月

末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県
知事等に提出するものとする。（平成26年度の届出は、平成26年2月28日まで） 

ただし、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事等に
届け出ることができる。 

また、年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けよう
とする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するものとする。 

 
７ 都道府県知事等への変更の届出 
介護サービス事業者は、加算を算定する際に提出した届出書、介護職員処遇改善計画書、

計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書に変更（次の各号のいずれかに該当する場
合に限る。）があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出を行う。 
一 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更と

なる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 
二 別紙様式４により申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所

等に増減（新規指定、廃止等の事由による）があった場合は当該事業所等の介護保険事
業所番号、事業所等名称、サービス種別 

三 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、当該改正の概要 
四 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（キャリアパス要件等の適合状況ごとに定

める率が変動する場合又は３③一又は二の要件間の変更に限る。）があった場合は、キ
ャリアパス要件等届出書の内容 

 
８ 賃金改善の実績報告 
介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の

末日までに、都道府県知事等に対して、以下の事項を含めた介護職員処遇改善実績報告書を
提出し、２年間保存することとする。 

一 加算の総額 
二 賃金改善実施期間 
三 第二号の期間における次の事項 

ア 介護職員常勤換算数の総数 
イ 介護職員に支給した賃金総額 
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ウ 介護職員一人当たり賃金月額 
四 実施した賃金改善の方法 
「基本給を介護職員平均で○○円改善した」など、具体的に記載すること。 
五 第四号の実施に要した費用の総額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業 

主負担増加額を含む。） 
六 介護職員一人当たり賃金改善額（月額平均） 

第五号の額を第三号アの数で除して得た額（一円未満切り捨て）を記載する。 
 
 ※第一号の処遇改善加算総額を第二号の賃金改善期間内に介護職員の賃金改善に使い切る

ことが必要。 
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る
場

所
と

必
要

で
す
。
）

●
カ
バ

ー
で
覆

わ
に
応

じ
て
利

用

※
す
き
間
を
埋
め
る
対
応
品

、
カ
バ
ー
で
覆
わ
れ

た
サ

記
入

日
：

年
月

日

ド
安

全
チ

ェ
ッ

ク
表

確
認

し
、
必

要
に
応

じ
て
対

応
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

は
対

応
し
た
ら
☑

を
入

れ
ま
し
ょ
う
。

チ
ェ
ッ
ク
欄

事
故
事
例
と
対
応
方
法
例

≫ で
ベ
ッ
ド
の
下

に
あ
る
物

を
取

ろ
う
と
し
た
時

に
、

サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
す
き
間

に
首

を
挟

み
込

ん
で
し

》》》》 整
理

整
頓

し
、
利

用
者
が

身
を
乗

り
出

さ
な
い
よ
う
に

ょ
う
。

イ
ド
レ
ー
ル

等
の

す
き
間

を
ク
ッ
シ
ョ
ン
材

や
毛

布
等
を

ま
し
ょ
う
。

が
要

求
す
る
寸

法
を
満
た
す
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
に
交

。 ≫≫ を
上

げ
た
状

態
で
、
目

を
離

し
て
い
る
間

に
利

用
を
崩

し
、
２
本

の
サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
す
き
間

に
首

を
ま
っ
た
。

》》 目
を
離

す
際

は
、
ベ
ッ
ド
の

背
中

を
必
ず
フ
ラ
ッ
ト
に

。。 め
る
対
応
品

を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

が
要

求
す
る
寸

法
を
満
た
す
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
に
交

。 ≫ き
上

が
る
際

に
バ
ラ
ン
ス
を
崩

し
、
サ
イ
ド
レ
ー
ル

頭
が
入

り
込

ん
で
し
ま
っ
た
。

》》 わ
れ

た
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
や
後

付
け
カ
バ
ー
を
必

要
用

し
ま
し
ょ
う
。

さ
く
、
よ
り
安

全
な
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
に
交

換
し
ま
し
ょ

≫ や
足

が
サ
イ
ド
レ
ー
ル
の
中

に
入

っ
て
い
る
状

態
で
、

が
ベ
ッ
ド
操

作
を
し
、
手

や
足

を
挟

ん
で
し
ま
っ
た
。

》》 作
す
る
前

と
、
操

作
中
最

低
１
度

は
動

作
を
止
め
て
利

す
、
操

最
度

動
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
（※

看
護
・
介
護

す
る
方

が
立

っ
と
反

対
側

は
、
布

団
な
ど
の

死
角

と
な
り
特

に
注

意
が

わ
れ

た
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
や
後

付
け
カ
バ
ー
を
必

要
用
し
ま
し
ょ
う
。

サ
イ
ド
レ
ー
ル

等
や

後
付

カ
バ

ー
は

各
メ
ー
カ
ー
に
お
問

い
合

わ
せ

下
さ
い
。

近
年

医
療

介
護

ベ
ッ
ド
の
サ
イ
ド
レ

ル
や
ベ
ッ
ド
用
グ
リ

近
年
、
医

療
・
介

護
ベ
ッ
ド
の
サ
イ
ド
レ
ー
ル
や
ベ
ッ
ド
用
グ
リ

事
故
の

多
く
は

利
用

者
の
首
や
手
足
が
サ
イ
ド
レ
ー
ル
等
の

で
す
。
こ
れ

ら
の

事
故

の
多

く
は
、
利
用
者
の
身
体
状
況
や
使

あ
る
か

ど
う
か

の
確

認
と
正

し
い
使
い
方
に
よ
っ
て
未
然
に
防

こ
の

た
び
「
医

療
・
介

護
ベ
ッ
ド
安
全
普
及
協
議
会
」
で
は
、
サ

め
に
、
「
医

療
・
介

護
ベ
ッ
ド
安

全
点

検
チ
ェ
ッ
ク
表

」
を
作
成

い
利

用
の

際
に
は

、
こ
の

チ
ェ
ッ
ク
表
で
点
検
項
目
を
確
認
し
、
必

事
事

例
応
策
を
紹
介

「
療

サ
イ
ド
レ
ー
ル
は
、
ベ
ッ
ド

で
寝
て
い
る
人
の
転
落
や
寝

具
の
落
下

を
予
防

す
る
た
め

サ
イ

ド
レ

ー
ル

ま
た
、
事

故
事

例
と
そ
の

対
応
策
を
紹
介

し
た
動

画
「
医

療
で
き
ま
す
の

で
、
合

わ
せ

て
ご
利
用
下
さ
い
。

具
の
落
下

を
予
防

す
る
た
め

の
製
品
で
す
。

・
す
き
間

を
埋
め
る
対
応
品
（
ス
ペ
ー
サ
ー
、
サ
イ
ド
レ
ー
ル
カ
バ
ー
等
）
の

・
製

品
事
故

の
未
然

防
止
の

た
め
、
安

全
対
策

が
強
化

さ
れ

た
２
０
０
９
年

こ
と
も
一

つ
の

方
法

で
す
。

発
作

病
状

症
状
な
ど
に
よ
り

自
分
の
体
を
支
え
ら
れ
ず
サ
イ
ド
レ

特
に

ご
注

意
い

た
だ

き
た

い
方

・
発

作
、
病

状
、
症
状
な
ど
に
よ
り
、
自
分
の
体
を
支
え
ら
れ
ず
サ
イ
ド
レ
ー

・
自

力
で
危

険
な
状

態
か

ら
回

避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
方

・
認

知
機

能
障

害
な
ど
に
よ
り
、
ベ
ッ
ド
上
で
予
測
で
き
な
い
行
動
を
と
る
と

・
片

マ
ヒ
な
ど
の

障
害

な
ど
に
よ
り
、
体
位
を
自
分
で
保
持
で
き
な
い
方

挟
み

込
み

事
故

予
防

の
観

点
か

ら
、
ベ
ッ
ド
の
利
用
開
始
前
に
、
ベ
ッ
ド
や

の
状

態
や

利
用
環

境
か
ら

挟
み

込
み

事
故
の

危
険
性

が
あ
る
場
合

は

留
意

事
項

協
議

会
会

員
お
問

い
合

わ
せ

の
状

態
や

、
利

用
環

境
か
ら
、
挟

み
込
み

事
故
の

危
険
性

が
あ
る
場
合

は
・
ク
ッ
シ
ョ
ン
材

や
毛

布
な
ど
で
す
き
間
を
埋
め
る

・
す
き
間

を
埋

め
る
対

応
品

を
使
用
す
る
（
対
応
品
の
内
容
に
つ
い
て
は

・
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
の

全
体

を
カ
バ
ー
や
毛
布
で
覆
う

・
危

険
な
状

態
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
定
期
的
に
ベ
ッ
ド
利
用
者
の
目
視
確

●
製

品
や

対
応

品
に
関

す
る
お
問

合
せ

は
、
各

メ
ー
カ
ー
に
お
願

い
し
ま
す
。

協
議

員
問

わ

ア
イ
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ン
精
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医
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ベ
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ド
安

全
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及
協
議
会

【ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】h
tt
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/
/

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
ベ
ッ
ド
を
正
し
く
安
全
に
ご
利
用
い
た
だ

フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
株

式
会

社
01

20
39

28
2

株
式

会
社

モ
ル

テ
ン

03
-3

62
5-

85
1

株
式

会
社

ラ
ン
ダ
ル

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

04
8-

47
5-

36
6リ
ッ
プ
に
よ
る
死

亡
事

故
等

が
報

告
さ
れ

て
い
ま
す

（
別

添
１
）

リ
ッ
プ
に
よ
る
死

亡
事

故
等

が
報

告
さ
れ

て
い
ま
す
。

の
す
き
間
や
、
内

部
の

空
間

に
入

り
込

ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の

使
用
状
況
に
よ
る
と
思

わ
れ

る
も
の

で
あ
り
、
危

険
な
部

分
が

防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

サ
イ
ド
レ
ー
ル

等
に
よ
る
事

故
を
未

然
防

止
し
て
い
た
だ
く
た

い
た
し
ま
し
た
。
医

療
・
介

護
ベ
ッ
ド
で
サ

イ
ド
レ
ー
ル

等
を
ご

必
要
に
応
じ
て
対

応
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

介
護

ド
潜

危
険

も
ジ

が

ベ
ッ

ド
用

グ
リ

ッ
プ

は
、

ベ
ッ

ド
上

で
の

起
き

あ
が

り
や

ベ
ッ
ド

か
ら

の
た

ち
あ

が
り

な
ど

の
動
作

を

ベ
ッ
ド
用
グ
リ

ッ
プ

・
介

護
ベ
ッ
ド
に
潜

む
危

険
」
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見

る
こ
と
が

補
助

す
る

た
め

の
製

品
で

す
。

の
ご
利

用
は
、
各

メ
ー
カ
ー
に
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

年
改
正
の
新
Ｊ
ＩＳ

規
格
が
要
求
す
る
寸
法
を
満
た
す
製
品
を
使
用
す
る

ル
等
に
倒
れ
込
む
可

能
性

の
あ
る
方

ー
ル
等
に
倒
れ

込
む
可

能
性

の
あ
る
方

と
思
わ
れ
る
方

や
サ
イ
ド
レ
ー
ル

等
に
お
け
る
す
き
間

を
確
認

し
、
ベ
ッ
ド
利
用
者
の
心
身

は
以

下
の
対

応
を
行

っ
て
く
だ
さ
い

せ
先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
、
以

下
の

対
応
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

は
各
メ
ー
カ
ー
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
）

確
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を
行
う

先 82
ht

tp
://

w
w

w
.a

is
in

.c
o.

jp
/p

ro
du

ct
/w

el
fa

re
/in

de
x.

ht
m

l

01
ht

tp
://

w
w

w
.s

ea
ho

ne
nc

e.
co

.jp
/

03
ht

tp
://

w
w

w
.p

ar
am

ou
nt

.c
o.

jp
/

33
ht

tp
://

w
w

w
.p

la
tz

-lt
d.

co
.jp

/

24
ht

tp
://

w
w

w
.fr

an
ce

be
d.

co
.jp

/

/
w
w
w
.b
e
d-

an
ze
n.
o
rg

【お
問

い
合

わ
せ
先

】0
3
-
3
6
4
8
-
5
5
1
0

だ
く
た
め
の
「動

画
」
や
「パ

ン
フ
レ
ッ
ト」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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ht
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経
済
産
業
省
商
務
情
報
政
策
局
ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
課
医
療
・
福
祉
機
器
産
業
室
長

経
済

産
業

省
商

務
流

通
グ

ル
ー

プ
製

品
安

全
課

長

医
療

・
介

護
ベ

ッ
ド

用
サ

イ
ド

レ
ー

ル
等

の
す

き
間

に
頭

や
首

、
手

足
な

ど
を

挟
む

事
故

等
の

未
然

防
止

の
た

め
の

安
全

点
検

に
つ

い
て

医
療

・
介

護
ベ

ッ
ド

用
サ

イ
ド

レ
ー

ル
や

ベ
ッ

ド
用

手
す

り
に

関
す

る
事

故
防

止
の

た
め

の
適

切
な

対
応

等
の

実
施

に
つ

い
て

は
、
こ

れ
ま

で
「

医
療

・
介

護
ベ

ッ
ド

用
手

す
り

の
す

き
間

に
頭

や
首

、

手
足

な
ど

を
挟

む
事

故
等

に
係

る
施

設
管

理
者

へ
の

注
意

喚
起

の
徹

底
に

つ
い

て
」
（

平
成

2
3
年

２
月

９
日

付
厚

生
労

働
省

医
政

局
総

務
課

、
老

健
局

高
齢

者
支

援
課

・
振

興
課

・
老

人
保

健
課

事
務

連

絡
）

等
に

よ
り

お
願

い
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
し

か
し

な
が

ら
、

そ
の

後
も

医
療

・
介

護
ベ

ッ
ド

用
サ

イ
ド

レ
ー

ル
等

に
関

連
し

た
死

亡
事

故
等

が
発

生
し

て
い

る
こ

と
が

明
ら

か
に

な
っ

て
い

ま
す

。
事

故
を

未
然

に
防

ぐ
に

は
、

医
療

・
介

護
ベ

ッ
ド

の
不

適
切

な
使

用
状

況
や

サ
イ

ド
レ

ー
ル

等
の

過
度

な
す

き
間

の
有

無
を

確
認

し
、

適
切

な
使

用
方

法
の

徹
底

や
す

き
間

を
埋

め
る

等
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

や
安

全
対

策
が

強
化

さ
れ

た
新

J
I
S
対

応
の

ベ
ッ

ド
を

使
用

し
て

い
た

だ
く

こ
と

が
重

要

で
す

。
つ

き
ま

し
て

は
、

各
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

の
衛

生
主

管
課

（
室

）
、

障
害

保
健

福
祉

主
管

課
（

室
）
、
高

齢
者

保
健

福
祉

主
管

課
（

室
）
及

び
介

護
保

険
主

管
課
（

室
）
に

お
か

れ
て

は
、

同
種

の
事

故
の

発
生

を
防

止
す

る
た

め
、

関
係

部
局

や
関

係
団

体
と

連
携

し
、

管
内

市
区

町
村

、
医

療
機

関
、
障

害
者
（

児
）
施

設
及

び
事

業
者

、
高

齢
者

施
設

及
び

福
祉

用
具

貸
与

事
業

者
等

に
対

し
、

あ
ら

た
め

て
施

設
や

在
宅

に
お

け
る

同
製

品
の

使
用

に
当

た
っ

て
の

注
意

喚
起

を
す

る
と

と
も

に
、

安
全

性
の

確
保

が
な

さ
れ

る
よ

う
医

療
・

介
護

ベ
ッ

ド
安

全
普

及
協

議
会

作
成

の
「

医
療

・
介

護
ベ

ッ
ド

安
全

点
検

チ
ェ

ッ
ク

表
」
（

別
添

１
）

を
参

考
に

点
検

し
て

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

ま
た

、
医

療
・

介
護

ベ
ッ

ド
安

全
普

及
協

議
会

よ
り

別
添

２
の

と
お

り
注

意
喚

起
動

画
の

作
成

に
に

関
す

る
プ

レ
ス

発
表

や
公

益
財

団
法

人
テ

ク
ノ

エ
イ

ド
協

会
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ

ト
事

例
を

掲
載

し
て

い
ま

す
の

で
、

こ
ち

ら
に

つ
き

ま
し

て
も

、
幅

広
く

情
報

提
供

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

な
お

、
別

途
関

係
団

体
（

別
添

３
）

に
対

し
、

点
検

に
当

た
っ

て
協

力
依

頼
し

て
い

る
こ

と
を

申
し

添
え

ま
す

。

（
参

考
）

注
意

喚
起

動
画

に
つ

い
て

（
医

療
・

介
護

ベ
ッ

ド
安

全
普

及
協

議
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

）
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て
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ド
協

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
）

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
e
c
h
n
o
-
a
i
d
s
.
o
r
.
j
p
/
h
i
y
a
r
i
/

医
政
総
発
０
６
０
６
第
５
号

障
企
自
発
０
６
０
６
第
１
号

障
障

発
０

６
０

６
第

１
号

老
高

発
０

６
０

６
第

１
号

老
振

発
０

６
０

６
第

１
号

老
老

発
０

６
０

６
第

１
号

２
４

製
安

第
１

３
号

平
成

２
４

年
６

月
６

日

都
道

府
県

衛
生

主
管

課
（

室
）

長

各
指

定
都

市
障

害
保

健
福

祉
主

管
課

（
室

）
長

殿
中

核
市

高
齢

者
保

健
福

祉
主

管
課

（
室

）
長

介
護

保
険

主
管

課
（

室
）

長

厚
生

労
働

省
医

政
局

総
務

課
長

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

企
画

課
自

立
支

援
振

興
室

長

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

厚
生

労
働

省
老

健
局

高
齢

者
支

援
課

長

厚
生

労
働

省
老

健
局

振
興

課
長

厚
生

労
働

省
老

健
局

老
人

保
健

課
長
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事
務

連
絡

 

平
成

2
5
年

1
月

25
日
 

各
都
道
府

県
介

護
保
険

担
当

部
（
局

）
担

当
者

 
様
 

介
護
保
険

制
度

下
で
の

居
宅

サ
ー
ビ

ス
等

の
対
価

に
係

る
医
療

費
控

除
等
の
 

取
扱
い
に

つ
い

て
 

介
護
保
険

制
度

下
で
の

居
宅

サ
ー
ビ

ス
等

の
対
価

に
係

る
医
療

費
控

除
の
取

扱
い

に
つ
い

て
は
、
そ

の
基
本
的

考
え

方
に
変

更
は

あ
り
ま

せ
ん

が
、
介
護
サ

ー
ビ
ス

の
基

盤
強
化

の
た

め
の
介

護
保

険
法
等

の
一
部
を

改
正

す
る
法

律
（

平
成

2
3
年
法

律
第

7
2
号
）
の
施
行

に
よ

り
、
新

た
な

サ
ー
ビ

ス
類

型
が

創
設
さ
れ

た
こ

と
に
伴

い
、
「

介
護
保
険

制
度
下

で
の

居
宅
サ

ー
ビ

ス
の
対

価
に

か
か
る

医
療

費
控
除

の
取
扱
い

に
つ

い
て
」

（
平

成
1
2
年
６
月

１
日
老

発
第

5
0
9
号

）
を

、
国
税

庁
と

の
協
議

の
下

、
別

添
１
の
と

お
り

改
正
し

、
平
成

2
4
年
４
月

サ
ー
ビ

ス
分

よ
り
適

用
す

る
こ
と

と
し

ま
す
。
 

ま
た

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

強
化

の
た

め
の

介
護

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成

2
3
年

法
律
第

7
2
号

）
に

よ
る

改
正
後

の
社

会
福
祉

士
及

び
介
護

福
祉

士
法
の

規
定

に
よ
り

、
介

護
福

祉
士
及
び

認
定

特
定
行

為
業

務
従
事

者
（

以
下
「

介
護

福
祉
士

等
」
と
い

う
。
）
が

、
診

療
の
補
助
と

し
て
喀
痰

吸
引

及
び
経

管
栄

養
（
同
法

附
則

第
３
条

第
１

項
に
規

定
す

る
特
定

行
為

を
含
む
。
以
下
「
喀

痰
吸
引
等

」
と

い
う
。
）
の

実
施
が

認
め

ら
れ
た

こ
と

に
伴
い

、
介

護
保
険

制
度

下
で
の

介
護

福
祉
士

等
に

よ
る

喀
痰

吸
引

等
の

対
価

に
係

る
医

療
費

控
除

の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
国

税
庁

と
の

協
議

の
下

、

別
添
２
の

と
お

り
取
り

扱
う

こ
と
と

し
、

平
成

2
4
年

４
月
サ

ー
ビ

ス
分
よ

り
適

用
す
る

こ
と

と
し
ま

す
。
 

な
お
、
領

収
証

に
つ
い

て
は

、
平
成

2
4
年
４

月
分
か

ら
様
式

の
改

正
が
行

わ
れ

る
ま
で

の
も

の
は

差
し
替
え

る
な

ど
、
適

正
に

お
取
り

扱
い

い
た
だ

く
必

要
が
あ

り
ま

す
。
 

貴
都
道
府

県
内
（
区
）
市
町

村
（
政

令
市

、
中
核

市
も

含
む
）
、
関

係
団
体

、
関

係
機
関

等
に
そ
の

周
知
徹
底

を
図

る
と
と

も
に

、
そ
の

運
用

に
遺
憾

な
き

よ
う
、

よ
ろ

し
く
お

願
い

い
た
し

ま
す

。
 

（
参
考
）
 

・
介
護
保

険
制

度
下
に

お
け

る
居
宅

サ
ー

ビ
ス
等

の
類

型
及
び

医
療

費
控
除

の
取

扱
い
 

厚
生
労
働

省
老

健
局
総

務
課

企
画
法

令
係
 

（
電
話
番

号
）
 

０
３
（
５

２
５

３
）
１

１
１

１
（
代

）
 

内
線
 
３
９
０
９

 
 

０
３

（
３

５
９

１
）

０
９

５
４

（
直

通
）

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価
以

外

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価
以

外

訪
問

看
護

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

居
宅

療
養

管
理

指
導

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

短
期

入
所

療
養

介
護

訪
問

介
護

（
生

活
援

助
中

心
型

を
除

く
）

訪
問

入
浴

介
護

通
所

介
護

短
期

入
所

生
活

介
護

訪
問

介
護

（
生

活
援

助
中

心
型

）
対

象
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）

福
祉

用
具

貸
与

特
定

福
祉

用
具

販
売

介
護

予
防

訪
問

看
護

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

介
護

予
防

訪
問

介
護

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

介
護

予
防

通
所

介
護

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
対

象
(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

)
対

象
外

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

特
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

販
売

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

（
一

体
型

事
業

所
で

訪
問

看
護

を
利

用
す

る
場

合
）

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
を

含
む

組
合

せ
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
も

の
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

の
部

分
を

除
く

）
）

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

（
一

体
型

事
業

所
で

訪
問

看
護

を
利

用
し

な
い

場
合

及
び

連
携

型
事

業
所

の
場

合
）

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
を

含
ま

な
い

組
合

せ
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
も

の
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

の
部

分
を

除
く

）
）

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

の
部

分
）

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

（
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

）

施
設

サ
ー

ビ
ス

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

)
対

象
外

介
護

老
人

福
祉

施
設

（
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

）

介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

療
養

型
医

療
施

設

分
類

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
と

併
せ

て
利

用
す

る
と

き

単
独

で
利

用
す

る
と

き
又

は
医

療
系

サ
ー

ビ
ス

と
併

せ
て

利
用

し
な

い
と

き

対
象

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

介
護
保
険
制
度
下
に
お
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
類
型
及
び
医
療
費
控
除
の
取
扱
い

介
護

保
険

制
度

下
に

お
け

る
類

型
対

象
者

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
に

要
す

る
費

用
の

額
（

医
療

費
控

除
の

対
象

と
な

る
自

己
負

担
額

）

福
祉

系
サ

ー
ビ

ス
対

象
外

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

要
支

援
者

対
象

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

居
宅

サ
ー

ビ
ス

要
介

護
者

対
象

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

対
象

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

福
祉

系
サ

ー
ビ

ス

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
要

介
護

者

対
象

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

対
象

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

福
祉

系
サ

ー
ビ

ス

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

対
象

（
自

己
負

担
額

の
2
分

の
1
）

対
象

外
福

祉
系

サ
ー

ビ
ス

施
設

サ
ー

ビ
ス

要
介

護
者

対
象

（
自

己
負

担
額

の
2
分

の
1
）

施
設

サ
ー

ビ
ス

対
象

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
要

支
援

者
対

象
対

象
(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）

介
護
保
険
最
新
情
報
　
V
o
l
.
3
0
7
（
平
成
2
5
年
１
月
2
5
日
）
一
部
抜
粋
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（注）大阪府所管の事業所に対し、発送した通知文を参考に              
抜粋しています。各所管庁の指示に従い、手続きを行って            事 務 連 絡               

ください。                                          平成２５年３月８日 

              

         

訪問介護 

介護予防訪問介護事業者 様 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 

居宅グループ 

 

サービス提供責任者体制の減算に関する届出について（通知） 

 

 平素は介護保険サービスの提供にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成 24年度の介護報酬改定により、二級課程を修了した者をサービス提供責任者として配置している

事業所は訪問介護費が減算されることとなりました。 

 ただし、平成24年3月31日時点で二級課程の研修修了者をサービス提供責任者として配置している事業所が、

平成 25年 3月 31日までに当該二級課程修了者が介護福祉士、介護職員基礎研修課程又は一級課程を修了するこ

とが確実に見込まれる場合は減算の適用を受けないこととする経過措置が設けられております。 

 貴事業所はサービス提供責任者体制の減算が「なし」との届出をされ、この経過措置により減算の適用を受け

ておりませんが、平成 25年 3月 31日までにサービス提供責任者が介護福祉士の資格取得や該当の研修課程を修

了しない場合は、4月 1日より減算となります。 

 つきましては、サービス提供責任者がこの要件を満たす場合は、平成 25年 4月 15日までに、サービス提供責

任者の資格を証明する書類を提出してください。なお、要件を満たさない場合は、平成 25年 4月以降はサービ

ス提供責任者体制「減算あり」として介護報酬請求を請求することになりますので、変更届を提出いただきます

ようお願いします。 

  

記 

１ 提出書類 

   本通知に同封の「サービス提供責任者体制届郵送要領」に記載の必要書類を提出してください。 

 

２ 提出方法 

   郵送により提出してください。 

   本通知に同封する「サービス提供責任者体制届郵送要領」に従って送付してください。 

 

３ 提出先及び提出期限 

提出先  大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ 変更届担当あて 

   提出期限 平成 25年 4月 15日（月）必着 

問い合わせ先 

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 

居宅グループ 

電話 06（6944）7095（直通） 

事
務

連
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平
成

2
5
年

1
月

25
日
 

各
都
道
府

県
介

護
保
険

担
当

部
（
局

）
担

当
者

 
様
 

介
護
保
険

制
度

下
で
の

居
宅

サ
ー
ビ

ス
等

の
対
価

に
係

る
医
療

費
控

除
等
の
 

取
扱
い
に

つ
い

て
 

介
護
保
険

制
度

下
で
の

居
宅

サ
ー
ビ

ス
等

の
対
価

に
係

る
医
療

費
控

除
の
取

扱
い

に
つ
い

て
は
、
そ

の
基
本
的

考
え

方
に
変

更
は

あ
り
ま

せ
ん

が
、
介
護
サ

ー
ビ
ス

の
基

盤
強
化

の
た

め
の
介

護
保

険
法
等

の
一
部
を

改
正

す
る
法

律
（

平
成

2
3
年
法

律
第

7
2
号
）
の
施
行

に
よ

り
、
新

た
な

サ
ー
ビ

ス
類

型
が

創
設
さ
れ

た
こ

と
に
伴

い
、
「

介
護
保
険

制
度
下

で
の

居
宅
サ

ー
ビ

ス
の
対

価
に

か
か
る

医
療

費
控
除

の
取
扱
い

に
つ

い
て
」

（
平

成
1
2
年
６
月

１
日
老

発
第

5
0
9
号

）
を

、
国
税

庁
と

の
協
議

の
下

、
別

添
１
の
と

お
り

改
正
し

、
平
成

2
4
年
４
月

サ
ー
ビ

ス
分

よ
り
適

用
す

る
こ
と

と
し

ま
す
。
 

ま
た

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

基
盤

強
化

の
た

め
の

介
護

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成

2
3
年

法
律
第

7
2
号

）
に

よ
る

改
正
後

の
社

会
福
祉

士
及

び
介
護

福
祉

士
法
の

規
定

に
よ
り

、
介

護
福

祉
士
及
び

認
定

特
定
行

為
業

務
従
事

者
（

以
下
「

介
護

福
祉
士

等
」
と
い

う
。
）
が

、
診

療
の
補
助
と

し
て
喀
痰

吸
引

及
び
経

管
栄

養
（
同
法

附
則

第
３
条

第
１

項
に
規

定
す

る
特
定

行
為

を
含
む
。
以
下
「
喀

痰
吸
引
等

」
と

い
う
。
）
の

実
施
が

認
め

ら
れ
た

こ
と

に
伴
い

、
介

護
保
険

制
度

下
で
の

介
護

福
祉
士

等
に

よ
る

喀
痰

吸
引

等
の

対
価

に
係

る
医

療
費

控
除

の
取

扱
い

に
つ

い
て

、
国

税
庁

と
の

協
議

の
下

、

別
添
２
の

と
お

り
取
り

扱
う

こ
と
と

し
、

平
成

2
4
年

４
月
サ

ー
ビ

ス
分
よ

り
適

用
す
る

こ
と

と
し
ま

す
。
 

な
お
、
領

収
証

に
つ
い

て
は

、
平
成

2
4
年
４

月
分
か

ら
様
式

の
改

正
が
行

わ
れ

る
ま
で

の
も

の
は

差
し
替
え

る
な

ど
、
適

正
に

お
取
り

扱
い

い
た
だ

く
必

要
が
あ

り
ま

す
。
 

貴
都
道
府

県
内
（
区
）
市
町

村
（
政

令
市

、
中
核

市
も

含
む
）
、
関

係
団
体

、
関

係
機
関

等
に
そ
の

周
知
徹
底

を
図

る
と
と

も
に

、
そ
の

運
用

に
遺
憾

な
き

よ
う
、

よ
ろ

し
く
お

願
い

い
た
し

ま
す

。
 

（
参
考
）
 

・
介
護
保

険
制

度
下
に

お
け

る
居
宅

サ
ー

ビ
ス
等

の
類

型
及
び

医
療

費
控
除

の
取

扱
い
 

厚
生
労
働

省
老

健
局
総

務
課

企
画
法

令
係
 

（
電
話
番

号
）
 

０
３
（
５

２
５

３
）
１

１
１

１
（
代

）
 

内
線
 
３
９
０
９

 
 

０
３

（
３

５
９

１
）

０
９

５
４

（
直

通
）

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価
以

外

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価

介
護

福
祉

士
等

に
よ

る
喀

痰
吸

引
等

の
対

価
以

外

訪
問

看
護

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

居
宅

療
養

管
理

指
導

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

短
期

入
所

療
養

介
護

訪
問

介
護

（
生

活
援

助
中

心
型

を
除

く
）

訪
問

入
浴

介
護

通
所

介
護

短
期

入
所

生
活

介
護

訪
問

介
護

（
生

活
援

助
中

心
型

）
対

象
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）

福
祉

用
具

貸
与

特
定

福
祉

用
具

販
売

介
護

予
防

訪
問

看
護

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

介
護

予
防

訪
問

介
護

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

介
護

予
防

通
所

介
護

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
対

象
(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

)
対

象
外

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

特
定

介
護

予
防

福
祉

用
具

販
売

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

（
一

体
型

事
業

所
で

訪
問

看
護

を
利

用
す

る
場

合
）

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
を

含
む

組
合

せ
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
も

の
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

の
部

分
を

除
く

）
）

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

（
一

体
型

事
業

所
で

訪
問

看
護

を
利

用
し

な
い

場
合

及
び

連
携

型
事

業
所

の
場

合
）

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
を

含
ま

な
い

組
合

せ
に

よ
り

提
供

さ
れ

る
も

の
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

の
部

分
を

除
く

）
）

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（

生
活

援
助

中
心

型
の

訪
問

介
護

の
部

分
）

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

（
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

）

施
設

サ
ー

ビ
ス

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

介
護

予
防

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

)
対

象
外

介
護

老
人

福
祉

施
設

（
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

）

介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

療
養

型
医

療
施

設

分
類

医
療

系
サ

ー
ビ

ス
と

併
せ

て
利

用
す

る
と

き

単
独

で
利

用
す

る
と

き
又

は
医

療
系

サ
ー

ビ
ス

と
併

せ
て

利
用

し
な

い
と

き

対
象

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

介
護
保
険
制
度
下
に
お
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
類
型
及
び
医
療
費
控
除
の
取
扱
い

介
護

保
険

制
度

下
に

お
け

る
類

型
対

象
者

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
に

要
す

る
費

用
の

額
（

医
療

費
控

除
の

対
象

と
な

る
自

己
負

担
額

）

福
祉

系
サ

ー
ビ

ス
対

象
外

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

要
支

援
者

対
象

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

居
宅

サ
ー

ビ
ス

要
介

護
者

対
象

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

対
象

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

福
祉

系
サ

ー
ビ

ス

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
要

介
護

者

対
象

医
療

系
サ

ー
ビ

ス

対
象

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

福
祉

系
サ

ー
ビ

ス

対
象

(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）
対

象
外

対
象

（
自

己
負

担
額

の
2
分

の
1
）

対
象

外
福

祉
系

サ
ー

ビ
ス

施
設

サ
ー

ビ
ス

要
介

護
者

対
象

（
自

己
負

担
額

の
2
分

の
1
）

施
設

サ
ー

ビ
ス

対
象

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
要

支
援

者
対

象
対

象
(
自

己
負

担
額

の
1
0
％

）

介
護
保
険
最
新
情
報
　
V
o
l
.
3
0
7
（
平
成
2
5
年
１
月
2
5
日
）
一
部
抜
粋
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資料３ 

その他事業運営上の留意事項 

 

・苦情から見えてくるサービスの質の改善について・・・・・・・・・ ６７ 

・介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント・・・・・・・・・・ ６９ 

・社会福祉施設における労働災害の防止について・・・・・・・・・・ ７９ 

・人権相談所案内（訪問介護に従事されている皆様へ）・・・・・・・  ８０ 

・高齢者が安心して暮らせるまちに・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

・生活保護法に基づく介護について（居宅）・・・・・・・・・・・・  ８４ 

・大阪後見支援センター（あいあいねっと）地域支援相談事業・・・・ ８６ 

・ふせごうインフルエンザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８７ 

・ノロウイルスによる感染性胃腸炎にご注意・・・・・・・・・・・・ ８８ 

・腸管出血性大腸菌（O157等）感染症にご注意・・・・・・・・・・・ ８９ 

・熱中症にご注意ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９０ 

・小規模な社会福祉施設における施設における防火安全対策・・・・・ ９１ 

・災害時の要援護者の支援にかかる福祉避難所の設置にかかる協力要請 ９２ 

・介護支援専門員の皆様  

～ご自身の有効期間満了日を今一度ご確認ください～・・・・・・ ９４ 

・自殺予防対策について～高齢者を中心に～・・・・・・・・・・・・  ９５ 

・介護のこころえ～障がいのある方への配慮について～・・・・・・・  ９９ 

・電力需給ひっ迫に備えた対応について・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

・地震・風水害の被災状況の報告をお願いします・・・・・・・・・・・１１４ 

・「消費者庁リコール情報サイト」の周知徹底について・・・・・・・  １１６ 
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H25 年度 

「苦情から見えてくるサービスの質の改善について」 
 

大阪府国民健康保険団体連合会 

 

「運営基準」厚生省令第 37 号～41 号より「訪問介護」を例に抜粋 

＜１ サービス提供の記録について＞ 

第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護

の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第 41 条第 6 項の規定により利用者に

代わって支払いを受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サ

ービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２  指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービス

の内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他

適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 
≪解釈≫ 

①  居宅基準第 19 条第１項は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度の

残額やサービスの利用状況を把握できるようにするために、指定訪問介護事業者は、指定

訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日、内容（例えば、身体介護、生活

援助、通院等のための乗車又は降車の介助の別）、保険給付の額その他必要な事項を、

利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことと

したものである。 

②  同条第 2 項は、当該指定訪問介護の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用

者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携

等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、

その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。 

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方

法である。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居宅基準第39条第2項の

規定に基づき、2 年間保存しなければならない。 

 
（参考） 

平成 23年度国保連合会苦情・相談件数 

相 談 471 件 

苦情申立 11 件 

合  計 482 件 

 
 
相談：電話や来会等で助言や情報提供等を行ったもの。 
苦情申立：苦情申立書を受けたもの。 

 
 

− 67 −



平成 23 年度国保連合会苦情・相談件数

訳内るなと象対の立申情苦訳内るなと象対の談相

本人との関係 件 苦情・相談等の対象 件 申立人との関係 件

7子25援支護介宅居402族家

1者偶配98護介問訪521人本

2族親他のそ1護介浴入問訪52員門専援支護介

01計合01護看問訪54設施・者業事

5ンョシーテリビハリ問訪31明不

63護介所通95他のそ

件スビーサ象対の立申情苦6ンョシーテリビハリ所通174計合

2援支護介宅居8護介活生所入期短

2護介所通1護介養療所入期短

1護介活生所入期短7与貸具用祉福件因原の等談相

1設施祉福人老護介定指0売販具用祉福定特77容内

2設施健保人老護介6修改宅住13害損・害被な的体具

1護介活生者居入設施定特2導指理管養療宅居41係関続手・約契

2護介活生同共型応対症知認71護介活生者居入設施定特13反違準基・求請正不

11計合4援支防予護介13足不の報情・明説

)01(）数件立申（2護介問訪防予護介42応対・度態の者業従

りあ立申の数複で件1　※0護介浴入問訪防予護介82応対の等者理管

0護看問訪防予護介5度制

不足・未提供 14 介護予防訪問リハビリテーション 0

2護介所通防予護介3備不対応

1ンョシーテリビハリ所通防予護介5増担負

件因原の立申情苦0護介活生所入期短防予護介4害侵利権

3容内0護介養療所入期短防予護介402他のそ

6害損・害被な的体具0与貸具用祉福防予護介174計合

2応対の者理管0売販具用祉福防予護介定特

11計合0修改宅住防予護介

1導指理管養療宅居防予護介

介護予防特定施設入居者生活介護 1

0護介問訪型応対間夜

1護介所通型応対症知認

5護介宅居型能機多模規小

31護介活生同共型応対症知認

地域密着型特定施設入居者生活介護 0

介護予防認知症対応型通所介護 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 0

介護予防認知症対応型共同生活介護 0

82設施祉福人老護介定指

43設施健保人老護介

1設施療医型養療護介定指

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1

01定認護介要

6料険保

9料用利スビーサ

制度上の問題（制度への不満・要望等） 3

行政の対応(職員の対応の不備等） 2

701他のそ

174計合
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2

Po
in
t 
1
労
働
条
件
は
書
面
で
明
示
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
15
条
 

Po
in
t 
2
契
約
の
更
新
に
関
す
る
事
項
も
明
示
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 有
期
労
働
契
約
の
締
結
、更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
第
1条
 

・
 
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
時
に
は
、賃
金
、労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
を
書
面
の
交
付
に
よ
り
 

明
示
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
 

・
 
6か
月
契
約
、１
年
契
約
な
ど
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約（
有
期
労
働
契
約
）を
結
ぶ
場
合
に
は
、契
約
更
新
の
都
度
、労
働

条
件
の
明
示（
書
面
の
交
付
）が
必
要
で
す
。
 

・
 
上
記
以
外
の
場
面
に
お
い
て
も
、労
働
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、で
き
る
限
り
書
面
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。（
労
働
契
約
法

第
4
条
第
2
項
） 

・
 
労
働
者
と「
有
期
労
働
契
約
」
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、 

 
 
 
○
 
P
o
in
t1
 の
 「
 労
働
契
約
の
期
間
 」
 の
ほ
か
、 

 
 
 
○
 
更
新
の
有
無
 

 
 
 
○
 
更
新
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
た
と
き
の
、更
新
に
関
す
る
判
断
の
基
準

を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ○
 
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
の
内
容
 

○
 
労
働
日（
労
働
す
べ
き
日
）や
始
業
･終
業
時
刻
な
ど
下
記
①
～
③
が
月
ご
と
等
の
勤
務
表
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
場
合
の
明
示
方
法
 

書
面
で
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
の
内
容
 

労
働
契
約
の
期
間
 （
期
間
の
定
め
の
有
無
、定
め
が
あ
る
場
合

は
そ
の
期
間
） 

就
業
の
場
所
・
従
事
す
る
業
務
の
内
容
 

労
働
時
間
に
関
す
る
事
項
 （
始
業
・
終
業
時
刻
、時
間
外
労
働

の
有
無
、休
憩
、休
日
、休
暇
等
） 

賃
金
の
決
定
・
計
算
・
支
払
の
方
法
、賃
金
の
締
切
・
支
払
の
時

期
に
関
す
る
事
項
 

退
職
に
関
す
る
事
項
 （
解
雇
の
事
由
を
含
む
） 

 勤
務
表
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
労
働
条
件
 

 
①
 
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
 

 
②
 
労
働
日
並
び
に
そ
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
 

 
③
 
休
憩
時
間
 

 

1
） 
勤
務
の
種
類
ご
と
の
①
～
③
に
関
す
る
考
え
方
 

2
） 
適
用
さ
れ
る
就
業
規
則
上
の
関
係
条
項
名
 

3
） 
契
約
締
結
時
の
勤
務
表
 

 
に
つ
い
て
、書
面
の
交
付
に
よ
り
明
示
し
ま
し
ょ
う
 

 

 ・
  ・
 
・
   ・
  ・
 

そ
の
他
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
の
内
容
 

昇
給
に
関
す
る
事
項
 

退
職
手
当
、臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、賞
与
、労
働
者
に
負
担

さ
せ
る
食
費
・
作
業
用
品
、安
全
衛
生
、職
業
訓
練
、災
害
補
償
、

表
彰
・
制
裁
、休
職
等
に
関
す
る
事
項
･･
･こ
れ
ら
に
つ
い
て
定

め
た
場
合
 

 ・
 
・
  

「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
」 

（
平
成
15
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
35
7
号
）
に
つ
い
て
 

 
 
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、契
約
更
新
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、一
定
期
間
雇
用
を
継
続
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、突
然
、契
約
更
新
を
せ
ず
に
期
間
満
了
を
も
っ
て
退
職
さ
せ
る
な
ど
の
、

い
わ
ゆ
る
「
雇
止
め
」
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

 
こ
の
基
準
は
、こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
を
図
る
た
め
、労
働
基
準
法
第
1
4
条
第
2
項

に
基
づ
き
、使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。
 

 
・
 
自
動
的
に
更
新
す
る
 

 
・
 
更
新
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
 

 
・
 
契
約
の
更
新
は
し
な
い
 
 
 
等
 
 

  
・
 
契
約
期
間
満
了
時
の
業
務
量
に
 

 
  
よ
り
判
断
す
る
 

 
・
 
労
働
者
の
勤
務
成
績
、
態
度
に
よ
 

  
  
り
判
断
す
る
 

 
・
 
労
働
者
の
能
力
に
よ
り
判
断
す
る
 

 
・
 
経
営
状
況
に
よ
り
判
断
す
る
 

 
・
 
従
事
し
て
い
る
業
務
の
進
捗
状
況
 

  
  
に
よ
り
判
断
す
る
 
 
 
 
 
 
等
 

明
示
す
る
「
更
新
の
有
無
」
の
具
体
的
な
例
 

 

（
１
） 
労
働
条
件
の
明
示
に
つ
い
て
 

明
示
す
る
「
判
断
の
基
準
」
の
具
体
的
な
例
 

 

Ⅰ
 
介
護
労
働
者
全
体（
訪
問
・
施
設
）に
共
通
す
る
事
項
 

介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
 

確
保
・
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
 

介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
 

確
保
・
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
 

は
じ
め
に
 

厚
生
労
働
省
 
都
道
府
県
労
働
局
 
労
働
基
準
監
督
署
 

 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
対
象
 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
い
う
「
介
護
労
働
者
」
と
は
、
専
ら
介
護
関
係
業
務
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
 

労
働
者
を
指
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
老
人
福
祉
・
介
護
事
業
の
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の
障
害
者
福
祉
事
業
、
 

児
童
福
祉
事
業
等
に
お
い
て
介
護
関
係
業
務
に
従
事
す
る
者
も
含
み
ま
す
。
 

 
ま
た
、
こ
れ
ら
介
護
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に
お
か
れ
て
は
、
介
護
労
働
者
以
外
の
労
働
者
に
 

つ
き
ま
し
て
も
、
同
様
に
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
を
図
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
  

 

 
平
成
1
2
年
の
介
護
保
険
法
の
施
行
以
来
、

介
護
関
係
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
や
、
こ
れ

ら
介
護
労
働
者
を
使
用
す
る
社
会
福
祉
施
設
は

い
ず
れ
も
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
事
業
場
の
中
に
は
、
事
業
開
始
後
間
も
な

い
た
め
、
労
働
基
準
関
係
法
令
や
雇
用
管
理
に

関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
も
の
も

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

  
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
に
関
す
る
主
要
な
ポ
イ

ン
ト
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
も
の
で
す
。 

 
介
護
労
働
者
を
使
用
さ
れ
る
事
業
者
の
方
々
を
始
め
と
し
て
介
護
事
業
に
携
わ
る
皆
様
に
は
、

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、
介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確
保
・
改
善
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 
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4

Po
in
t 
1
労
働
時
間
の
適
正
な
取
扱
い
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
 ➡
 労
働
基
準
法
第
32
条
な
ど
 

Po
in
t 
2
労
働
時
間
を
適
正
に
把
握
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
32
条
、労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
 

・
 
労
働
時
間
と
は
、使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
時
間
を
い
い
、介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
時
間
に
限
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
特
に
、次
の
よ
う
な
時
間
に
つ
い
て
、労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
な
い
例
が
み
ら
れ
ま
す
が
、労
働
時
間
と
し
て
適

正
に
把
握
、管
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
○
 
交
替
制
勤
務
に
お
け
る
引
継
ぎ
時
間
 

 
 
○
 
業
務
報
告
書
等
の
作
成
時
間
 

 
 
○
 
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
打
ち
合
わ
せ
、 

 
 
 
会
議
等
の
時
間
 

 
 
○
 
使
用
者
の
指
揮
命
令
に
基
づ
く
施
設
行
事
等
の
 

 
 
 
時
間
と
そ
の
準
備
時
間
 

 
 
○
 
研
修
時
間
 

  ・
 
「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
」
に
基
づ
き
、適
正
に
労
働
時
間
を

把
握
し
て
く
だ
さ
い
。
 

「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
」 

（
平
成
13
年
4
月
6
日
付
け
基
発
第
33
9
号
）
の
主
な
内
容
 

 
・
 
使
用
者
は
、労
働
時
間
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
、労
働
者
の
労
働
日
ご
と
の
始
業
・
終
業
時
刻
を
確
認
し
、こ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
 

 ・
 
始
業
・
終
業
時
刻
の
確
認
・
記
録
に
当
た
っ
て
は
、原
則
と
し
て
 

 
①
  使
用
者
が
、自
ら
現
認
し
て
、 

 
②
 タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
の
客
観
的
な
記
録
を
基
礎
と
し
て
、 

 
確
認
・
記
録
す
る
こ
と
 

 ・
 
自
己
申
告
制
に
よ
り
こ
れ
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、 

 
①
 
適
正
な
自
己
申
告
等
に
つ
い
て
労
働
者
に
十
分
説
明
す
る
、 

 
②
 自
己
申
告
と
実
際
の
労
働
時
間
と
が
合
致
し
て
い
る
か
必
要
に
応
じ
て
実
態
調
査
を
実
施
す
る
、 

 
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
  
 等
 

（
３
） 
労
働
時
間
に
つ
い
て
 

 
研
修
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
場
合
は
、労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。
 

 
ま
た
、使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、研

修
を
受
講
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
就
業
規
則
上
の
制
裁
等
の
不
利

益
な
取
扱
い
が
あ
る
と
き
や
、研
修
内
容
と
業
務
と
の
関
連
性
が

強
く
、そ
れ
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
よ
り
本
人
の
業
務
に
具
体
的
に

支
障
が
生
ず
る
な
ど
実
質
的
に
使
用
者
か
ら
出
席
の
強
制
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
な
ど
は
、労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。
 

P
o
in
t 
1
に
よ
り
労
働
時
間
の
判
断
を
適
正
に
行
い
、 

P
o
in
t 
2
に
よ
り
こ
れ
ら
を
適
正
に
把
握
し
て
く
だ
さ
い
 

※
 
訪
問
介
護
労
働
者
特
有

の
移
動
時
間
等
に
つ
い
て
は
、

Ⅱ
P
o
in
t 
3
 参
照
 

 

3

Po
in
t 
1

Po
in
t 
2

Po
in
t 
3

就
業
規
則
を
作
成
し
、届
け
出
ま
し
ょ
う
 

➡
労
働
基
準
法
第
89
条
 

 

適
正
な
内
容
の
就
業
規
則
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
 

 

➡
労
働
基
準
法
第
92
条
  

就
業
規
則
を
労
働
者
に
周
知
し
ま
し
ょ
う
 

➡
労
働
基
準
法
第
10
6条
  

・
 
常
時
1
0
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、就
業
規
則
を
作
成
し
、労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
ま
た
、就
業
規
則
を
変
更
し
た
場
合
に
も
、労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

・
 
 「
1
0
人
以
上
の
労
働
者
」
に
は
、介
護
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
、次
の
労
働
者
の
方
も
含
ま
れ
ま
す
。
 

 
 
○
 
事
務
員
、警
備
担
当
者
等
、介
護
労
働
者
以
外
の
労
働
者
 

 
 
○
 
短
時
間
労
働
者
、有
期
契
約
労
働
者
等
の
い
わ
ゆ
る
非
正
規
労
働
者
 

・
 
就
業
規
則
の
内
容
は
、法
令
等
に
反
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
ま
た
、就
業
規
則
を
作
成
し
て
い
る
の
に
、そ
の
内
容
が
実
際
の
就
労
実
態
と
合
致
し
て
い
な
い
例
が
み
ら
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
て
は
、労
働
条
件
が
不
明
確
に
な
り
、労
働
条
件
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
も
繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
労
働
者
の
就
労
実
態

に
合
致
し
た
内
容
の
就
業
規
則
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
 
作
成
し
た
就
業
規
則
は
、以
下
の
方
法
に
よ
り
労
働
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
○
 
常
時
事
業
場
内
の
各
作
業
場
ご
と
に
掲
示
し
、又
は
備
え
付
け
る
こ
と
 

 
 
○
 
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
 

 
 
○
 
電
子
的
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
し
、か
つ
、各
作
業
場
に
労
働
者
が
そ
の
記
録
の
内
容
を
常
時

 
 
  確
認
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
等
の
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
 

・
 
労
働
者
か
ら
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
就
業
規
則
を
見
せ
る
な
ど
、就
業
規
則
を
労
働
者
が
必
要
 

な
と
き
に
容
易
に
確
認
で
き
な
い
方
法
で
は
、「
周
知
」
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   ○
 
就
業
規
則
に
規
定
す
べ
き
事
項
 

○
 
使
用
者
が
、就
業
規
則
の
変
更
に
よ
っ
て
労
働
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、次
の
こ
と
が
必
要
で
す
。（
労
働
契
約
法
第
1
0
条
） 

必
ず
規
定
す
べ
き
事
項
 

・
 労
働
時
間
に
関
す
る
事
項
 （
始
業
・
終
業
時
刻
、 
休
憩
、休
日
、休
暇
等
） 

・
 賃
金
の
決
定
・
計
算
・
支
払
の
方
法
、賃
金
の
締
切
・
支
払
の
時
期
、昇
給
 

 
に
関
す
る
事
項
 

・
 退
職
に
関
す
る
事
項
 （
解
雇
の
事
由
を
含
む
） 

定
め
た
場
合
に
規
定
す
べ
き
事
項
 

・
 退
職
手
当
、臨
時
の
賃
金
等
、労
働
者
に
負
担
さ

せ
る
食
費
・
作
業
用
品
、 
安
全
衛
生
、職
業
訓
練
、

災
害
補
償
、表
彰
・
制
裁
等
に
関
す
る
事
項
 

 

 
 
○
 
全
労
働
者
に
共
通
の
就
業
規
則
を
作
成
す
る
 

 
 
○
 
正
社
員
用
の
就
業
規
則
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
用
の
就
業
規
則
を
作
成
す
る
 

な
ど
に
よ
り
、全
て
の
労
働
者
に
つ
い
て
の
就
業
規
則
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

就
業
規
則
は
、非
正
規
労
働
者
も
含
め
、事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

（
２
） 
就
業
規
則
に
つ
い
て
 

 

①
 
そ
の
変
更
が
、次
の
事
情
な
ど
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
労
働
者
の
受
け
る
不
利
益
の
程
度
、労
働
条
件
の
変
更
の
必
要
性
、変
更
後
の
就
業
規
則
の
内
容
の
相
当
性
、労
働
組
合

等
と
の
交
渉
の
状
況
 

②
 
労
働
者
に
変
更
後
の
就
業
規
則
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
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6

Po
in
t 
1
休
憩
は
確
実
に
取
得
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
34
条
 

Po
in
t 
2
夜
間
勤
務
者
等
の
法
定
休
日
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
 
➡
 労
働
基
準
法
第
35
条
 

・
 
労
働
時
間
が
6
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
4
5
分
、8
時
間
を
超
え
る
場
合
に
は
少
な
く
と
も
1
時
間
の
休
憩

が
、労
働
時
間
の
途
中
に
必
要
で
す
。
 

・
 
休
憩
は
、労
働
者
の
自
由
に
利
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
特
に
、次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、夜
間
時
間
帯
や
利
用
者
の
食
事
時
間
帯
に
お
い
て
も
、休
憩
が
確
実
に

取
得
で
き
る
よ
う
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
○
 
代
替
要
員
の
不
足
等
か
ら
夜
勤
時
間
帯
の
休
憩
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
例
 

 
○
 
正
午
～
午
後
1
時
な
ど
の
所
定
の
休
憩
時
間
に
利
用
者
の
食
事
介
助
等
を
行
う
必
要
が
生
じ
、休
憩
が
確
保
さ
れ
 
 

 
 て
い
な
い
例
 

・
 
使
用
者
は
、労
働
者
に
対
し
て
、毎
週
少
な
く
と
も
1
回
の
休
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

 （
4
週
間
を
通
じ
4日
の
休
日
を
与
え
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
） 

・
 
こ
の
「
休
日
」
と
は
、単
に
連
続
2
4
時
間
の
休
業
を
指
す
の
で
は
な
く
、 

  
原
則
と
し
て
暦
日（
午
前
0
時
か
ら
午
後
1
2
時
ま
で
）の
休
業
を
い
い
ま
す
。
 

・
 
し
た
が
っ
て
、い
わ
ゆ
る
「
夜
勤
明
け
」
の
日
は
、法
定
休
日
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
の
で
 

  
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
の
シ
フ
ト
は
、月
2
8日
に
対
し
て
ど
ち
ら
も
2
0日
出
勤
で
あ
り
、週
4
0
時
間
は
ク
リ
ア
し
て
い
ま
す
が
･･
･ 

→
 
Ａ
さ
ん
の
シ
フ
ト
は
、法
定
休
日
も
４
週
に
４
日
以
上
あ
り
、労
働
基
準
法
上
の
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

→
 
Ｂ
さ
ん
の
シ
フ
ト
は
、法
定
休
日
と
評
価
で
き
る
日
が
４
週
に
２
日
し
か
な
く
、法
定
の
日
数
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
 

 
 
 →
 
Ｂ
さ
ん
の
シ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、改
善
が
必
要
で
す
。
 

 ●
 
シ
フ
ト
表
の
例
と
法
定
休
日
の
考
え
方
 

青
色
の
日
に
つ
い
て
は
、暦
日（
午
前
0
時
か
ら
 

午
後
1
2
時
ま
で
）と
し
て
の
休
業
が
確
保
さ
れ
、 

「
法
定
休
日
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 

赤
色
の
日
に
つ
い
て
は
、午
前
7
時
ま
で
勤
務
し
て
 

い
る
た
め
暦
日
と
し
て
の
休
業
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、 

「
法
定
休
日
」と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

  

（
４
） 
休
憩
・
休
日
に
つ
い
て
 

 

 
 例
）早
出
 6
:0
0
～
1
5
:0
0
 
遅
出
 1
4
:0
0
～
2
3
:0
0
 
夜
勤
 2
2
:0
0
～
翌
 7
:0
0
 （
休
憩
各
１
時
間
） 

1
 2 
3
 4
 5
 6 
7
 8
 9
 1 0
 1 1
 1 2
 13
   1
 4
 1 5
 1 6
 1 7
 1 8
 1 9
 2
 0
 2 1
 2 2
 2 3
 2 4
 2 5
 2 6
 2 7
 28
 

氏
  
 名
 

A
 さ
ん
 

B
 さ
ん
 

早
 

早
 
遅
 
夜
 

早
 
遅
 夜
 

早
 遅
 
夜
 

早
 
遅
 
夜
 

早
 
遅
 
夜
 

早
 
遅
 
夜
 

早
 
遅
 

早
 
早
 早
 

遅
 
遅
 
遅
 
遅
 

夜
 
夜
 
夜
 
夜
 

早
 
早
 
早
 
早
 

遅
 
遅
 
遅
 遅
 

 

5

Po
in
t 
4
３６
協
定
を
締
結
・
届
出
し
ま
し
ょ
う
 

 

➡
労
働
基
準
法
第
36
条
 

Po
in
t 
3
変
形
労
働
時
間
制
等
は
正
し
く
運
用
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
32
条
の
2、
第
32
条
の
4 
ほ
か
 

Po
in
t 
5
時
間
外
労
働
等
は
、３
６
協
定
の
範
囲
内
に
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
32
条
、第
36
条
  

・
 
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、P
o
in
t4
で
締
結
し
た
3
6
協
定
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、労
使
は
、こ
の
こ
と
を
十
分
意
識
し
た

上
で
3
6
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

○
 
1
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
※
１
を
採
用
す
る
場
合
に
は
 

 
→
 
毎
年
※
２
、労
使
協
定
を
適
切
に
締
結
し
、労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
ま
し
ょ
う
。
 

 
 
 
ま
た
、就
業
規
則
等
に
よ
り
、適
切
に
枠
組
み
を
定
め
ま
し
ょ
う
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
１
 
１
年
以
内
の
期
間
を
平
均
し
て
週
4
0
時
間
を
達
成
す
る
方
法
で
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
２
 
対
象
期
間
ご
と
に
労
使
協
定
の
締
結
、届
出
が
必
要
で
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○
 
1
か
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
※
を
採
用
す
る
場
合
に
は
 

 
→
 
労
使
協
定
、就
業
規
則
等
に
よ
り
、適
切
に
枠
組
み
を
定
め
ま
し
ょ
う
。
 

 
 
 
各
日
ご
と
の
勤
務
割
は
、変
形
期
間
の
開
始
前
ま
で
に
具
体
的
に
特
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
１
か
月
以
内
の
期
間
を
平
均
し
て
週
4
0
時
間
を
達
成
す
る
方
法
で
す
。
 

 ・
 
そ
の
他
の
労
働
時
間
制
度
を
採
用
す
る
場
合
に
も
、法
定
の
要
件
に
基
づ
き
正
し
く
運
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

・
 
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
に
関
す
る
労
使
協
定
（
3
6
協
定
）を
締
結
し
、

労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
 
労
使
は
、3
6
協
定
の
内
容
が
、限
度
基
準
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
  

 

時
間
外
労
働
の
限
度
に
関
す
る
基
準
（
限
度
基
準
：
平
成
10
年
労
働
省
告
示
第
15
4
号
）
の
主
な
内
容
 

  
○
 
業
務
区
分
の
細
分
化
 

 
 
容
易
に
臨
時
の
業
務
な
ど
を
予
想
し
て
対
象
業
務
を
拡
大
し
な
い
よ
う
、業
務
の
区
分
を
細
分
化
 

 
す
る
こ
と
に
よ
り
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
業
務
の
範
囲
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

○
 
一
定
期
間
の
区
分
 

 
 
「
１
日
」
の
ほ
か
、 「
１
日
を
超
え
３
か
月
以
内
の
期
間
」と
「
１
年
間
」
に
つ
い
て
協
定
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
延
長
時
間
の
限
度（
限
度
時
間
） 

 
 
一
般
の
労
働
者
の
場
合
1か
月
4
5
時
間
、1
年
間
3
6
0
時
間
等
の
限
度
時
間
が
あ
り
ま
す
。
 

○
 
特
別
条
項
 

 
 
臨
時
的
に
限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
特
別
の
事
情
」
が
予

 
想
さ
れ
る
場
合
、特
別
条
項
付
き
協
定
を
結
べ
ば
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
を
延
長
時
間
と
す
る
こ
と
 

 
が
で
き
ま
す
が
、こ
の
「
特
別
の
事
情
」
は
、臨
時
的
な
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。
 

 
 
な
お
、限
度
時
間
を
超
え
て
働
か
せ
る
場
合
、法
定
割
増
賃
金
率（
2
5
%
）を
超
え
る
率
と
す
る
よ
う

に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

○
 
適
用
除
外
 

 
 
工
作
物
の
建
設
等
の
事
業
、自
動
車
の
運
転
の
業
務
等
、一
部
の
事
業
又
は
業
務
に
は
上
記
の
 

 
限
度
時
間
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

 
延
長
時
間
の
限
度
 

 
 （
限
度
時
間
） 

①
一
般
の
労
働
者
の
場
合
 

 
 
１
週
間
 
  1
5
時
間
 

 
 
１
か
月
 
  
4
5
時
間
 

 
 
１
年
間
 
3
6
0
時
間
 
等
 

②
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間

 
制
※
の
対
象
者
の
場
合
 

 
 
１
週
間
 
  1
4
時
間
 

 
 
１
か
月
 
  
4
2
時
間
 

 
 
１
年
間
 
3
2
0
時
間
 
等
 

  
  
  
 ※
 
対
象
期
間
３
か
月
超
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8

契 約 期 間 １ か 月  

契 約 期 間 １ か 月  

契 約 期 間 １ か 月  

契 約 期 間 １ か 月  

契 約 期 間 １ か 月  

契 約 期 間 １ か 月  

Po
in
t 
1
非
正
規
労
働
者
に
も
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
ま
し
ょ
う
 ➡
 労
働
基
準
法
第
39
条
 

・
 
非
正
規
労
働
者
も
含
め
、
6
か
月
間
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日
の
8
割
以
上
出
勤
し
た
労
働
者
に
対
し
て
は
、
年
次

有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
年
次
有
給
休
暇
が
比
例
付
与
さ
れ
る
日
数
は
、
原
則
と
し
て
基
準
日
（
年
次
有
給
休
暇
付
与
日
）
に
お
い
て

予
定
さ
れ
て
い
る
今
後
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
日
数
で
す
。
 

 
た
だ
し
、
予
定
さ
れ
て
い
る
所
定
労
働
日
数
を
算
出
し
難
い
場
合
に
は
、
基
準
日
直
前
の
実
績
を
考
慮
し
て

所
定
労
働
日
数
を
算
出
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
雇
入
れ
の
日
か

ら
起
算
し
て
６
か
月
経
過
後
に
付
与
さ
れ
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
過
去
６
か
月
の
労
働
日
数

の
実
績
を
２
倍
し
た
も
の
を
「
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
」
と
み
な
し
て
判
断
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
所
定
労
働
日
数
が
少
な
い
労
働
者
に
対
し
て
も
、所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

○
 
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
の
要
件
 

○
 
予
定
さ
れ
て
い
る
今
後
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
を
算
出
し
難
い
場
合
の
取
扱
い
 

○
 
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
 

（
６
） 
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
 

例 え ば  

 
過

経
月
か6

 
日
入
雇

（ 更 新 ）  

（ 更 新 ）  

（ 更 新 ）  

（ 更 新 ）  

（ 更 新 ）  

6か
月
継
続
勤
務
※
 

と
判
断
さ
れ
る
場
合
 

※
 
継
続
勤
務
と
は
在
籍
期
間
を
意
味
し
、
継
続
勤
務
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
勤
務
の
実
態
に
即
し
実
質
的
に
判
断

す
べ
き
も
の
で
す
。 

年
次
有
給
休
暇
 

の
付
与
 

週
所
定
 

労
働
時
間
 

週
所
定
 

労
働
日
数
 
１
年
間
の
所
定
 

労
働
日
数
 ※
 

3
0
時
間
 

以
上
 

3
0
時
間
 

未
満
 

5日
以
上
 

4日
 

3日
 

2日
 

1日
 

2
1
7日
以
上
 

1
6
9日
か
ら
 

2
1
6日
ま
で
 

1
2
1日
か
ら
 

1
6
8日
ま
で
 

7
3日
か
ら
 

1
2
0日
ま
で
 

4
8日
か
ら
 

7
2日
ま
で
 

6か
月
 

1
年
 

6か
月
 

雇
入
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
期
間
ご
と
の
年
次
有
給
休
暇
日
数
 

2
年
 

6か
月
 

3
年
 

6か
月
 

4
年
 

6か
月
 

5
年
 

6か
月
 
6
年
6か
月
 

以
上
 

1
0日
 

7日
 

5日
 

3日
 

1日
 

1
1日
 

8日
 

6日
 

4日
 

2日
 

1
2日
 

9日
 

6日
 

4日
 

2日
 

1
4日
 

1
0日
 

8日
 

5日
 

2日
 

1
6日
 

1
2日
 

9日
 

6日
 

3日
 

1
8日
 

1
3日
 

1
0日
 

6日
 

3日
 

2
0日
 

1
5日
 

1
1日
 

7日
 

3日
 

※
 
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
労
働
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
 

全
労
働
日
の
 

8
割
以
上
出
勤
 

7

Po
in
t 
1
労
働
時
間
に
応
じ
た
賃
金
を
、適
正
に
支
払
い
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
24
条
 

Po
in
t 
2
時
間
外
・
深
夜
割
増
賃
金
を
支
払
い
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
37
条
 

 

Po
in
t 
3
最
低
賃
金
以
上
の
賃
金
を
支
払
い
ま
し
ょ
う
 

➡
 最
低
賃
金
法
第
4条
 

・
 
時
間
外
労
働
に
対
し
て
は
、２
５
％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
賃
金
は
、い
か
な
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
労
働
時
間
に
応
じ
た
賃
金
の
算
定
を
行
う
場
合（
時
給
制
な
ど
の
場
合
）に
は
、交
替
制
勤
務
に
お
け
る
引
継
ぎ
時
間
、業
務
報

告
書
の
作
成
時
間
等
、介
護
サ
ー
ビ
ス
に
直
接
従
事
し
た
時
間
以
外
の
労
働
時
間
も
通
算
し
た
時
間
数
に
応
じ
た
算
定
を
し
て
く

だ
さ
い
。
※
 （
３
）P
o
in
t 
1、
Ⅱ
P
o
in
t 
3
 参
照
 

・
 
深
夜
業
（
午
後
1
0
時
か
ら
午
前
5
時
ま
で
の
労
働
）
に
対
し
て
は
、２
５
％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
 

・
 
休
日
労
働
に
対
し
て
は
、３
５
％
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

 ・
 
賃
金
は
、地
域
別
最
低
賃
金
以
上
の
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
地
域
別
最
低
賃
金
は
、産
業
や
職
種
に
か
か
わ
り
な
く
、都
道
府
県
内
の
す
べ
て
の
労
働
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
最
低
賃
金

と
し
て
、各
都
道
府
県
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
  

 ・
 
ま
た
、使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
に
は
、休
業
手
当
を
適
正
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
  
※
Ⅱ
P
o
in
t 
2
 参
照
 

○
 
賃
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働
時
間
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
 

直
接
従
事
す
る
時
間
 

介
護
労
働
者
の
労
働
時
間
 

（
3
）P
o
in
t1
 の
引
継
ぎ
時
間
、業
務
報
告
書
等
の

作
成
時
間
、
会
議
等
の
時
間
、
研
修
時
間
等
、
 

Ⅱ
P
o
in
t3
 
の
移
動
時
間
、待
機
時
間
等
、介
護
サ

ー
ビ
ス
に
直
接
従
事
し
た
時
間
以
外
の
労
働
時
間
 

（
５
） 
賃
金
に
つ
い
て
 

 

○
 
支
払
う
賃
金
と
最
低
賃
金
額
と
の
比
較
方
法
 

時
間
に
よ
っ
て
 

定
め
ら
れ
た
賃
金
 

（
時
間
給
） 

日
、週
、月
等
に
 

よ
っ
て
定
め
ら
れ
 

た
賃
金
 

当
該
期
間
に
お
け
る
 

所
定
労
働
時
間
数
 

（
日
、週
、月
に
よ
っ
て
所
定
労
働
時

間
数
が
異
な
る
場
合
に
は
、そ
れ
 

ぞ
れ
1
週
間
、4
週
間
、1
年
間
の
平

均
所
定
労
働
時
間
数
） 

 

最
低
賃
金
額
 

（
時
間
額
） 

 

こ
の
労
働
時
間
に
応
じ
賃
金
を
算
定
 

・
 
１
か
月
に
6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、法
定
割
増
賃
金
率
が
現
行
の
２５
％
か
ら
５０
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

・
 
た
だ
し
、中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、当
分
の
間
、法
定
割
増
賃
金
率
の
引
き
上
げ
は
猶
予
さ
れ
ま
す
。
 

 

− 72 −



10

Po
in
t 
1
労
働
者
名
簿
、賃
金
台
帳
を
作
成
、保
存
し
ま
し
ょ
う
 

➡
第
10
8条
、第
10
9条
 

・
 
労
働
者
の
労
務
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、労
働
者
名
簿
を
作
成
し
、労
働
者
の
氏
名
、雇
入
れ
の
年
月
日
、退
職
の

年
月
日
及
び
そ
の
事
由
等
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
ま
た
、賃
金
台
帳
を
作
成
し
、労
働
者
の
氏
名
、労
働
日
数
、労
働
時
間
数
、時
間
外
労
働
時
間
数
、基
本
給
等
を
賃
金

の
支
払
の
都
度
遅
れ
る
こ
と
な
く
記
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
こ
れ
ら
は
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
で
す
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
3
年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
8
） 
労
働
者
名
簿
、賃
金
台
帳
に
つ
い
て
 

Po
in
t 
1
衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
安
全
衛
生
法
第
12
条
、第
12
条
の
2、
第
13
条
、第
18
条
ほ
か
 

・
 
常
時
5
0
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
は
、衛
生
管
理
者
や
産
業
医
を
選
任
し
、ま
た
、衛
生
委
員
会
を
設
置

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
 
常
時
1
0
人
以
上
5
0
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
は
、衛
生
推
進
者
を
選
任
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
 
こ
れ
ら
の
衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
、労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
、健
康
の
保
持
増
進
、労
働
災
害
の
防
止
な
ど
を

図
り
ま
し
ょ
う
。
 

 Po
in
t 
2
健
康
診
断
を
確
実
に
実
施
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
安
全
衛
生
法
第
66
条
、労
働
安
全
衛
生
規
則
第
43
条
、第
44
条
、第
45
条
ほ
か
 

・
 
非
正
規
労
働
者
も
含
め
、常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、 

 
 
 
○
 
雇
入
れ
の
際
 

 
 
 
○
 
１
年
以
内
ご
と
に
１
回
 ※
 

 
 
 
 
  
 ※
 
深
夜
業
等
の
特
定
業
務
に
常
時
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、 

 
 
 
 
 
 
 6
か
月
以
内
ご
と
に
１
回
 

 
定
期
に
健
康
診
断
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

（
9
） 
安
全
衛
生
の
確
保
に
つ
い
て
 

記
載
 

事
項
 

保
存
 

期
間
 

労
働
者
の
氏
名
、
 

雇
入
れ
の
年
月
日
、
 

退
職
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由
 
等
 

労
働
者
の
氏
名
、
賃
金
計
算
期
間
、
 

労
働
日
数
、
労
働
時
間
数
、
時
間
外
労
働
時
間
数
、
 

基
本
給
、
手
当
そ
の
他
賃
金
の
種
類
ご
と
に
そ
の
額
 
等
 

労
働
者
の
退
職
等
の
日
か
ら
3
年
間
 

最
後
の
記
入
を
し
た
日
か
ら
3
年
間
 

労
 
働
 
者
 
名
 
簿
 

賃
 
金
 
台
 
帳
 

9

（
7
） 
解
雇
・
雇
止
め
に
つ
い
て
 

Po
in
t 
2
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
抑
制
す
る
不
利
益
取
扱
い
は
 

し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
13
6条
 

・
 
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
賃
金
の
減
額
そ
の
他
の
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
 

・
 
例
え
ば
、
精
皆
勤
手
当
や
賞
与
の
額
の
算
定
に
際
し
て
、
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
日
を
欠
勤
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
は
、
不
利
益
取
扱
い
と
し
て
禁
止
さ
れ
ま
す
。
 

Po
in
t 
1
解
雇
・
雇
止
め
を
行
う
場
合
は
、予
告
等
の
手
続
を
取
り
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
20
条
、有
期
労
働
契
約
の
締
結
、更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
第
2条
ほ
か
 

・
 
や
む
を
得
ず
労
働
者
の
解
雇
を
行
う
場
合
に
は
、少
な
く
と
も
3
0日
前
ま
で
の
予
告
が
必
要
で
す
。
  

 予
告
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、解
雇
ま
で
の
日
数
に
応
じ
た
解
雇
予
告
手
当
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

      ・
 
有
期
労
働
契
約
※
を
更
新
し
な
い
場
合
に
は
、少
な
く
と
も
3
0日
前
ま
で
の
予
告
が
必
要
で
す
。
 

 
 ※
 
3
回
以
上
更
新
さ
れ
て
い
る
か
、1
年
を
超
え
て
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、あ
ら

 
 
か
じ
め
更
新
し
な
い
旨
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
ま
す
。
 

・
 
雇
止
め
に
つ
い
て
、裁
判
例
に
よ
れ
ば
、反
復
更
新
の
実
態
等
の
状
況
に
照
ら
し
、解
雇
に
関
す
る
法
理
の
類
推
適
用

等
に
よ
り
雇
止
め
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

・
 
労
働
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
解
雇
・
雇
止
め
の
理
由
等
に
つ
い
て
、
証
明
書
を
交
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
 

 Po
in
t 
2
解
雇
に
つ
い
て
労
働
契
約
法
の
規
定
を
守
り
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
契
約
法
第
16
条
、第
17
条
第
1項
 

○
 
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
場
合
 

 
 a
 
労
働
契
約
法
の
規
定
に
よ
り
、
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
解
雇
は
無
効
と
な
り
ま
す
。
 

○
 
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
有
期
労
働
契
約
）
の
場
合
 

 
 a
 
労
働
者
と
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
  

 
 契
約
期
間
中
に
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
場
合
よ
り
も
、
解
雇
の
有

 
 効
性
は
厳
し
く
判
断
さ
れ
ま
す
。
 

 

解
雇
予
告
手
当
 

解
雇
ま
で
の
日
数
 

3
0
日
前
 

な
し
 

予
 
告
 

2
0
日
前
 

1
0
日
分
 

予
 
告
 

1
0
日
前
 

2
0
日
分
 

予
 
告
 

解
雇
日
 

3
0
日
分
 
×
平
均
賃
金
 

予
告
な
し
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12

Po
in
t 
1
労
働
保
険
の
手
続
を
取
り
ま
し
ょ
う
 

・
 
労
働
保
険
と
は
、労
働
者
災
害
補
償
保
険
（
労
災
保
険
）と
雇
用
保
険
の
総
称
で
す
。
 

 
 
介
護
労
働
者
を
含
め
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
れ
ば
、そ
の
事
業
場
は
労
働
保
険
の
適
用
事
業
場
と
な
り
ま
す
の
で
、

労
働
保
険
の
手
続
を
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

労
 
働
 
保
 
険
 

労
災
保
険
と
は
 

 
労
災
保
険
と
は
、労
働
者
が
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に

よ
り
負
傷
等
を
被
っ
た
場
合
等
に
、被
災
し
た
労
働
者
や
遺

族
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
保
険
給
付
等
を
行
う
も
の
で
す
。
 

    
労
災
保
険
の
対
象
と
な
る
労
働
者
 

 
労
働
契
約
の
期
間
や
労
働
時
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、

全
て
の
労
働
者
が
労
災
保
険
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

雇
用
保
険
と
は
 

 
雇
用
保
険
と
は
、労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
及
び
労
働
者

に
つ
い
て
雇
用
の
継
続
が
困
難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場

合
に
、労
働
者
の
生
活
及
び
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、

再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
給
付
等
を
行
う
も
の

で
す
。
 

  
雇
用
保
険
の
対
象
と
な
る
労
働
者
 

 
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
事
業
場
の
通
常
の
労
働
者

の
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
と
同
様
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、労
働
契
約
の
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、雇
用
保

険
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

 
ま
た
、短
時
間
労
働
者
（
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
事

業
場
の
通
常
の
労
働
者
の
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
よ
り

も
短
く
、か
つ
、
4
0
時
間
未
満
の
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

 

①
 
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
2
0
時
間
以
上
で
あ
る

こ
と
 

②
 
反
復
し
て
就
労
す
る
者
で
あ
る
こ
と（
具
体
的
に
は
、

6
か
月
以
上
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
）
 

（１
０
） 
労
働
保
険
に
つ
い
て
 

11

Po
in
t 
4
労
働
災
害
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
 

・
 
短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、下
記
①
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
「
常
時
使
用
す
る
労
働
者
」
と
し
て
健
康

診
断
が
必
要
で
す
。
 

 
 
①
 
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
又
は
期
間
１
年
以
上
の
有
期
労
働
契
約
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
者
、契
約
更
新
に

 
 
  よ
り
１
年
以
上
使
用
さ
れ
、又
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
 

 
 
②
 
週
の
労
働
時
間
数
が
、通
常
の
労
働
者
の
週
の
労
働
時
間
数
の
４
分
の
３
以
上
で
あ
る
者
 

・
 
な
お
、健
康
診
断
の
実
施
は
法
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、そ
の
実
施
に
要
し
た
費
用
を
労
働
者
に
負
担
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

・
 
労
働
者
の
安
全
と
健
康
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、常
に
労
働
災
害
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
特
に
、災
害
が
多
発
し

て
い
る
腰
痛
災
害
や
交
通
事
故
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

 ・
 
以
下
の
指
針
等
を
踏
ま
え
た
災
害
防
止
対
策
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。
 

 
 
○
 
職
場
に
お
け
る
腰
痛
予
防
対
策
指
針
 （
平
成
6
年
9月
6日
付
け
基
発
第
5
4
7
号
） 

 
  
（
h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/n
ew
-i
n
fo
/k
o
b
et
u
/r
o
u
d
o
u
/g
yo
u
se
i/
a
n
ze
n
/0
4
0
3
2
5
-5
.h
tm
l）
 

 
 
○
 
交
通
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 （
平
成
2
0
年
4月
3日
付
け
基
発
第
0
4
0
3
0
0
1
号
） 

 
  
（
h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/n
ew
-i
n
fo
/k
o
b
et
u
/r
o
u
d
o
u
/g
yo
u
se
i/
a
n
ze
n
/0
8
0
7
0
3
-1
.h
tm
l）
 

 
 
○
 
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
 
 
 
 
 
 
 

 
  
（
h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/t
o
p
ic
s/
sy
o
ku
ch
u
/k
a
n
re
n
/y
o
b
o
u
/0
4
0
2
0
4
-1
.h
tm
l）
 

 
 
○
 
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
モ
デ
ル
安
全
衛
生
規
程
及
び
解
説
 

 
  
（
h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/n
ew
-i
n
fo
/k
o
b
et
u
/r
o
u
d
o
u
/g
yo
u
se
i/
a
n
ze
n
/0
5
0
3
-1
.h
tm
l）
 

 ・
 
労
働
者
に
対
し
て
は
、雇
入
れ
時
及
び
作
業
内
容
変
更
時
の
安
全
衛
生
教
育
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
安
全
衛
生
教

育
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、業
務
の
実
態
を
踏
ま
え
、上
記
災
害
の
原
因
、そ
の
防
止
等
に
関
す
る
項
目
を
盛
り
込
む
よ
う
配
意
し

ま
し
ょ
う
。
 

 

「
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
」 

（
平
成
18
年
3
月
17
日
付
け
基
発
第
03
17
00
8
号
）
の
主
な
内
容
 

 
・
 
時
間
外
・
休
日
労
働
の
削
減
 

 
○
 
時
間
外
・
休
日
労
働
協
定
は
、限
度
基
準（
（
3
）P
o
in
t4
参
照
）に
適
合
し
た
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
 

 
○
 
月
4
5
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
が
可
能
な
場
合
に
も
実
際
の
時
間
外
労
働
は
月
4
5
時
間
以
下
と
す
る
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
 

・
 
労
働
者
の
健
康
管
理
に
係
る
措
置
の
徹
底
 

 
○
 
時
間
外
・
休
日
労
働
が
１
月
あ
た
り
1
0
0
時
間
を
超
え
、疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
る（
申
出
を
し
た
）労
働
者
な
ど
に
対
し
、医
師
 
 
 
 
 

 
 に
よ
る
面
接
指
導
等
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po
in
t 
3
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
、労
働
安
全
衛
生
法
第
66
条
の
8ほ
か
 

・
 
「
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
」
に
基
づ
き
、
過
重
労
働
に
よ
る
 

 
健
康
障
害
防
止
措
置
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。
 

等
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介
護
サ
ー
ビ
ス
 

利
用
者
 

「
Ａ
さ
ん
宅
」
 

 
場

 
業

 
事

 
宅

自
の

者
働

労

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

利
用
者
 

「
Ｂ
さ
ん
宅
」
 

②
移
動
時
間
 

①
通
勤
時
間
 

①
通
勤
時
間
 

①
通
勤
時
間
 

③
移
動
時
間
 

③
移
動
時
間
 

14

自
宅
か
ら
 

A
さ
ん
宅
 

へ
直
行
 

Ａ
さ
ん
宅
で
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

Ｂ
さ
ん
宅
で
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

自
宅
へ
 

直
帰
 

事
業
場
 

へ
移
動
 

Ｂ
さ
ん
宅
 

へ
移
動
 

事
業
場
 
 
  
で
勤
務
 

休 憩 時 間  

労
働
時
間
（
休
憩
時
間
を
除
く
。
）
 

・
 
労
働
時
間
と
は
、使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
時
間
を
い
い
、介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
時
間
に
限
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
 

・
 
移
動
時
間
、待
機
時
間
等
に
つ
い
て
も
、以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
労
働
時
間
に
該
当
し
、使
用
者
は
適
正
に
こ
れ
を
把
握
、

管
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 ※
Ⅰ（
3
） 
P
o
in
t 
1
参
照
 

 
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
開
始
時
刻
か
ら
、Ｂ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
刻
ま
で
の
時
間
の
う

ち
、休
憩
時
間
を
除
い
た
も
の
が
労
働
時
間
と
な
り
ま
す
。
 

○
 
移
動
時
間
の
考
え
方
 

具
体
的
に
は
、指
揮
監
督
の
実
態
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、 

例
え
ば
②
又
は
③
の
移
動
時
間
で
あ
っ
て
、そ
の
時
間
が
通
常
の
移
動
に
要
す
る
時
間
程
度
で
あ
る
 

場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

Po
in
t 
3
移
動
時
間
等
が
労
働
時
間
に
当
た
る
場
合
に
は
、こ
れ
を
 

労
働
時
間
と
し
て
適
正
に
把
握
し
ま
し
ょ
う
 

➡
 労
働
基
準
法
第
32
条
ほ
か
 

ケ
ー
ス
Ａ
 

 

 
移
動
時
間
と
は
、事
業
場
、集
合
場
所
、

利
用
者
宅
の
相
互
間
を
移
動
す
る
時

間
を
い
い
、こ
の
移
動
時
間
に
つ
い
て
は
、

使
用
者
が
業
務
に
従
事
す
る
た
め
に

必
要
な
移
動
を
命
じ
、当
該
時
間
の
自

由
利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働

時
間
に
該
当
し
ま
す
。
 

 
な
お
、通
勤
時
間（
左
の
例
で
は
①
）

は
こ
こ
で
い
う
移
動
時
間
に
該
当
し
ま

せ
ん
。
 

労
働
者
の
休
業
 

利
用
者
か
ら
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
キ
ャ
ン
セ
ル
 

利
用
者
か
ら
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
日
程
変
更
 
な
ど
 

使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
該
当
す
る
場
合
 

休
業
手
当
 

平
均
賃
金
の
 

1
0
0
分
の
6
0
以
上
の
 

手
当
の
支
払
 

13

「
訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
つ
い
て
」 

（
平
成
16
年
8
月
27
日
付
け
基
発
第
08
27
00
1
号
）
に
つ
い
て
 

 
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、そ
の
多
く
が
通
常
単
独
で
利
用
者
宅
を
訪
問

し
介
護
に
従
事
す
る
た
め
、使
用
者
が
労
働
者
を
直
接
に
指
揮
し
そ
の
勤
務
状
況

を
把
握
す
る
機
会
が
限
ら
れ
る
な
ど
の
勤
務
実
態
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、賃
金
、

労
働
時
間
等
に
係
る
法
定
労
働
条
件
が
適
正
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
み
ら

れ
た
た
め
、厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、平
成
1
6
年
に
標
記
の
通
達
を
発
出
し
、訪

問
介
護
労
働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め

た
と
こ
ろ
で
す
。（
参
考
資
料
１
参
照
） 

 
こ
の
通
達
の
内
容
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
う

ち
移
動
時
間
の
取
扱
い（
P
o
in
t3
 
参
照
）等
に
つ
い
て
は
、現
在
も
な
お
一
部
に

問
題
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
訪
問
介
護
に
携
わ
る
皆
様
に
は
、こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、 

訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
を
適
正
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

Po
in
t 
1

Po
in
t 
2

訪
問
介
護
労
働
者
に
も
就
業
規
則
を
周
知
し
ま
し
ょ
う
 ➡
労
働
基
準
法
第
10
6条
 

労
働
基
準
法
第
10
6条
 

休
業
手
当
を
適
正
に
支
払
い
ま
し
ょ
う
 

➡
労
働
基
準
法
第
26
条
 

・
 
就
業
規
則
は
労
働
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
（
Ⅰ（
2
）
P
o
in
t 
3
 
参
照
）、
事
業
場

に
赴
く
機
会
の
少
な
い
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
る
方
法

で
周
知
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
す
。
 

・
 
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
に
は
、使
用
者
は
休
業
手
当
と
し
て
平
均
賃
金
の

1
0
0
分
の
6
0
以
上
の
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 ※
Ⅰ（
5
）P
o
in
t 
1
 参
照
 

・
 
利
用
者
か
ら
の
キ
ャ
ン
セ
ル
、利
用
時
間
帯
の
変
更
を
理
由
と
し
て
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、他
の
利
用
者
宅
で

の
勤
務
等
、そ
の
労
働
者
に
代
替
業
務
を
行
わ
せ
る
可
能
性
等
を
含
め
て
判
断
し
、使
用
者
と
し
て
行
う
べ
き
最
善
の
努
力
を

尽
く
し
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、休
業
手
当
の
支
払
が
必
要
で
す
。
 

○
訪
問
介
護
労
働
者
と
労
働
基
準
法
 

Ⅱ
 
訪
問
介
護
労
働
者
に
関
す
る
事
項
 

 
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
い
う
「
訪
問
介
護
労
働
者
」
は
、 

・
 訪
問
介
護
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、介
護
保
険
法
に
定
め
る
訪
問
介
護
に
従
事
す
る
訪
問
介
護
員
又
は
介
護
福
祉
士
 

・
 老
人
、障
害
者
等
の
居
宅
に
お
い
て
、入
浴
、食
事
等
の
介
護
や
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
  

を
指
し
ま
す
。
 

  
事
業
場
の
中
で
は
、こ
れ
ら
の
方

に
つ
い
て
、委
託
、委
任
、あ
る
い
は
登

録
型
な
ど
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
よ
う
な

場
合
で
も
、労
働
者
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
使
用
者
の
指
揮
監

督
等
の
実
態
に
即
し
総
合
的
に
判
断

さ
れ
、労
働
者
に
該
当
す
る
場
合
に

は
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
 

 
な
お
、介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪

問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
訪
問
介

護
員
等
に
つ
い
て
は
、一
般
的
に
は

使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
こ

と
等
か
ら
、労
働
基
準
法
第
9
条
の
労

働
者
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
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訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、介
護
保
険
法（
平
成
９
年
法
律
第
12
3号
）の
施
行
以
来
事
業
場
数
が
増
加
す
る
中
で
、同
事
業
に
使
用
さ
れ
る
労

働
者
の
多
く
が
通
常
単
独
で
利
用
者
宅
を
訪
問
し
介
護
に
従
事
す
る
た
め
、使
用
者
が
労
働
者
を
直
接
に
指
揮
し
そ
の
勤
務
状
況
を
把
握
す
る
機
会
が

限
ら
れ
る
な
ど
の
勤
務
実
態
が
あ
る
こ
と
、ま
た
、事
業
開
始
後
間
も
な
い
た
め
、労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
に
関
す
る
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い

事
業
場
が
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、賃
金
、労
働
時
間
等
に
係
る
法
定
労
働
条
件
が
適
正
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、今
般
、訪
問
介
護
労
働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
等
関
係
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
、下
記
の
と
お
り
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
 

 
つ
い
て
は
、監
督
指
導
時
は
も
と
よ
り
、関
係
行
政
機
関
と
連
携
・
協
力
の
上
、別
途
送
付
す
る
周
知
用
資
料
を
活
用
し
て
、関
係
事
業
者
団
体
へ
の

周
知
、集
団
指
導
の
実
施
等
に
よ
り
、こ
の
内
容
を
徹
底
し
、訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
遺
憾
な
き
を
期
さ
れ
た
い
。
 

記
 

訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
に
つ
い
て
 

16

参
考
資
料
 
1

平
成
1
6
年
８
月
2
7日
付
け
基
発
第
0
8
2
7
0
0
1
号
 

１
 
定
義
等
 

（
１
）本
通
達
に
お
け
る
訪
問
介
護
労
働
者
の
定
義
 

 
 
本
通
達
に
お
け
る
訪
問
介
護
労
働
者
と
は
、訪
問
介
護
事
業
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、介
護
保
険
法
に
定
め
る
訪
問
介
護
に
従
事
す
る
訪
問
介
護
員
若
し
く
は

介
護
福
祉
士（
以
下
「
訪
問
介
護
員
等
」と
い
う
。
）又
は
、老
人
、障
害
者
等
の
居
宅
に
お
い
て
、入
浴
、食
事
等
の
介
護
や
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
業

務（
「
日
本
標
準
産
業
分
類（
平
成
14
年
３
月
改
訂
）」
中
の
75
92
「
訪
問
介
護
事
業
」
参
照
。
）に
従
事
す
る
も
の
を
い
う
。し
た
が
っ
て
、介
護
保
険
法
の
適
用
の
有
無
に

か
か
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と（
訪
問
介
護
労
働
者
が
従
事
す
る
こ
れ
ら
の
業
務
を
以
下
「
訪
問
介
護
の
業
務
」と
い
う
。
）。
 

 
 
こ
の
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
中
に
は
、委
託
、委
任
等
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、労
働
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、使
用

者
の
指
揮
監
督
等
の
実
態
に
即
し
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

 
 
な
お
、介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
訪
問
介
護
員
等
に
つ
い
て
は
、一
般
的
に
は
使
用
者
の
指
揮
監
督
の
下
に
あ
る
こ
と
等
か
ら
、労
働
基

準
法（
以
下
「
法
」と
い
う
。
）第
９
条
の
労
働
者
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

（
２
）訪
問
介
護
労
働
者
の
勤
務
形
態
 

 
 
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、①
正
社
員
、嘱
託
社
員
等
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、当
該
事
業
場
で
定
め
る
所
定
労
働
時
間
を
勤
務
す
る
労
働
者
、②
短
時
間
労

働
者
で
あ
っ
て
、労
働
日
及
び
労
働
日
に
お
け
る
労
働
時
間
が
定
型
的
・
固
定
的
に
定
ま
っ
て
い
る
労
働
者
の
ほ
か
、③
短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
、月
、週
又
は
日
の
所

定
労
働
時
間
が
、一
定
期
間
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
勤
務
表
に
よ
り
、非
定
型
的
に
特
定
さ
れ
る
労
働
者（
以
下
「
非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
」と
い
う
。
）、
④
短
時

間
労
働
者
で
あ
っ
て
、急
な
需
要
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
臨
時
に
雇
入
れ
ら
れ
る
労
働
者
な
ど
、種
々
の
勤
務
形
態
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
 

 
 
こ
れ
ら
の
中
で
、非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
、訪
問
介
護
労
働
者
の
多
数
を
占
め
て
お
り
、利
用
者
か
ら
の
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
込
み
に
連
動
し

て
、月
、週
又
は
日
の
所
定
労
働
時
間
が
非
定
型
的
に
特
定
さ
れ
る
た
め
、労
働
条
件
の
明
示
、労
働
時
間
の
把
握
、休
業
手
当
の
支
払
、賃
金
の
算
定
等
に
関
し
て
、労

働
基
準
法
等
関
係
法
令
上
の
問
題
点
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
。
 

２
 
訪
問
介
護
労
働
者
の
法
定
労
働
条
件
の
確
保
上
の
問
題
点
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
法
令
の
適
用
 

（
１
）労
働
条
件
の
明
示
 

 
 
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、訪
問
介
護
労
働
者
の
雇
入
れ
時
に
、労
働
条
件
の
明
示
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
や
そ
の
明
示
内
容
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、労

働
条
件
の
内
容
を
巡
る
問
題
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、労
働
条
件
の
明
示
に
当
た
っ
て
は
、以
下
の
事
項
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

 
ア
 
労
働
契
約
の
期
間
 

 
 
非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
に
つ
い
て
は
、労
働
日
と
次
の
労
働
日
と
の
間
に
相
当
の
期
間
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
が
、当
該
期
間
も
労
働
契
約
が
継
続
し
て

い
る
の
か
ど
う
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、労
働
条
件
の
明
示
に
当
た
っ
て
は
、労
働
契
約
の
期
間
の
定
め
の
有
無
及
び
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
場
合
は
そ
の

期
間
を
明
確
に
定
め
て
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
15
条
第
１
項
、労
働
基
準
法
施
行
規
則（
以
下
「
規
則
」と
い
う
。
）第
５
条
第
１

項
第
１
号
、同
条
第
３
項
）。
 

 
 
ま
た
、期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の
、労
働
契
約
に
係
る
更
新
の
有
無
等
の
明
示
に
つ
い
て
は
、「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、更
新
及
び
雇

止
め
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
15
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
35
7号
）の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
 
 

 
 
な
お
、労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、そ
の
都
度
改
め
て
労
働
条
件
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

 
イ
 
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
等
 

 
 
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
の
う
ち
、就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務（
規
則
第
５
条
第
１
項
第
１
の
２
号
）、
労
働
日
並
び
に
そ
の
始
業
及
び
終
業
の

時
刻
、休
憩
時
間（
同
項
第
２
号
。
以
下
「
労
働
日
及
び
そ
の
勤
務
時
間
帯
」と
い
う
。
）に
つ
い
て
は
、こ
れ
が
月
ご
と
等
の
勤
務
表
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、勤
務

の
種
類
ご
と
の
こ
れ
ら
に
関
す
る
考
え
方
を
示
し
た
上
で
、当
該
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
就
業
規
則
上
の
関
係
条
項
名
を
網
羅
的
に
示
し
、契
約
締
結
時
点
で
の
勤
務

表
を
示
す
こ
と
で
足
り
る
こ
と
。
 

（
２
）労
働
時
間
及
び
そ
の
把
握
 

 
 
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
が
訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
以
外
の
時
間
を
労
働
時
間
と
し
て
い
な
い
も
の
が

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、訪
問
介
護
労
働
者
の
移
動
時
間
や
業
務
報
告
書
等
の
作
成
時
間
な
ど
に
つ
い
て
、以
下
の
ア
か
ら
エ
に
よ
り
労
働
時
間
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、適
正
に
こ
れ
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
32
条
）。
 

 
ア
 
移
動
時
間
 

 
 
移
動
時
間
と
は
、事
業
場
、集
合
場
所
、利
用
者
宅
の
相
互
間
を
移
動
す
る
時
間
を
い
い
、こ
の
移
動
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
が
、業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
必

要
な
移
動
を
命
じ
、当
該
時
間
の
自
由
利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
具
体
的
に
は
、使
用
者
の
指
揮
監
督
の
実
態
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、例
え
ば
、訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
、事
業
場
か
ら
利
用
者
宅
へ
の
移
動
に

要
し
た
時
間
や
一
の
利
用
者
宅
か
ら
次
の
利
用
者
宅
へ
の
移
動
時
間
で
あ
っ
て
、そ
の
時
間
が
通
常
の
移
動
に
要
す
る
時
間
程
度
で
あ
る
場
合
に
は
労
働
時
間
に

該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

 
イ
 
業
務
報
告
書
等
の
作
成
時
間
 

 
 
業
務
報
告
書
等
を
作
成
す
る
時
間
に
つ
い
て
は
、そ
の
作
成
が
介
護
保
険
制
度
や
業
務
規
定
等
に
よ
り
業
務
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、使
用
者
の

指
揮
監
督
に
基
づ
き
、事
業
場
や
利
用
者
宅
等
に
お
い
て
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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自
宅
か
ら
 

A
さ
ん
宅
 

へ
直
行
 

Ａ
さ
ん
宅
で
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

Ｂ
さ
ん
宅
で
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

自
宅
へ
 

直
帰
 

Ｂ
さ
ん
宅
 

へ
移
動
 
空
き
時
間
 

労
働
時
間
 

労
働
時
間
 

自
宅
か
ら
 

A
さ
ん
宅
 

へ
直
行
 

Ａ
さ
ん
宅
で
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

自
宅
へ
 

直
帰
 

労
働
時
間
 

○
 
待
機
時
間
の
考
え
方
 

 
待
機
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
が
急
な
需
要
等
に
対
応
す
る
た
め
事
業
場
等
に
お
い
て
待
機
を
命
じ
、当
該
時
間
の
自
由

利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
し
ま
す
。
 

 
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
し
た
時
間
に
対
し
て
支
払
う
賃
金
額
と
、移
動
時
間
に
対
し
て
支
払
う

賃
金
額
は
、異
な
っ
て
も
よ
い
で
す
か
。
 

 
訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
と
、そ
れ
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
時
間
の
賃
金
水

準
に
つ
い
て
は
、最
低
賃
金
額
を
下
回
ら
な
い
範
囲
で
あ
れ
ば
、労
使
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
決
定
す

る
こ
と
は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
、Ｂ
さ
ん
宅
へ
の
移
動
時
間
及
び
Ｂ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提

供
時
間
が
労
働
時
間
と
な
り
ま
す
。
移
動
時
間
は
Ｂ
さ
ん
宅
へ
の
移
動
に
要
し
た
時
間
で
あ
り
、そ
れ
以
外
の
「
空
き
時
間
」
に
つ
い

て
は
、そ
の
時
間
に
は
労
務
に
服
す
る
必
要
が
な
く
、労
働
者
に
自
由
利
用
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
終
了
時
刻
か
ら
Ｂ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
開
始
時
刻
ま
で
の
時
間
す
べ

て
を
労
働
時
間
と
し
て
取
り
扱
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
。
 

ケ
ー
ス
Ｂ
 

ケ
ー
ス
Ｃ
 

 
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、Ａ
さ
ん
宅
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
の
み
が
労

働
時
間
と
な
り
ま
す
。
 

Ｑ
１
 

Ａ
１
 

 
当
社
Ａ
事
業
場
で
は
、過
去
3ヶ
月
間
に
わ
た
り
移
動
時
間
を
把
握
し
た
結
果
、特
別
の
事
情
が
な

い
限
り
、1
回
当
た
り
の
移
動
時
間
が
1
5
分
を
上
回
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、Ａ
事
業

場
に
お
い
て
は
、移
動
時
間
を
1
5
分
と
定
め
、移
動
1
回
当
た
り
1
5
分
に
相
当
す
る
賃
金
を
支
払
う

こ
と
と
し
、1
5
分
を
超
え
た
場
合
に
は
、超
過
し
た
時
間
分
の
賃
金
を
追
加
し
て
支
払
う
こ
と
を
検
討

し
て
い
ま
す
が
、可
能
で
す
か
。
 

 
移
動
時
間
を
含
め
労
働
時
間
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
は
使
用
者
の
責
務
で
あ
り
、移
動
に
要
し

た
時
間
を
確
認
し
、記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
移
動
に
係
る
賃
金
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
把
握
し

た
労
働
時
間
に
基
づ
き
算
定
す
る
の
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
 

 
ご
質
問
の
よ
う
に
、事
務
処
理
の
簡
素
化
の
た
め
移
動
に
係
る
賃
金
を
定
額
制
と
す
る
こ
と
は
、実

労
働
時
間
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
賃
金
が
定
額
を
超
え
る
場
合
に
超
過
分
を
支
払
う
の
で
あ
れ
ば
、

労
働
者
に
不
利
益
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、可
能
と
考
え
ら
れ
ま
す
。こ
の
場
合
、雇
入
通
知
書
や
就

業
規
則
で
そ
の
旨
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、定
額
制
を
取
り
入
れ
て
も
労
働
時
間
の

把
握
は
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、超
過
分
を
支
払
わ
な
い
こ
と
は
賃
金
の
一
部
不
払
と
な
る
こ
と
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

Ｑ
2

Ａ
2

− 76 −
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参
考
資
料
 
2

（
一

般
労

働
者

用
；

常
用

、
有

期
雇

用
型

）

労
働

条
件

通
知

書

年

殿

契
約

期
間

始
業

、
終

業
の

時
刻

、
休

憩
時

間
、

就
業

時
転

換
(（

1
）
〜
（

5
）

の
う

ち
該

当
す

る
も

の
一

つ
に

○
を

付
け

る
こ

と
。
)、

所
定

時

間
外

労
働

の
有

無
に

関
す

る
事

（
1
）

始
業

（
終

業
（

。

（
3
）

（
た

だ
し

、フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
（

始
業

）

（
終

業
）

時

（
5
）

休

・
定

例
日

；
毎

週
曜

日
、

国
民

の
祝

日
、

そ
の

他
（

・
非

定
例

日
；

週
・

月
当

た
り（

　
）
日

、
そ

の
他

（

・
１

年
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制
の

場
合

−
年

間
（

　
　

　
）
日

休
か

月
経

過
で

（
　

　
）

（
　

　
）

日

無
給

（

（
次
頁
に
続
く
）

労
働

者
の

決
定

に
委

ね
る

。

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

る

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

；
始

業
及

び
終

業
の

時
刻

は
労

働
者

の
決

定
に

委
ね

る
。

コ
ア
タ
イ
ム

17

 
ウ
 
待
機
時
間
 

 
 
待
機
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
が
急
な
需
要
等
に
対
応
す
る
た
め
事
業
場
等
に
お
い
て
待
機
を
命
じ
、当
該
時
間
の
自
由
利
用
が
労
働
者
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
 

 
 と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、労
働
時
間
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
エ
  
研
修
時
間
 

 
 
 
研
修
時
間
に
つ
い
て
は
、使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
は
、労
働
時
間
で
あ
る
こ
と
。ま
た
、研
修
を
受
講
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
就
業
規

則
上
の
制
裁
等
の
不
利
益
な
取
扱
い
が
あ
る
場
合
や
研
修
内
容
と
業
務
と
の
関
連
性
が
強
く
、そ
れ
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、本
人
の
業
務
に
具
体
的
に
支
障
が

生
ず
る
な
ど
実
質
的
に
使
用
者
か
ら
出
席
の
強
制
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
は
、た
と
え
使
用
者
の
明
示
的
な
指
示
が
な
く
と
も
労
働
時
間
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

（
３
）休
業
手
当
 

 
 
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、利
用
者
か
ら
の
利
用
申
込
み
の
撤
回
を
理
由
と
し
て
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
に
、休
業
手
当
を
支
払
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、労
働
日
及
び
そ
の
勤
務
時
間
帯
が
、月
ご
と
等
の
勤
務
表
に
よ
り
訪
問
介
護
労
働
者
に
示
さ
れ
、特
定
さ
れ
た
後
、労
働
者
が
労
働
契
約
に
従
っ
て

労
働
の
用
意
を
な
し
、労
働
の
意
思
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、使
用
者
が
労
働
日
の
全
部
又
は
一
部
を
休
業
さ
せ
、こ
れ
が
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、使
用
者
は
休
業
手
当
と
し
て
そ
の
平
均
賃
金
の
10
0分
の
60
以
上
の
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と（
法
第
26
条
）。
 

 
 
し
た
が
っ
て
、利
用
者
か
ら
の
利
用
申
込
み
の
撤
回
、利
用
時
間
帯
の
変
更
を
理
由
と
し
て
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、例
え
ば
、他
の
利
用
者
宅
で
の
勤
務
の

可
能
性
に
つ
い
て
然
る
べ
き
検
討
を
十
分
に
行
っ
た
か
ど
う
か
等
当
該
労
働
者
に
代
替
業
務
を
行
わ
せ
る
可
能
性
等
を
含
め
て
判
断
し
、使
用
者
と
し
て
行
う
べ
き
最
善

の
努
力
を
尽
く
し
た
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
も
の
と
し
て
休
業
手
当
の
支
払
が
必
要
と
な
る
こ
と
。
 

 
 
た
だ
し
、利
用
者
か
ら
の
利
用
申
込
み
の
撤
回
、利
用
時
間
帯
の
変
更
の
要
請
に
対
し
、使
用
者
が
当
該
労
働
者
に
対
し
他
の
利
用
者
宅
で
勤
務
さ
せ
る
等
代
替
業

務
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
、あ
る
い
は
、就
業
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
、繰
下
げ
に
よ
る
勤
務
時
間
帯
の
変
更
や
休
日
の
振
替
に
よ
る
労
働
日

の
変
更
を
行
い
他
の
利
用
者
宅
で
勤
務
さ
せ
る
等
必
要
な
業
務
の
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
は
、休
業
手
当
の
支
払
は
必
要
な
い
こ
と
。
 

 
 
な
お
、１
日
の
労
働
日
の
一
部
の
み
、使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
休
業
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、現
実
に
就
労
し
た
時
間
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
が
１

日
分
の
平
均
賃
金
の
10
0分
の
60
に
満
た
な
い
と
き
は
、そ
の
差
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

（
４
）賃
金
の
算
定
 

 
ア
 
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
以
外
の
労
働
時
間
で
あ
る
移
動
時
間
等
に
つ
い
て
、賃
金
支
払
の
対
象
と
し
て
い
る

の
か
ど
う
か
が
判
然
と
し
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、賃
金
は
い
か
な
る
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、労

働
時
間
に
応
じ
た
賃
金
の
算
定
を
行
う
場
合
は
、訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
の
み
な
ら
ず
、上
記（
２
）の
労
働
時
間
を
通
算
し
た
時
間
数
に
応
じ
た

賃
金
の
算
定
を
行
う
こ
と
。
 

 
イ
 
訪
問
介
護
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
時
間
と
、そ
れ
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
時
間
の
賃
金
水
準
に
つ
い
て
は
、最
低
賃
金
額
を
下
回
ら
な
い
範
囲
で
、労
使
の

話
合
い
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
 
賃
金
が
最
低
賃
金
額
以
上
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、 

 
 
①
 
時
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金（
以
下
「
時
間
給
」と
い
う
。
）の
場
合
は
、当
該
時
間
給
を
時
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
額（
時
間
額
）と
、 

 
 
②
 
日
、週
、月
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
の
場
合
は
、そ
の
金
額
を
当
該
期
間
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し
た
当
該
時
間
当
た
り
の
金
額
を
時
間
に
よ
っ

 
て
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
額（
時
間
額
）と
、 

 
 
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と（
最
低
賃
金
法
第
４
条
、最
低
賃
金
法
施
行
規
則
第
２
条
）。
 

 
 
 
な
お
、労
働
者
の
受
け
る
賃
金
に
つ
い
て
、基
本
給
が
時
間
給
に
よ
り
、そ
の
他
職
務
手
当
等
が
月
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
賃
金
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、上
記

①
及
び
②
の
賃
金
で
構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、当
該
基
本
給
と
職
務
手
当
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
①
及
び
②
の
方
法
に
よ
り
時
間
当
た
り
の
金
額
を
算
出
し
、そ
の

合
計
額
を
、時
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
額（
時
間
額
）と
比
較
す
る
こ
と
。
 

 
ウ
 
訪
問
介
護
労
働
者
は
、利
用
者
宅
に
移
動
す
る
こ
と
を
前
提
に
訪
問
介
護
の
業
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、通
常
そ
の
移
動
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、事
業

の
必
要
経
費
と
の
性
格
を
有
し
、事
業
場
が
実
費
弁
償
と
し
て
支
給
し
て
い
る
旅
費
、交
通
費
等
は
、一
般
的
に
は
労
働
の
対
償
で
は
な
い
こ
と
か
ら
賃
金
と
は
認
め

ら
れ
な
い
の
で
、最
低
賃
金
額
と
の
比
較
に
当
た
っ
て
は
、比
較
対
象
の
賃
金
額
に
は
算
入
し
な
い
こ
と
。
 

（
５
）年
次
有
給
休
暇
の
付
与
 

 
 
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、短
期
間
の
契
約
期
間
が
更
新
さ
れ
６
箇
月
以
上
に
及
ん
で
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、例
え
ば
、労
働
契
約
が

１
箇
月
ご
と
の
更
新
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
付
与
し
な
い
例
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
間
継
続
勤
務
し
、全
労
働
日
の
８
割
以
上

出
勤
し
て
い
る
場
合
に
は
、法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
39
条
）。
な
お
、年
次
有
給
休
暇
の
付
与
要
件
で
あ
る「
継

続
勤
務
」と
は
、在
籍
期
間
を
意
味
し
、継
続
勤
務
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、単
に
形
式
的
に
の
み
判
断
す
べ
き
も
の
で
な
く
、勤
務
の
実
態
に
即
し
実
質
的
に
判
断
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
に
つ
い
て
、年
次
有
給
休
暇
が
比
例
付
与
さ
れ
る
日
数
は
、原
則
と
し
て
基
準
日
に
お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
今
後
１
年
間

の
所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
日
数
で
あ
る
が
、予
定
さ
れ
て
い
る
所
定
労
働
日
数
を
算
出
し
難
い
場
合
に
は
、基
準
日
直
前
の
実
績
を
考
慮
し
て
所
定
労
働
日
数
を
算
出

す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。し
た
が
っ
て
、例
え
ば
、雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
経
過
後
に
付
与
さ
れ
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、過
去
６
箇

月
の
労
働
日
数
の
実
績
を
２
倍
し
た
も
の
を「
１
年
間
の
所
定
労
働
日
数
」と
み
な
し
て
判
断
す
る
こ
と
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
 

（
６
）就
業
規
則
の
作
成
及
び
周
知
 

 
 
使
用
者
の
中
に
は
、短
時
間
労
働
者
で
あ
る
訪
問
介
護
労
働
者
に
つ
い
て
は
、就
業
規
則
の
作
成
要
件
で
あ
る「
常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
」に
は
含
ま
れ
な
い
と

誤
解
を
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
も「
常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
」に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と（
法
第
89
条
）。
 

 
 
ま
た
、就
業
規
則
に
つ
い
て
は
、常
時
事
業
場
内
の
各
作
業
場
ご
と
に
掲
示
し
、又
は
備
え
付
け
る
等
の
方
法
に
よ
り
労
働
者
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
10
6

条
第
１
項
）。
な
お
、事
業
場
等
に
赴
く
機
会
の
少
な
い
非
定
型
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
へ
の
周
知
に
つ
い
て
は
、書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
る
方
法
を
講
ず
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と（
規
則
第
52
条
の
２
第
２
号
参
照
）。
 

（
７
）労
働
者
名
簿
及
び
賃
金
台
帳
の
調
製
及
び
保
存
  

 
 
訪
問
介
護
事
業
に
お
い
て
は
、訪
問
介
護
労
働
者
の
労
務
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、各
事
業
場
ご
と
に
労
働
者
名
簿
を
調
製
し
、労
働
者
の
氏
名
、雇
入
の
年
月

日
、退
職
の
年
月
日
及
び
そ
の
事
由
等
を
記
入
す
る
と
と
も
に（
法
第
10
7条
、規
則
第
53
条
）、
賃
金
台
帳
を
調
製
し
、労
働
者
の
氏
名
、賃
金
計
算
期
間
、労
働
日
数
、労

働
時
間
数
、時
間
外
労
働
時
間
数
、基
本
給
、手
当
そ
の
他
賃
金
の
種
類
毎
に
そ
の
額
等
を
賃
金
の
支
払
の
都
度
遅
滞
な
く
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
10
8条
、

規
則
第
54
条
）。
 

 
 
な
お
、訪
問
介
護
労
働
者
に
係
る
労
働
時
間
数
等
に
つ
い
て
、当
該
労
働
者
が
作
成
す
る
業
務
報
告
書
等
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
場
合
は
、使
用
者
は
、労
働
時
間
の

実
態
を
正
し
く
記
録
し
、適
正
に
報
告
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、当
該
労
働
者
に
対
し
十
分
な
説
明
を
行
う
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、労
働
者
名
簿
及
び
賃
金
台
帳
に
つ
い
て
は
、労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
で
あ
る
の
で
、労
働
者
名
簿
に
つ
い
て
は
労
働
者
の
退
職
等
の
日
か
ら
、賃
金

台
帳
に
つ
い
て
は
最
後
の
記
入
を
し
た
日
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
３
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と（
法
第
10
9条
、規
則
第
56
条
）。
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●
 
介
護
労
働
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
助
成
金
 

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
助
成
金
等
の
ご
案
内
 

こ
の
パ
ン
フ
レ
ット
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ（
助
成
金
・
奨
励
金
に
関
す
る
も
の
を
除
く
）は
、 

最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
、都
道
府
県
労
働
局
労
働
基
準
部
に
お
願
い
し
ま
す
。
 

☆
 
助
成
内
容
 

 
介
護
関
係
業
務
の
未
経
験
者
１
人
に
つ
き
、6
か
月
間
の
支
給
対
象
期
ご
と
に
2
5
万
円
（
※
介
護
参
入
特
定
労
働
者
（
注
）
の
場
合
は
5
0
万
円
）

を
助
成
し
ま
す
。
支
給
は
第
1
期
・
第
2
期
に
分
け
て
行
い
、助
成
対
象
期
間
（
雇
入
れ
日
か
ら
1
年
間
）
に
5
0
万
円
（
※
介
護
参
入
特
定
労
働
者

の
場
合
は
1
0
0
万
円
）ま
で
受
給
で
き
ま
す
。
  （
注
）
 2
5
歳
以
上
4
0
歳
未
満
の
方
で
、過
去
１
年
間
に
雇
用
保
険
一
般
被
保
険
者
で
な
か
っ
た
方
 

 
介
護
関
係
業
務
の
未
経
験
者
（
新
規
学
卒
者
等
を
除
き
ま
す
）を
、雇
用
保
険
一
般
被
保
険
者
（
週
所
定
労
働
時
間
が
3
0
時
間
未

満
の
者
を
除
き
ま
す
）と
し
て
、１
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
を
雇
い
入
れ
た
事
業
主
（
企
業
単
位
）に
対
し

て
助
成
し
ま
す
。
 

☆
 
助
成
内
容
 

計
画
期
間
内
に
導
入
し
た
介
護
福
祉
機
器
に
係
る
所
要
経
費
の
1
／
2
を
助
成
し
ま
す
（
上
限
3
0
0
万
円
）
。
 

 
介
護
労
働
者
の
身
体
的
負
担
軽
減
や
腰
痛
を
予
防
す
る
た
め
、事
業
主
が
介
護
福
祉
機
器
（
移
動
用
リ
フ
ト
等
）に
つ
い
て
導
入
・

運
用
計
画
を
提
出
し
、都
道
府
県
労
働
局
の
認
定
を
受
け
て
導
入
し
た
場
合
で
あ
っ
て
導
入
効
果
が
一
定
の
基
準
を
上
回
っ
た
と
き

に
、そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
 

☆
 
助
成
内
容
 

特
定
労
働
者
1
人
当
た
り
6
か
月
で
7
0
万
円
ま
で
助
成
し
ま
す
。
 

 
雇
用
管
理
改
善
に
関
連
す
る
業
務
を
担
う
人
材
と
し
て
、特
定
労
働
者
（
訪
問
介
護
員
（
１
級
）
等
の
資
格
を
有
し
、実
務
経
験
が

１
年
以
上
あ
る
者
等
）を
雇
い
入
れ
た
事
業
主
（
企
業
単
位
）に
対
し
て
助
成
し
ま
す
。
 

（
22
. 4
）
 

助
成
金
・
奨
励
金
の
詳
細
に
つ
い
て
 

!
助
成
金
・
奨
励
金
の
受
給
に
当
た
っ
て
は
、こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に
も
、各
種
要
件
が
あ
り
ま
す
。
 

助
成
金
・
奨
励
金
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、最
寄
り
の
都
道
府
県
労
働
局
職
業
安
定
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

2 
介
護
未
経
験
者
確
保
等
助
成
金
 

3 
介
護
労
働
者
設
備
等
整
備
モ
デ
ル
奨
励
金
 

 

１
 
 介
護
基
盤
人
材
確
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市町村高齢者虐待相談通報担当連絡先 （H24.12月現在）

号番話電名署部名村町市

岸和田市 保健福祉部福祉政策課高齢福祉担当 ０７２-４２３－９４６７（直通）

豊中市 健康福祉部いきいきセンター高齢者支援課地域支援係 ０６－６８５８－２８６６(直通)

）０８３線内（１１１１－２５７－２７０課険保護介部祉福市田池

吹田市 福祉保健部高齢福祉室高齢支援課 ０６－６３８４－１３６０(直通)

泉大津市 健康福祉部高齢介護課高齢福祉係 ０７２５－３３－９１０４(直通）

高槻市 健康福祉部長寿生きがい課高齢者支援チーム ０７２－６７４－７１６６（直通）

)通直(５１０７・０１０７－３３４-２７０課護介齢高部祉福康健市塚貝

）通直(０１６１－２９９６－６０課護介齢高部祉福市口守

枚方市 福祉部高齢社会室地域連携グループ ０７２－８４１－１２２１（内線３２８３）

）通直（７３６１－０２６－２７０課護介齢高部祉福康健市木茨

八尾市 健康福祉部高齢福祉課地域包括支援センター係 ０７２－９２４－３９７３（直通）

）６６１２線内（２１２１－３６４-２７０課護介齢高部祉福康健市野佐泉

富田林市 健康推進部高齢介護課高齢者支援係 ０７２１－２５－１０００（内線１９７）

寝屋川市 保健福祉部高齢介護室(地域支援) ０７２－８３８－０３７２(直通)

河内長野市 健康増進部介護高齢課高齢者支援担当 ０７２１－５３－１１１１（内線２６７）

)通直(３１１３－７３３－２７０係援支齢高課護介齢高部康健市原松

大東市 保健医療部介護保険課包括支援グループ ０７２－８７０－９０６５(直通)

和泉市 生きがい健康部高齢介護室高齢支援グループ ０７２５－９９－８１３２（直通）

箕面市 健康福祉部高齢福祉課介護予防・在宅支援グループ ０７２－７２７－９５０５(直通)

柏原市 健康福祉部高齢介護課高齢者福祉係 ０７２-９７２－１５７０（直通）

羽曳野市 保健福祉部保険健康室高年介護課地域包括支援室 ０７２-９４７－３８２２（直通）

）通直（６７１６－２０９６－６０課祉福齢高部祉福康健市真門

摂津市 保健福祉部高齢介護課高齢福祉係 ０６－６３８３－１１１１（内線２５２７）

高石市 保健福祉部高齢介護・障害福祉課高齢者福祉係 ０７２－２６５－１００１（内線１３３４）

藤井寺市 健康福祉部高齢介護課高齢者福祉支援担当 ０７２-９３９－１１６９（直通）

)通直(５８１３－９０３４－６０課護介齢高室護介齢高部祉福市阪大東

泉南市 健康福祉部高齢障害介護課高齢介護係 ０７２-４８３－８２５４（直通）

）３９６線内（１２１２－７７８－２７０課祉福齢高部祉福康健市畷條四

交野市 福祉部高齢介護課高齢介護事業係 ０７２－８９３－６４００(内線６８２・６３７）

）３７３線内（１１００－６６３－２７０プールグ護介齢高部祉福健保市山狭阪大

）３７４２・１７４２線内（８７６５－１７４-２７０課険保護介部康健市南阪

）通直（４６８２－２６９－５７０課祉福齢高部生民町本島

豊能町 生活福祉部高齢障害福祉課(豊悠プラザ) ０７２－７３３－２２９１(直通)

)通直(０５１２－１３７－２７０係援支括包課祉福民住部生民町勢能

忠岡町 健康福祉部いきがい支援課地域包括支援センター係 ０７２５－２２－１１２２（内線２０２）

熊取町 健康福祉部高齢介護課高齢介護グループ ０７２－４５２－６２９７(直通)

)通直(３１８８－６６４-２７０係護介齢高課祉福部生民町尻田

岬町 しあわせ創造部高齢福祉課高齢福祉係 ０７２-４９２－２７１６(直通)

)通直(８３５５－８９－１２７０プールグ護介齢高室祉福町子太

河南町 健康福祉部高齢障がい福祉課高齢福祉係 ０７２１－９３－２５００（内線１２１）

）３４３線内（１８００－２７－１２７０プールグて育子・祉福課祉福康健村阪赤早千

大阪市
各区役所

保健福祉課
【市外局番：

０６】

堺市
各区役所
保健福祉総
合センター
地域福祉課
【市外局番：
０７２】

堺：２２８－７４７７　中：２７０－８１９５　東：２８７－８１１２　西：２７５－１９１２
南：２９０－１８１２　北：２５８－６７７１　美原：３６３－９３１６
長寿社会部高齢施策推進課介護予防係（本庁）：２２８－８３４７

北：6313-9857　　 天王寺：6774-9857　城東：6930-9857　   都島：6882-9857　　 浪速：6647-9857
鶴見：6915-9857　福島：6464-9857　   西淀川：6478-9918　阿倍野：6622-9857　此花：6466-9859
淀川：6308-9857　住之江：6682-9857　中央：6267-9857　   東淀川：4809-9857　住吉：6694-9852
西：6532-9857　   東成：6977-9859　   東住吉：4399-9857　港：6576-9857　      生野：6715-9857
平野：4302-9857　大正：4394-9857　   旭：6957-9857　      西成：6659-9857
福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ（本庁）：６２０８－８０８４(直通）
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「生活保護法に基づく介護について」（居宅） 

 
～生活保護制度で介護サービスを提供するためには、生活保護法による指定が必要です～ 

 

１ 生活保護法とは 

  憲法第２５条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活

部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。 
  生活保護法は、この憲法の理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ

て必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。 
 

２ 指定介護機関の義務（法第５０条） 

（１）生活保護法の規定により指定を受けた介護機関は、厚生労働大臣の定めるところ（指定介護機関介護担当

規程）により、懇切丁寧に被保護者の介護を担当しなければなりません。 
（２）指定介護機関は、被保護者の介護について、都道府県知事、政令市及び中核市の市長の行なう指示に従わ

なければなりません。 
 

３ 指定介護機関における留意事項 

（１）介護券を確認のうえサービスを行ってください（受給者番号、有効期間、本人支払額等の確認） 
（２）介護券からレセプト（介護給付費明細書）へ必要事項の転記を正確に行ってください。 
（３）介護券については、福祉事務所におけるレセプトの点検が終了（６ヶ月間）するまで保管してください。

点検終了後は介護機関において、適正な処分をしてください。 
（４）介護券に本人支払額の記載がある場合は、本人から当該金額を徴収し、残額を介護報酬として大阪府国民

健康保険団体連合会(国保連)に請求してください。 
（５）生活保護制度においては最低限度の生活の保障という観点から、介護保険の対象となる範囲についてのみ

給付を行ないます。 
 

４ 個別指導の主眼事項及び着眼点 

 個別指導は、被保護者の処遇が効果的に行われるよう福祉事務所と指定介護機関相互の協力体制を確保するこ

とを主眼として、被保護者の介護サービスの給付に関する事務及び給付状況（介護扶助に対する理解・報酬請求

について）等について介護記録その他の帳簿書類等を閲覧し、懇談指導を行います。 

 

５ 介護機関の指定について 

（１） 指定介護機関とは、生活保護法による介護扶助を行うため、介護を担当する機関をいい、都道府県知事・

政令市または中核市の市長が管内の事業者について、その事業ごとに指定します。 
（２） 新たに指定を受けようとする介護機関は、福祉事務所に備え付けてある指定申請書正副 2 通ともに所在

地を所管する福祉事務所へ提出してください。 
申請用紙は大阪府のホームページ【手続・催し総合案内 Web サイト(ピピっとネット)】からでもダウンロー

ドできます。政令市(大阪市・堺市)、中核市(高槻市・東大阪市・豊中市)に所在する事業所はそれぞれの市役

所の生活保護担当部局までお問い合わせください。 
※新たに指定を受ける際には、該当するサービスを全て記載してください。 

（３） 指定基準 
①介護保険法の規定による指定又は許可を受けているものであって、介護扶助のための介護について理解を

有していると認められるものであること。 
②適切に介護サービスを提供できると認められるものであること。 
③法による取消しを受けた介護機関にあっては、原則として取消しの日から 5 年以上経過したものであるこ

と。ただし、法による指定取消しと同一の事由により介護保険法による指定又は開設の許可が取消された

場合であって、当該事由が解消されたとして再度介護保険法による指定又は開設の許可がなされたときは、

この限りではないこと。 
④ 特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、介護予防特

定施設入所者生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護については、入居にかかる利用料が住宅扶

助により入居できる額であること。 
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（参考）【介護扶助制度の概要】 
 
  

６５歳以上介護保険被保険者 
（第１号被保険者） 

４ ０ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満 

介護保険被保険者（第２号被保険者）
被保険者以外の者

（ 2 号みなし） 

 
 

 
 

 

 ○要介護者 
特に介護を必要とする状態 
 

 ○要支援者 
介護の必要はないが、 
日常生活に支援が必要な状態 

 ○介護保険法施行令第２条各号の特定疾病 (老化が原因とされ

る病気)により要介護状態または要支援状態になった者。  

 

 

 ○保険料は各市町村ごとに 
  所得別に設定されるが、 
  生活保護では、最も低い 
  段階が適用される。 

 ○保険料は加入している医療保険者 

ごとに所得額に応じて設定される。

 

 ○介護保険の被保険者

ではないため、保険料

の負担はない。 

 

 ○市町村が徴収 
 ○月１万５千円以上の 
老齢基礎年金等受給者は 
年金からの天引き 

 ○加入している医療保険の保険料と 

一括して徴収 
 （健保の被扶養者は、医療保険被保険

者全体で負担するので、直接負担は

ない） 

 
【介護扶助の内容】 介護扶助分を公費にて支給します。 
 
（１） 介護保険被保険者（第１号被保険者及び第２号被保険者） 
 
  居宅サービス 

介護保険給付（９割） 介護扶助（１割） 

 
  
（２） 被保険者以外の者（２号みなし） 
 
  居宅サービス 

介 護 扶 助（10 割） 

             介 護 サ ー ビ ス 
    
 
※介護扶助と障害者自立支援法に基づく自立支援給付等との適用関係等について 
40 歳以上 65 歳未満の介護保険の被保険者でない被保護者については、障害者自立支援法の自立支援給付等が

生活保護の介護扶助に優先して適用される 
【参考】平成 19 年 3 月 29 日社援保発第 0329004 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知 
    平成 22 年 3 月 24 日社援保発 0324 第 1 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知 

              介 護 サ ー ビ ス 

末期がん（医師が判断した者に限る） 、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、 
後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性

麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭

窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性

網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、 
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

特定疾病 
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大大阪阪後後見見支支援援セセンンタターー（（ああいいああいいねねっっとと））

地地域域支支援援相相談談事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談））

次のような相談に助言しています。

● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。

● 悪質商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。

● 知人から財産を侵害されている。

● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればよいのか。

● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。

● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。 など

所在地 〒542-0012 大阪市中央区谷町 7 丁目 4 番 15 号 大阪府社会福祉会館２階

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 大阪後見支援センター（あいあいねっと）

地下鉄谷町線「谷町６丁目駅」④番出口徒歩６分

問合せ先 TEL06(6764)7760・7761 FAX 06(6764)7811

大阪後見支援センターでは、認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判

断能力が不十分な方の権利侵害や困りごとについて、地域で相談を受けている

市町村の福祉担当部署や市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、障が

い者相談支援事業所、施設など関係機関を対象に、様々な解決困難な事例につ

いて、弁護士会・社会福祉士会と連携し、電話や来所による助言や情報提供を

行っています。

【電話相談】センター職員がお話を伺い助言します。

月曜日～金曜日 午前１０時～午後４時（祝日・年末年始を除く）

【専門相談】弁護士・社会福祉士による面接相談を行います。

相談は無料です。事例により当事者同伴も可能です。

お電話で予約が必要です。各市への出張による相談も行っています。

毎週 木曜日 午後１時～４時（祝日・年末年始を除く）

専門的な助言が

必要なとき

TEL０６（６１９１）９５００ 
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◆大阪府ホームページ（インフルエンザを予防しよう）
https://www.pref.osaka.jp/chikikansen/kansen/infu_yobou.html
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濃
度

消
毒

す
る

も
の

希
釈

液
の

作
り

方

１
０

倍

※
濃

度

約

嘔
吐

物
・

便
な

ど

嘔
吐

物
・

便
な

ど
で

汚
れ

た
床

な
ど

 

 

５
０

倍

※
濃

度

約

便
や

嘔
吐

物
で

汚

れ
た

衣
類

・
リ

ネ
ン

類 風
呂

場
・

洗
い

場

 （
倍

液
で

洗

い
、

分
放

置
し

、

水
で

洗
い

流
す

。
ま

た
は

、
熱

湯
で

洗
い

流
す

。
）

 
     

 
  

 

２
５

０
倍

※
濃

度

約
２

０
０

 

ト
イ

レ
の

取
っ

手
・

ト
イ

レ
の

床
・

便
座

・
ト

イ
レ

ド
ア

の
ノ

ブ
・

蛇
口

な
ど

（
倍

液
に

浸

し
た

ペ
ー

パ
ー

タ

オ
ル

・
布

等
で

拭

き
、

消
毒

後
、

水
拭

き
す

る
。
）

    
   

 
 

 

  

家
庭
用
塩
素

系
漂
白
剤

希
釈
方
法

 

①
水

道
水

（
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
１

本
分

）

 
②

家
庭

用
塩

素
系

漂
白

剤

５
０

①
水

道
水

（
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
５

本
分

）

 
②

家
庭

用
塩

素
系

漂
白

剤

５
０

一
般

的
に

市
販

さ
れ

て
い

る
家

庭
用

塩
素

系
漂

白
剤

の
塩

素
濃

度
は

、
約

５
％

で
す

。

塩
素

濃
度

約
５

％
の

も
の

を
利

用
し

た
場

合
の

方
法

を
以

下
に

示
し

ま
す

。

（
家

庭
用

塩
素

系
漂

白
剤

の
キ

ャ
ッ

プ
杯

が
、

約
２

５
ｃ

ｃ
の

場
合

で
す

。
）

 

①
水

道
水

（
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
５

本
分

）

 

②
家

庭
用

塩
素

系
漂

白
剤家
庭
用

 
塩
素
系

 
漂
白
剤

 

大
阪

府
（
お
問
い
合
わ
せ
は
最
寄
り
の
保
健
所
へ
）

 

キ
ャ

ッ
プ

約
２

杯

キ
ャ

ッ
プ

約
杯

弱

キ
ャ

ッ
プ

約
２

杯

   

 
  具

体
的

な
処

理
・
消

毒
の
ポ
イ
ン
ト

●
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
・
マ
ス
ク
・
ガ
ウ
ン
を
着
用
し
、

処
理

し
終

わ
っ

た
ら

手
袋

を
は

ず
し

、
石

け
ん

で
よ

く
手

を
洗

い
う

が
い

を
し

ま
し

ょ
う

。

●
ノ

ロ
ウ

イ
ル

ス
の

消
毒

に
は
塩
素
系
消
毒
薬
が
有
効

で
す

。
消

毒
用

ア
ル

コ
ー

ル
や

逆
性

石
け

ん
は

あ
ま

り

効
果

が
あ

り
ま

せ
ん

。

●
ノ

ロ
ウ

イ
ル

ス
は

乾
燥

す
る

と
容

易
に

空
中

に
漂

い
、

こ
れ

が
口

に
入

っ
て

感
染

す
る

こ
と

が
あ

る
の

で
、

嘔
吐
物
や
糞
便
は
速
や
か
に
処
理
す
る
こ
と
が
感
染
防
止
に
重
要

で
す

。

糞
便

や
嘔

吐
物

で
汚

れ
た

衣
類

な
ど

①
５

０
倍

に
薄

め
た

家
庭

用
塩

素
系

漂
白

剤
を

浸
し

た
ペ

ー
パ

ー
タ

オ
ル

・
布

等
で

汚
物

を
取

り
除

い
た

後
、

５
０

倍
に

薄
め

た
家

庭
用

塩
素

系
漂

白
剤

に

３
０

分
程

度
つ

け
こ

む
。
（

素
材

に
注

意
）

②
他

の
衣

類
と

は
分

け
て

洗
う

。

嘔
吐

物
な

ど
で

汚
れ

た
床

①
１

０
倍

に
薄

め
た

家
庭

用
塩

素
系

漂
白

剤
を

浸
し

た
ペ

ー
パ

ー
タ

オ
ル

・
布

等
で

嘔
吐

物
を

覆
い
（

で
き

れ
ば

５
分

位
お

く
）
、

外
側

か
ら

内
側

に
む

け
て

、
拭

き
取

り
面

を
折

り
込

み
な

が
ら

静
か

に
拭

き
取

る
。

②
拭

き
取

り
に

使
用

し
た

ペ
ー

パ
ー

タ
オ

ル
・

布
等

は
、

た
だ

ち
に

ゴ
ミ

袋
に

入
れ

、
１

０
倍

に
薄

め
た

家
庭

用

塩
素

系
漂

白
剤

を
入

れ
、

消
毒

・
密

閉
し

廃
棄

す
る

。

③
嘔

吐
物

が
付

着
し

て
い

た
床

等
は

、
周

囲
を

含
め

て
１

０
倍

に
薄

め
た

家
庭

用
塩

素
系

漂
白

剤
を

浸
し

た
ペ

ー

パ
ー

タ
オ

ル
・

布
等

で
拭

き
、

消
毒

す
る

。

④
窓

を
開

け
る

等
換

気
を

十
分

に
す

る

ト
イ

レ
の

取
っ

手
・

ト
イ

レ
ド

ア
の

ノ
ブ

・
ト

イ
レ

の
床

な
ど

 
 

 

す
ぐ

に
ふ

き
取

る
乾

燥
さ

せ
な

い
消

毒
す

る

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
性
胃
腸
炎
に
ご
注
意
！

 

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
電
子
顕
微
鏡
写
真

 
提
供
大
阪
府
立
公
衆
衛
生
研
究
所

 
 

 

◆
大

阪
府

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

 

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

に
よ

る
感

染
性

胃
腸

炎
は

、
冬

季
に

多
い

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
最

近
で

は
、

初
夏

に
か

け
て

も
集
団
事
例

と
し

て
多

く
の

発
症

が
報

告
さ

れ
て

い
ま

す
。

ノ
ロ

ウ
イ

ル
ス

は
人

の
体

外
で

も
安

定
し

て
お

り
、
食

物
に

付
着

す
る

と
、
食

中
毒

の
原

因
に

な
り

ま
す

。

ま
た

、
～

個
の
少
な
い
ウ
イ
ル
ス
量
で
も
発
病
す
る

た
め

、
人

か
ら

人
へ

の
感

染
が

お
こ

り
ま

す
。

（
注

意
症

状
が

消
え

て
か

ら
も

、
糞

便
中

に
ウ

イ
ル

ス
が

排
出

さ
れ

ま
す

。
）

感
染

経
路

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

★
枚

貝
類

の
生

食
（

カ
キ

な
ど

）

★
ノ

ロ
ウ

イ
ル

ス
に

汚
染

さ
れ

た
食

品
や

飲
料

水
、

器
具

 
★

感
染

者
の

糞
便

を
と

お
し

て
人

か
ら

人
へ

の
直

接
感

染
 潜

伏
期

間
・

症
状

★
潜

伏
期

間
：

通
常

１
～

２
日

★
症

状
：

下
痢

・
嘔

吐
・

吐
き

気
・

腹
痛

な
ど

で
、

通

常
１

～
３

日
症

状
が

続
い

た
後

、
回

復
。

 

感
染

経
路

★
感

染
者

の
嘔

吐
物

・
糞

便

★
ノ

ロ
ウ

イ
ル

ス
に

汚
染

さ
れ

た
食

品
や

飲
料

水
、

器
具

★
枚

貝
類

の
生

食
 ２
５

０
倍

に
薄

め
た

家
庭

用
塩

素
系

漂
白

剤
等

を
用

い
て

拭
く

。（
塩

素
系

漂
白

剤
は

、
金

属
腐

食
性

が
あ

る
の

で
、

拭
き

取
り

部
位

が
金

属
の

場
合

は
、

分
程

度
お

い
た

後
、

水
拭

き
す

る
。
）

拭
い

た
後

、
濡

れ
タ

オ
ル

で
拭

き
取

る
。

 

二
次

感
染

を
予

防
す

る
に

は

★
普

段
か

ら
調

理
の

前
や

食
事

前
、

ト
イ

レ
の

後
は

石
け

ん
を

よ
く

泡
立

て
て

手
指

か
ら

手
首

ま
で

を
充

分
に

洗
い

ま
し

ょ
う

。

★
糞

便
や

嘔
吐

物
を

処
理

す
る

と
き

は
、

使
い

捨
て

ビ
ニ

ー
ル

手
袋

を
使

用
し

ま
し

ょ
う

。

★
糞

便
や

嘔
吐

物
な

ど
を

処
理

す
る

と
き

に
は
次
の
３
原
則

を
守

り
ま

し
ょ

う
。
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消
毒

方
法

に
つ
い
て

消
毒

す
る

も
の

使
用

薬
剤

な
ど

め
や

す
量

手
指

逆
性

石
鹸

液

（
塩

化
ベ

ン
ザ

ル
コ

ニ
ウ

ム
液

％

石
鹸

で
手

洗
い

後
、

倍
液

（
下

記
参

照
）

に
浸

し
て

洗
浄

す
る

速
乾

性
擦

式
手

指
消

毒
剤

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

％

原
液

３
ｃ

ｃ
を

手
の

ひ
ら

に
と

り
、
乾

燥
す

る
ま

で
（

約
１

分
間

）
手

に
擦

り
こ

ん
で

使
う

食
器

・
器

具
・

ふ
き

ん

ま
な

板
・

お
も

ち
ゃ

等

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

台
所

用
塩

素
系

漂
白

剤
な

ど

倍
液

（
下

記
参

照
）

に
分

間
浸

し
、

水
洗

い
す

る

熱
湯

消
毒

℃
、

分
間

以
上

（
た

だ
し

、
ふ

き
ん

は

℃
で

分
間

以
上

煮
沸

）

ト
イ

レ
の

取
っ

手

ド
ア

の
ノ

ブ

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

（
％

）
濃

度
は

そ
の

ま
ま

使
用

し
薬

液
を

含
ま

せ
た

紙

タ
オ

ル
等

で
拭

く
か

噴
霧

す
る

逆
性

石
鹸

液

（
塩

化
ベ

ン
ザ

ル
コ

ニ
ウ

ム
液

％

倍
液

（
下

記
参

照
）

を
含

ま
せ

た
紙

タ
オ

ル

等
で

拭
く

衣
類

の
消

毒

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

（
家

庭
用

塩
素

系
漂

白
剤

な
ど

）

倍
液

（
下

記
参

照
）

に
分

間
つ

け
た

後
、

洗
濯

す
る

熱
湯

消
毒

熱
水

洗
濯

機
（

℃
分

間
）

で
処

理
し

洗

浄
後

乾
燥

さ
せ

る

風
呂

場

逆
性

石
鹸

液

（
塩

化
ベ

ン
ザ

ル
コ

ニ
ウ

ム
液

％

倍
液

（
下

記
参

照
）

を
含

ま
せ

た
紙

タ
オ

ル
等

で
拭

く

熱
湯

消
毒

熱
湯

で
洗

い
流

す

   
濃

度
希

釈
液

の
作

り
方

５
０

倍
液

 
 

１
０

０
倍

液

   

消
毒

液
の
つ
く
り
方

①
水

道
水

（
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル

２
本

分
）

 

②
薬

剤
１

０

 

大
阪

府
（
お
問
い
合
わ
せ
は
最
寄
り
の
保
健
所
へ
）

逆
性

石
鹸

の
場

合

薬
剤

キ
ャ

ッ
プ

杯
約

と

し
て

約
杯（
消
毒
薬
に
つ
い
て
は
、
薬
局
等
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

 

家
庭

用
塩

素
系

漂

白
剤

の
場

合

薬
剤

キ
ャ

ッ
プ

杯
約

と
し

て

約
杯

弱
 

 

※
お
む
つ
交
換
時
と
便
の
処
理
を
行
う
時
は
、
使
い
捨
て
ビ
ニ
ー
ル
手
袋
を
使
用
す
る
。

※
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
は
、
金
属
腐
食
性
が
あ
る
の
で
、
消
毒
後
、
水
拭
き
す
る

①
水

道
水

（
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル

本
分

）
 

②
薬

剤
２

０ 逆
性

石
鹸

の
場

合

薬
剤

キ
ャ

ッ
プ

杯

約
と

し
て

約
杯

 

 

（
消

毒
薬

等
に

つ
い

て
は

裏
面

参
照

）

 腸
管
出
血
性
大
腸
菌
（
Ｏ
１
５
７
等
）
感
染
症
の
潜
伏
期
間
と
症
状

 

二
次
感
染
防
止
の
た
め
に

 

 

★
下
痢
・
腹
痛
・
発
熱
な
ど

の
症
状
が
あ
る
時
は
、早
め

に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

 

O
15

7
 

提
供

大
阪
府
立
公
衆
衛
生
研
究
所

 
O

15
7
電
子
顕
微
鏡
写
真

 
 

腸
管

出
血

性
大

腸
菌

（
１
５
７
等

）

 
感

染
症

に
ご
注

意
！

 

 
★

食
べ

物
（

牛
肉

や
レ

バ
ー

な
ど

は
充

分
に

加
熱

し
ま

し
ょ

う
。
）

★
生

肉
を

触
れ

た
箸

（
焼

く
箸

と
食

べ
る

箸
を

使
い

分
け

ま
し

ょ
う

。
）

★
患

者
・

保
菌

者
の

糞
便

で
汚

染
さ

れ
た

も
の

や
水

な
ど

 

潜
伏
期
間
：

２
～

１
４

日
（

平
均

３
～

日
）

症
状
：
下
痢
（
軽
い
も
の
か
ら
水
様
便
や
血
便
）・
腹
痛
・
発
熱
な
ど

※
乳

幼
児

や
高

齢
者

で
は

重
症

に
な

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

※
発

症
後

～
２

週
間

は
、

溶
血

性
尿

毒
症

症
候

群
（

Ｈ
Ｕ

Ｓ
）

を
起

こ
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
注

意
が

必
要

で
す

。

 

◆
大

阪
府

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

感
染
経
路

 

腸
管

出
血

性
大

腸
菌

は
わ

ず
か
数
十
個

程
度

の
菌

が
体

の
中

に
入

っ
た

だ
け

で
も

発
症

す
る

こ
と

が
あ

る
た

め
、

患
者
・
保
菌
者

の
糞

便
な

ど
か

ら
二
次
感
染

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

Ｈ
Ｕ
Ｓ
：

ベ
ロ

毒
素

に
よ

り
腎

臓
の

細
胞

が
傷

害
さ

れ
て

発
症

す
る

、
溶

血
性

貧
血

、
血

小
板

減
少

、
急

性
腎

不
全

の
３

つ
を

特
徴

と
す

る
状

態
。

 
主
な
症
状
：
尿
が
出
に
く
い
・
出
血
を
起
こ
し
易
い
・
頭
痛
な
ど

重
症
に
な
る
と
、
け
い
れ
ん
・
昏
睡
を
起
こ
し
、
生
命
の
危
険
が
あ
る
。

腸
管

出
血

性
大

腸
菌

（
等

）
は

、
通

常
牛

等
の

腸
内

に
生

息
し

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
腸

の
内

容
物

で
汚

染
さ

れ
た

食
品

を
介

し
て

、
口

か
ら

体
内

に

入
る

こ
と

に
よ

っ
て

感
染

し
ま

す
。

 

※
ト
イ
レ
に
つ
い
て
：

患
者

・
保

菌
者

が
排

便
し

た
後

に
触

れ
た

部
分

（
ド

ア
や

水
道

の
ノ

ブ
な

ど
）

は
、

逆
性

せ
っ

け

ん
や

消
毒

用
ア

ル
コ

ー
ル

で
消

毒
し

て
く

だ
さ

い
。（

消
毒

薬
は

薬
局

で
手

に
入

り
ま

す
。）

※
衣
類
な
ど
に
つ
い
て
：

患
者

・
保

菌
者

の
糞

便
の

つ
い

た
衣

類
な

ど
は

、
熱

湯
や

倍
に

薄
め

た
家

庭
用

塩
素

系
漂

白
剤

に
分

浸
し

た
あ

と
、

他
の

衣
類

と
は

別
に

洗
濯

し
、

日
光

で
十

分
に

乾
燥

さ
せ

ま
し

ょ
う

。（
素

材
に

注
意

）

※
入
浴
・
お
風
呂
に
つ
い
て
：

患
者

・
保

菌
者

が
お

風
呂

を
使

用
す

る
場

合
、

下
痢

が
あ

る
と

き
は

、
シ

ャ
ワ

ー
ま

た
は

か
け

湯
に

し
ま

し
ょ

う
。

浴
槽

に
つ

か
る

時
は

最
後

に
し

、
混

浴
は

避
け

ま
し

ょ
う

。

浴
槽

の
水

は
毎

日
替

え
、

浴
室

、
浴

槽
は

よ
く

洗
い

流
し

ま
し

ょ
う

。

※
業
務
に
つ
い
て
：

患
者

・
保

菌
者

が
飲

食
物

に
直

接
接

触
す

る
業

務
に

従
事

す
る

こ
と

は
法

律
で

制
限

さ
れ

て
い

ま
す

。

★
普

段
か

ら
調

理
前

や
食

事
前

、
ト

イ
レ

の
後

は
石

け
ん

を
よ

く
泡

立
て

て
手

指
か

ら
手

首
ま

で
を

充
分

洗
い

ま
し

ょ
う

。

★
タ

オ
ル

の
共

用
使

用
は

や
め

ま
し

ょ
う

。

★
糞

便
を

処
理

す
る

時
は

、
使
い
捨
て
ビ
ニ
ー
ル
手
袋

を
使

い
ま

し
ょ

う
。

処
理

が
す

ん
だ

あ
と

は
、

手
袋

を
は

ず
し

石
鹸

で
手

洗
い

し
ま

し
ょ

う
。

（
ま

た
、

乳
幼

児
や

高
齢

者
で

オ
ム

ツ
の

交
換

時
の

汚
染

に
充

分
気

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
）

★
下

痢
な

ど
で

体
調

の
悪

い
と

き
に

は
、

プ
ー

ル
の

利
用

は
や

め
ま

し
ょ

う
。

簡
易

ビ
ニ

ー
ル

プ
ー

ル
等

を
利

用
す

る
場

合
は

、
頻

繁
に

水
を

交
換

し
ま

し
ょ

う
。

 

 
 

≪
注
意
事
項
≫

 

電
子
顕
微
鏡
写
真
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①
食

欲
は

あ
り
ま
す
か

。

②
十

分
な
水

分
を
補

給
し
て
い
ま
す
か

。

③
十

分
な
睡

眠
を
と
れ

て
い
ま
す
か

。

④
尿

は
出

い
ま
す
か

。

⑤
暑

さ
を
感

じ
て
い
ま
す
か

、
熱

は
な
い
で
す
か

。

⑥
部

屋
の

換
気

は
十

分
で
す
か

。

⑦
部

屋
の

温
度

を
測

っ
て
い
ま
す
か

。

⑧
扇

風
機

や
エ
ア
コ
ン
を
使

用
し
て
い
ま
す
か

。

《
熱

中
症

の
方

が
救

急
搬

送
時

や
医

療
現

場
に
お
い
て
必

要
な
情

報
で
す
の

で
、

記
録

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
》

①
発

症
し
た
現

場
の

天
候

、
気

温
（
室

温
）
、
湿

度
、
風

通
し
の

状
況

。

②
ど
の

よ
う
な
環

境
で
過

ご
し
て
い
た
か

。

③
高

齢
者

で
あ
っ
た
り
や

疾
患

を
お
持

ち
で
あ
る
な
ど
の

特
徴

。

④
い
つ
か

ら
ど
ん
な
症

状
が

出
た
の

か
。

⑤
発

症
時

よ
り
悪

化
し
て
い
る
か

改
善

し
て
い
る
か

。

⑥
応

急
処

置
を
施

し
た
か

。

※
環

境
省

「
熱

中
症

環
境

保
健

マ
ニ
ュ
ア
ル

　
h
tt
p:
/
/
w
w
w
.e
n
v.

go
.jp
/
c
h
e
m

i/
h
e
at
_s
tr
o
ke
/
m
an
u
al
.h
tm

l)
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

※
ま
た
、
最

寄
り
の

保
健

所
（
大

阪
市

域
は

各
区

保
健

福
祉

セ
ン
タ
ー
、
堺

市
及

び
東

大
阪

市
は

各
保

健
セ
ン
タ
ー
）
で
も

※
大

阪
府

保
健

所
所

在
地

一
覧

　
　
　
h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
sa
ka
.jp
/
c
h
ik
ik
an
se
n
/
h
o
ke
n
sy
o
/
sy

o
za
ic
h
i.h
tm

l

《
高

齢
者

へ
対

応
す
る
と
き
に
確

認
し
て
み

ま
し
ょ
う
》

　
ご
相

談
を
承

り
ま
す
。

※
大

阪
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
h
tt
p:
/
/
w
w
w
.p
re
f.
o
sa
ka
.jp
/
ke
n
ko
zu
ku
ri
/
n
e
tt
yu
sy
o
u
/
in
de

x.
h
tm

l　
）

気
を
配

ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ

ん
。

参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。

《
①

熱
中

症
と
は

》

《
②

熱
中

症
を
予

防
す
る
た
め
に
》

●
暑

い
環

境
で
も
体

温
調

節
が

出
来

る
よ
う
、
日

頃
よ
り
発

汗
を
伴

う
適

度
な
運

動
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

● ● ● 《
③

熱
中

症
か

な
？

と
思

っ
た
ら
》

● ● ● ②
居

間
や

寝
室

に
熱

の
発

生
す
る
も
の

は
な
い
で
す
か

。

③
扇

風
機

や
エ
ア
コ
ン
は

準
備

し
て
い
ま
す
か

。

④
温

度
計

は
あ
り
ま
す
か

。

⑤
暑

さ
に
な
れ

る
工

夫
を
し
て
い
ま
す
か

。
（
外

出
、
軽

い
運

動
）
。

⑥
緊

急
の

連
絡

先
を
把

握
し
て
い
ま
す
か

。

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
よ
り
熱

中
症

の
情

報
を
得

た
り
、
室

内
温

度
を
確

認
す
る
な
ど
、
熱

中
症

を
意

識
し
ま
し
ょ
う
。

窓
か

ら
の

直
射

日
光

を
さ
け
た
り
、
冷

却
剤

な
ど
を
活

用
す
る
な
ど
、
室

温
、
体

温
を
下

げ
る
工

夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

体
が

熱
い
時

は
冷

た
い
タ
オ
ル

や
氷

の
う
で
冷

や
し
ま
し
ょ
う
。
（
頚

部
、
脇

の
下

、
股

関
節

な
ど
皮

膚
直

下
を
流

以
上

こ
と
が

で
き
な
い
と
き
、
実

施
し
て
も
症

状
が

改
善

し
な
い
と
き
、
さ
ら
に
目

ま
い
、
吐

き
気

が
あ
っ
た
り
、
ぐ
っ
た

り
し
な
い
な
ど
重

症
の

疑
い
が

あ
る
と
き
は

、
早

め
に
近

く
の

医
療

機
関

を
受

診
し
た
り
救

急
車

を
要

請
し
て
く
だ
さ
い
。

《
高

齢
者

の
住

ま
い
や

環
境

に
つ
い
て
確

認
し
て
み

ま
し
ょ
う
》

　
熱

中
症

は
、
戸

外
や

ス
ポ
ー
ツ
中

に
だ
け
起

こ
る
わ

け
で
は

あ
り
ま
せ

ん
。
熱

中
症

に
よ
る
救

急
搬

送
の

統
計

に

よ
り
ま
す
と
、
高

齢
者

に
お
い
て
は

家
庭

内
で
の

発
症

が
多

く
占

め
て
い
ま
す
。
室

内
で
安

静
に
し
て
い
て
も
、
温

度
、

湿
度

が
高

い
場

合
に
は

発
症

す
る
場

合
が

あ
り
、
特

に
高

齢
者

は
脱

水
症

状
に
陥

り
や

す
い
な
ど
、
熱

中
症

の
発

症
に

　
高

齢
者

や
慢

性
疾

患
を
お
持

ち
の

方
の

中
に
は

、
体

内
水

分
量

が
少

な
く
、
汗

を
か

き
に
く
か

っ
た
り
、
ま
た
独

居
や

　
日

ご
ろ
よ
り
高

齢
者

の
方

と
接

す
る
皆

様
に
、
熱

中
症

の
予

防
と
発

症
時

の
対

応
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
の

で
、

よ
り
、
熱

疲
労

（
軽

傷
）
、
熱

痙
攣

（
中

等
症

）
、
熱

射
病

（
重

症
）
に
分

類
さ
れ

ま
す
。

著
し
く
上

昇
し
、
最

悪
の

場
合

に
は

死
亡

す
る
可

能
性

も
あ
り
ま
す
。

脱
水

を
予

防
す
る
た
め
、
喉

が
渇

く
前

に
こ
ま
め
に
水

分
・
塩

分
を
補

給
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
室

温
を
で
き
る
だ
け
下

げ
て
、
涼

し
く
し
ま
し
ょ
う
。

熱
中

症
で
は

、
初

期
の

症
状

と
し
て
、
筋

肉
に
痙

攣
や

痛
み

を
伴

う
症

状
が

現
れ

ま
す
。
症

状
が

進
む
と
、
吐

き
気

や

嘔
吐

、
力

が
入

ら
な
い
な
ど
の

症
状

が
現

れ
ま
す
。
さ
ら
に
重

症
に
な
る
と
意

識
障

害
や

痙
攣

を
お
こ
し
た
り
、
体

温
が

熱
中

症
に
ご
注

意
く
だ
さ
い

れ
る
血

液
を
冷

や
す
こ
と
も
有

効
で
す
。
）

冷
た
い
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
な
ど
水

分
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

生
活

環
境

に
よ
り
、
救

急
対

応
が

遅
れ

る
場

合
が

考
え
ら
れ

ま
す
。

　
体

の
水

分
と
塩

分
の

バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ

た
り
、
体

温
調

節
機

能
が

破
綻

す
る
な
ど
で
起

こ
り
ま
す
。
熱

中
症

は
症

状
に

（
汗

、
尿

の
量

が
少

な
か

っ
た
り
、
尿

の
色

が
い
つ
も
よ
り
濃

い
場

合
は

要
注

意
で
す
）

屋
外

で
は

帽
子

や
皮

膚
の

露
出

を
抑

え
た
衣

服
を
着

用
し
、
屋

内
で
は

風
通

し
を
よ
く
し
ま
し
ょ
う
。
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福祉避難所の指定に伴う必要経費の負担ついて

災害時、福祉避難所に指定された施設が実施する可能性のある救助
災害時、福祉避難所の設置、維持及び管理と併せて、炊き出しその他による食品の給与
のほか、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の一部又は全部を併せて避難者に
提供する救助がある。
ただし、施設等の被災状況や、利用可能な設備及び要員の状況を勘案の上、当該施設の
設置者に過度の負担を課さないよう留意が必要。

○福祉避難所の事業内容は、避難所の設置、維持、管理及び日常生活上の支援を含めた
生活に関するものであり、そのため支出できる費用は、一般の避難所設置に伴う経費
の限度額にかかわらず、当該地域における通常の実費を加算できる。

○福祉避難所の設置のために加算される費用は、一般的には、次に掲げることを行うため
に必要な当該地域における通常の実費が考えられる。
①対象者の特性に配慮し、生活し易い環境整備に必要となる仮設設備並びに機械又は

器具等の借り上げに必要な経費(工事費含む)であって、避難所の設置のために支出でき
る費用で不足する経費

②日常生活上の支援を行うために必要な紙ｵﾑﾂ、ｽﾄｰﾏ用装具等の消耗機材類の購入費
③概ね10人の福祉避難所対象者に１人の相談等に当たる介護員等を配置するために必要

な経費

災害時、福祉避難所の設置にあたり認められる経費は

指定の促進をお願いします。

問合せ先
大阪府政策企画部危機管理室防災企画課

06-６９４４－６２９４
大阪府政策企画部危機管理室災害対策課

０６－６９４４－６４７８

災害時における福祉避難所の指定について（お願い）

福祉避難所（二次的な避難施設）の必要性は、
介護が必要な高齢者や障がい者、難病者等の要援護者については、一般の避難

所では避難生活が困難となる事から避難生活を二次的に支援する必要がある。
したがって、要援護者への医療的ケアや介護などの福祉・医療サービスを継続

的に受けることができる二次的な避難施設として、健康面、精神面において特別
な配慮がなされた福祉避難所が求められている。

指定される施設は、
要援護者に対する支援を行うため、介護保険施設、障がい者施設、福祉セン

ター等を福祉避難所として指定する。（指定は市町村）

福祉避難所に必要な施設・設備等は、
・耐震、耐火構造、バリアフリーのほか、冷暖房完備の環境が確保できる。
・介護、医療的ケアに必要な設備・器具等が確保できる。 等

福祉避難所の運営は、
・要援護者の相談等にあたる介助員等を配置し、日常生活上の支援を行う。
・避難者の生活状況等を把握し、医療機関、介護サービス事業所とも連携する。
・ホームヘルパーの派遣等、避難者が必要なサービスや保健医療サービスが受

けられるよう配慮する。
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重要なお知らせ

ケアマネのあなたも

必ず年に１度は、
ケアマネを雇用して 　　確認を
　いる事業主も

■有効期限が切れて、介護支援専門員と

しての業務を行った

（介護保険法第６９条の３９条第３項第３号）

○介護支援専門員登録簿からの消除（５年間）

※平成２４年度になり、大阪府登録者で消除の

 　事案が発生しています。
(更新手続きを行わずに、有効期間満了後も、介護支援専門員として業務についた
　ことが監査等で発覚し、登録が消除されたケースが、平成24年度には4件ありました)

 ☆5年間は、介護支援専門員としての業務につくことができなくなります。

 ☆また、事業所は、受領した介護報酬の返還を求められる場合があります。

【介護支援専門員登録関係の受付窓口及び問い合わせ先】

〒５４０－６５９１ 大阪市中央区大手前１－７－３１ OMMビル３階

(社)大阪介護支援専門員協会 研修センター

TEL：０６－６３９０－４０１０（コールセンター）
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自殺予防対策について～高齢者を中心に～

Ⅰ 自殺の現状

【全 国】

● 警察庁の発表によると、平成２４年の全国の自殺者数は、15 年ぶりに 3 万人を下回ったが、

依然として高い水準にあります。 

【大阪府】

● 概ね全国と同様に推移し、平成 10 年に急増したあと、２千人前後で推移しており、23 年、

24 年と 2 年連続減少したものの、深刻な状況が続いています。 

 ● 平成 23 年の警察統計によると、男性が女性の約 2 倍で、年代別では 60 代が 20.1％で最も

多く、続いて 40 代が 19.4％、50 代が 15.9％という状況です。 

原因・動機（複数回答）は、男女とも「健康問題」が最も多く、次に多いのは、男性が「経済・

生活問題」、女性が「家庭問題」となっています。 

    職業別では、「年金・雇用保険等生活者」が 30.0％で最も多く、「被雇用者・勤め人」が 24.3％

という状況です。 
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Ⅱ 高齢者の自殺の特徴

《高齢者特有の要因》

【身体的負担】

● 高齢者の自殺の「原因・動機」の 7 割は「健康問題」（全年齢では 4 割） 

● 高齢自殺者の 90％以上がなんらかの身体的不調を訴え、約 85％が入通院による治療を受け

ていた 

● 高齢者の多くは自分の健康状態について悪い評価を下しがちで、病気を大きなストレスに感じ、

「楽になりたい」「元の体に戻らないなら死んだ方がましだ」といった言動が目立つ 

● 高血圧症、糖尿病、脳梗塞後遺症、心臓病、関節痛などの慢性的疾患をかかえることが多い 

● 継続的な身体的苦痛がうつ病の引き金となり自殺につながると考えられる 

【家族への精神的負担】

● 高齢自殺者の多くが生前家族に「長く生きすぎた」、「迷惑をかけたくない」ともらしていた 

● 心身両面の衰えを自覚し、同居する家族に看護や介護の負担をかけることへの遠慮が生じる 

【喪失感と孤立】

● 高齢者の自殺の「原因・動機」の 1 割は、配偶者、子、兄弟など近親者の病気や死（喪失体

験） 

● 強い喪失感から閉じこもりがちとなり、孤独・孤立状態からうつに至ると考えられる 

Ⅲ 自殺の危険性が高いサイン

《自殺予防の十箇条》（自殺のサイン）

（次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。早い段階で専門家に受診

させてください。） 

１ うつ病の症状に気をつける（気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断できな

い、不眠が続く） 

２ 原因不明の身体の不調が長引く 

３ 酒量が増す 

４ 安全や健康が保てない 

５ 仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う 

６ 職場や家庭でサポートが得られない 

７ 本人にとって価値あるもの（職、地位、家族、財産）を失う 

８ 重症の身体の病気にかかる 

９ 自殺を口にする 

10 自殺未遂に及ぶ 

※資料：「中央労働災害防止協会・労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会編 

『職場における自殺の予防と対応』厚生労働省」 

◎ 自殺者の約４割は高齢者 

◎ 「死にたい」と考えたことがある高齢の介護者は３人に１人 

◎ 高齢者の自殺未遂や自殺は「うつ病」が大きな原因 

◎ 自殺の前兆によって内科医等は受診するが、精神科医は未受診 

◎ 自殺者の多くが家族と同居、単身生活は全体の５％以下 
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Ⅳ 自殺の危険性が高いと思われる方への対応

高齢者の態度や行動の中に、自殺の危険性を示すサインを見つけた時は、一人だけで悩んだり、

焦ったまま行動することなく、関係者とよく相談しながら、その場でできることを冷静かつ確実に

実行することが重要です。 

真摯にその人の訴えに耳を傾けつつ、一緒に解決法を考えるという姿勢を維持しながら、自殺の

危険性に応じて、他のスタッフや専門家と相談しながら、具体的対処方法を決定していくというこ

とが大切です。決して、一人だけで判断したり、自分一人で抱え込むことのないよう気をつけましょ

う。 

Ⅴ ゲートキーパーとしての心得

【ゲートキーパーとは】

   悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。 

   悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行ったらよいかわからない」、「どの

ように解決したらよいかわからない」等の状況に陥ることがあります。周囲が悩みを抱えた人を支

援するために、周囲の人々がゲートキーパーとして活動することが必要です。 

自殺対策におけるゲートキーパーの役割は、心理社会的問題や生活上の問題、健康上の問題を抱

えている人や、自殺の危険を抱えた人々に気づき適切にかかわることです。 

【ゲートキーパーとしての心得】

● 自ら相手とかかわるための心の準備をする 

「今から相手の話を聴く」という心の準備をすることが大切です。心の準備ができていない

と、相手の話に動揺したり、拒絶するというような不適切な対応をとってしまう場合も少なく

ありません。 

● 温かみのある対応をする 

悩みを抱えている人は苦労を抱え、辛い状況に陥っているため、穏やかで温かみのある対応

が原則です。温かみのある対応は困難を抱えている人の大きな支援になります。 

● 真剣に聴いているという姿勢を相手に伝える 

相手にしっかりと向きあう、相手の話に相づちをうつ、などこちらが真剣に聴いているとい

う姿勢が相手に伝わることが大切です。相手は支援者の聴く姿勢により、悩みを話すことが促

され、安心して悩みを話すことができるようになります。 

● 相手の話を聴く 

最初に話を聴く場合には、相手が体験したことや考えていること、感じていることを十分に

聴きましょう。正しいかどうか、良いか悪いかを判断したり、批判はしないようにしましょう。

「話を聴くだけでは何もならない」と感じる支援者もいますが、傾聴は危機にある人への最大

の支援です。「話を聴いてもらうだけで安心した」とおっしゃられる方も多いです。 

《高齢者のうつ病の特徴》

◎ 身体症状のみを訴え、抑うつ気分を否定することも多い 

◎ 加齢・認知症によるものとの区別がつきにくい（記憶力低下、意識障害、動作緩慢等） 

◎ 不安、焦燥感が強い 

◎ 妄想（心気、貧困、罪業）形成傾向が強い 

◎ 脳血管障害等の身体疾患に伴い、うつ病が出現する例も多い 

※血管性うつ病（脳卒中の後遺症や症状が現れない程度の小規模な脳梗塞等脳血管障

害によるうつ病のこと）
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● ねぎらう 

話をしてくれること、死にたい気持ちを打ち明けてくれたことをねぎらうとよいでしょう。

また、たとえ本人の失敗から至った困難でも、これまで苦労してきたことをねぎらうことが大

切です。 

● 心配していることを伝える 

悩んでいる状況を無視せずに、相手の状況を心配していることを伝えましょう。 

● わかりやすく、かつゆっくりと話をする 

悩んでいる人はいろいろな感情が沸き起こるため、一度にまくしたてるような話は理解でき

ず、また受け止められない場合があります。穏やかな態度で、普段話すスピードの半分くらい

のつもりで話すことが大切です。また、相手の反応を見ながら、一言一言話すことも必要です。 

● 一緒に考えることが支援 

一人で悩みを抱えている人は、孤独感や絶望感を感じているため、支援者が話をよく聴き、

一緒に悩み、考えること自体が支援になります。支援者の中には、「自分は支援など何もでき

ない」と思う方もいらっしゃいますが、一緒に考えてくれる人がいることは、孤立を防ぎ、安

心を与えます。 

● 準備やスキルアップも大切 

日頃から自殺対策や相談窓口のリーフレットを持参したり、スキルアップの研修を受けたり、

新聞等のニュースに関心を払っていることなどは、いざ対応する、という場面で役立ちます。

問題の解決に日頃得ている情報が役立つ場合があります。 

● 自分が相談にのって困ったときのつなぎ先を知っておく

全ての問題を解決できる支援者はいません。どこに相談したらよいか、地域の相談窓口等を

事前に確認しておくとよいでしょう。 

● ゲートキーパー自身の健康管理、悩み相談も大切

支援者自身が安心して暮らせることも大切です。また、日頃から健康面にも注意を払いましょ

う。休養や日頃のストレス対処も大切です。自らが困ったときには信頼できる人に相談しまし

ょう。 

※「『ゲートキーパー養成研修用テキスト（第二版）』内閣府」より抜粋 

参 考

◆ 「自殺総合対策 相談対応手引き集 保健・医療・福祉・介護等の相談従事者用手引き 

 『高齢者への対応』」大阪府こころの健康総合センター 

http://www.pref.osaka.jp/attach/14052/00079994/j_tebiki_3.pdf

◆ 「ゲートキーパー養成研修用テキスト（第二版）」内閣府 

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/kyoukagekkan/gatekeeper_text2/index.html

◆ こころのオアシス（大阪府こころの健康総合センターホームページ） 

http://kokoro-osaka.jp/

◆ 内閣府自殺対策推進室ホームページ 

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/ 

【問合せ先】

大阪府健康医療部保健医療室 地域保健感染症課 

ＴＥＬ：０６－６９４４－６６９５ ＦＡＸ：０６－４７９２－１７２２ 
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。

 
 

な
お

、
貴

施
設

に
お

い
て

策
定

い
た

だ
い

て
い

る
「

防
災

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
等

に
よ

り
、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
が

途

絶
え

た
場

合
の

具
体

的
対

応
策

を
再

点
検

い
た

だ
き

、
施

設
内

及
び

協
力

医
療

機
関

と
の

連
絡

体
制

に
つ

い
て

再
度

ご
確

認
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 
 

記
 

 
想

定
さ

れ
る

事
象

 
対

応
策

（
案

）
 

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

が
使

用
不

可
 

 
○

利
用

者
の

移
動

方
法

の
確

認
等

 
・

食
事

や
入

浴
時

間
等

の
臨

機
応

変
な

対
応

を
お

願
い

し
ま

す
。

 
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
内

へ
の

閉
じ

込
め

 
○

非
常

用
電

源
の

確
保

、
点

検
等

 
・

停
電

時
の

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
作

動
状

況
（

バ
ッ

テ
リ

ー
で

最
寄

階
等

に
い

け
る

か
、

閉
じ

込
め

ら
れ

た
際

に
非

常
通

話
ボ

タ
ン

に
よ

り
外

部
に

連
絡

で
き

る

等
）

に
つ

い
て

再
確

認
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 
在

宅
医

療
機

器
が

使
用

不
可

 
○

酸
素

吸
入

器
に

つ
い

て
は

酸
素

ボ
ン

ベ
及

び
携

帯
用

酸
素

ボ
ン

ベ
の

使
用

を

お
願

い
し

ま
す

。
 

○
人

工
呼

吸
器

に
つ

い
て

は
、
内

蔵
バ

ッ
テ

リ
ー

の
再

確
認

及
び

外
部

バ
ッ

テ
リ

ー
が

あ
る

場
合

は
、

充
電

等
の

事
前

確
認

を
お

願
い

し
ま

す
。
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社会福祉施設等は被害を覚知したらその都度！ 

↓ 

≪被災状況報告書≫を市町村へ FAX 等 

～通所介護、短期入所生活介護事業所のみなさま 

地震・風水害時の被災状況の報告をお願いします～ 

 社会福祉施設等で、地震や風水害により物的・人的被害を覚知した場合は、別紙の

【被災状況報告書】により、所在地の市町村担当部署へ FAX 等でその都度報告を行

ってください。 

  ※ 報告対象の社会福祉施設等は、下記のとおりです。 

  ※ 報告対象の被害は、人的被害（軽傷を含む）及び物的被害（施設・設備の損

傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等）で、各社会福祉施設等の判断によ

るものとします。（例：局地的な集中豪雨により施設が浸水し、サービス提供に支障がでた場合等） 

  ※ 報告を受けた情報は、市町村から大阪府に集約し、国（厚生労働省）が実施

する風水害等被災にかかる調査に活用させていただきます。 

【社会福祉施設等から市町村への情報伝達】 

地震や風水害等 

社会福祉施設等 市町村

【報告先】 

市町村連絡先をご確認ください。http://www.pref.osaka.jp/fukushisomu/shokai.html

【対象施設】（高齢施設関係のみ） 
    ■ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設） 

■ 介護老人保健施設 
    ■ 養護老人ホーム 
    ■ 軽費老人ホーム 

■ 老人デイサービス事業（通所介護（介護予防）、認知症対応型通所介護（介護予防）） 
    ■ 老人短期入所事業（短期入所生活介護（介護予防）） 
    ■ 小規模多機能型居宅介護事業（小規模多機能型居宅介護（介護予防）） 
    ■ 認知症対応型老人共同生活援助事業（認知症対応型共同生活介護（介護予防）） 
    ■ 複合型サービス 
    ■ 老人福祉センター  
    ■ 有料老人ホーム 
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（様式）

被災状況報告書 

罹災日時：（概ね）【平成    年    月    日    時    分ころ】

報告日時       月      日      時      分 現在

施設種別

施設名

定員

施設所在地

担当者

連絡先

（電話番号等）

人的被害 死傷者：      名 （うち死者   名）

  負傷者の状況・負傷程度等

物的被害

（被害状況）

避難の有無  有  ・  無  （避難状況・避難先等                ）

現在の状況

（注１）被害状況については、施設のどの部分が、どのように被害をうけているかが判るよう可能な限り具体的

に記載すること。

（注２）施設が罹災した日及び施設の被災による避難の有無を記載すること。

（注３）現在の状況には、「復旧済み」「○日から通常使用できる予定」など具体的に記入すること。
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事

 
 
務

 
 

連
 

 
絡

平
成

２
５

年
３

月
１

９
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
福

祉
基

盤
課

長

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

企
画

課
長

厚
生

労
働

省
老

健
局

総
務

課
長

 
 

消
費

者
庁

 
消

費
者

安
全

課
長

「
消

費
者

庁
リ

コ
ー

ル
情

報
サ

イ
ト

」
の

周
知

の
徹

底
に

つ
い

て
（

依
頼

）

火
災

・
重

症
等

の
重

大
製

品
事

故
の

約
１

割
が

リ
コ

ー
ル

対
象

品
に

よ
る

も
の

で
す

。
２

月
８

日
に

は
、

長
崎

市
の

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
で

リ
コ

ー
ル

対
象

品
及

び
周

辺
を

焼
損

す
る

火
災

が
発

生
し

、
５

人

が
死

亡
、

１
名

が
重

傷
、

６
名

が
負

傷
し

ま
し

た
。

当
該

事
故

の
原

因
は

、
現

在
調

査
中

で
す

。
 

消
費

者
庁

で
は

、
リ

コ
ー

ル
対

象
品

に
よ

る
事

故
を

防
止

す
る

た
め

、
リ

コ
ー

ル
対

象
品

に
関

す
る

情
報

を
消

費
者

に
周

知
す

る
取

組
み

を
進

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
そ

の
一

環
と

し
て

、
昨

年
４

月

よ
り

「
消

費
者

庁
リ

コ
ー

ル
情

報
サ

イ
ト

」
を

運
営

し
、

過
去

に
リ

コ
ー

ル
が

公
表

さ
れ

た
商

品
の

う

ち
、

消
費

者
に

危
害

・
危

険
が

及
ぶ

可
能

性
が

高
い

リ
コ

ー
ル

品
を

掲
載

し
、

予
め

ご
登

録
い

た
だ

い

た
方

に
は

、
メ

ー
ル

で
お

知
ら

せ
す

る
取

組
み

を
行

っ
て

い
ま

す
。

消
費

者
庁

に
お

い
て

も
、

当
サ

イ
ト

を
含

め
た

リ
コ

ー
ル

情
報

の
更

な
る

周
知

に
つ

い
て

対
応

を
進

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
が

、
貴

省
に

お
か

れ
ま

し
て

も
、
別

添
の
「

消
費

者
庁

リ
コ

ー
ル

情
報

サ
イ

ト
」

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

活
用

す
る

な
ど

、
全

国
の

社
会

福
祉

施
設

等
に

当
サ

イ
ト

を
周

知
徹

底
い

た
だ

き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

（
参

考
）
「

消
費

者
庁

リ
コ

ー
ル

情
報

サ
イ

ト
」

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

ア
ド

レ
ス

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
r
e
c
a
l
l
.
g
o
.
j
p
/
 

＜
本

件
問

合
せ

先
＞

消
費

者
庁

 
消

費
者

安
全

課
 

前
内

電
 

話
：

０
３

－
３

５
０

７
－

９
２

０
１

Ｆ
Ａ

Ｘ
：

０
３

－
３

５
０

７
－

９
２

９
０
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大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

〒540-8570 大阪市中央区大手前２丁目  TEL 06-6944-7099 
 
大阪市 福祉局 高齢者施策部 介護保険課（指定・指導グループ） 
〒541-0055 大阪市中央区船場中央３丁目１番７－３３１号 船場センタービル７号館３階   
TEL 06-6241-6310～6314（指導等）・06-6241-6317～6320（指定等） 
 
堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課 
〒590-0077 堺市堺区中瓦町１丁４番２１号 第一住建堺東ビル７０１号  TEL 072-275-6235 
(但し、郵便物の宛先は 〒590-0078 堺市堺区南瓦町３番１号 長寿社会部 介護事業者課) 
 

東大阪市 福祉部 指導監査室 居宅事業者課 

〒577-8521 東大阪市荒本北１丁目１番１号  TEL 06-4309-3317（指導）、06-4309-3318（指定） 
 

豊中市 健康福祉部 福祉指導監査室（指導・監査）／ 

豊中市 健康福祉部 いきいきセンター 高齢施策課（指定申請・苦情等） 

〒561-8501 豊中市中桜塚３丁目１番１号  TEL 06-6858-2836（指導・監査）、06-6858-2868（指定申請・苦情等) 
 

南河内 広域事務室 広域福祉課 （富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村） 

〒584-0031 富田林市寿町２丁目６番１号 南河内府民センタービル２Ｆ  TEL 0721-20-1199 
 

高槻市 健康福祉部 福祉指導課 

〒569-8501 高槻市桃園町２番１号  TEL 072-674-7822 
 
池田市 福祉部 広域福祉課、箕面市 健康福祉部 広域福祉課、豊能町 生活福祉部 広域福祉課、 

能勢町 健康福祉部 広域福祉課 

〒563-0025 池田市城南１丁目１番１号 豊能府民センタービル 3 階  TEL 072-751-5231 
 

茨木市 健康福祉部 指導監査課 

〒567-8505 茨木市駅前３丁目８番１３号  TEL 072-620-1809 
 
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課 

〒582-8555 柏原市安堂町１番５５号  TEL 072-971-5202  
 
吹田市 福祉保健部 福祉指導監査室  

〒564-8550 吹田市泉町１丁目３番４０号   TEL 06-6384-1358 

 
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課 
〒581-0003 八尾市本町 1丁目 1番 1号    TEL 072-924-9362  
 

岸和田市 保健福祉部 広域事業者指導課、泉大津市 健康福祉部 広域事業者指導課、 

貝塚市 健康福祉部 広域事業者指導課、和泉市 生きがい健康部 広域事業者指導課、 

高石市 保健福祉部 広域事業者指導課、忠岡町 健康福祉部 広域事業者指導課 

〒596-0076 岸和田市野田町３丁目１３番２号 泉南府民センタービル４階  TEL 072-493-6132 

 
枚方市 福祉部 法人指導課 
〒573-8666 枚方市大垣内町 2丁目 1番 20 号  TEL 072-841-1221（代） 
 
松原市 福祉部 福祉指導課 

〒580-8501 大阪府松原市阿保 1丁目 1番 1号  TEL 072-334-1550（代） 

 

泉佐野市 健康福祉部 広域福祉課、 泉南市 健康福祉部 広域福祉課、阪南市 健康部 広域福祉課 、 

熊取町 健康福祉部 広域福祉課、田尻町 民生部 広域福祉課、岬町 しあわせ創造部 広域福祉課  

〒598-8550 泉佐野市市場東１丁目２９５番地の３  TEL 072-493-2023 
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